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序 章 本研究の目的 

 

 1998年に「中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する

法律」が施行され、中心市街地活性化基本計画が546地区（2002年10月末）で策定された。この

基本計画に基づいてＴＭＯ（Town Management Organization）構想が249地区（同９月末現在）

で認定され、中心市街地の活性化にかかわる事業が実行されつつある。しかし人口10万人以下

の地方都市の中心市街地は衰退の一途にあり、人口30万前後の地方中核都市の中心市街地も、

売場面積と娯楽機能をそなえたショッピングセンターの郊外立地に押されて盛衰の分岐点に立

たされている1。 

こうした厳しい地域経済環境の中にあっても、数は決して多くはないが、元気のある商店街

が散見されることも確かである。こうした商店街の元気さは、商業機能を前面に出すというよ

りは、地域社会のニーズにきめ細かく応えることや、景観や文化など時代のトレンドを敏感に

取り込んだ再構築のための活動に源泉を求めることができる2。しかしＴＭＯはこうした中心市

街地の活性化の中軸になることを期待されたものの、その役割を十分にはたしてない3。むしろ、

事例を通じてではあるが、Community Businessや地域通貨・エコマネー（展開の可能性を含め

て、商店街の活性化にとっては期待が大きくなっている。 

問題はCommunity Businessあるいは地域通貨・エコマネーにおいて、その担い手としての経

済主体をどこに求めるのかにある。こうしたなかで1999年3月に「特定非営利活動促進法」（Ｎ

ＰＯ法）が成立し、ＮＰＯ法人が多く生まれ、商店街の活性化のパートナーとして脚光を集め

るようになり、商店街とＮＰＯ法人とが連携する動きがはじまっているが、しかしこの連携に

よる商店街の活性化への取り組みは、なお事例的なレベルにとどまっている。 

本研究の目的はこうしたＮＰＯ法人と商店街との連携が、中心市街地の活性化にいかなる役

割を果たすのか、その経済的効果はいかなるものが期待されるのかを、地方都市において実証

的に検証することにあり、また商業空間の集積理論に連携型集積の視点を付け加え再構築をし

ていくことにある。 

この研究目的を達成するために、次のような研究課題を設定した。 

                                                  
1 山川充夫「修景まちづくりの効果について─会津若松市七日町通り商店街の場合─」『福島

大学地域創造』第13巻第1号、29-45、2001年。 
2 山川充夫「修景とワークショップのまちづくり」ふくしま地域づくりの会編『地域産業の挑

戦』八朔社、107-124、2002年。 
3山川充夫「少子高齢社会における地方中小都市の持続的発展─中心市街地の活性化とＴＭＯの

可能性─」地域財政研究会編『地域レベルから見た高齢化問題』（財）関西経済研究センター、

65-95、2002年。 
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第1の研究課題は、巨大大型店の立地戦略は中心市街地の商業集積のあり方に決定的な影響を

与えているので、大規模小売店舗法下でいかなる店舗立地（撤退を含む）展開が行われてきた

かを明らかにすることにおいた。 

第2の研究課題は、大型店の立地配置は全国レベルや地方圏レベル、広域圏レベル、地元レベ

ルといった多層的・系列的な多店舗展開を持ちつつも、都市圏内の比較的限られた郊外拠点に

集中し、企業的商業空間（副都心構築戦略）を形成する傾向が強まっており、こうした状況の

下で地方都市の中心商店街が社会的商業空間として役割をどのように果たしているかを明らか

にすることであった。 

第3の研究課題は社会的商業空間としての地方都市中心商店街をどのように再構築していく

かである。この社会的商業空間としての再構築戦略は「まちづくり」を基本にしなければなら

ず、ＮＰＯ法人はその活動が商業部門に限定されないことから、「まちづくり」の機軸になり

うると思われる。こうした貢献はＮＰＯ法人が生まれてきたことから、それが直接的にまちづ

くりを設立目的としないＮＰＯ法人であっても、連携の和が広がることによって、社会的な契

機から地域経済の活性化を生み出す可能性が強まっている。このＮＰＯ法人がいかなる協働方

式（連携集積）で「まちづくり」とかかわろうとしているのかを検討することにおいた。 
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第 1 章 大店立地法の立地指針見直しとその課題 

 
1 立地指針見直しの背景 

 大規模小売店法（大店法）の運用適正化（1990 年）と改正（1992 年）によって，大規模売

店舗（大型店）の出店が規制緩和され，「原則出店自由」のもとで郊外立地が本格化した。2000

年には大店法が，自動車等の日米貿易摩擦を契機として設置された日米構造協議のもとで，ア

メリカ側からの圧力によって経済的規制の緩和策の「目玉」として位置づけられて廃止に追い

込まれた。大店法が廃止されたことで，売場面積等に関する規制が事実上完全撤廃され，より

規模の大きな売場面積を持つ大型店が相次いで出店するというサドンデスゲームが，自動車交

通の利便性が高いバイパスと安価な地価・地代で広く行き届いた区画整理とが並存する郊外に

おいて展開されている。 

 大店法の廃止と同時に，中心市街地の空洞化に対応するためにまちづくり三法が制定された。

まちづくり三法は「大規模小売店舗立地法」（大店立地法，2000 年施行），「改正都市計画法」（1998

年施行）及び「中心市街地における市街地の改善及び商業等の活性化の一体的な推進に関する

法律（中心市街地活性化法，1998 年施行）から構成されているが，大型店の出店規制がほぼ完

全に撤廃された下で，中心市街地が活性化しうるかという壮大な社会実験でもある1。 

 2004年 9月から産業構造審議会流通部会と中小企業政策審議会経営支援分科会商業部会との

合同会議が始まった。この合同会議は「大規模小売店舗を設置するものが配慮すべき事項に関

する指針」（以下，旧指針，1999 年 6 月）をデータ蓄積を踏まえて「5 年以内に見直しを行う」

（99 年 5 月 31 日合同会議答申）ことと，「税制改革 3 カ年計画」において「04 年度中にこの

指針の見直しを行う」決定とを受けて，旧指針改定の検討を開始した。この合同会議での検討

は大店法にかかわることに限定されているものの，その改定議論の過程で掟出された各種資料

や論．責は，現行の中心商店街の諸問題を反映しており，商業活動を軸とするまちづくりのあ

り方を検討する上でも参考になる。 

 この合同会議の冒頭で経済産業省の迎商務流通審議官は，①小売業全体の販売額が減少傾向

にある中で業態別にいろいろな盛衰があること，②モータリゼーションの進展や人口の郊外化

が進むといった社会現象を反映して，中心市街地の衰退に歯止めがかかっていない地域が多い

こと，③少子・高齢化と人口減少が進む中で，コミュニティの再生あるいはコンパクト・シテ

ィへの転換といったまちづくりは，単に商業問題にとどまらず今後の地域利用・土地利用のあ

                                                  
1大型店の立地のみが自由度を増しているが，市街地では市町村による「まちづくり条例」の制

定，郊外では都道府県による指針などの策定による大型店立地の規制や誘導がみられる（荒木

俊之「『まちづくり』3 法成立後のまちづくりの展開一都市計画法を中心とした大型店の立地の

規制・誘導－」『経済地理学年報』第 51 巻第 1 号，pp．73－88）。 
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り方等広い視野で考えていくべき重要な課題となっていること，などを発言している。また望

月中小企業庁長官は，①商店街が引き続き大変厳しい状況にあること，②まちづくりと商業活

性化の取り組みの歩調が必ずしも合っていないこと，③単に商業者間の事業上の競合問題とか

に端を発しているだけではなく，まちづくりやコミュニティの形成など，幅広くかつ長期的な

視点からの議論がどうしても不可欠であることなどを発言している2。 

 以下においては，まず大店立地法施行後において大型店の新設・変更届出の件数が如何に急

増しどのような問題をもたらしているか，そして大型店はこうした問題にどのように対応して

きたのかを検討する。次いで新しい立地指針（以下，新指針）の策定に向けて，都道府県等の

大店立地法運用主体，大型店を中心として構成される流通業団体等及び中小企業を中心として

組織される地域商業団体等から出されている意見を整理し，立地指針の改定をめぐる対抗関係

を明らかにする。そのうえで経済産業省及び合同会議がどのような視点からどのような根拠に

もとづいて新指針をとりまとめたのか，そしてその新指針の問題点は何なのかを論じたい。 

 

2 大型店の新設・変更届出とそれへの意見 

（1）大型店の新設届出件数の急増 

 大店立地法は，大型店の立地に伴う周辺の生活環境の保持のために，大型店の設置者が適止

な「施設の配置及び運営方法」に配慮することを確保するための手続などを規定している。出

店者が売場面積 1,000 ㎡超の大型店を新増設する際，①店舗面積，②開閉店時刻，③駐車場の

収容台数，④荷捌き施設の位置，⑤廃棄物等の保管施設の容量等，について届出をし，出店者

による地元説明会（届出から 2 ケ月以内），地元市町村・住民等からの意見提出（届出から 4 カ

月以内），都道府県等からの意見提出（8 ケ月以内）を経て，「意見なし」の場合には，手続き

が終了する。しかし「意見あり」の場合には出店者が自主的対応策を提示し，さらに出店者が

都道府県等の意見を適切に反映しておらず，周辺地域の生活環境に著しい悪影響があると認め

られる場合は，地元市町村が意見を提出することができ，都道府県等が勧告等を対応策提示か

ら 2 ケ月以内に出すことになる。 

 2000 年 6 月から 2004 年 7 月までの出店届出は 2000 年度 193 件から急速に増加し，02 年度

（6 月以降）には対 00 年度 3 倍強の 638 件となり，04 年度（05 年 2 月末まで）には r）2 年

度の約 2 倍の 1,277 件に達した。新設届出大型店の売場面積は，00 年 6 月から 05 年 2 月末ま

での 2,703 件を合計すると，平均で 5,511 ㎡であった。年度別平均では 00 年度が 8,804 ㎡で最

も大きく，その後 03 年度にかけて 4,751 ㎡に落ち，04 年度には 5,774 ㎡に回復した。売場面

                                                  
2産業構造審議会流通部会・中小企業政策審議会商業部会合同会議「第 1 回議事録」2004 年 9
月 6 日。 
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積別では 1,500～2,000 ㎡が 452 件（16.7％）で最も多く，これに 2,000～2,500 ㎡の 369 件

（12.7％）や 1,000～1,500 ㎡の 344 件（12.7％）などが続いた。その売場面積の分布を年度別

でみても，1,500～2,000 ㎡が一貫して最も多くの比率を占めた。ただし 1 万㎡以上の巨大売場

面積をもつ大型店の新設件数も着実に増加している。00 年度に 47 件であったのが，48 件，79

件，69 件と推移し，04 年度には 96 件に達し，5 年間で 339 件となった。 

 5 年間で最も大きな売場面積で申請したのは，イトーヨーカ堂（千葉市）で 72,376 ㎡あった。

これに次ぐものが，九州ジャスコ（福岡）66,569 ㎡，イオン（広島県）64,500 ㎡，イオン九州

（宮崎県）60,000 ㎡などであった。イオングループが売場面積上位 50 件のうち過半の 29 件を

しめた。これに対してイトーヨーカ堂は 8 件にとどまった。また 5 店舗以上新規出店している

大型店の平均売場面積を見ると，ジャスコ（8 店舗）が最も大きく 33,070 ㎡であり，これにイ

トーヨーカ堂（19 店舗）30,679 ㎡とイズミ（5 店舗）28,489 ㎡が続き，4 位と第 5 位にはイオ

ン九州（12 店舗）27,748 ㎡とイオン（75 店舗）22,668 ㎡とが来ている。またイオン系列の九

州ジャスコは店舗数が 4 店舗と少ないが，その平均売場面積は 38.349 ㎡と大きかった。 

（2）新設届出と周辺環境問題 

 新設届出は 2，292 件であり，そのうち都道府県等から「意見あり」が出されたのは 244 件

（9.8％）であった3。「意見あり」のうち勧告に及んだのはわずかに 1 件であった4。「意見あり」

の事項は延べ 448 件となったが，そのうちで最も多いのが「交通に関するもの」で 330 件

（73.6％）であった。具体的には「来客数の集中する時間帯は国道上の右折入庫待ち車両が右

折レーンを超えて滞留する恐れがあることに鑑み，分散駐車場を確保する等適切な対策を講じ

ること」とか「来客車両が小学校の通学路を通過しないよう誘導するため，歩行者の安全確保

が十分になされるよう，当該道路に画した駐車場の出入口の設置そのもの，駐車場の利用時間・

期間の制限などを検討し，適切な措置を講ずること」などであった。 

 次いで多いのが「騒音に関するもの」で，60 件（13.4％）の意見が出された。具体的には「午

後 9 時以降の荷捌きアイドリング・後進ブザー，大型車両走行音などの各種騒音が基準値を超

えないよう，荷捌き時間帯の変更など適切な措置を講ずること」や「深夜・早朝における荷捌

き作業における騒音に配慮するため，例えば，荷捌き施設において荷捌きを行うことができる

時間帯の開始時刻を午前 5 暗から 6 時にするなどの適切な対応策を検討すること」などであっ

た。第 3 位は「廃棄物に関するもの」で 22 件（4.9％）であり，具体的には「廃棄物処理計画

                                                  
3経済産業流通産業課「大規模小売店舗立地法の見直しについて」（第 2 回合同会議資料 4）2004
年 10 月 5 日）。 
4 仙台市のⅠ社の事例が唯一であるが，地方自治体が意見を付すことの意味は大きい（千葉昭

彦「大規模小売店舗立地法の限界と存在意義─仙台市郡山地区の事例の検討を通じて－」日本

都市学会編『日本都市学会年報 2004─大学と地域社会─」第 38 巻，2004 年 5 月，pp.86－90）。 
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において，可燃ごみの中に廃プラスチック類の産業廃棄物が見込まれるため，廃棄物の運搬・

処理委託について，廃棄物の種類に応じて，適正な業者を選定・委託すること」などであった。 

 その他（景観など）にかかわる意見は 36 件（8.0％）であり，員体例としては「屋外広告物

の大きさや色彩が周辺地域の街並み景観と調和しているとは言えないため，掲出面積を小さく

し圧迫感を与えない形状や下地の色彩の面積を小さくするなどの配慮が望まれる」などがあっ

た。 

（3）変更届出と周辺環境問題 

 変更届では 7,487 件であり，そのうち「意見あり」は 22％の 164 件であった。「意見あり」

のうち勧告に及んだのは皆無であった。届出変更の内訳は，件数には重複があるが，駐車場の

利用時間が 5,550 件（74.1％）で最も多く，これに閉店時刻 5,477 件（73.2％），開店時刻 3,282

件（43.8％），駐車場収容台数・位置 823 件（11.0％）などが続いている。変更届出に対する意

見で最も多いのは，新設届出とは異なり，「騒音に関するもの」95 件（43.0％）であった。「交

通に関するもの」は 82 件（43.0％）で，第 2 位であった。廃棄物に関するものはわずか 3 件（1.6％）

であり，その他（景観など）は 11 件（5.8％）であった5。 

 このように大型店の出店にかかわる周辺環境問題は，変更届出よりも新設届出において多く

出されており，「意見あり」の件数は決して少なくないのである。 

（4）立地法施行前後での事業者対応の変化 

 大店立地法の指針基準や新設・変更届出での地方自治体等からの「意見あり」に対して，事

業者はどのような行動をしてきたのであろうか6。大型店で防音対策を「講じている」店舗比率

は，大店立地法施行以前では 46％であったのが，施行後には 61％に上昇した。具体的な対策と

しては防音壁の設置が最も多かった。産業廃棄物対策については，保管収集等の対応策を「講

じている」比率は，施行前の 69％から施行後には 73％に上昇した。具体的な対策としては「保

管」が最も多く，これからかなり離れて，収集や分別が続く。 

 景観対策を「講じた」とする比率は，施行前 56％よりも施行後 67％の方が高くなった。その

他具体的な対策としては植栽緑化が圧倒に多く，かなり離れて建物・看板の色彩，照明，看板

のかけ方などが続く。対策を講じた理由は「自主的な対応」が過半をしめ，これに「地方自治

体の条例等による要請」が続いた。 

 歩行者の利便性の対策を「講じた」比率は施行前 63％よりも施行後 75％の方が高かった。対

                                                  
5経済産業流通産業課「大規模小売店舗立地法の見直しについて」（第 2 回合同会議資料 4）2004
年 10 月 5 日。 
6経済産業省流通産業課『大型店の設置者に対する立地状況調査結果（概要）について』（合同

会議 第 1 回専門調査会 参考資料 4）2004 年 10 月 12 口。この調査は 1,000 ㎡以上の全小売

店舗約 18.000 店舗に対するアンケート方式で 2003 年 2 月に実施され，約 6,400 店舗（回収率
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応策としては「車の出入りを示す表示を設置した」や「夜間の安全通行の観点から照明設備の

配置や広告照明の点灯を行った」などが多い。対策を講じた理由は圧倒的に多くが「自主的な

対応」であった。 

 防災対策は実施の「協力を行っている」比率が施行前には 53％であったのが，施行後には 43％

に落ちた。具体的には圧倒的に多いのは「防災訓練の実施」であり，かなり離されて「自衛の

消防団・消防組織の設置」，「防災設備・警備員等の設置・配置等」，「防災に関する店内放送や

ポスター掲示等の広報活動」，「災害時の物資の提供等」などが続いている。対応策を講じた理

由は「自主的な対応」が過半をしめ，次いで「地方自治体の条例等による要請」が多く，地元

商店街・地域住民からの要請はそれほど多くなかった。 

 また出店に際して地域住民等からの要請として，最も多いのは景観に対するものである。そ

の他には駐輪・駐車場の設置，寄付・行事・まちづくり参加などが多くなっている。 

 以上のように，大型店の対応は立地法施行後の方が対応する比率が高くなっており，防災策

を除けば，周辺環境への配慮は確かに高まっているといえる。 

 

3 立地指針改定への意見分布 

（1）運用主体・団体からの主な意見・要望 

 運用団体としての3都県市及び10業界団体から合同会議に出された意見・要望を整理すると，

表 1 のようになる。大きくは 3 つのグループに分けられる。第 1 は運用主体としての地方自治

体であり，このグループには東京都・新潟県・京都市が入る。第 2 はボランタリーチェーン，

チェーンストア協会，ショッピングセンター協会，DIY 協会，百貨店協会など大型店等の団体

である。第 3 は日本商工会議所など中小企業を中心とする団体である。 

 意見要望は 46 項目に整理された。その分類は大きくは，大店立地法で取扱う生活環境の範囲

と対応（12 項目），地域の実情に応じた地方自治体の弾力的な運用の確保（3 項目），指針で定

める定量基準の見直し（18 項目），大型店出店後における生活環境への配慮（3 項目），その他

（10 項目）である。生活環境の範囲と対応に関しては，さらに i）基本的考え方，ii）指針と「ま

ちづくり」との関係，iii）深夜営業に伴う問題，の 3 つに細分類される。また要望の方向性と

しては，①配慮内容の強化又は拡大，②配慮内容の緩和，③その他（自主性の導入，基準の明

確化），の 3 つに分類される。 

 第 1 の自治体グループの意見は「地域の実情に合わせた駐車場基準の設定」や「駐車場基準

の細分化（業種・業態別，自動二輪等）」，「騒音の予測・評価手法の適正化」などのように，③

として自主性の導入とか基準の明確化に意見・要望が集まっている。第 2 の大型店等グループ

                                                                                                                                                        
35％）から回答を得ている。 
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は，「対応範囲の限定化（大型店の特徴的事項）」，「駐車場の基準の緩和」，「騒音の基準緩和」，

「手続きの簡素化」などにみられるように，②に意見が集中している。第 3 の中小企業団体等

グループは「生活環境の概念（範囲）の拡大」や「地域との共生によるまちづくりの視点」，「深

夜・早朝営業にかかわる防犯対策の導入」，「歩行者の通行利便・安全性の確保」，「騒音基準の

強化」，「出店後のフォローアップ」，「大型店の撤退時対応の事前説明」，「説明会の規定の強化」，

「大型店の定義の拡大（大型集客施設）」など，①の規制内容の強化又は拡大に意見が集中する

という特色がある。 

表 1 第 3 回専門調査会（参考資料 1）（2004 年 11 月 5 日） 
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（2）都道府県等からの指針修正意見等 

 立地指針の改定にかかわって具体的にどのような意見があったのであろうか。まずは運用主

体としての都道府県等からの現行指針での修正意見である7。第 1 は交通に関してで，ここでは

「日来客数原単位について，地域性や業態の相違をより適切に反映させること」（27 件）が最

も多く，これに「配慮事項としてインフラ整備を追加すること」（19 件），「必要駐車台数の『特

別な事情』の例の追加及び当該適用の際の判断基準を設定すること」（14 件），「周辺の交通状

況予測を義務付けること」（10 件）などが続く。 

 第 2 は騒音に関しては，「騒音の予測評価手法について，敷地境界線での予測では，騒音規制

法の基準値を超えてしまう為，予測地点を敷地境界線から受音点等実態を勘案したものとする

こと」（24 件）や「自動車ドアの開閉音，アイドリングなどの音源も騒音予測や評価に含める

こと」（6 件）などがある。第 3 は廃棄物等についてで，例えば「廃棄物の種類を実態にあわせ

                                                  
7経済産業省流通産業課『大規模小売店舗立地法の指針の見直しについて』2004 年 10 月 5 日，

p.14－15。 
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て細分化すること」（5 件）や「廃棄物減量化やリサイクルの具体的方策を記載すること」（4 件）

などが入る。第 4 はその他事項であり，これには「景観条例や景観法などを踏まえ，景観への

配慮を一層求めること」（16 件）や「光害について，具体的基準値の明確化や農作物への配慮

なども求めること」（14 件）などが入る。次に現行指針では取り扱われていない事項への意見

をまとめてみよう。最も多いのは「青少年健全育成・い集防止のため，深夜営業について，条

例等がある場合にはそれに従って，警備員の巡回，警察との連絡体制の整備，駐車場の乗り入

れ防止，建物の死角の排除，適切な照明，注意看板の設置などの対策を行うよう求めること」（33

件）であり，これに「防犯のため，駐車場，駐輪場の視覚性の確保，照明の増設改善，ビデオ

カメラ等の設置，自動販売機の巡回などの対策を求めること」（15 件），「緑化条例など自治体

の緑化への取組について，積極的に協力すべきことを明記すこと」（10 件），「食品加工場での

排気口など汚水以外からの悪臭防止等を規定すること」（10 件）などが続いている。 

（3）大型店やその団体から出されている意見 

「大型店設置者に対する立地状況調査」8によれば，最も多い要望は「新設や変更などの手続き

に時間がかかる」（50 件）であり，これに「提出書類が過多であり，簡素化が必要」（48 件），

「実施の駐車場の稼動状況と指針における算定結果とに蔀離がある」（38 件），「交通量調査や

騒音調査など費用負担が大きい」（26 件）などであった。大型店からの具体的な意見は，業界

としては日本チユーストア協会が代弁しているが，イオン株式会社から合同会議専門調査会に

提出されている「大規模小売店舗立地法・指針見直しに関する要望」9の方がより鮮明な表現と

なっているので，これを代表的意見として紹介したい。 

 指針の見直しに当たって，イオンは基本的な視点を「お客様と街・商業・大型店の関係」と

して展開する。すなわち商業集積や立地の歴史的変遷は常に「お客様の暮らし・住まいの変化

に対応してきた」歴史であり，「お客様が商業の変化に対応してきた」のではない。商業者の使

命は「豊富な購入選択肢とより良い商品とサービスの提供を通じ，地域のお客様の豊かな生活

の実現に貢献する事」である。こうした商業者の使命を考えれば，「政策は『お客様の為のもの』

でありお客さまの利便と豊かさの向上が最優先されるべき」であり，「政策や指針が需給調整要

素を持つべきではない」。「守るべきは『競争の確保』であり，競争の排除ではないはず。『競争

からの保護』は結果として，衰退を助長するのではないか」。従って「旧・中心市街地の復興の

為に，郊外開発を制限すべきではない。競争の制限は，お客様の選択肢と利便を損なうだけ」

である。また「環境問題も青少年健全育成も時代の要請」であり，「物販小売業だけの問題では

ない」。「メーカーの工場移転の地方経済への影響は論じられない」で，「何故，大型物販店舗だ

                                                  
8前掲注 7）p.16。 
9合同会議第 2 回専門調査会「参考資料 3－2」，2004 年 11 月 2 日。 
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けが，配慮を求められるのか？」「公平性が必要」であると。 

 具体的な「見直し」要望事項は大きくは 4 点に及んでいる。第 1 は「小売業に限定した出店

の手続きを規定する立地法では，小売業に特徴的かつ集約的に発生する項目に限定されるべき」

であるとの主張である。これは「景観」「緑化」「光害」といった生活環境問題，「青少年の健全

育成」，「企業の社会的責任」は大型店だけにもとめられるべき問題ではないこと，地域諸団体

への入会や会費支払と「周辺の生活環境の保持」との関係が認識しづらいことなどを内容とす

る。 

 第 2 は「大型小売店の出店は，地域経済が疲弊している中で，地域での投資，製造業とは比

較にならない地域雇用への貢献，地方消費税の増加，といった地域経済活性化の効果があり，

出店事業者への過度な負担の増加は，地域経済の活性化にマイナスである」との主張である。

これは，定量基準の変更が「実質的需給調整」にならないようにするだけでなく，「個別企業レ

ベルでの特殊事情を広く認めるよう運用をお願いしたい」こと，また既存法令に屋上屋を重ね

るような過度の規定は不必要なこと，などを内容とする。 

 第 3 は自治体での運用にかかわることである。ここでは，事前調整手続きは「あくまで事業

者の任意協力にとどめる」こと，広域調整は「地方自治の時代と言われる中，市町村の独自性

と自立性等が奪われる」だけでなく運用によっては市町村間の需給調整が生まれるので好まし

くないこと，そして手続きの地方自治体への運用の委任は「地域特性や企業間特性をより細か

く反映させるべき点は，総論としては賛成だが，配慮すべき生活環境の幅や範囲は大型店に特

徴的なものに特定すべき」であること，などがその内容である。 

 第 4 は用語の定義と数値項目についてである。用語としての「周辺」の考え方については「車

で 30 分」等の来店手段で設定することは好ましくないこと，数値項目の算定基準についてはそ

の根拠を分かりやすく，しかも現実に即して説明してほしいこと，などを内容とする。 

 

4 指針見直しの主要論点と対応 

（1）見直し主要論点の分類 

 2004 年 11 月 5 日に経済産業省流通産業課は，こうした意見や要望を受けながら，『大店立地

法の指針の見直しにあたっての主要論点について』（以下，『主要論点』）をとりまとめ，産業構

造審議会流通部会・中小企業政策審議会商業部会合同会議専門調査会（第 3 回）に提出した。

ここでは大きく，大店立地法で取扱う「生活環境」の範囲と対応，地域の実情に応じた地方自

治体の弾力的な運用の確保，指針で定める定量基準の見直し，大型店出店後における生活環境

への配慮，その他 5 点に分けて整理する。 
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（2）大店立地法の「生活環境」の範囲と対応 

1）基本的な考え方と判断基準 

 この考え方の出発点は，一般的な「生活環境」と大店立地法における「生活環境」との区分

けにある。一般的な意味での生活環境は「本来住民等が享受し得るある種の快感と感じうる状

態や利便性を含んだ概念」であるが，大店立地法では「地域の住民の利便性，業務の利便性を

確保し，又はその悪化を防止することが必要とされる対象」と限定する。つまり大店立地法に

言う生活環境は，一般的な生活環境の概念のから「ある種の快感と感じうる状態」を切り離し，

「利便性」の範囲に限定される。大店立地法は「利便性」を阻害しないという観点から交通問

題，廃棄物問題，騒音問題，その他について，その悪化を防止することにあると述べる。 

 こうした問題での解決で大型店の設置者に負担を求めるには，その「内容と水準は，社会的

に見て合理的とみなされるものでなければならない」のである。現在の指針に盛り込まれてい

ない事項には，まちづくり，青少年対策，悪臭対策，アイドリングストップ対策，防犯対策，

緑化の推進，省エネ対策，日照権などがあると指摘する。 

 生活環境の範囲と対応を検討するにあたっての判断基準は専門調査会（第 4 回）で『大店立

地法の指針見直しの方向性について（案）』（以下，『方向性』）として経済産業省流通産業課か

ら提示された。この判断基準は大きくは 2 つに分けられる。第 1 は生活環境の範囲に関する事

項であり，5 つの基準が示される。①「周辺の地域の生活環境」問題であるか。（多大型小売店

に特徴的又は集約的な問題か，（事実際に弊害が生じているまたは運用上弊害が生じている10問

題であるか。④他法令でも規制されている場合に追加的に規制すべき問題であるか，また他法

令の進展により削除すべき問題はあるか。⑤生じている生活環境への悪影響が大型小売店設置

者の対応により解決されるべき問題であるか，以上の 5 つである。 

 第 2 は大型小売店設置者の対応策に関する事項であり，3 つの判断基準が掲げられる。⑥設

置者に対する負担が社会的にみて合理的な範囲内の対応策であるか。⑦設置者に対し法的な対

応を求めるべきものであるか。それとも社会的責任の一環として設置者の自主的判断にゆだね

るべきものか。⑧設置者に求める対応策がもっぱら地域の需給調整につながることにならない

か，以上の 3 つである。 

2）「まちづくり」の一部に限定される「生活環境」 

「まちづくり」との関係は次のように整理される。「まちづくり」はまちづくり三法の基本的精

神であるとしつつも，これは都市構造から周辺の生活環境まで広範な概念を含むものであり，

三法の一つである大店立地法は「まちづくり」すべてに対応することは困難であるとしていた。

                                                  
10 11 月 5 日の『主要論点』では「又は運用上困っている問題」であったのが，『方向性』では

「又は運用上弊害が生じている問題」に変更された。 
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そして大店立地法は「利便性を高め，住みやすい街を形成する」という地域づくり・まちづく

りの「一翼をになう」ものであり，これが対象とするのは「中心市街地活性化施策やゾーニン

グ的手法を含む多様なツールのひとつとして，交通・騒音など」の生活環境問題であると限定

した。また大型店設置者は「立地地点の周辺の状況，地域づくり・街づくりに関する各種公的

な事業名内容等について幅広く情報収集し，検討を行うべきであることは当然であるが」との

前置きをしつつも，「特に，立地に伴う周辺の地域の生活環境への影響については，本指針の示

すところにより，あらかじめ十分な調査・予測を行い，適切な対応を行うことが必要」である

とし，大型店設置者が対応すべき対象を限定していた。 

 しかし地域住民等からは，住民の購買機会の確保，街並みづくりへの配慮，地域の公的なま

ちづくり計画との整合性の確保，地域の祭りやイベントへの参加，伝統・文化の保持，地域団

体への積極的加入，元旦営業の禁止など，従前の指針の範囲を超えた要望事項が出されている。

こうした意見を『方向性』では，i）各種公的計画等への言及，ii）個別地域活動への協力，iii）

その他，の 3 つに整理し，「判断基準」に照らして次のような「案」を提示した。i）の各種公

的計画等への言及については「中心市街地活性化基本計画など公的計画の具体例を例示する」

として新指針に反映するとした。ii）の「地域組織への参加やお祭りへの協賛金の拠出を要請す

る」といった個別地域活動への協力は判断基準①②⑤⑦を根拠として，「社会的責任の一環とし

て取扱うべき事項であり，基本的には指針の範囲外」であるとした。iii）その他の「地域住民

の購買機会の確保ために出店場所を限定すること」については判断基準①⑥⑦⑧に基づいて却

下した。 

3）深夜営業と生活環境問題 

 深夜営業を行う大型店は，2000 年度以降の新設の届出によれば，夜間（22 時以降）の営業

を行う店舗は 3 割強，うち 24 時間営業を行う店舗の割合は全体の 7％強というように増加して

いる。この深夜営業の拡大には青少年の健全育成・蛸集，騒音，防犯問題，青少年によるゴミ

のポイ捨てなどへの懸念などがあり，深夜営業に関して一定のルールを設けるべきとの問題提

起がなされている。 

 この提起に対しては深夜営業に伴い発生する生活環境問題を分類し，深夜営業を行う大型店

や閉店後の施設管理に関する配慮事項としてその一部を指針に反映するとの「案」が提示され

た。反映された事項には，「近隣住民の犯罪発生の懸念も踏まえた地域防犯対策への協力」と「深

夜営業に伴う照明の配慮」とがある。しかし「深夜営業そのものを規制するルール」と「有害

商品の販売禁止等青少年の健全育成を直接目的とする配慮」とは，判定基準②⑥⑧と⑤⑦とを

それぞれ根拠に新指針には取り上げなかった。 
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4）地球環境問題は生活環境ではない 

 その他の事項のうち，「生ゴミや食品加工（中食加工）に伴い発生する悪臭」は新指針に反映

することとなった。しかし「省エネ，地球環境問題」と「日照権」とについては，それぞれ判

定基準①②④と②④との関係で取り上げなかった。 

（3）地域の実情に応じた地方自治体の弾力的な運用の確保 

1）釘刺された基本的な考え方 

 これに関しての基本的な考え方は，旧指針の「標準・参考として示した各種の数値・数式は，

これに拠ることが適当でない場合には，根拠を示して他の数値・数式を用いるものとする」を

援用して，大型店のみならず都道府県等も「地域の実情に応じた水準での配慮を求めることを

も可能とする」との解釈に基づき，「地域特性に応じ地方における弾力的な運用を確保すること

は必要」とした。ただし「その弾力的運用の目的が，中心市街地活性化対策など立地法の法目

的以外の場合には，慎重であるべき」との釘を刺している。なお「地域等の実情を勘案すべき

事項」としては，i）自動車利用状況など立地場所の相違による地域特性の反映，ii）降雪など

自然環境面での特性への配慮，iii）中心市街地への配慮（緩和措置など）などがある。 

『方向性』は地方自治体の弾力的運用の確保として，「地域特有の事情がある場合や定量基準

の数値等について実態に即したデータなどを有している場合において，地方自治体が独自基準

を策定した際は，当該基準は，その範囲内で国の方針に規定する基準に優先」すると位置づけ，

以下のような要件に基づいて，運用の公平性や合理性を確保することを「地方独自基準を策定

する場合の基本方針」とした。その要件とは，i）大店立地法や「指針に定める生活環境の範囲

内及び対応策の範囲内であること」，ii）「基準が事前に公表されており，かつ定量的な内容又は

具体的な対象（地域，店舗属性等）が盛り込まれるなど」の透明性と「設置者が自ら判断でき

る程度に予見可能であるもの」，iii）地域内の各種調査結果に基づいた基準，国レベルでの他の

法令の規制基準に準じた基準，生活環境にも配慮した地域交通計画など専門的知見や客観的デ

ータに裏打ちされたもの，あるいは立地法で適用することにつき専門家による検討など一定の

手続きを経て作成されたものなど，客観的・合理的な根拠があること，以上の 3 つである。 

2）地方独自の基準を策定する場合の留意点 

 地方独自の基準を設けるにあたっては，生活環境の項目別の特性への配慮が必要であり，法

令における地方自治体の役割も参考にその手法や枠組みも重視することが留意点として出され

ている。例えば駐車場台数，騒音評価基準，廃棄物保管容量などがそれである。これらのこと

は（4）定量基準の見直しともかかわる。 

（4）指針で定める定量基準の見直し 

 本稿ではこの定量基準について紹介するゆとりはないので，その見直しの考え方のみを紹介
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する。『方向性』（案）は 4 つの分野，すなわち交通分野，騒音分野，廃棄物分野，光害の 4 つ

である。このうち光害についてはもともと郊外大型店の夜間営業が周辺の農産物に被害をもた

らすと想定したものの，これに関する苦情がなかったことから，その定量基準の設定が見送ら

れた 

 交通分野の定量的基準はピーク率と自動車分担率については関連統計の動向等を踏まえて数

値を見直すこと，定量的な反映が困難な場合には，地方自治体の独自基準での対応に加え，「特

別な事情」として自動車販売店などの業態特性の勘案などを可能とした。騒音分野では予測評

価そのものではなく，むしろこれを通じて最適な事前防止策を講じることが強調された。廃棄

物分野では収集データの充実やリサイクル関係法令の進展に伴い，分類細分化を実施するとと

もに，分別保管の重要性についても言及することとなった。現行では紙製廃棄物等，空き缶・

空き瓶，厨芥その他の廃棄物等の 3 分類であるが，生ゴミやプラスチック製廃棄物の保管施設

容量についても，参考数値を提示することになった。 

（5）大型店出店後における生活環境への配慮 

 出店後に生じる問題については，立地法第 10 条の「届出をした者は，その届け出たところに

より，その大規模小売店舗の周辺の地域の生活環境の保持について適正な配慮をして当該大規

模小売店舗を維持し，及び運営しなければならない」こと，及び現行「指針」における「大規

模小売店舗の開店あるいは施設変更の後においても，設置者は，当該大規模小売店舗が周辺の

生活環境に与える影響について十分な注意を払い，届出時に対応策の前提として調査・予測し

た結果と大きく乗離があり，対応の規模著しく過少であった場合等には必要な対策をとるよう

努めることが必要である」という記述を根拠としつつも「特に必要な場合に限定した上で，設

置者に配慮を求める」こととした。しかし撤退時の配慮を大店立地法の事前手続きで求めるこ

とは，「周辺の地域の生活環境問題」とは言い切れず，また需給調整的な要素も含まれており，

現時点では新指針に盛り込むべきではなく，社会的責任の一環として設置者の自主的判断にゆ

だねるべきものとされた。 

 要するに，生活環境の悪化が出店者の直接の責任に帰すか帰さないかが判断の基準となり，

例えば届出内容どおり対応策を実施していない場合とか，出店者側の状況変化などにより届出

どおり実施しても生活環境に悪影響が生じている，あるいは生ずることが見込まれる場合には

適切な対応を求めることは妥当であるけれども，出店者の直接的な責任に帰さない状況の変化

により届出どおり実施しても生活環境に悪影響が生じている場合は，追加的な調査や対応を促

すことは妥当ではないとしたのである。 

（6）排除された出店マニュフェスト 

 その他については以下の 3 つに分類して『方向性』が示された。説明会については，説明会
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の日時等の配慮は「新指針」に盛り込まれることになったが，地域商業団体に特化した説明の

義務付け及び退店時の説明会の実施はそれぞれ判断基準⑥⑧と①⑥⑦を根拠に「新指針」から

は排除されることとなった。事前調整手続きやインフラ整備など立地法の届出書類で求めてい

ること以上の内容を含むマニュフェストの提出11・出店影響調査は，判断基準①⑥⑦を根拠に排

除された。また複合施設部分の直接規制は法律対象外であるとして，盛り込まれなかった。 

 

5 おわりに─大型店の社会的責任への論及 

 こうした議論を経て，「大規模小売店舗を設置するものが配慮すべき事項に関する指針」が

2005 年 3 月 30 日に経済産業省告示第 85 号として出された。この新指針の「一 大規模小売店

舗を設置するものが配慮すべき基本的な事項」及び「二 大規模小売店舗の施設の配置及び運

営方法に関する事項」は大店立地法の枠内での修正にとどまったが，「まえがき」に相当する箇

所は大型店の社会的責任にかかわる記述が増加した。あくまでも大店立地法の趣旨を前面に出

しつつも，「また，設置者及び小売業は，小売業の地域密着型産業としての性質から，企業の社

会的責任として，互いに協力し，周辺地域の生活環境の保持のために，本指針に基づき法的に

配慮を求めていない事項についても，適切な対応を行うべきことは言うまでもない」という文

章が挿入された12。 

 大型店の社会的責任を問う声は次第に大きくなっている。これが「まえがき」の分量を増や

すことにつながった。しかし「まえがき」は総論であり，各論としての「定量基準」には社会

的責任に関する事柄は盛り込まれていない。ただし，地方自治体は公平性や透明性などの説明

                                                  
11 11 地域貢献に関する「マニュフェスト」についての考え方は，福島県広域まちづくり検討会

の「広域まちづくりのあり方に関する提言」（2004 年 3 月）をもとに日本商工会議所が作成し

て提起されたが，その骨子については筆者が福島県広域まちづくり検討会で提案した。 
12 「大きくいえばそういう話なのですが，ではそういう問題をするときに，大型店の社会的責

任の問題なのか，法的にこれを強制するような問題なのかという話になると，この境界という

のは私は正直いってこの種の問題にほとんどないのだと思っているのです。周辺住民の生活環

境を維持するというのは，大型店といわず企業一般の社会的責任のカテゴリーだと思います。

だから，そういってしまえるのであればそれでもいいのですが，ただ，それで生活環境が守れ

なければ法が乗り出してこざるを得ない。だから，そこはどこまで書くのかという問題になり

ます。後でいろいろ出てきている問題も全部そういうことだと思うのです。まちづくりだとか

光の害だとかごちゃごちゃというのがありますよね。私自身は性格的に余り事細かな，箸の上

げ下ろしまでこんなところに書くべき問題ではないと思っているのです。そういうことを書く

ということは，書かなければ大型店が守らないということなのか。そうだとすると，企業のそ

れこそ民度が問われている問題で，本当にそうなのかしら，それでいいのかという問題になり

ます。むしろこの辺のかなり細々した問題については，出店者側で我々はこういう対応，ポリ

シーでやっています。マニフェストいう言葉でもいいのですけれども，そういうことをバンと

やってもらえば、それでほとんど解決する問題が多いのではないかと思うのです。それを求め

るのが立地法の範囲の中であるかどうかは別にしましてね。」（2004 年 11 月 12 日 a 第 4 回専門

調査会での石原委員の発言） 
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責任は要求されるものの，地域の実態に即した基準を設定することが可能となっている。問題

は地域に即した基準をどのように構築していくかにある。そしてこの基準を作り上げていく原

動力は，まさに地域力そのものに依存するのであり，地方自治体の運用能力だけでなく，地域

住民や NPO などが積極的に提言していく力13をもつことができるのかが課題となるのである。 

 
13福島県は 2005 年 3 月 4 日付で「福島県良好な小売商業機能が確保された誰もが暮らしやすい

まちづくりの推進に関する条例案（仮称）」についてのパブリックコメントを県民から求めた。

筆者はこれに対して，①「消費者」視点から「生活者」視点への転換の必要性，②事例が対象

とする大型店の売場面積規模を 15,000 ㎡以上ではなく，福島県内の「近隣型商圏都市」の売場

面積に相当する 5,000 ㎡以上にするべきであること，③条例制定の背景にしめされているコン

パクトなまちづくりを進めるには持続的発展という 21 世紀の視点から地域交通政策や医療・福

祉を中心とするまちなか居住政策，個性化が輝く地域を牽引する要としての教育文化政策など

を積極的に展開していく必要があること，などをコメントした。 
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第 2 章 大型店と商店街の集積経済としての特性 

 

1．はじめに 

1990年代以降における大型店の出店攻勢は，小売店舗の売場面積規模別構成を大きく変えてきた。小

売店数は 1985 年には 147 万店であったのが，それ以降一貫して減少し，2002 年には 114 万店となっ

た1（図1）。店舗数を売場面積別でみると，5百㎡未満の店舗数は一貫して減少している。1985年に145

万店であったのが，2002年には107万店へと減少した。5百～3千㎡の店舗は，1985年に13,471店で

あったのが，一貫して増加し，2002年には3倍弱の32,919店となった。3千㎡以上の店舗は，85年に

15,451店であったのが，2002年には2倍強の37,561店へと増加した。こうした結果，売場規模別での

店舗数シェアは，5百㎡未満が98.9％から93.6％へと後退し，5百～3千㎡が0.9％から3.0％へ，そし

て3千㎡以上が1.1％から3.4％へとそれぞれ拡大した。 

 店舗数の減少に対して，  

小売業の売場面積は

て増加している。1985年に

1 億 0,852 万㎡であった小

売店の

 図 1 売場面積規模別小葬店舗数の推移 

一貫し

売場面積は，2002

5

1988年

                                                 

年には1億7,511万㎡とな

った。売場規模別では，

百㎡未満の小売店舗の売場

面積は 1985 年には 6,529

万㎡であり，1997年までは

増加して7,798万㎡となっ               資料：商業統計表 

たものの，その後は減少し，2002年には7,102万㎡となった。売場面積シェアは1985年から

にかけては60.2％を維持したが，その後は急速に低下し，2002年には40.6％になった。5百～3千㎡の

小売店舗の売場面積は一貫して増加している，1985年に1,401万㎡であったのが，2002年には3,449

万㎡となった（図2）。その結果，5百～3千㎡の売場面積シェアは1985年の12.9％から2002年には

19.7％へと拡大した。3千㎡以上の小売店舗の売場面積も一貫して増加している。1985年に2,921万㎡
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1統計数値はいずれもアイ・エス情報センター編『INDB商業統計表CD-ROM－2002年第3版』2004
年10月による。ただし「大規模小売店統計編（小売業）」は2002年数値が掲載されていないので，1999
年数値を活用する。 
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であったのが，2002年には6,900万㎡になった。3千㎡以上の売場面積シェアは1985年の26.9％から 

□     図 2 小売店舗売場規模別売場面積の推移      2002 年には 39.7％へと上昇した。 

小売業の年間商品販売額は

資料：商業統計表                  

      

資料：商業統計表              1994年には70.9兆円まで

かくして，全体としては

 

いずれにおいても，そ

1985 年に 89.3 兆円であっ

たのが，1997年には128.7

兆円となった。しかしその

後は減少し続け，2002年に

は124.3兆円となった。売

場規模別では，5 百㎡未満

の小売店舗の年間販売額は

1985年の53.7兆円から 

増加したものの，その後は

減少して2002年には56.8兆円となった（図3）。5百㎡未満の年間販売額シェアは1985年の60.2％か

ら一貫して後退して2002年には45.7％になった。5百～3千㎡の年間販売額は，1985年の10.6兆円か

ら一賞して増加し，2002年には22.2兆円になった。5百～3千㎡のシェアは1985年から1991年にか

けては11.9％から11.6％へとわずかに後退したが，その後は拡大し続けて2002年には17.8％となった。

3千㎡以上の年間販売額は，1985年の24.9兆円から一貫して増加し，2002年には45.4兆円になった。

3千㎡以上のシェアは一貫して拡大し，1985年の27.9％から2002年には36.5％となった。 

図 3 売場面積規模別年間販売額の推移 

1985年以降，売場面積の

増加と店舗数の減少とが

つづくなかで，販売額は

1997 年までは増加した

ものの，それ以降減少し

た。売場規模別では，5

百㎡未満の店舗は店舗 

数，売場面積，販売額の

のシェアが後退した。逆に5百㎡以上の大型店はそのいずれにおいても実数で増

加させつつ，シェアをも拡大してきた。 
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２ 大型店の販売効率 

 本稿の目的は，より大きな売場面積の小売店舗数が増加している理由について，集積経済という視点

から検討することにある。これを考えるにあたっては，木地節郎氏の商業集積に関する議論を出発点と

しよう2。 

 木地氏は，商業における利益では工業における利益とは違って，費用の節約よりも販売額の増加の方

が重要であると述べる3。それは小売商業の場合は集積が市場を拡大して販売高を増加させるからである。

販売額を増加させる集積力は，集積している店舗の総合的な顧客吸引力そのものであり，集積の大きさ

を規定するのは顧客の数である。顧客数が多ければ集積量も大きくなり，顧客吸引力を高めるためには

集積量を大きくしなければならない。そして顧客数を多く集めるための条件は， 

①同業種店が多くて顧客の選択が自由であること， 

②関連業種が多くて一括買いが可能であること， 

③顧客へのサービス施設が整備され充実している 

こと，などである。つまり集積によって吸引力を強化するには，顧客の自由な選択が可能となる店舗数

をより多くそろえ，ワンストップ・ショッピングを可能とするような商品量の多さや商品構成の総合性

が要求される（p.32）。 

 木地氏は商業集積を大きく，①大規模経営の集積，②同業態の多数経営の集積，③異業態の多数集積

の3つに区分する。集積の基本は商業に関しては経営に利用される面積に関係するといえる。小売業・

サービス業では集積は総売場面積の広さによって規定される。①は大型店舗であり，それ自体が規模の

経済を引き出す集積体として理解される。②は同業態の多数経営の集積であり，商店街がその代表的な

形である4。③は異業態の多数集積であり，これは小売業や卸売業を含めた地域的集積であり，集積地域

も広くなり，都市が単位となる。これは「都市集積」と呼ばれ，これには売場面積以外の社会的機能が

必要とされる。例えば集積地の中には道路やコミュニティ・プラザ，バス停留所における乗り場も必要

であり，これらはインフラとしての公共空間（パブリック・スペース）でもある（p．72）。ただし商業

資本が公共資本を誘因とするというよりは，むしろその反村に公共資本の集積が商業資本を誘引し，商

                                                  
2木地節郎（1975）：『小売商業の集積と立地』大明堂，p.204。 
3木地氏は集積経済論を展開するにあたっては，A.Weberの工業集積論を使いつつ，工業の費用節約に

対して，小売業では販売額増加が重要であると強調している（p.11）。もちろんその通りであるが，郊外

型大型店はかなり広い敷地とバイパスなどの交通の利便性を必要としており，工業立地と同様の立地要

因を求めているので，郊外における安価な地価利用を考えれば，費用節約という観点を等閑視するべき

ではない。物流における規模経済と安価な地価負担とが低価格という競争力をもたらしている。その意

味では，郊外大型店は小売店というよりも，最終消費者であっても週1 回の買物頻度であることから，

むしろ物流拠点としてとらえる方が説明しやすい。 
4 ②は地域特化経済，③は都市化経済が集積経済の源泉となる（山川，2004，第1章を参照）。 
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業的集積を形成している場合が多い（p.84）。 

 以上のことから，小売業の集積経済を考える際には，①②③の違いを意識する必要があることは確か

である。これらの集積経済の違いを数値的に検証することは簡単ではない5。しかし幸いなことに『商業

続計表』には，①の集積経済を推測できる「大規模小売店舗統計編」が，②③のそれを推測できる「立

地環境特性別統計編」があるので，これらを活用して接近してみたい。なお本稿で取扱う基本的な指標

は，「労働効率」としての従業者1人当年間販売額と，「売場効率」としての売場面積1㎡当年間販売額

とである。両者を併せて「販売効率」と総称する。 

 まず①の販売効率である。図 4 は 1999 年における大型店舗内にある小売店の売場効率と労働効率を

売場面積規模別（以下，売場規模別）にみたものである。 

図 4 大型店内小売店売場面積規模別年間販売額（1999年） 

 
資料：商業統計表 

 大型店の売場効率は 5 百～1 千㎡で 85.3 万円であったのが，売場規模が大きくなるにつれて低下し，

4千～5千㎡には最低の60.7万円となる。これよりも売場規模が大きくなると，次第に売場効率は高ま

るが，5百～1千㎡水準を上回るのはやっと3万～4万㎡になってからである。これを超えると売場効率

                                                  
5赤松は商業施設群の規模・内容別ランク表を取りまとめている。それは直接商圏人口規模別で，近隣性

最寄店（商圏人口2,000～5,000人未満）から巨大都市中心商業施設群（200万人以上）までの8ランク

に分け，立地特性，商業施設群の形成状況，業種構成，一般的な全体売場規模の特徴をまとめている（p.28）
（赤松良一（1994）：『地域商業近代化・活性化の実践 マニュアル［改訂版］』鹿島出版会，p.ix＋284。 
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はぐんと高まり，5万㎡以上では189.2万円となる。これに対して労働効率は5百㎡から2万㎡未満ま

では 2,400～2,500 万円で横並びとなる。2 万㎡を超えると労働効率が急速に高まり，5 万㎡以上では

5,699 万円に達する。いずれにしても労働効率では 2 万㎡を超えないと，また売場効率では 3 万㎡を超

えないと，集積経済が発生しな     図 5 業態別従業者1人当り年間販売額①（1999年） 

いのである。つまり，大型店が売

場面積を巨大化していく経済的根

拠 は こ こ に 求 め ら れ る 。          

次にこれを業態毎でみる。残念な

がら売場規模別での売場面積の数

値を得ることができないので，売

場効率を比較できない。以下では

販売効率のうち労働効率に限定し

て検討を進める。また注意しなけ

ればならないのは，売場規模は大

型店内小売店舗全体（概ね建物全

体）を単位としており，販売効率

は業態別テナントを単位とし              資料：商業統計表 

ていることである。3～4万㎡の売      図 6 業態別従業者1人当り年間販売額②（1999年） 

場面積を持つコンビニがあるとい

うことではなく，3～4万㎡の大型

店舗のなかの1テナントとしてコ

ンビニが入っているということで

ある。つまり 30 ㎡以上 250 ㎡未

満の売場面積を持つコンビニが大

型店の総売場面積規模の違いによ

って販売効率がどの程度異なるの

かを，この図からはみることがで

きる。 

    資料：商業続計表 
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 図 5 及び図 6 によれば，百貨店6は売場規模別では 4 千㎡以上で初めて登場する。その労働効率は 5

千～6 千㎡で一度落ち込むものの，売場規模が大きくなるにつれて，一直線上で高まっていき，5 万㎡

以上では8,000万円台に達する。これに対して総合スーパーでは，確かに売場規模が大きくなるにつれ

て，労働効率は傾向として高まるが，百貨店ほどの売場効率が生まれない。最高は4万～5万㎡の3,371

万円であり，これは同規模の百貨店の半分以下の労働効率水準にとどまる。専門スーパーは弱いながら

も，傾向としては売場規模が大きいほど労働効率は高まる。これらに対してその他のスーパーは，傾向

として規模が大きくなるほど労働効率が下がる。特に 5 千～6 千㎡を過ぎると，労働効率が下がる様子

を読むことができる。中心店は売場面積によって労働効率が波打っており，特定の傾向を読むことはむ

ずかしい。専門店は 4 千～5 千㎡を境としてそれ未満の方がそれ以上よりも労働効率が一般的に高い。

その他の小売店は変動が大きくこれといった傾向を読むことは難しい。コンビニは全体として労働効率

が1,000万円前後で推移しており，売場規模のメリットを享受していない。 

 要するに売場規模が大きくなるにつれて労働効率が急速に高まっていくのは百貨店のみであり，総合

スーパーでは緩やかな高まりしか見せないし，専門スーパーでも変動を含みつつ緩やかな高まりにとど

まる。 

 

3．商店街（商業集積地区）の販売効率 

 商業集積地区は地域特化としての集積経済をどの程度発生させているのであろうか。ここでは『商業

統計表一立地環境特性別統計編－』の「商業集積地区」データを活用して検討したい。商業集積地区は

「主に都市計画法第各条に定める『用途地域』のうち，商業地域及び近隣商業地域であって，商店街を

形成している地区」として定義されている。図 7 は 2002 年の商業集積地区における販売効率を都市人

口規模別に見たものである。全国平均を100％とすると，売場面積1㎡当年間商品販売額（売場効率）

                                                  
6 『商業統計表』の定義によれば，百貨店・総合スーパーとは「衣，食，住にわたる各種商品を小売し，

そのいずれも小売販売額の10％以上70％未満の範囲にある事業所で，従業者が50人以上の事業所」で

ある。総合スーパーと百貨店との違いは，総合スーパーは売場面積の50％以上がセルフサービス方式で

あるのに対して，百貨店は50％未満である。専門スーパーとは，売場面積が250mヲ以上であり，取扱

小売商品が衣，食，住のうち1つが70％以上の事業所をいう。その他のスーパーとは総合スーパー，専

門スーパー，コンビニエンスストア，ドラッグストアなどを除くセルフサービス方式を採用している事

業所をいう。中心店とは非セルフサービス方式で，取扱商品が衣，食，住のうち 1 つが 50％以上 00％
未満である事業所をいう。専門店とは非セルフサービス方式で，取扱商品が衣，食，住のうち1つが90％
以上である事業所をいう。その他の小売店とは，非セルフ方式店で，百貨店，専門店，中心店以外の事

業所をいう。コンビニエンスストアとは，売場面積が30 ㎡以上250 ㎡未満，営業時間が14 時間以上，

セルフサービス方式で飲食良品を取扱っている事業所をいう（神奈川県企画部統計課（2003）：『神奈川

県の商業一繁華街商業活動 平成14年商業統計調査結果報告（卸売・小売業）』p.19＋378 
）。 
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は確かに人口規模が大きくなるほど高くなる。また従業員1人当り年間商品販売額（労働効率）も，売

場効率ほどではないが，確かに人口規模が大きくなるほど高くなる。つまり人口規模が大きい都市ほど

販売効率が高くなるという集積経済が確かめられるのである。 

図 7 都市人口規模別商業集積地区販売効率（2002年）（全国平均＝100） 

 
資料：商業統計表 

 『商業統計表』は立地特性別として「商業集積地区」，「オフィス街地区」，「住宅地区」，「工業地区」

及び「その他の地区」の5地区に分けて集計している。このうち商業集積地区はさらに5つの型に区分

されて集計される。JRや私鉄などの駅周辺に立地する「駅周辺型」（ただし原則として地下鉄や路面電

車の駅周辺を除く）や都市の中心部（駅周辺を除く）にある繁華街やオフィス街に立地する「市街地型」

などの他に，住宅地または住宅団地を背景として，主にそれらに居住する人々が消費者である「住宅地

背景型」や国道あるいはこれに準ずる主要道路の沿線を中心に立地している「ロードサイド型」，観光地

や神社，仏閣周辺などにある商店などを含む「その他型」などがある。 

 まず地区別にその販売効率をみると，商業集積地区は必ずしも販売効率が高いわけではない。商業集

積地区の労働効率は 104.8％であり，全体との関係では高いものの，工業地区 125.9％やオフィス街地

区105.9％などよりも低い。また売場効率は地区別では最低の90.3％の水準にある（図8）。 

 商業集積地区を型別でみると，駅周辺型は労働効率と売場効率のいずれも平均値を上回っている。こ

れに対して市街地型は労働効率が特性平均値よりも高いけれども，売場効率は平均値を下回る。住宅地

背景型はいずれの効率も特性平均値を下回る。ロードサイド型では労働効率は商業集積地区のなかでは

最も高いが，売場効率は最も低いのが特徴となっている。ロードサイド型と駅周辺型とを対比すると，

労働効率はほぼ同等のレベルで高い水準にあるが，売場効率は駅周辺型がロードサイド型よりもかなり
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高い。つまりロードサイド型は駅周辺型に対抗するためには，売場効率の低さを労働効率の高さでカバ

ーしなければならない。ただし市街地型との比較では，ロードサイド型は売場効率が下回っているもの

の，労働効率は上回っている。 

図 8 商業集積地区の立地環境特性別販売効（2002年）（全国平均＝100） 

 
資料：商業統計表 

図 9 東北地方（除く仙台市）商業集積地区の立地特性別特徴（2002年）（平均＝100％） 

 
資料：商業統計表 
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 商業集積地区といっても地方都市と大都市としては，その集積経済の特性が異なるかもしれない。そ

こで，地方都市の事例として東北地方の仙台市を除く商業集積地区を取り上げて検討しよう。仙台市を

除く東北地方には，2002年の場合，商業集積地区は2,261を数えた。特性別構成をみると，最も多いの

は住宅地背景型で53.0％，これに市街地型23.5％，駅周辺型15.8％，ロードサイド型5.6％などが続く。

1 商業集積地区平均で，事業所数は 18，就業者数は 103 人，従業者数は 98 人，年間商品販売額 15 億

円，売場面積2,258㎡である。 

 立地特性別でそれぞれの指標を商業集積地区の平均を 100％として観察すると，住宅地背景型と駅周

辺型，市街地型はそれぞれレベルがことなるものの，各指標の構成としてのダイヤグラムの形状はほぼ

正五角形である（図 9）。すなわち，住宅地背景型は，いずれの指標も平均の 50～60％台にあり，こじ

んまりとしている。駅周辺型ではいずれの指標も110～120％台にあり，市街地型では120～140％台に

ある。これらに対して，ロードサイド型は特異の形状を示している。事業所数は 133％で市街地型より

も小さいものの，就業者数や従業者数は250～260％と大きく，売場面積や年間販売額は330～340％と

さらに大きくなっている。その他の商業集積地区は5指標の中では事業所数が210％台で高くなってい

る。 

図 10 東北地方（除く仙台市）商業集積地区の立地特性別販売効率（2002年）（全体平均＝100） 

 
資料：商業統計表 

 商業地区特性別に販売効率をみると，駅周辺型と市街地型は労働効率と売場効率がいずれも 100％を

切っており，ほぼ同水準にある（図 10）。これに対してロードサイド型では労働効率は 128％と高いも

のの，売場効率は 96％で高くない。逆に住宅地背景型では労働効率は 96％と低いものの，売場効率が

108％と高い。その他は労働効率が82％と著しく低いものの，売場効率は比較的高い。 
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 次は大都市における商業集積地区の特性を検討しよう。ここでは神奈川県を事例としてとりあげよう。

神奈川県はこの立地環境特性について，国の分類とは異なった独自の集計を「繁華街」として行ってい

る。この繁華街は三つの特性から分類される7。 

 第 1 は商圏特性であり，購買客を吸収している地域の広さの違いによる分類である（表１）。最も多

いのが地元型であり52％と過半をしめている。以下，市内型24％，広域型14％，超広域型10％と続い

ている。第2は販売商品特性であり，販売商品がどの程度最寄品なのかを基準にして分類している（表

２）。最も多いのは最寄品中心街 63％であり，かなり離れて最寄品買回品混合街 17％，買回品中心街

13％，買回品専門品街7％と続く。第3は立地特性分類であり，経済産業省の『商業統計表』とは異な

る分類を行っている。大きくは駅ビル型，地下街型，駅周辺型，ロードサイド型，地元型，特殊型に分

類しているが，駅周辺型をさらに年間販売額の差によって大規模型，中規模型，小規模型に細分し，あ

わせて 8 つの型に分類している（表 3）。最も多いのは駅周辺小規模型 43％であり，これに地元商店街

型22％が続いている。 

 こうした 3 特性 16 類型で，販売効率を比較してみよう。商圏特性では労働効率は商圏が大きいほど

高くなる。しかし売場効率は超広域型が最も高いものの，広域型が最も低く，商圏の大きさとは一義的

な関係性を持たない（図11）。     表 1 商圏特性分類 

 
注 1）小売業年間商品販売額の市区町村別構成比を市区町村別人口構成比で除した購買力指数及び

最寄り駅の乗車人数などにより分類 
注2）「購買力指数」とは、県内の市区町村の集客力をみるための指数で，小売業年間商品販売額の

市区町村別構成比を市区町村別人口構成比で除した数値 
資料：神奈川県企画部統計調査課（2003）：『神奈川県の商業一繁華街の商業活動』 

                                                  
7東京都も集積細分の他に「販売額特性」別に商業集積地区にかかわる独自の集計を行っている。すなわ

ち販売額特性では，「1」が「百貨店等，大規模な店舗が核となっている商業集積地区」，「2」が「ファ

ッション関係の店舗の年間商品販売額割合が高い商業集積地区」，「3」が「食品スーパー，コンビニエ

ンスストア等，飲食良品関係の年間商品販売額割合が高い商業集積地区」，「4」が「家具，家電関係の

店舗の年間販売額割合が高い商業集積地区」や「日用雑貨，医薬品，化粧品（いわゆるドラッグストア），

スポーツ用品，時計・眼鏡・光学器械等，住関連の店舗の年間商品販売額割合が高い商業集積地区」，「何

にも特定しがたい商業集積地区」として分類されている（東京都総務局統計部（2005）：『東京の小売業

（平成14年商業枕計調査報告 立地環境特性別集計編）』p.448）。しかし本稿では業態と集積規模に関

心を持つことから，神奈川県の「繁華街」を取り上げた。 
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表 2 販売商品特性分類 

 
注1）小売年間商品販売額に占める最寄品販売額割合により分類。 
注2）最寄品とは，小売商品分類の「57 飲食料品」「599 その他のじゅう器」「601医薬品・化粧

品」「604 書籍・文房具」をいい，その他のものを買回品という最寄品一主に日用品・雑貨品

など比較的消費者の住居の近くにある店舗において，低価格で販売される商品除外品一除外品

目は，買回品又は最寄品のいずれかに決定することが困難であるか，またはなじまないと思わ

れるものであり，産業小分類で「581自動車小売業」「603 燃料小売業」に属する商品 
資料：表1に同じ 

図 11 神奈川県内商業集積型別販売効率 

 
資料：第1表に同じ 

 立地特性をいくつかに分けて比較検討しよう。まず駅周辺の3つの型を比較すると，労働効率は規模

が大きいほど高くなる。しかし売場効率は大規模型が最も高いものの，これに次ぐのは小規模型であり，

中規模型が最も低い。駅ビル型と地下街型は，売場効率が16類型のなかで1位と2位を争うほど高い。

しかし労働効率は駅周辺大規模型よりもかなり低い。ロードサイド型は，売場効率では駅ビル型，地下

街型，駅周辺大規模型にはかなわないが，その他の立地特性類型よりは高い水準にある。また労働効率

では，駅周辺大規模型と地下街型にはかなわないが，その他の立地特性類型よりは高い水準にある。地

元商店街型は，売場効率では駅周辺中規模型や同小規模型よりも高いものの，労働効率は最も低い水準
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にとどまっている。 

表 3 立地特性分類 

 
注）繁華街が立地する周辺の状況及び年間商品販売額により分類 
資料：第1表に同じ 

 販売商品特性では，最寄品の比率が高い商店街ほど労働効率は低くなる。しかし売場効率は買回品専

門商店街が最も高いものの，買回品比率が次に高い買回品商店街で最も低くなっている。かくして中心

商店街といっても，商圏の狭い最寄品中心の地元商店街の問題は，ロードサイド型との比較では，特に

労働効率の悪さにある。売場効率も低いとはいえ，それほど大きな較差があるわけではない。ただしこ

れに都市人口規模を加味すると，地方中小都市の圏域の狭い最寄品中心の地元商店街は，かなりきびし

い状況にあることが推定されよう。 

 

4．おわりに 

 以上のことを整理すると次のようになろう。1985年以降，売場面積の増加と店舗数の減少とがつづき，

小売業年間販売額は1997年までは増加したものの，それ以降減少した。これを売場規模別でみると，5

百㎡未満の中小小売業は店舗数，売場面積，販売額のいずれにおいてもシェアが後退し，5 百㎡以上の

大型店はいずれも実数・シェアともに上昇している。本稿ではこうした動きを集積経済の視点から，主

として『商業統計表一立地環境特性別統計編』を使って，企業空間としての大型店と産業空間として商

店街について，販売効率という指標から検討した。 

 企業空間としての大型店は，2 万㎡を超えないと労働効率が，また 3 万㎡を超えないと売場効率が逓

増しないことが，売場面積の巨大化の原動力になっている。しかし業態別に見れば，販売効率の逓増が

急であるのは百貨店のみであり，総合スーパーや専門スーパーでは逓増率がかなり緩やかとなっている。 
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 30

 産業空間としての商業集積地区の販売効率は，中心市街地を構成する駅周辺型と市街地型については

労働効率と売場効率のいずれもが平均値を下回っている。これに対してロードサイド型では労働効率は

平均値の 1.2 倍と高いものの，売場効率は平均以下である。住宅地背景型は労働効率が平均を切るもの

の，売場効率が 1.1 倍と高い。そして商圏の狭い最寄品中心の地元商店街はロードサイド型と比較して

売場効率では遜色がないものの，労働効率がかなり悪い。 

 そして都市人口規模を加味すると，地方中小都市の圏の狭い最寄品中心の地元商店街の競争力はかな

りきびしいことが推定される。かくして大型店の出店が原則自由という大店立地法下では，売場面積が

巨大な小売店がロードサイド等に出店することと，地方都市の中心商店街が空洞化していくことは不可

避となっている。 



第３章 商店街の盛衰分析 

 

第３章 商店街の盛衰分析 

－「商業集積に関する調査 2002 年度」結果から－ 

 

1 はじめに 

 本稿は 1992 年以降実施してきている商店街を対象とした「商業集積に関する調査」のうち

2002 年度にかかわる調査結果1を取りまとめたものである。調査は 2002 年 8 月に福島大学経済

学部地域経済論受講生が商店街における主として役員に対して面接法によって行った2。ただし，

調査対象となった商店街は，受講生によって任意に選択されたものであり，続計学的なサンプ

リング法によって選択されたものではない。活用にあたってはこのことに注意して欲しい。 

表 １ 調査対象商店街の都道県別分布 

 調査対象商店街数は 175 であり，そのうち福島県が最も多く

て 4 割弱をしめ，これに宮城県や山形県，岩手県などが続いて

おり，ブロック別では東北地方が 8 割弱をしめた（表１）。 

 以下では，２．においては商店街動向を規定する要因として，

商店数規模，商業店舗比率，最寄品・買回品店構成，最寄品店

舗での不足業種，飲食店・サービス店舗不足業種，第 1 種・第

2 種大型店の有無，ディスカウントストアの有無，100 円ショ

ップの有無，立地環境，商店街へのアクセス交通手段，商圏・

市町村人口規模，近隣人口動向，1 日当来街者規模，来街者の

世代別構成，客層の年齢別・性別・固定性属性，来街者の曜日

特性，商店街内・商店街間の来街者回遊性などを取り上げて，

商店街の盛衰との関連性を検討する。 

 ３．においては大型店の出退店および大店立地法がどのよう

                                                  
1 これまで公表してきた調査結果については，以下を参照のこと。 
・1998 年度：「地方都市中心商店街の空洞化と再構築への課題」福島大学地域研究センター編

『グローバリゼーションと地域－1 世紀・福島からの発信－』八朔社，116－152，2000 年 5 月。 
・1999 年度：「厳しくなった商店街の盛衰分岐」F 中小商工業研究』第 64 号，28－43，全商連

付属・中小商工業研究所，2000 年 7 月。 
・2001 年度：「商店街の盛衰動向について－「2001 年度商業集積に関する調査」結果から－」

『福島地理論集』第 46 号，38－55、2003 年 3 月。 
2 「地域経済論」では地域経済のあり方を現場から考えるということを教育目的の 1 つとして

掲げている。また商店街に対しては前年度の「調査結果（概要）」を持参し，面接調査の際に還

元している。 
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な影響をもたらしているのか，あるいはもたらそうとしているのかを，商店街の盛衰別に考察

する。 

 ４．においては，商店街内での個店の動向について，閉店に関しては業種・業態別に数的な

動向や主な理由を見たうえで閉店舗の利活用等を，開店に関しては業種別に数的な動向や開店

主の特徴，開店動機などを，集客力・個性のある店舗に関しては業種や店舗の特徴を，そして

ユニークなお店に関しては業種，店舗の特徴，主な取扱商品などを紹介する。 

５．では，組織力やリーダーシップ，取り組んでいるハード・ソフト事業とその効果，空き

店舗対策や支援状況，TMO の設立とその効果，高齢者対策などについて，商店街の盛衰動向と

の関連を検討する。 

 

２ 商店街盛衰動向を規定する要因 

 商店街の動向を「繁栄している（以下，繁栄）」，「停滞しているが，上向きの兆しはある（同，

上向き兆し）」，「停滞しているが，まあまあ（同，まあまあ）」，「停滞しているが，衰退の恐れ

がある（同，衰退の恐れ）」，「衰退している（同，衰退）」の 5 段階3に分けて尋ねてみると，最

も多いのは衰退の恐れ（36.0％）であり，これに衰退（26.9％）が続く。繁栄は 5 商店 

街（2.9％），上向きの兆しは 7 商店街（4.0％）であった（表２）。 

 ちなみに繁栄商店街としてあがったのは，神戸市の湊川商店街，仙台市一番町のおおまち商

店街，郡山市の清水台   表 2 商店街盛衰と商店数規模 

                    

商店街，青森市の新町

商店街，山形市の駅前

大通商店街などであ

る。また上向き商店街

としてあがったのは，

石巻市の渡波商店街

や会津若松市の七日

町商店街，大曲市のサ

ンロードニ番町，福島

市の南福島商店街，米

沢市の米沢平和通商

                              
3 2001 年度までは，商店街の盛衰について「繁栄している」，「停滞している」及び「衰退して

いる」の 3 段階に区分して調査が行われた。 
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店街，鶴岡市の山王商店街，多賀城市のふれあい通り商店街などであった。  

 

2－1 商店数規模と商店街盛衰 

 5 段階の盛衰別動向（以下，盛衰動向）を規定する要因を，いくつかの指標から検討してみ

よう。まずは商店街の規模としての商店数との関係である。 

 商店数を 20 店舗刻みで盛衰動向をみると，商店数が 2 桁台までは，商店数が多い商店街ほど

パフォーマンスが良くなる。しかし 3 桁台に入ると，回答商店街数が少なくなることもあり，

信頼性が落ちるが，必ずしも商店数規模では商店街の盛衰についての傾向性を語ることはでき

ない（前掲、表 2）。 

 

2－2 商業店舗比率と商店街盛衰 

 商店街における商業店舗比率は， 表３ 商店街の商業店舗比率と盛衰動向 

全体では％以上が最も

多く 50．3％であり，こ

れに％以上や抜未満と

が続く。盛衰別では，い

ずれも％以上が第 1 位

となっている。商業店舗

比率が悠未満である比

率が大きくなるほど商店街の現況が相対的に良くない。相関関係はかなり弱いものの，商店街

における商業店舗比率が高いほど，商店街の現況は良く現れている（表３）。 

 

2－3 商品構成と商店街盛衰  表４ 商店街の盛衰と商品構成 

 商店街での品揃えを

大括りで判断するため

に，商店街における最寄

品と買回品との比率で

みると，全体としては最

寄品中心の商店街が36．

2％で最も多く，これに

最寄品が買回品を上回

るや買回品が最寄品を上回るなどが続く。盛衰別みると，弱い関係性ではあるが，現況が良い
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商店街ほど買回品の比率が高い（表４）。 

次に最寄品店での業種状   表５ 商店街の盛衰動向と最寄品店舗不足業種の状況 

況をみると，全体では「不

商店街の盛衰分析足業種

が少なからずある」が

45.4％をしめ，これに「不

足業種が多い」が続く。盛

衰動向との関係では，やは

り現況が悪い商店街ほど

不足業種が多くなる傾向

にある（表５）。また不足業種の上位に並ぶのは，生鮮三品などの日常的な食料品関係である（表

６）。    表６ 商店街の盛衰と最寄品不足業種の事例 

 商店街における飲食店

やサービス店舗などでの

不足業種は，全体では「不

足業種が少なからずある」

が最も多く 37.8％をしめ，

これに「不足業種が多い」

が 25.3％で続く。しかし

「不足業種はない」も

24.1％ある。盛衰別ではや

はり商店街現況が悪いほ

ど，「不足業種が多い」比率が高まり，逆に「上向きの兆し」商店街を除いて，「不足業種はな

い」比率が低くなる 表７ 商店街の盛衰動向と飲食店・サービス店舗業種不足の状況 

（表７）。不足業種とし

ての飲食店・サービス店

の具体例は表８のとお

りである。  

 

2－4 大型店と商店街

盛衰 

商店街の盛衰を規定   
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表８ 商店街に不足している飲食店等     表９ 商店街の盛衰と第 1 種大型店の有無 

する基本要因の一つとして集客力がある。商店街内の大型店

もその重要な役割を演じている。商店街全体では第 1 種大型

店（売場面積 3,000 ㎡以上，ただし政令指定都市にあっては

6,000 ㎡）があるのは，23.0％にとどまった。盛衰別では，明らかに第 1 種大型店の存在が商店

街に良い効果をもたらしていることがわかる（表９）。 

 しかし第 2 種大型店の場合には，そうはならない。全体では 23.6％の商店街に第 2 種大型店

がある。盛衰別では，  表 10 商店街の盛衰と第 2 種大型店の有無 

「上向きの兆し」商店

街の過半は第2種大型

店をもつが，繁栄商店

街は皆無であり，「ま

あまあ」商店街以下で

は，いずれも 7 割台で

あった（表 10）。 

 ディスカウントス

トアは，全体の 10.9％  表 11 商店街の盛衰とディスカウントストアの有無 

の商店街にある。盛衰

別では，「繁栄」およ

び「上向きの兆し」商

店街にはディスカウ

ントストアは皆無で

あった。「まあまあ」

商店街以下では1割前

後であり，特にこれといった傾向を読むことはできない（表 11）。100 円ショップについても，

 35



第３章 商店街の盛衰分析 

 

全体の 24．7％の商店  

街であるものの，盛衰

別ではこれといった

傾向をみることはで

きない。ただし，繁栄

商店街はすべてが 100

円ショップをもって

いた（表 12）。 

 

2－5 立地条件と商店街盛衰  表 13 商店街の盛衰

  表 14 商店街の盛衰と主なアクセス交通手段 

表 12 商店街の盛衰と 100 円ショップの有無 

と立地環境 

街地型が 36.2％で

セ

差

 商店街を立地環境

から見ると，全体では

市

最も多く，これに駅周

辺型の 33.3％が続い

ている。ただし立地環

境が商店街の盛衰に

どの程度影響してい

るかについては，明確

な傾向を語ることはで

きそうもない（表 13）。 

 商店街へのアクセ

ス交通手段は，全体で

は第 1 位がマイカー，

第 2 位が自転車，第 3

位が徒歩であるが，い

ずれも 3 割弱であり，

それらの差は大きく

ない。盛衰別では，繁

ス交通手段への依存の

 商店街の商圏人口規模

の 40．2％であり，これ

栄商店街で電車やバスが目立つが，これ以下の商店街では，特にアク

が盛衰に影響していると言い切ることはできない（表 14）。 

あるいは市町村人口規模の分布は，全体では最も多いのが 1 万人以上

に 1 万人未満の 26．4％が続く。盛衰別でみると，ほぼ人口規模の大
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きさが商店街の現況の  表 15 商店街の盛衰と商圏規模（あるいは市町村人口規模） 

良さに対応している

といえよう（表 15）。 

 商店街近隣人口の

増減の分布は，減少が

43．7％で最も多く，

これに停滞が僅差で

続く。盛衰別では現況

が悪い商店街ほど近

隣人口は減少しており

逆に良い商店街では

近隣人口は停滞であ

る。ただし近隣人口が

増加していても，衰退

表 17 商店街の盛衰と 1 日の来街者規模 

，  表 16 商店街の盛衰と近隣人口動向 

め，これ

来街者数の増減に幅があるようである（表 18）。 

している商店街が少

なからずあることに

留意するべきである

（表 16）。 

 商店街への 1 日当り  

来街者規模は，全体で

は 100～①，000 人気

模が過半を占

に 1，000～1 万人規模

がこれに続く。盛衰別

では現況が良い商店

街では1日当りの来街

者規模が基本的に大

きくなる（表 17）。 

 ここ 2 年間での来街

減が 24.1％で続く。盛衰別では，変わらないとする比率が高いほど，商店街の現況は良さそう

である。逆に 2～3 割減

は繁栄商店街に比べて，

者の動向は，全体では 2～3 割減が最も多く 44.8％であり，これに 1 割

の比率が高いほど商店街の現況は良くない。上向きの兆しがある商店街
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2－6 来街者の属性  表 18 商店街の盛衰と来街着動向（2 年前と比べ） 

 来街者の年齢別特徴を

見ると，全体では「高齢者

の比率が高い」が 56.9％

と最も多く，これに「中年

世代が中心である」が続い

ている。盛衰別でみると，

現況が良い商店街ほど「若

い人が増えている」が多く

なる傾向にある（表 19）。

これをさらに 10 歳刻み

でみると，全体では 40～

50 歳代が 46．2％で最も

多く，これに 60 歳代以上

  表 19 商店街の盛衰と顧客の年齢別構成 

が

で

は

ほぼ

34.7％で続いている。

盛衰別でみると，繁栄商店

街では 20～30 歳代が最も

多く，上向きの兆しがある

商店街以下では，40～50 

歳代が最も多くなる。 

そして現況が悪い商店

街ほど 60 歳代以上の比率

が高まる（表 20）。 

 表 20 商店街の盛衰と主な客層の年齢 

次に性別でみると，全体

女 性 の 方 が 多 い が

62.6％をしめ，これにかな

りの水を開けられて，

表 21 商店街の盛衰と主な客層の性別 半々が 19．0％で続く。 

盛衰別では，繁栄商店街

では男性の比率が目立つ

が，それ以下の商店街では，

現況の良し悪しにかかわ
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らず顧客の性別構成は女    

   表 24 表商店街の盛衰と商店街内での来街着の回遊性 

 表 22 商店街の盛衰と来街着の固定性 

性

全体では「2/3 以

   表 23 商店街の盛衰と来街着の多い曜日 

につれて減少し，衰退商店街では「ほとんどない」が 割をしめた

の比重が高い（表 21）。 

 来街者の固定客比率を

みると，

上が固定客」が 58.0％で

最も多く，これに「1/2 以

上が固定客」が続く。盛衰

別でみると，現況が良い商

店街ほど固定客比率が少

なくなる（表 22）。 

 来街者の多い曜日は，全

体では平日が 66.1％とも

っとも多く，これに日・祝

日が続く。盛衰別でみると，

繁栄商店街は，土曜日と

日・祝日で来街者が多い。

それ以下になると，土及び

日・祝日での比率が下がり

，平日が多くなる（表 23）。 

 商店街内での来街者の

回遊性をみると，全体では

「少しはある」が 54.4％

と最も多く，これに「ほと

んどない」が続く。盛衰別

では，繁栄商店街では商店

街内の回遊性が「大いにあ

る」が多く，これに「少し

ある商店街以下になると，「大いにある」

も現況が悪い商店街になる

（表 24）。 

商店街間の回遊性もはば同様の傾向を示す。すなわち，全体では「ほとんどない」が 48.3％

と最も多く，これに「少しはある」が 40.2％で続く。盛衰別では繁栄商店街は「大いにある」

はある」が続き，「ほとんどない」は皆無であった。上向きの兆しが

が激減し，かわって「少しはある」がめだつが，これ

5
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が 60.0％をし

は，負の影響としての「顧客・来客の減少」をあげるものが最も多

来街者の減少」，「閉店舗の増加」などが続いている。逆に若干では

の変化」として見られる。その他では主に郡山市での大型店の出店

る（表 27）。 

める。「上向  表 25 商店街の盛衰と商店街間での来街着の回遊性 

き

0.8％と 62.0％をしめている（表 25）。 

．0％が続いている。 

盛衰別でみると，「打撃  表 26 商店街盛衰別にみた大型店の出店の影響 

，単純

ではあるが，比率

と予想」が 57．

の兆し」商店街は「少し

はある」が 71．4％をしめ，

「まあまあ」商店街では

「少しはある」が第 1 位で

あるものの，比率は低くな

る。「衰退する恐れ」商店

街と「衰退」商店街では「ほ

とんどない」がそれぞれ 5

 

３ 大型店の出退店の影響 

 大型店の出店が商店街に与えた影響は大きい。全体では最も比率が高かったのは「出店はな

かった」41．7％であるが，これに「比較的強い影響を受けた」34

 

的な影響を受けた」比率は，

商店街の現況が悪いほど

相対的には高くなる。「影

響は少なかった」について

は にはいえないもの

の，商店街の現況が良いは

ど相対的

が高くなる（表 26）。 

 大型店出店の具体的影響

く，これに「売上減少」，「

あるが，正の影響も「客層

の影響が克明に語られてい

 今後の大型店の出店とその影響の見込みについては，全体では「出店はない

6％と最も多く，これに「比較的強い影響を受ける」が 11．1％で続く。盛衰別では，いずれの

商店街においても「出店はないと予想」が第 1 位であった。第 2 位以下を見ると，相関性は弱

いものの，やはり商店街の現況が悪い方が影響を大きく受けると予想している（表 28）。 
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表 27 大型店出店の影響状況（回答件数）とその具体例 
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表 28 商店街盛衰 後影響が予想さ

れる大型店出店あるいは出

店申請について 

今後出店が予定されている大型店は，調査対象が東北地方を中

心としたものであることを反映して，イオン・ジャスコが最も

多く，これにべイシア，ダイユーエイト，ヨークベニマルなど

が続いている（表 29）。逆の大型店の撤退も本格的になってい

る。まず過去 2 年間で撤退した大型店名をみると，これも東北地方が中心にならざるを得ない

が，会社更生法の適用を受けたダイエーや長崎屋が目立つ。優良大型店のイトーヨーカ堂であ

っても撤退している（表 30）。      表 30 過去 2年間での大型店撤退 

表 31 商店街盛衰別にみた大型店撤退の影響 

こうした大型店撤退は確かに商店街には悪影響をもたらして

いる。全体では「閉店はなかった」が 50.0％と半分をしめ，こ

れに「悪影響があった」が続く。盛衰別では繁栄商店街で相対

的に悪影響が目立つ。「上向きの兆し」商店街以下では，現況の

良し悪しとの関係での傾向を見出すことは簡単ではない（表

31）。 

別にみた大型店出店の影響見込み     表29 今
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大型店の閉店理由を見ると，全体では「閉店はなかった 52.8％で最も多いが，「完全撤退

，繁栄および上向きの兆し

加速している」43.1％という比率が「大型店の出店を抑制している

」が

のため」が多かった。盛衰別でみると，「閉店はなかった」を除くと

商店街では，「同一場所で大規模化あるいは業態転換のため」が多く，まあまあ以下の商店街で

は「完全撤退」が多くなる。同様に，今後の大型店の撤退予想をみると，

の 56．9％をしめており，その理由を尋ねると，比率はきわめ

め」が相対的に多い。盛衰別ではこれといった傾向を読み取ることができない（表

  表 32 商店街盛衰別にみた今後大型店の閉店理由      表

   表

い

4－1 個店の開閉店動向 

商店街の空き店舗率は，全体では ％

「閉店はない」が過半

て小さいものの「完全撤退のた

32）。 

33 閉店予定店舗名 

 

34 商店街盛衰別にみた大店立地法の影響 

 閉店予定大型店としては，イ

カル系のサティやダイエーが

あがっている。しかし優良大型

店のジャスコも撤退を予定し

ていることには注意すべきで

ある(表 33)。 

 大店立地法の影響について

は，全体では「大型店の出店を

」13.9％を大きく上回って

が括抗しているものの，これ

ほど高く現れている（表 34）。 

であった。盛衰別では大雑把な傾向からすれば，商表

る。盛衰別では繁栄と上向きの兆し商店街では，加速と抑制と

ら以下の商店街では加速しているという比率が，現況が悪い商店街

 

４ 商店街と個店の動向 

11.1
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栄と上向きの兆しとの間にギャ  表 36 過去 2

ップがあり，上向きの兆し以下

の商店街では閉店率が 6～8％台

であった。2 年間の閉店率は，全

体では 3.7％であり，閉店率の二

分一弱の水準にあった。盛衰別

ではまあまあ商店街が最も高く，

繁栄商店街が最も低かった。 

   表 35 商店街の盛衰と店舗開閉店動向     店街の現況が良いほど空き店

舗率は少ないといえようが，

「繁栄」と「上向きの兆し」，

及び「まあまあ」と「衰退する

恐れ」との間にギャップがある。

2 年間での閉店率は，全体では

半

2 年間の閉店率から閉店率を

差し引いた増減率をみると，全

 どのような業種業態が閉店しているのかを見ると，飲食関係が最も多く，これに衣料品関係，

趣味娯楽，噂好品，生鮮三品，身回品，薬局，靴・履物，書店などが目立つ（表 36）。閉店の

主な理由は，「経営の不振」や「売上高の減少」などが多く，これに「後継者問題」や「倒産」

などが続く。「移転」と「競合店の登場」なども見られる（表 37）。 

 

4－2 開店（創業）状況 

 主な開店業種をみると飲食店や居酒屋などの飲食店関係が最も多い。これに洋服や，薬局な   

6.6％であり，空き店舗率の

分程度であった。盛衰別では繁

年間で閉店した業種・業態 

 

体では 2．9％減であった。盛衰

別では，繁栄商店街では閉店率

が閉店率を上回るが，上向きの

兆し以下では閉店率が閉店率を

上回っている。こうしたことの

積み重ねが空き店舗率の差に現

れてくるのである（表 35）。 
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表 37 閉店の主な理由 

 
どが続くが，薬局が増えているのは

は携帯ショップや犬猫病院，

38  

 閉店舗の活用状況は，

くなっている。非店舗利用や別の利用なども目立っている（表

表

，医療における医薬分の影響があるものと思われる。他に

パソコン教室などが目に付く。リサイクルショップなどもある（表

新しいお店の導入が，わずかではあるが，「空き店舗のまま」よりも多

39）。 

38 閉店した店舗の活用状況 

）。
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表 39 主な開店業種 

 
表 40 開店主の特徴など（年齢など） 

開店主の年齢などの特徴

をみると，30～50 歳代が中

心であることがわかるが，60

歳以上でも見られる（表 40）。

開店した動機をみると，立地

条件に関することが最も多

く，これに市場開拓などが続

いている。商売をしたかった

とかテナント料なども動機

付けとしては大きい（表 41）。 
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表 41 開店した動機など 

 
2 店舗改装の事例  店舗改装事例は 3 件の回答しかなかった（表 42）。  表 4

業態の転換事例や取り扱い品目の転換，経営方針の転

換などについては数も少なく，これといった傾向を説

明することはできない（表 43～12）。 
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表 43 業態 事例 の転換の

 
表 44 取扱品目の転換の事例 

 
表 45 経営方針の転換の事例 

 
表 46 その他の取り組み事例 
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4－3 集客力・個性のある店舗と 中で最も集客力ある業種（件数） 

 商店街内で集客力のある店

舗はと問えば，5 件以上の回答が

あったのを整理すると，スーパ

ー・大型店（20 件），食料品店

（11 件），服屋・衣料品店・ブテ

ィック（10 件），八百屋・魚屋・

肉屋などの生鮮三品（10 件），

飲食店（9 件），コンビニエンス

ストア（8 件），菓子・パン屋 を持つ店舗の特徴 

（7 件），百貨店（6 件），本屋・

書店（5 件）などであり，日常生

活で必要な商品を提供する店舗

であることがわかる（表 47）。 

 

 「店舗の特徴」および「主な

商品」について回答が寄せられ

ている事例は表 48 に掲げると

おりである。同表のうち「店舗

の特徴」を再整理すると，商店

街レベルにおける集客力は，第

一に品揃え，第二に業種構成，

第三にサービス，第四にレイア

ウトなどにポイントがある。 

 

4－4 ユニークなお店 

 商店街内でのユニークな店

舗を尋ねると，業種別では飲食

や食品関係が多いことがわかる。

製品上で目立つのは，豆腐（8

件），パン（5 件），かまぼこ・ち

くわ・はんぺん（4 件），そば・ 

は   表 47 商店街の

   表 48 集客力
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表 49 ユニークな個店 
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うどん（4 件），コロッケ（4 件），せんべい（2 件），ケーキ（2 件），酒（3 件），魚（2 件），

果物（2 件），野菜（2 件），みそ等（2 件）などである。これら商品の付加価値を高めるキーワ

ードは，手作り（8 件），産地直送・製造直売（6 件），昔ながら・伝統・老舗（4 件），店舗の

レイアウト（3 件），安全性（3 件），おいしい（2 件），リメイク・修理（2 件），新鮮・やきた

て（2 件）などである（表 49）。 

 

５ 空き店舗対策と組織力 

5－1商店街の盛衰と主体的組織力 

 商店街の活性化を主体的に規定するのは，商店街の組織状況である。商店街の組織状況は， 
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表 50 盛衰別商店街組織状況   全体では法定協同組合が

37.3％で最も多く，これに任

意組合が続いている。盛衰別

でみても，法定組合の比率が

最も高く，繁栄商店街を除い

ては，任意組合の比率がこれ

に次いでいる（表 50）。 

  

 表 51 盛衰別商店街専門部組織状況（対商店街数比）     専門部の設置状況を見ると，

青年部があるのは商店街全

体の 47.9％であり，盛衰別

では繁栄商店街が 66.7％で

最も高く，まあまあ商店街が

57.6％で続く。婦人部は全体

では 33.3％であり，青年部

の組織率よりは低い。盛衰別

では上向きの兆し商店街が 38.5％で最も高く，これに衰退商店街の 36.0％で続く。その他の専

門部は全体では 16.3％の商店街で組織されている。盛衰別で最も高い組織率をもつのは衰退の

恐れ商店街の 24．6％である。衰退商店街が 18.0％でこれに次いでいる（表 51）。 

表 52 盛衰別商店街リーダーシップ     商店街でのリーダーシッ

プは，全体では「ある」が

60.6％をしめている。盛衰別

みると，概ね現況が良い商店

街ほど「ある」とする比率が

盛衰別でみると，現況が良い

商店街ほど次世代のリーダ

ーがいる比率が高くなる（表

53）。 

高く出ている（表 52）。 

 次世代のリーダーの有無

  表 53 盛衰別次世代リーダーの有無        をみると，全体では「いない」

が「いる」をわずかに上回る。

 52



第３章 商店街の盛衰分析 

 

 効果については盛衰別

でみると，実施した商店街

では，概ね現況が良好な商

店街において売上効果が

比較的よく出ている。悪い

商店街ほど「来街者は増え

   表 54 商店

全

多

20

も

1

び か

なり順調」が，まあまあ商店街

体

（

）

（

共

1 件），だ

るまの日（1 件）などである。 表 55 盛衰別商店街近代化事業などの

「実施効果はなかった」な

どが相対的に目立つ（表

55）。 

 

街盛衰別組合長同士の連携・協力    組合員間の連携・協力は，

体では順調が 61.1％で最も

く ， こ れ に 問 題 あ り が

.6％であった。盛衰別でみて

，いずれの商店街も順調が第

位であった。ただし繁栄およ

上向きの兆し商店街では「

以下では「問題あり」が，第 2 位に来ているという違いがある（表 54）。 

では 39．8％であった。ど

7 件），街路灯（7 件），町並

，駐車場（2 件），バリアフ

1 件）などがある。 

通券・サービス券・ポイン

トカードなど（10 件），イベント（7 件），七夕（4 件），夏祭り（3 件），共同売り出し・初売り

（3 件），ナイトバザール・フリーマーケット・楽市楽座（3 件），祭り（2 件），視察研修（2

件），プランター・ちょうちん配布（2 件），コンピュータ導入（2 件），街角文化展（

  

5－2 商店街活性化への取り組み 

 商店街近代化事業などハード面の整備を実施した商店街は，全

のような事業が行われたかをみると，ハード事業ではアーケード

み・街路整備（カラー歩道等（7 件），商店街のモール化等（3 件

リー化（2 件），ビル（1 件），イベント広場の開設（1 件），植樹

 またソフト事業では，空き店舗対策（3 件），スタンプカード・

実施効果 

なかったが，実施しなけれ

ば衰退に加速が係った」や

 53



第３章 商店街の盛衰分析 

 

予定である」が続く。盛衰別で

は，これといった傾向を読むこ

とができない（表 57）。 

 次に商店街でイベントなどソフト事業を実施している比率は 7

他祭り 48 件，市日 28 件，夏祭り 21 件，七夕祭り 19 件，売り出し 12

件，歩行者天国 8 件，年末大売出し 8 件，初売り 7 件，イルミネーション

件，盆踊り 5 件，花火祭り 4 件，ナイトバザール 4 件，スタンプ

などである。   表 56 商店街盛衰別にみたイ

 実施したうちの効果の

程度を見ると，「来街者は

月えたが売上効果はなか

ったが，実施しなけれ

これに「行っていないが，行う

8.6％である。多いのは，その

12 件フリーマーケット

6 件，クリスマス 5

ラリー3 件，スタンプ事業件

ベントなどの実施効果 

った」が 36.0％で多かっ

た。これに「来街者は増え

なか

ば衰退に加速がかかった」

と「来街者が増え売上効果

があった」とがほぼ同率で

続いている。盛衰別では，

字義どおりというわけに

はいかないが，現況が良い商店街では売上高につながったとする回答がいくらか目立つ（表 56）。  

表 57 盛衰別商店街空き店舗対策     空き店舗対策は，全体では

「行っていないし，行う予定も

ない」が 49．1％で最も多い。
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表 58 空き店舗の具体的対策          空き店舗の具体的対策では，

誘致活動，店舗斡旋，補助金

高齢

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

活用，家賃の値下げ，空き店

舗情報発送等の従来方策の

他に，イベントや TMO での

活用が目に付く。例えばキッ

ズマート，ギャラリー，

者のお茶の間ハウス，創業塾，

チャレンジショップ，フリー

マーケット，パソコンスクー

ル，テナントミックス，大学

の研究作品発表などが出て

きている（表 58）。商店街と

しての開店支援策の具体例

としては，花輪，セールなど

の手伝いの他に，祝い金や家

賃補助などがある（表 59）。
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表 60 盛衰別 TMO の設立状況           （

表 59 開店にかかわる商店街の支援         最近注目さ

  ル自転車などがみられる 

表 61）。 

    

       

 

 

 

 

 

 

 

れている TMO

（ Town Management 

Organization，まちづくり

会社）の設立状況は，全体

では「設立の動きはない」

が 31．4％で最も多く，こ

れに「既に動いている」が

21.7％で続いている。 

 盛衰別では「すでに動い

ている」比率が，現況が良

好な商店街ほど高い。もち

ろん繁栄商店街では「設立

の動きはない」の比率も高

いという特徴がある（表

60）。 

TMO での取り組み事例と

しては，100 円バスや修景

ワークショップ，チャリテ

ィーオークション，レンタ
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表 61 TMO での取り組み事例 

表 62 商店街盛衰別 TMO 効果 

 

体

が

多

い

 

街

て

い

「

待している」とする比率がめだつ（表 62）。 

 

T

で

，

く

」

盛

ほ すでに良い効果が出

い

る

効

 高齢者対

者がコミュ クシー補助券

MO の効果については，全

は「効果はまだでていない

期待している」が相対的に

出ているが，「期待できな

がこれに続いている。 

衰別では現況の良い商店

ど，「

る」とする比率が高く出て

。現況の悪い商店街では

果はまだでていないが期

策への取り組みは，歩道などのバリアフリー化が最も多く，宅配サー‾ビス，高齢

ニケーションできる施設，休憩所・トイレの設置，シャトルバス，タ

などが目に付く（表 63）。 
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表 63 高齢者対策への取り組み 
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59

ける現在の活性

わるキ、－ワー

イベント（15 件），

空き店舗対策（5

（5 件），TMO

3 件），再

件）等が多い。

，エコロジー作

ーション立ち上

ビ，配達サービ

策，いこいの場

バザールなども

る。今後の活性

ては，キーワー

のはイベント

，まちづくり研究，

送，地代を安く

大使館制度」の

を中心としたま

り合いタクシー，

クールの設立，

歴史と文化を大

いもてなしのま

どが注目を引く。 

性化に向けて参

進商店街は表

 

5－4 商店街の活性化戦略 先進商店街 

商店街にお

戦略にかか

を探すと，

客（8 件），

），個店の努力

（3 件），高齢者（

開発事業（3

は少ないが

，エコステ

，大型テレ

，自転車対

り，ナイト

げられてい

戟略につい

として多い

11 件）

齢者への配

る，仮称「

活用，美術館

づくり，乗

ルチャース

コバック，

に人に優し

づくり，な

最後に，活

にしたい先

4 の通りである。

 

 表 64 参考にしたい

 

化

ド

集

件

数

戦

げ

ス

作

上

化

ド

（

高

す

ち

カ

エ

切

ち

 

考

6
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退

あ

パ

，

店

，

ビ

境

や

の

者

い

栄

街

や

で

店舗率は，全体

閉

しては飲食関係

などが続き，その閉店の主な理由は，

多く，これに「後継者なし」や「

のままが多いものの，新店舗の導

６ おわりに 

 以上の分析を要約すると次の

れ」が最も多く，これに「衰

向きの兆し」をもつ商店街も

て，繁栄ないしは上向きの兆し

は，商店数が多い商店街ほど

ける商業店舗比率が高いほど

性ではあるが，現況がよい商

店街ほど不足業種が多くなり

係である。また飲食店やサー

える。集客力の観点からすれば

しかし第 2 種大型店の場合には

 次に商店街の盛衰は立地環

との関係は繁栄商店街で電車

の分布との関係では人口規模

街ほど近隣人口は減少しており

増加していても，衰退している

街者規模が大きくなる。来街

く，しかも固定客比率が少な

祝日で釆街者が多い。また繁

が商店街に与えた影響は商店

の出店とその影響についても

の撤退に関しては繁栄商店街

さそうであるが，優良大型店の

いては，現況が悪いほど良くな

 商店街の空き

ようになる。東北地方を中心とした商店街の動向は「衰退の恐

」の状況が続いている。しかしわずかとはいえ「繁栄」や「上

ることは確かである。商店街の盛衰動向を規定する要因につい

がある商店街を基軸として探ってみると，商店数が 2 桁台まで 

フォーマンスが良く，相関関係はかなり弱いものの商店街にお

商店街の現況はよい。大括りな品揃えから判断すると弱い関係

街ほど買回品の比率が高い。最寄品店に関しては現況が悪い商

不足業種の上位に並ぶのは，生鮮三品などの日常的な食料品関

ス店舗などの不足業種に関しても弱いながらも同様な傾向が見

，第 1 種大型店の存在が商店街によい効果をもたらしているが，

，そうはならない。 

からは必ずしも傾向性を読み取れない。ただし，利用交通手段

バスの利用が目立つ。商店街の商圏人口規模や市町村人口規模

大きさが商店街の現況の良さに対応している。現況が悪い商店

，逆に良い商店街では近隣人口が停滞しているが，近隣人口が

商店街が少なからずある。現況が良い商店街では 1 日当りの来

については現況が良い商店街ほど「若い人が増えている」が多

。釆街者の多い曜日はとの関係では繁栄商店街は土曜日と日・

商店街では商店街内および商店街間での回遊性が大型店の出店

の現況が悪いほど相対的ではあるが，高くなる。今後の大型店

はり商店街の現況が悪い方が影響を大きく受ける。逆の大型店

相対的に悪影響でそうである。大型店の撤退はあまり多くはな

ジャスコも撤退を予定している。さらに大店立地法の影響につ

い影響が高く現れている。 

では 1 割強であり，商店街の現況が良いほど空き店舗率は少な

店率の二分一弱の水準にあった。盛衰別では，繁栄商店街では

向きの兆し以下では閉店率が閉店率を上回っている。閉店舗に

が最も多く，これに衣料品関係，酒を含む食品関係，薬局

「売上減」や「営業・経営・販売不振」，「業績不振」など

不況・不景気」などが続く。閉店舗の活用状況は，空き店

入や非店舗利用もある。主な開店業種は飲食店や居酒屋な

い。2 年間の閉店率は低く，

閉店率が閉店率を上回るが，上

ついては業種業態と

が

舗



第３章 商店街の盛衰分析 

 

どの飲食店関係が最も多いが，携帯ショップや犬猫病院，パソコン教室，リサイクルショップ

に付く。開店主は 30～50 歳代であり，開店動機は立地条件や市場開拓にあ

く出ている。悪い商店街では行わなけれ

など新しい業種が目

る。商店街内で集客力のある店舗とは日常生活で必要な商品を提供する 

店舗であり，集客力は品揃え・業種構成・サービス・レイアウトなどがそのポイントである。

商店街内でのユニークな店舗は豆腐やパンなど飲食や食品関係が多く，商品の付加価値を高め

るキーワードは手作り，産地直送・製造直売，昔ながら・伝統・老舗などである。 

 商店街の活性化を主体的に規定するのは，商店街の組織状況である。盛衰別でみても，繁栄

商店街は法定組合の比率が最も高く，青年部の活動が活発である。停滞ないしは衰退商店街は

婦人部ががんばっている。商店街でのリーダーシップは，概ね現況が良い商店街ほど「ある」

とする比率が高い。次世代のリーダーも現況が良い商店街ほど次世代のリーダーがいる比率が

高く，組合員間の連携・協力も良い。こうしたもとで進められる商店街近代化などのハード面

の整備はアーケード，街路灯，町並み・街路整備（カラー歩道等）に向けられ，その効果は，

概ね現況が良好な商店街において売上効果が比較的よ

ば，さらに衰退するが，行ったからといって実施効果は厳しかった。またソフト事業について 

も実施したうちの効果の程度は楽観できるものではない。 

 空き店舗対策はあまり進んでおらず，しかも具体的対策でも誘致活動，店舗斡旋，補助金活

用など従来型から脱却するにはいたっていない。商店街としての開店支援策は花輪，セールな

どの手伝いの他に，祝い金や家賃補助などが出てきている。商店街活性化政策として登場した

TMO は，なお動きが弱いものの，現況が良好な商店街ほど動きが良く，しかも良い効果が出て

いる。高齢者対策への取り組みは，歩道などのバリアフリー化が最も多く，宅配サービス，高

齢者がコミュニケーションできる施設，休憩所・トイレの設置などが目に付く。商店街におけ

る活性化戦略の展開は，現在のキーワードは TMO，空き店舗対策，集客，イベント，高齢者，

個店の努力，再開発事業等であるものの，エコロジー作戦なども芽生えている。今後の活性化

戦略については，高齢化・環境問題・文化活動などを主軸としたまちづくりとの連携が前面に

出始めている。 
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第４章 市民協働空間としての商店街再生 

 

１ はじめに 

 中心市街地における活性化の取り組みは、「中心市街地における市街地の整備改善および商業等の活性

化の一体的推進に関する法律」（以下、市街地整備法、1998年）に基づく「中心市街地活性化基本計画」

（基本計画）によって行われている。しかし根強い郊外への居住志向や、高校・大学や病院等の公共的

施設の郊外への立地や移転、「大規模小売店舗立地法」（大店立地法）による大型店の大量かつ広範な郊

外出店の許容などにより、中心市街地での空洞化歯止めの政策的効果1は十分には発揮されていない。そ

れでも中心市街地活性化事業を着手や完了している市区町村では、ごく一部であるとはいえ、中心市街

地の人口が増加に転ずるないしは減少率が小さくなっている。 

 本節では以下において、まず中心市街地の空洞化について職・住・商にかかわる指標から都市規模別

に検討して、中小都市が厳しい状況にあることを概観する（２．）。次いで地方都市に焦点をあて、中心

市街地の維持や再生が経済社会的にどのような意味を持つのかを整理する（３．）。そして中心市街地の

再生には地方都市においては商店街が果たす役割が特に大きく、商店街がいかなる公共性をもつのか、

また期待されるのかを検討する（４．）。商店街を単なる商業空間ではなく公共空間として再生する必要

があると主張するとき、いかなる方法があるのか。本節ではこれを市民協働型まちづくりという考え方

から接近して行きたい（５．）。 

 

２．進む地方都市中心市街地の空洞化 

（１）職住機能の後退 

2005年４月４日までに基本計画を提出した市区町村は、623市区町村（661地区）であった。基本計

画は申請市町村が地域性に応じて独自に設定するため、中心市街地には人口集中地区のような厳密な統

計上の定義はない。ただし中心市街地活性化推進室が各地の中心市街地について、従業者数、事業所数、

居住人口、小売店舗数、小売業年間販売額、同売場面積などの変化を調査している。ここではそれを独

自集計して、都市規模別の特徴をみておきたい。 

まずは従業者数の変化である。調査対象市区町村（以下、市区町村）では1996年から2001年の間に

従業者数は3.3％減少した（表１）。都市人口規模別（以下、都市規模別）でみると、1万人以上3万人

未満層（以下、1万人以上層）から5万人以上層では増加したものの、10万人以上層以上及び1万人未

                                                  
1 総務省『中心市街地の活性化に関する行政評価･監視結果に基づく勧告』04年9月。 
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満層では減少した。中心市街地は1996年から2001年の５年間に従業者数が7.3％減少し、市区町村の

2 倍以上の減少率を示した。全ての都市規模でも中心市街地の従業者数は減少し、減少率が大きいのは

30万人以上層の10.4％減で、これに10万人以上層の9.8％減が続いた。ただし1万人未満層は、中心 

2001年
（人）

96-01年
変動率
（％）

2001年
（人）

96-01年
変動率
（％）

2001年
（％）

96-01年
変動ポ
イント

2001年
96-01年
変動率
（％）

2001年
96-01年
変動率
（％）

2001年
（％）

96-01年
変動ポ
イント

50万人以上 641,598 147,184 22.9 70,180 14,398 20.5 4
30万人以上 152,524 28,951 19.0 16,161 3,337 20.6 6
10万人以上 78,901 17,675 22.4 8,249 2,107 25.5 19
5万人以上 28,966 0.4 6,362 22.0 3,384 905 26.7 15
3万人以上 15,185 1.2 2,645 17.4 1,897 489 25.8 17
1万人以上 7,377 1.4 1,618 21.9 946 344 36.4 16
1万人未満 2,399 1,144 47.7 0.4 417 208 50.0 10
平　均 66,843 14,667 21.9 7,319 1,691 23.1 87

注１）原資料は『事業所統計』
　２）中心市街地とは中心市街地活性化基本計画によって所定された区域のことである。
　３）市区町村数とは集計の対象となったものをいう。
　４）都市人口規模は昼間人口（国勢調査）による区分である。

市区町村 中心市街地 中心市街地シェア 市区町村 中心市街地 中心市街地シェア
都市人口
規模別

資料：中心市街地活性化推進室編『基本計画策定市区町村の現状・取り組み事例』（http://chushinshigaichi-go.jp/followup/H15
/fu_index.htm）の各表から独自に集計。

従　業　者　数 事　業　所　数

市区町
村数

表１　都市人口規模別事業所及び従事者数の変動

 

 

-4.4 -5.2 -0.2 -2.8 -4.6 -0.4
-1.9 -10.4 -1.8 -4.9 -9.3 -1.0
-4.5 -9.8 -1.3 -2.9 -8.1 -1.4

-6.9 -1.7 -3.0 -10.4 -2.2
-3.1 -0.8 -1.3 -5.1 -1.0
-8.6 -2.4 -1.4 -5.6 -1.6

-2.0 -1.2 -0.2 -0.8 -0.3
-3.3 -7.3 -0.9 -3.0 -6.8 -0.9

市街地の減少率が最小の 1.2％減であり、中心市街地での従業者数シェアは唯一、上昇した。市区町

村の事業所数は、1996年から2001年の 5年間に 3.0％減少した。都市規模別でもと全ての都市規模で

減少している。減少率が最も大きいのは30万人以上層の4.9％減で、これに5万人以上層2,9％減、10

万人以上層2.9％減、50万人以上層2.8％減などが続いた。中心市街地の事業所数はこの5年間で6.8％

減少した。全ての都市規模で事業所数は減少した。最も減少率が大きいのは5万人以上層の10.4％減で、

これに 30 万人以上層 9.3％減と 10 万人以上層 8.1％減とが続いた。中心市街地の事業所シェアは、い

ずれの都市規模においても中心市街地での減少率の方が大きいので、すべての都市規模で後退した。特

に後退が大きいのは5万人層であった。 

 直近時点（2003 年に）での市区町村の定住人口は、過去時点（直近時点の概ね５年前）と比較して

1.2%増であったが、しかし中心市街地に限定すると 1.8%減となった（表２）。都市規模別でみると、5

万人以上層以上では増加し、それ未満層以下では減少した。これを中心市街地に限定すると、30万人以

上層と 50 万人以上層では人口が増加した。その結果、中心市街地人口シェアは全ての都市規模で後退

した。後退が最大なのは3万人以上層であり、これに1万人以上層が続いた。 

（２）商業活動の落ち込み 

市区町村全体の小売業年間販売額（以下、販売額）は 97 年から 99 年にかけて 3.0％減少し、中心市

街地では 7.4％減少した（表３）。中心市街地の販売額シェアは 20.8％から 20.0％へと後退した。都市

規模別での市区町村の販売額変動は、１万人未満層で減少率6.8％が最大であり、10万人以上層が4.8％

減で続いた。減少率が最小なのは50万人以上層0.1％減であった。中心市街地シェアを都市規模別でみ
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直近時点
人口(人）

対過去時
点増減率
（％）

直近時点
人口(人）

対過去時
点増減率
（％）

直近時点
人口

（％）

対過去時
点シェア

変動
100万人以上 1,755,328 1.73 64,669 3.68 10
50万人以上 621,129 2.99 36,480 1.76 5.87 9
30万人以上 390,205 1.05 27,684 0.42 7.09 30
10万人以上 170,579 0.88 14,714 8.63 94
5万人以上 70,855 1.18 8,867 12.51 97
3万人以上 39,788 5,913 14.86 74
1万人以上 19,530 4,044 20.71 72
1万人未満 6,834 1,915 28.02 35
平　　均 148,092 1.22 11,507 7.77 421

　３）中心市街地とは中心市街地活性化基本計画によって所定された区域のことである。

　４）市区町村数とは過去時点及び直近時点のいずれにおいても数値が記載され、集計の対象となったも
のをいう。

　５）都市人口規模階層は2000年国勢調査による区分

資料：表１と同じ。

表２　都市規模別中心市街地人口の動向

注１）過去時点とは特定の年次をさすものではなく、直近時点よりも数年間（５年以内）過去に遡った時
点を言う。
　２）市区町村人口は行政区画としての市区町村であるが、東京都区部の場合には、記載がある区部を合
計したものである。

市区町村人口 中心市街地人口
都市人口
規模別

市区町
村数

中心市街地シェア

-4.20 -0.23
-0.07
-0.04

-1.98 -0.25
-0.26 -0.18

-0.63 -5.32 -0.74
-1.69 -3.53 -0.40
-3.36 -3.46 -0.03

-1.76 -0.24

-3.1 -7.5 -1.3
-2.5 -6.1 -1.1
-3.8 14.0 -4.4
-6.7 15.2 -5.0
-3.0 -7.4 -0.9

人口1千人 97-99年 人口1千人 97-99年増
99年(%)

97-99年

中心市街地シェア
市区町
村数

市区町村 中心市街地

当(百万円) 減率（％） 当(百万円) 減率（％） シェア変動
100万人以上 1,277 -2.3 1,277 -5.4 12.0 -0.4 4
50万人以上 1,120 -0.1 1,120 -10.4 10.7 -1.2 4
30万人以上 1,322 -3.4 1,322 -3.5 25.3 -0.0 10
10万人以上 1,466 -4.8 1,466 -9.6 21.7 -1.2 24
5万人以上 1,301 1,301 28.0 22
3万人以上 1,435 1,435 29.5 28
1万人以上 1,068 1,068 - 37.4 41
1万人未満 980 980 - 50.8 17
合　計 1,305 1,305 19.9 150

注１）原資料は『商業統計表』

　２）中心市街地とは中心市街地活性化基本計画によって所定された区域のことである。

　３）市区町村数とは集計の対象となったものをいう。

資料：表1と同じ。

％増加した（表４）。都市規模別で見ると、売場面積は１万人以上層以下で減少したものの、

では２～５％の範囲で増加した。中心市街地の売場面積は全体で 4.4％減少した。全ての

増

表３　小売業年間販売額の都市規模別動向

都市人口規模

ると、99年で最

も大きいのは１

万人未満層の

50.8％で、概ね

都市規模が大き

くなるにつれて

後退し、50万人

以上層 10.7％が

最小であった。減

少率が最小なのは

１ 万 人 未 満 層

14.0％減が続く。減少率が最小なのは30万人以上層の3.5％減であった。かくして中心市街地シェアは

すべての都市規模で後退し、そのうち１万人未満層の 5.0 ポイント減が最大で、これに１万人以上層の

4.4ポイント減が続いた。 

 次に小売 

業売場面

15.2％減であり、１万人以上層の

場 面

5

以上層

で減少したが、なかでも減少率が最大なのは 50 万人以上層の 11.6％減で、最小なのは３万人

積（以下、

売

積）は市

区町村で

は 97 年

から 

99年に 

かけて 3.

３万人

都市規模

以上層の 0.5％減であった。売場面積の中心市街地シェアは 97 年の 26.4％から 99 年の 24.4％へと 2.0

ポイント後退した。全ての都市規模で後退し、後退率が最も大きいのは５万人以上階層の 3.7 ポイント

減で、これに１万人以上階層が3.5ポイント減で続いた。シェア低下が最も小さいのは１万人未満層0.7

ポイント減であった。 
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表４　小売業年間販売額の都市規模別動向

販売額
（百万円）

増減率
（％）

販売額
（百万円）

増減率
（％）

1999年 97-99年 1999年 97-99年
100万人以上 1,960,763 -2.3 235,725 -5.4 12.0 -0.4 4
50万人以上 704,141 -0.1 75,472 -10.4 10.7 -1.2 4
30万人以上 473,021 -3.4 119,677 -3.5 25.3 -0.0 10
10万人以上 256,939 -4.8 55,771 -9.6 21.7 -1.2 24
5万人以上 88,660 24,840 28.0 22
3万人以上 56,654 16,712 29.5 28
1万人以上 21,312 7,963 - 37.4 41
1万人未満 6,787 3,450 - 50.8 17
合　計 173,882 34,531 19.9 150

97-99年
シェア変

動

市区町村
数

都市人口規模

資料：表1と同じ

市区町村 中心市街地 中心市街地シェア

99年(%)

注：表3の注と同じ。

-3.1 -7.5 -1.3
-2.5 -6.1 -1.1
-3.8 14.0 -4.4
-6.7 15.2 -5.0
-3.0 -7.4 -0.9

 
 このように 20 世紀末においては、中心市街地は、職住の機能を低下させたのみならず、商業活動で

の求心力をも後退させた。とりわけ地方中核都市以下の中心市街地が厳しい状況にあることがわかる。 

ではなぜ中心市街地の活性化が必要なのか。日本商工会議所の主張を下敷きにして、商店街を機軸と

たい2。政策的にはコンパクトな中心市街地の強化がうたわれ

る

年、地方都市郊外3

で

り、これに「医療や福祉などの利便

性

                                                 

 

３ なぜ中心市街地の活性化なのか 

する中心市街地の活性化の必要性を検討し

が、総括的には持続的発展という21世紀の課題につながる積極性をあげたい。 

第１はコミュニティの維持発展の基盤となる「安全・安心」の視点である。中心市街地が定住するに

値するためには、なによりも生活上での安全・安心が確保されなければならない。近

犯罪が多発するようになったが、中心市街地で意外と落ち着いているのは、従前からまちなか町内会

等による自主防犯活動が続いており、これが地域の防犯機能を果たしているからである。安全・安心と

いう視点は中心市街地の持続的発展には不可欠であり、商店街や自治会が定住機能を持たなければ維持

できない。例えば仙台市青葉区の宮町防犯協会は「民間交番」の活動を 2002 年 6 月に設置し、毎月 2

～3 回の地区内のパトロールを実施している。その結果、仙台北警察署宮町交番管轄地域では設置前後

を比較すると、刑法犯の認知件数が136件（19.3％）減少した。 

第２は中心市街地におけるサービス利便性という視点である。街中に住みたい理由で最も多いのは、

「日常の買物の利便性がよいから（以下、買物例便性）」70.3％であ

が良いから（医福利便性）」57.7％や「通勤や通学の利便性が良いから（通勤利便性）」55.0％などが

続く。属性別では、買物利便性が相対的に高いのは、都市規模別では町村、政令指定都市、中都市など、

性別では女性、年齢別では高い年齢層である。医福利便性は都市規模別では町村と政令指定都市で、性

 
2 日本商工会議所『中心市街地の必要性について』2005年4月11日。 
3 三浦 展『ファスト風土化する日本─郊外化とその病理─』洋泉社、2004年9月。 
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別では女性が高く、そして年齢別では年齢を重ねるに連れて急速に高まる。これに対して通勤利便性は

都市規模別ではそれほどの較差がなく、性別では男性が高く、年齢別では 20～40 歳代までは高いもの

の、50 歳代以降では急速に萎える。ただし理由の上位 3 位の順位では、小都市が他の都市とは逆転し、

通勤利便性が1位、医福利便性が2位、買物利便性が3位であった。 

第３は中心市街地の持つ経済的機能である。いうまでもなく中心市街地には商業施設や公共施設など

を活動基盤とする交流機能やサービス機能がコンパクトにあり、これらが苗床機能を醸成して、NPO

や

えば三重県伊勢市では、協議会

を

ている。京都議定書で掲げた二酸化炭素削減率 6%を

達

新産業を創出し、時機にかなった雇用機会を生み出している。それ以上に重要なことは中心市街地（商

業地）が固定資産税を多く支払い、住民税とともに自治体財政を底支えしていることである。市町村民

税は 97 年以降減少傾向にあるものの、固定資産税額は依然高止まりにあり、全国的には商業地が固定

資産税の6割以上を負担している。例えば佐賀市は99～03年での平均歳入決算額は約550億円であっ

た。自主財源としての市税は 217 億円であり、その約 40％は固定資産税であった。その固定資産税の

約20％は市域面積で約2％にすぎない中心市街地からの納入であった。同様な例としては福岡市であり、

面積で約11％の商業地区が固定資産税額の約30％を負担している。 

第4は中心市街地には歴史的文化的な豊かさがあるという発見である。歴史ある家屋等の修景事業が

まちなか観光資源として注目を集め、経済効果すらもたらしている。例

設立して、雑多な屋外広告物と乱雑な電線類によって統一感のない街並みを、無電柱化、表示・掲出

物の制限、建築物等の形態意匠の誘導など行うことで、統一感のある街並みへと変貌させた。イベント

との相乗効果もあり、92 年から 02 年の 10 年間に観光客数が約9 倍の 300 万人に増加した。同様な修

景への取り組みは小樽市（75年234万人から02年847万人へ）、川越市（84年199万人から02年399

万人へ）、近江八幡市（80年9千人から02年4万7千人へ）、北九州市門司港地域（88年73万人から

02年345万人へ）などでも進められている4。 

第5はコンパクトで良好な中心市街地は地球環境対策にも貢献できるという視点である。温暖化をは

じめとする地球環境問題は国際政治問題にもなっ

成するためには、産業分野だけではなく地域交通分野においても削減が求められている。地域交通分

野ではマイカー利用からの公共交通機関利用への転換が最も効果的である。欧米では都市再生戦略の一

環として、マイカーの都心乗り入れ制限と郊外・都心を直結する路面電車LRT（Light Rail Transit）

の整備とが進んだ5。国内でも広島市・熊本市・岡山市・函館市・富山市など地下鉄がない地方拠点都市

                                                  
4 前掲、日本商工会議所、p.10-11． 

─交通学からの解答』学芸出版社、2002年7月。西村幸格・服部5 家田 仁・岡 並木編著『都市再生

重敬『都市と路面公共交通─欧米にみる交通政策と施設』学芸出版社、2000年12月。 
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で、路面電車に低床式新型車が導入（LRT 化）されている6。また富山市では停車駅の増設や JR 線や

私鉄との接続が計画されている7。 

従来、若年世代が郊外住宅を志向したこともあり、中心市街地は一般世帯にしめる独居老人の割合や

一人暮らし、夫婦のみの高齢者世帯の比率が増加している。加えて、近年、安全性や利便性、歴史性が

確保されてきたや、地価の下落でマンション購入が容易になってきたこともあり、地方中核都市におい

ては若年世帯だけでなく、高齢者が郊外から街なかへ転居する動きが目立つようになった8。 

 

４ 商店街の公共性 

（１）公共性が要請される商店街 

 中心市街地は地域空間システムにおける拠点機能を担ってきており、都市規模が小さいほど商店街の

拠点性の位置づけは高い。商店街の拠点性は買物を中心とする交流機能を持つことで成立し、この拠点

性が商店街に公共性が付与される根拠となる。商店街の公共性を語るときには、「業」としての「商」が

もつ「共」的性格9、「場」としての「街」がもつ「公」的性格、そしてこうした公共性のうえに「私」

的性格としての「店」の営みが成り立つことを、まず確認しなければならない。「業」としての「商」に

は、「品」の購買を仲介する経済的機能があるが、これを「人」が媒介することから、併せて「情」を含

む「報」（コミュニケーション）機能が発生し、これらが「共」としての「人」「間」関係の基盤を構築

するのである。 

商業的機能はその効率性を高めるために「市」を生み出すが、この「市」が「場」として確定される

には公共的（制度的）な保証が必要とされる。この「市場」が都市的性格を持つ「街」に成長するため

には、なによりも「商」機能が「業」として自立する必要がある。「商」機能は物流や金融などサービス

関連機能の成長により確固した位置を確保でき、こうした機能の連関性は管理調整機能としての「都」

を必要とする。これら従事する人及びその家族は街に「住」機能の充実を要請し、住生活を円滑に進め

るためには、「業」次元とは異なった「住」次元での公共性の確保が「街」に求められる10。かくして単

なる商業集積としての大規模小売店舗とは異なる公共的性格を、商店街は地域社会から要求されること

になる。 

                                                  
6 市川嘉一『交通まちづくりの時代』ぎょうせい、2002年4月。第6章を参照。 
7『日経MJ』04年12月27日号。 
8 榊原彰子・松岡恵悟・宮沢 仁「仙台都心部における居住者の特性と都心居住の志向性」『季刊地理学』

第55巻第2号、pp.87-108、2003年。大塚俊幸「豊橋市中心市街地におけるマンション供給と居住地

選好」『地理学評論』第78巻第4号、pp.202-227、2005年。 
9 佐々木毅・金泰昌編『公共哲学６ 経済からみた公私問題』東京大学出版会、2002年3月。 
10 今田高俊・金泰昌編『公共哲学13 都市から考える公共性』東京大学出版会、2004年9月。 
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（２）商店街の地域貢献活動 

件数 
コミュニティの維持発展という視点 178

地域文化・コミュニティの維持・発展に貢献 124
地域で行われているイベシト等への積極的な参加 74
伝統的な祭りや風習を主体となって伝承 39
その他 11

地域の防犯機能を果たしている事例 54
街頭の設置・維持管理 22
子ども110番の組織化 13
夜回りなどのパトロール 12
その他 7

少子高齢化社会からの視点 150
今後の人口減少や高齢化社会への対応 79

宅配、買物代行、御用聞きサービス 41
地域通貨、ポイントサービスとの連携サービス 11
小口版売サービス 9
独居老人などへの弁当配達サービス 6
その他 12

車社会に対応できない高齢者などの生活場の提供 71
無料休憩所など高齢者に優しいサービス 32
宅配・送迎サービス 28
高齢者向けの品揃えに特化した朝市などの開催 7
その他 4

地球環境問題等という視点 78
総合学習への協力休制 21
空き缶回収事業 9
朝市－フリーマーケットなどの開催 6
その他 42

地域経済の発展という視点 56
商業・サービス業の新規創業の場・苗床機能 37

職場体験の受入 14
新規出店に対して一定期間の家賃補助 8
経営指導 6
その他 5
新規出店の宣伝など情報発情 2
チャレンジショップ事業 2

市域で最も高額な固定資産税の支払 12
地域雇用に貢献 7

良好な都市景観の形成という視点 40
清掃活動や美観活動 20
街並みを花で飾る活動 13
その他 7

合　計 502

事　　例

表５　商工会地域における中心市街地等での取り組み 

資料：全国商工会連合会『商工会地域における中心市街地等での取り組み
（事例抜粋編・事例一覧編）2005年4月11日、により再編。

 

等を束ねる役割を果た

し

ミュ

                                                 

個店の集合体としての商店街は、

もちろん周辺住民としての消費

者に商品･サービスを提供する

ことを第一義とするが、地域存

在としての性格を持つがゆえに

必須的に地域活動が求められる。

『商店街実態調査』11によれば、

商店街としての地域活動内容

（複数選択可）で最も多いのは、

祭り69.1％である。これに清掃

37.1％や防災・防犯26.4％、文

化活動15.2％、環境リサイクル

14.4％などが続く。そして連携

を行っている地域活動団体は、

自治･町内会 74.2％が最も多く、

これに他の商店街42.9％、市等

の行政40.7％、まちづくり協議

会34.6％などである。 

商業者

ている商工会は、複式簿記記

帳指導の他にまちづくり事業に

積極的に係わっている。全国商

工会連合会が取りまとめた商工

会の中心市街地における「まち

づくり事業」（502件）を整理し

てみると12。最も多いのは「コ

ニティの維持発展という視点」
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11 全国商店街振興組合連合会『平成15年度 商店街実態調査報告書』2004年3月。 
12 全国商工会連合会『商工会地域における中心市街地等での取り組み（事例抜粋編・事例一覧編）2005
年4月。 
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にかかわる事業35.5％である。この視点なかで最も多いのが「地域で行われているイベント等への積極

的な参加」（74 件）であった。「少子高齢化社会からの視点」による事業は 30.0％をしめた。このなか

で最も多いのは「宅配、買物代行。御用聞きサービス」41件で、これに「無料休憩所など高齢者に優し

いサービス」32 件や「宅配・送迎サービス」28 件などが続く。これら以外には「地球環境問題等への

視点」15.5％、「地域経済の発展という視点」での事業11.1％、「良好な都市景観の形成への努力という

視点」8.0％などある（表５）。 

（３）市民の側からの商店街利用 

 逆に市民の側から商店街をどのように利用しているか。茨城県の調査13によれば、県民が商店街を「ほ

ぼ毎日利用する」割合は 12.2％にとどまる。しかし利用しようにも「身近に商店街がない」比率は、5

万人未満の市で 24.7％、5 万人以上で 31.3％、10 万人以上で 38.4％というように、都市規模が大きく

なるにつれて高くなる。逆に何らかでも商店街を「利用する」とする割合は、独身期や家族形成･成長前

期では20％台と低いものの、家族成長中期や後期では30％台に上昇し、家族成熟期には50％台に達す

る。その後の高齢期では40％台に落ちる。こうした変化は子どもや高齢者が家族にいるか否かに影響を

受ける。 

 市民が商店街を利用する圧倒的な理由は「自宅から近い」77.1％である。かなり離れて「少量でも買

いやすい」25.9％とか「駐車場がある」23.8％、「価格が安い」22.7％などが続く。なお商店街で主に購

入する商品としては生鮮3品（肉・野菜・魚）79.6％が圧倒的に多く、これに日用・雑貨40.0％が続く。 

 商店街に期待する機能とか施設としては、「専門店など個性ある店舗」32.3％や「大型店波の品揃え」

31.3％とともに「朝市･夕市や週末市など売り出しイベント」30.5％が上位に来る。これらに「病院や公

共施設」23.2％や「気軽に利用できる休憩所や集会所」18.1％、「託児所や子どもの遊べる場所」12.4％

などが続く。付帯的であるとはいえ、商店街には公共的な役割も期待されている。 

 

５ 市民協働型まちづくり 

（１）市民協働型まちづくり 

 公共性をもった商店街の再生は、大型店の誘致等による商業空間づくりと異なった視点で進められな

ければならない。その再生の視点は「地域という業態」14である。この「地域という業態」は、大型店

のような「規模経済」ではなく、商店街を地域を範域とする「連携経済（あるいはネットワークの経済）」

から接近することを要請する。この連携経済は、地域における異なった分野や立場にある経済主体間の

                                                  
13 茨城県『県政世論調査』2004年8月。 
14 東北地域農政懇談会『「地域に生きる」─東北の食と農の再生（第二部）─』農林水産省東北農政局、

2004年7月。 
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人脈を物的基盤とする。この連携経済は一方では取引費用を低減させつつも、他方では創発性を生み出

す源泉となる15。 

 異なった分野や立場にある主体が対等平等の関係でパートナーシップを組むことを「協働」と呼ぶが、

「まちづくり」でこの協働方式が注目されている。協働型まちづくりには市民の強い要請とこの活動を

積極的に支援する行政による「仕組みづくり」が重要である。鈴木16は岐阜県八幡町を事例として、「住

民側が街に強い愛着を持ち,自治能力を高め、内発的エネルギーを最大限に発揮できる」ようにするため

には、「知る＝情報公開」、「学ぶ＝生涯学習」、「参加する＝住民参加」という３つの「仕組み」が必要で

あると述べる。西村17は「縦割行政に代表される従来の行政活動の変革とともに、住民活動の新たな組

織作りとその組織活動を担う人材の養成および財務的な自立化が不可欠である」と指摘する。いずれに

しても参加が市民協働であるか否かは、お膳立てされたプログラムへの参集や参与ではなく、構想・企

画段階から対等平等の立場でプログラムづくりとその実行に係わる権限を持つ参画を含むか否かにある

18。 

（２）商店街とNPO等との連携 

では協働方式を商店街の再生にどのように導入していけばよいのか。「都市のなかで小売商店、飲食店、

職人作業場などが集積してできてきた商店街は、時代とともに変化をとげ、また時代に適合し存続し続

けてきた。今日では、商店街が地域住民の生活ニーズを的確に捉え、必要性に支えられた質の高いサー

ビスを提供できる空間として再構築されること」19が望まれる。このような「課題に対応するためには、

住民による自主的な活動であるNPOや市民によるコミュニティ・ビジネスなどの組織との連携が有効」

であり、「両者の連携内容は、『まちづくり』に関する活動から子育て支援や高齢者支援、リサイクルな

どの環境問題など、多様かつ有意義な活動」（p.2）が必要である。 

同上の全国商店街連合会の調査によれば、商店街とNPO等との連携事業が「ある」と回答したのは、

商店街で7.9％、NPO等で10.4％であった。そして「単発イベントへの協力等、継続した関係ではない

                                                  
15 山川充夫『大型店の立地と商店街再構築』八朔社、2004年、の第１章Ⅱ「集積経済の発展様式と中

心地形成の空間的契機」を参照。 
16鈴木 誠「協働による自立型コミュニティ政策の形成」伊東・蔦川・仲村編著『地域ルネッサンスと

ネットワーク』ミネルヴァ書房、2005年。 
17 西村 貢「地方行財政の構造改革と住民自治」伊東・蔦川・仲村編著『地域ルネッサンスとネットワ

ーク』ミネルヴァ書房、2005年。 
18 ふくしま市民協働型まちづくり懇談会『提言書 いっしょにやっぺないっ!! やっつぉいっ!!』2002
年11月。福島市企画調整部企画政策課編『福島市協働のまちづくり推進指針─あたたかいネットワー

クのあるまちを目指して─』2002年12月。 
19 全国商店街連合会『「NPO等地域との連携による商店街活動」報告書』2002年3月、p.2。 
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連携事業の概要 商店街名 NPO
福祉NPO御三家とともに福祉対応
型商店街の実現で差別化を図る

青森県：青森市新町商店
街振興組合

NPO法人ピアネット、NPO法人NPO青森リ
フトカーサービス、NPO法人SAN Net青森

タウンモビリティ事業を通じてユニ
バーサルデザインの商店街を目指
す

茨城県：水戸市水戸本町3
丁目商店街振興組合

NPO法人茨城NPOセンター・コモンズ

空き店舗を活用して高齢者や観光
客のお休み甘味処を運営

埼玉県：行田市中心商店
街事業協同組合

NPO法人浮き城のまちづくり協議会、(有)
浮き城のまちタウンマネジメントサービス

空き店舗を障害者団体の販売ス
ペースとして提供

東京都：べるぽ－と汐入商
店街商店会振興組合

荒川ひまわり作業所、あやとり、NPO法人
よせぎ、ディジー、リーブ作業所他。

「優しい街づくり」を目指して高齢者
ミニデイサービス事業を実施

東京都：ニュー北町商店
街振興組合

NPO法人北町ボランティア活動センター
NPO北町大家族

高齢者の食事と交流拠点のコミュ
ニティ・レストランの2号店が開店

東京都：エルロード商店会
NPO法人高齢社会の食と職を考えるチャ
ンプルーの会

医療法人と連携して地域住民に高
齢者介護体験の機会を提供

京都市：伏見大手筋商店
街振興組合

医療法人社団蘇生会

高齢者向けの情報の受発情拠点
をNPOと運営

福岡県久留米市：六ツ門
商店街振興組合

NPO法人シニアネット久留米、NPO法人
高齢者快適生活づくり研究会

託児託老所を空き店舗を活用して
運営

長崎県：大村市中央商店
会

交流スペース「のあ」運営グループ

高齢者や障害者などだれもが訪れ
る商店街づくりの連携が始動

鹿児島県：名瀬市通り会
連合会

NPO法人ユーアイ自立支援の会

商店街に賑わいを取り戻した子育
て支援拠点

横浜市：菊名西口商店街
振興組合

NPO法人びーのびーの

空き店舗を活用して社会福祉法人
が保育サービスを実施

石川県金沢市：竪町商店
街振興組合

社会福祉法人竜樹会

商店街のコミュニティスペースで保
育園が交代で保育サービスを実施

石川県：七尾駅前通り商
店街振興組合

七尾市

NPOが商店街を子育て支援の場と
して活用

滋賀県：草津市北中町商
店街協同組合

NPO法人子どもネットワークセンター天気
村

子どもの一時預かりや親子の遊び
場を商店街で運営

和歌山県和歌山市：ぶらく
り丁商店街協同組合

NPO法人子ども劇場和歌山県センター

空き店舗で一時預かりの託児施設
を運営

佐賀市：白山名店街協同
組合

子育て支援グループ「おたすけママ」

託児託老所を空き店舗を活用して
運営

長崎県：大村市中央商店
会

交流スペース「のあ」運営グループ

若者参加の商店街づくりのために
大学と連携

岐阜県：大垣駅前商店街
振興組合

岐阜経済大学マイスター倶楽部

NPOの運営するリサイクルステー
ションに商店街が協力

名古屋市：大曽根商店街
振興組合

NPO法人中部リサイクル運動市民の会

環境閉居に取組む商店街としてエ
コプラザを運営

大分県：大分市・府内五番
街商店街振興組合

NPO法人府内エコロジーネット21

環境にやさしい商店街づくりのため
ワークショップやイベントを実施

沖縄県：那覇市国際通り
商店街振興組合連合会

沖縄路面電車の会、地域活性化協力隊

情
報

関
係

地域住民や商店街組合員のIT化
を支援する情報ひろばづくり

長野県小諸市：相生町商
店街振興組合

NPO法人こもろ情報ひろば、NPO法人小
諸町並み研究会

商店街応援ボランティア組織ととも
に賑わいを取り戻そう

北海道：帯広市商店街振
興組合連合会

商店街サポータークラブ

商店街の女性部会と農家の女性
達が新鮮野菜の直販市で連携

山形県：山形市七日町商
店街振興組合

JAやまがた女性部、山形地区農村生活
研究グループ協議会あかね市

「メイド・イン・桐生」商品で魅力あ
る商店街づくりに取組む

群馬県：桐生市本町六丁
目商店街振興組合

桐生商工会議所（一店一作家一工場運
動プロジェクト）

エコマネーによる相互扶助的な助
け合いを促進

静岡県：清水駅前銀座商
店街振興組合

商店街のイベントに地域のNPOが
参加

名古屋市：堀田本町商店
街振興組合

スペシャルオリンピックス日本・愛知、わっ
ぱの会、社会福祉法人あいうえおハウス

起業支援NPO会員の空店舗への
入居を商店街が側面から支援

名古屋市：新大門商店街
振興組合

NPO法人企業支援ネット

表６　商店街とNPO等との連携事業

資料：全国商店街振興組合連合会『「NPO等地域との連携による商店街活動」報告書』2002年3月。
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が協力関係はある」と回答したのは、商店街で6.5％、NPO等で9.1％であった。さらに「連携や協力
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関係はないが、商店街に事務所や活動拠点を置いている」とする比率は、商店街で1.1％、NPO等で

5.3％であった。連携して取り組んでいる内容は、いずれの側であっても「商店街活性化等のまちづくり」

（商店街75.3％、NPO等72.1％）が圧倒的であり、これに「リサイクル等の環境問題」（27.1％、20.2％）

や「高齢者支援」（15.3％、17.8％）、「子育て支援」（9.4％、9.3％）などが続いている。 

「従来公的サービスとして行われてきた福祉や教育などの分野でさえ、住民が協働で取組むといった

動きが見られる。教養や生涯教育などについても、リタイヤした教師や専門家が率先して近所の人々に

呼びかけて自主的に行う動きも活発になっている」（p.3）。「買物の場」を超えた密接な関係が構築され

つつある（表６）。 

 

６ おわりに 

 地方都市の中心市街地はさらに厳しい空洞化に直面している。空洞化を深刻にしている最大の要因は

大型店のスクラップ・アンド・ビルドを積極的に容認した大店立地法の施行にある。大店立地法は「あ

るべき生活環境」から「生活利便性」を引き剥がし、この利便性を阻害することになる交通・廃棄物・

騒音などの諸問題への対処に本旨を限定した。この限定は「本来住民等が享受し得るある種の快感と感

じうる状態」を棚上げすることになり、「あるべき生活環境」が法的に保障されない状況を作り出した20。 

 郊外型の大型店は、その多くがスーパー業態をとるが、売場面積が２～３万㎡を超えなければ規模経

済は発揮されず21、原則出店自由の大店立地法下では、交通条件が良くてしかも地代負担格差を活用で

きる郊外において、スクラップ・アンド・ビルドを必然とするサドンデス・ゲームを行っている。中心

市街地にある商店街は、大店立地法の代償措置である市街地整備法による基本計画に沿って「再生」と

いう茨の道を歩いている。地方中核都市より小さい都市規模での中心市街地の空洞化克服は、職・住・

商のいずれの次元においても容易ではない。 

 しかし地方都市の中心市街地の持続的発展の必要性は、これまで果たしてきた役割を再確認すること

で明らかとなる。地域経済における中心的かつ牽引的役割のみならず、こうした役割の蓄積結果が歴史

的文化的資産として再評価されてきた。この再評価は経済的文化的貢献にとどまらず、果たし続けられ

た防犯機能が「ある種の快感」を呼び起こすに至っており、その持続という点でも活性化が期待されて

いる。この期待は利便性の確保とともにまちなか居住を進める要因になっている。 

 こうした安全・安心を基礎にした各種サービスの利便性を担保するものは、地方都市の中心市街地に

おいては商店街である。商店街の在り方については、従来のような単なる「商売」集合体という視点か

                                                  
20 山川充夫「大店立地法の立地指針見直しとその課題」福島大学経済学会『商学論集』第74巻第1号、

2005年。 
21 山川充夫「大型店と商店街の集積経済としての特性」福島地理学会『福島地理』第48巻、2005年。 
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ら、「私・共・公」一堂に会する新たな「場」としての視点を確立することが大切である。「私・共・公」

の新しいあり方は、近年、NPO 活動や市民協働型まちづくりを介して「商」と「民」とが連結すると

いう経験を生み出している。こうした経験の積み重ねはほどなく商店街という「場」に、社会的関係資

本の形成を経由して、新たな連携経済を創出することになろう22。 

 
22 石原武政・加藤 司編著『商業・まちづくりネットワーク』ミネルヴァ書房、2005年2月。特に第

2章「都心における新たな商業地の生成」及び第3章「都心部におけるコミュニティ再生とまちづくり」

を参照。 



第 5章 南福島杉妻繁盛会エコステーション活動の地域経済・社会効果 

 

第５章 南福島杉妻繁盛会エコステーション活動の地域経済・社会効果 

 

１ はじめに 

 2002年9月21日に福島市のJR南福島駅周辺などの商店でつくる「杉妻繁盛会」は地元の商店街で使

えるサービス券「ラッキーチケット」が当る空き缶・空きペットボトル回収機（エコステーション、以

下、エコステ）が設置された1。本章では杉妻繁盛会によるエコステーションの設置が地域経済社会にど

のような影響を与えているかを検討したい。この杉妻繁盛会はいわゆる商店街組合（南福島には「南福

島商工振興会」がこれに相当する）とはことなるNPO的色彩をもつ団体である。 

 以下、２．においてはエコステ参加事業所へのアンケート調査から地域経済効果を、３．において杉

妻小学生へのするアンケート調査から地域社会効果を整理しておきたい。 

 

２ エコステーションの立ち上げと個店の対応 

（１）エコステーションでの空き缶・空きペットボトルの回収状況 

 2002年11月から03年4月にかけてのエコステーションでの空き缶・空きペットボトル回収状況は、

全体では36,165本であった。そのうち、空き缶が24,830本、空きペットボトルが11,335本であり、空

き缶の方が空きペットボトルの2倍強であった。月別では、空き缶で最も多かったのは11月で、6,045

本であった。その後、1ヶ月あたり3,000～4,000本台を推移した。空きペットボトルの回収では、多か

ったのは11月で2,401本であり、1月には1,400本台に低下したが、その後は1ヶ月あたり1,800本前

後を推移した。 

図 1エコステーションでの月別空き缶・空きペットボトル回収状況（2002年11月～2003年4月）
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1 『読売新聞』2002年9月21日号及び『福島民友』2002年9月22日号。 
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 一日当り回収本数が最も多かったのは、空き缶で499本、空きペットボトルで238本であった。空き

缶空きペットボトルの合計で最も多かったのは2月18日の680本（空き缶499本、空きペットボトル

181 本）であった（図２）。1日当りの回収本数を50 本階級別でみると、日数で最も多かったのは空き

缶では150～199本、空きペットボトルでは50～99本であった（図３）。 

図 2 エコステーションでの日別缶・ペットボトル回収状況（2002.11.1～2003.4.3） 
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資料：杉妻繁盛会
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図 3 一日当空き缶空きペットボトル回収本数階級別日数分布 
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（２）エコステーション事業への参加事業所の特徴 

 杉妻繁盛会は福島市南福島地区にあるが、商業統計表立地環境特性別編では太平寺・黒岩商店会と南

福島商工振興会（～97年までは伏拝商店会）、杉妻バイパス商店会の３つに区分される（表1）。商業集

積細分のタイプとしては、太平寺・黒岩商店会は商業集積地区に、南福島商工振興会は住宅地背景型に、

杉妻バイパス商店会はロードサイド型に分類される。前2者は旧国道4号線沿いとJR南福島駅周辺とに

分布し、後１者は国道４号線バイパス沿いに立地する。1991年以降の動向を商業集積地別で見ると、太

平寺黒岩商店会は事業所数が従業者数では減少傾向、売場面積は増加傾向、年間販売額は97年がピーク

で02年がボトムであった。大型店は94年１店、97年以降が2店であった。南福島商工振興会は事業所

数、従業者数、年間販売額、売場面積のいずれをとっても94年をピークとして、その後急減している。

大型店の立地はない。杉妻バイパス商店会は事業所数と年間商店販売額は97 年まで急増し、02 年には

減少したが、他の商業集積地に比べると降下率は小さい。従業者数と売場面積は一貫して増加している。

こうした増加の背景には大型店の積極的な出店にある。 

表 1 福島市南福島地区商業動向 

都市（商業集積地）

集　積　細　分
調　査　年 1991 1994 1997 2002 1991 1994 1997 2002 1991 1994 1997 2002

事業所数 51 49 45 48 18 21 19 14 48 48 63 60
従業者数 551 508 545 495 116 166 144 86 397 487 884 917
年間商品販売額 16,472 14,587 17,207 13,764 1,582 2,834 1,816 1,322 13,401 14,851 24,571 21,553
売場面積 1,357 2,290 4,705 5,276 1,360 1,765 1,595 1,106 9,023 11,128 24,120 31,845
大規模小売店舗店舗数 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 2 8
大規模小売店舗事業所数１） 0 1 2 2 0 0 0 0 2 5 7 14
大規模小売店舗従業者数２） 0 ＊ ＊ 50 0 0 0 0 ＊ 113 156 527
大規模小売店舗年間商品販売額 0 ＊ ＊ ＊ 0 0 0 0 ＊ 4,526 5,275 13,259
大規模小売店舗売場面積４） 0 ＊ ＊ ＊ 0 0 0 0 ＊ 5,230 9,026 20,838

３）は～H９では「大型小売店年間販売額」
４）は～H９では「大型小売店売場面積」

資料：㈱アイ・エヌ情報センター『ISDB商業統計表・立地環境特性別統計編 平成14年 第１版』2004年２月

注）＊は秘匿。
１）は～H９では「大型小売店商店数」
２）は～H９では「大型小売店従業者数」

太平寺，黒岩商店会 南福島商工振興会 杉妻バイパス商店会

商業集積地 住宅地背景型 ロードサイド型

 

 

 

このように南福島地区には所属する商業集積地には異なった３つのタイプの商業集積が隣接している

が、杉妻繁盛会は大型店以外の個店を会員としており、個店の若手経営者が危機感を抱いたことがこの

組織の立ち上げにつながった。杉妻繁盛会に参加している事業所数は48店舗ある。その業種的特徴をみ

ると小売業（調査回答のまま表示）がもっと多く7店、これに飲食店6店、以下、建設不動産、印刷業、

コンビニなどが続く。これらのうちエコステーションに参加している事業所は13店舗であったが、飲食

業関係が多かった（表２）。 

 次にエコステーション参加事業所の特徴をいくつかの指標から浮き彫りにしよう。まず売上高である

が、全体では1億円以上が最も多いが、参加店では5千万円以上が最も多い。第2位に1千万円未満が
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来るが、参加店ではその店舗比率は小さい。つまり、中規模クラスがエコステーションに参加している

ことになる（表３）。 

表 2 エコステーション参加事業所の業種別構成 

参加 不参加 計

7
飲食業 4 2 6

48

小売業 0 7

建設･不動産業 0 3 3
印刷業 1 1 2
ｺﾝﾋﾞﾆ 1 1 2
酒類小売業 0 2 2
一般ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ 0 1 1
衣料品販売業 1 0 1
園芸 0 1 1
菓子販売 0 1 1
家電製品販売･修理 1 0 1
ｶﾗｵｹ居酒屋､魚屋 0 1 1
ギフト販売 1 0 1
靴販売･修理 0 1 1
携帯電話販売 1 0 1
広告美術業 0 1 1
ｺﾝｸﾘｰﾄ製品製造販売 0 1 1
自動車、鈑金、塗装 0 1 1
新聞販売 0 1 1
スナック喫茶 1 0 1
製パン 1 0 1
石油製品販売業 1 0 1
葬祭業 0 1 1
ﾀｲﾔ修理販売 0 1 1
電気設備業 0 1 1
乳製品卸業 0 1 1
鋼製建具関係販売 0 1 1
美容業 0 1 1
保育業 0 1 1
眼鏡、時計､宝飾品販売 0 1 1
薬局 0 1 1

理容業 0 1 1
計 13 35
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過去2年間の売上高動向をみると、参

加店は「やや減少」を第1位としつつも、

第

減少」が第1位であり、第

ションへの関心を高めたということもできよう。 

表 3 エコステーション参加者無別にみた過去2年闇の売上高 

過去2年間の来客動向は、不

参加店の場合には、「やや減

少

少

2に「やや増加」が来ている。不参加

店は「やや減少」が第1位に、「著しく減

少」が第2位に来ている。エコステーシ

ョン事業には比較的良好なパフォーマン

スを持つ事業所が参加していることにな

る（表４） 

 過去2年間での利益動向をみると、参

加店は「やや

2 位に「変わらない」と「著しく減少」

が同率で続いている。不参加店は「やや

減少」が第1位であるものの、第2位に

は「著しく減少」が来ており、しかも参

加店での「著しく減少」よりも高い比率

を持っている。もちろん「やや増加」は

参加店よりも不参加店の方が比率として

高い（第5表）。このようにエコステーシ

ョン参加事業所は「やや減少」という状

況にあり、こうした危機感がエコステー

」を中心として「著しく減

」の側に傾いている。これ 
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表 4 エ±ステーション参加有無別にみた過去2年間の売上高

 78

表 8 エコステーション参加有無別にみた後継者動向         

動向 

に対して参加店の場合には、

やはり「やや減少」が最も多

いものの、第2位に「やや増

加」が来ている。エコステー

ションによるラッキーチケッ 

表 5 エコステーション参加有無別にみた過去2年間の利益動向   ト

不参加店

の場合には「変わらない」と

「やや減少」とが同率で並ん 

表 6 エコステーション参加有無別にみた過去2年間の来客動向    

位が「変わらない」であるが、

第3位に「やや増加」が来て 

いるという点で違っている。 

 向をみると、不参 

表 7 エコステーション参加有無別にみた資金繰り動向        加

第1位であるが、「自分一代」

る。これに対して、参加店は

「未定である」が過半を占め

無であった。 

不参加事業

所に比較して、相対的に良好

の効果が出ているのかもし 

れない（表６）。 

 資金繰り動向は、

で、第3位に「著しく減少」 

が来ている。参加店の場合は 

第 1 位が「やや減少」、第 2

後継者動

店では「決まっている」が 

が4分の１の事業所で見られ

るものの。「自分一代」は皆 

 このようにエコステーシ

ョン参加事業所は
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なパフォーマンスを示しているが、自分の店でお客が買い物する理由について尋ねると、不参加店では

「品質がよい」と「店に信用がある」とが第1,2位に来ている。これに対して参加店では「商品が豊富」

と「接客サービスがよい」が第1,2位に来ている（表９）。 

表 9 エコステーション参加有無別自分の店で買う理由 

 

 

最後に、不参加店がエコステーションに参加しない理由を尋ねると、最も多いのが「自分の見せの取

表 10 エコステーションへの不参加の理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

り扱い品やサービスがエコステーションとは関係がない」であり、これに「いいと思うが、模様見であ

る」が続いている。ただし「エコステーションの意義がわからない」との回答も1割台ではあるが、見

られた。 

 

 

３）ラッキーチケット券でのサービス内容 

行されていた（表11） 

（

 ラッキーチケット券は18店舗で37種類が発
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表 11 店舗別ラッキーチケットサービス一覧 
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（４）経済社会効果について 

それではどのような経済社会効果があったのであろうか2。その効果の第1はNPO法人とのリンケー

ジができたことである。月に 4,000～5,000 本の空き缶空きペットボトルが回収されたが、最初は分別

まで行う予定であったが、会員がなかなか集まれなかったので、その処理のために荒川リサイクルセン

ターにもちこんでいた。これを 03 年 5 月から作業所が南福島にある身障者 NPO のシャロームさんと

連携が取れることになった。この連携には、障害が軽度な人は本人が、重度の人は親が週に 1～2 回参

加している。ただし空きペットボトルは、なお荒川リサイクルプラザに持ち込んでいる。 

効果の第 2 は参加事業所での雰囲気の変化に現れている（表 12）。5 つの事例から見ると、コンビニ

エンスストアを除くと、交換に来る人数はそれほど多いものではない。そのためチケット交換での身製

の変化はまだわずかなレベルにとどまっている。ただし商店街の変化ということになると、空き缶空き

ペットボトルが街から消えるという社会的効果はあった。 

表 12 エコステーション参加事業所の変化事例 

 
 コンビニのF店の場合には、ファーストフード1つと交換しているが、子供がチケットをもって、親

                                                  
2 2003年5月20日でのヒヤリング。 

 83



第 5章 南福島杉妻繁盛会エコステーション活動の地域経済・社会効果 

 

やおばあちゃんと来る。そして来れば、必ず他の商品を買っているという。またD店は来るのは子供が

多

る。10枚で

10

このように、エコステー 。小さな場所から大きな

提案をしたいということで、エコステーションから始め、環境問題、商店街振興、さらには地域の総合

学習へと展開する戦略を持っている。 

 

３ エコステーションの環境教育効果 

（１）調査対象と調査方法 

「エコステーション・ラッキーチケットについてのアンケート調査（１）」(以下、調査は、2003年9

月に福島市立杉妻小学校の児童を対象とし、小学校の協力を得て実施したものである。調査票の回収数

は706件である。調査票回収数の学年別構成は、１年生54、２年生124、３年生123、４年生128、５年

生132、６年生132であり、１年生を除くと、120～130台にあり、ほぼ均等に分布している。調査票の

回収にあたっては、 

 

（２）エコステーションを何で知ったか 

「エコステーションを何で知ったか」については、回答が最も多かったのは「去年の杉妻小のバザー」

であり、全体では64％であった。学年別では、最も比率が大きかったのは5年生の68％であり、最も小

さかったのは2年生の52％であるが、その比率は概ね学年が上るにつれて高くなる。エコステーション

を知ったきっかけの第2位は「友達や兄弟」であり、全体では14％であった。特に１年生では29％とい

う高さであり、他の学年では幅はあるものの、10％台に収まった。第3位は「お父さん、お母さん」 

                                                 

く、くじ引きを引いてもらうことになっている。小さい子供は親と一緒に来るが、来れば何かかにか

は買っていくという。また宣伝になるともいう。エコステへの参加費は3,000円である。これまでも月

に4～5千円の宣伝費をかけているつもりでいるし、チラシ広告などを新聞に入れれば、1回で4～5万

円はかかる。印刷業のタカラ印刷では、これまでは子供が来るようなところではなかったので、従業員

はどきまぎしていたが、子供たちが乗ると事業所の雰囲気が柔らかくなったという。 

逆に、「いい勉強になった」という事例もある。例えば、M店は飲み屋という特殊性があ

本を換えてほしいという人もいた。1枚でワイン1本サービスというふうにしているが、これはここ

で飲んでもらうことが前提であった。またS店はガソリンスタンドであるが、25％ぐらい戻っている（店

に来ている）。チケットを持ってくると10円／1リットルを割引きしているので、赤字すれすれである。

ただし従業員はやめてくれといっている。 

ションは補助金なしで立ち上げ、300万円かかった3

 
を受けて行った。相馬市でも設置された。 3福島県内では飯野町が県のサポート事業
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Q2エコステを何で知ったか

64 3 14 10 2 6

去年

妻小

ザー

まち

探検

友だ

兄弟

お父

ん、

さん

学校 テレ しら その

706全体

図 4 エコステーションを何で知ったか（小学生の学年別） 

であり、全体では

10％であった。学

年別では１年生が

皆無であるのに対

し

57 14 29

52 13 11 20 2

54

124

Q
1

年

１年

２年

20％に達した。学

年が上るにつれて、

概ね低くなる。そ

の他で学年別で目
63 19 10 25

64 12 13 2 8 128４年 年ではほとんど見

られないものの、
68 2 15 4 9

67 2 13 5 4 7

の杉

のバ

なか ちや さ

お母

で ビで ない 他

ｎ

123

132

132

何

生

３年

５年

６年

Q3エコステへの回数

2 15 43 40

11 78 11

6 24 40 30

5 28 40 27

124

123

何

生 ２年

３年

これに週１～2 回が

日というのも、わず

2 17 49 32

8 33 59

7 46 46

ほば毎日 週に１、２回 月に１、２回 その他（記

３）エコステーションへの回数 

述）
ｎ

706

54

128

132

132

Q
1

年

全体

１年

４年

５年

６年

て、２年生は

立つのは、他の学

１年生及び２年生

において「まちな

か探検」が10％を

４）。 

（

   図 5 エコステーションへの回数（小学生の学年別） 

「エコステーショ

ンへの回数」につい

ては、全体で最も多

かったのは月に１～

2回の43％であり、

15％で続く。ほぼ毎

か 2％ではあるが、

見られた。学年別で

雑把ではあるが、

しめたということである（図

は大
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その他 件数 その他 件数
年に０回 19 １月に５回 1
年に０～１回 1 ２～３ヶ月に１回 2
年に１回 58 ２ヶ月に１回 2
年に１～２回 11 ３～４回 1
年に２回 7 ３ヶ月に１回 2
年に３回 9 ３月に１～２回 1
年に３～４回 2 ４ヶ月に１回 1
年に４回 3 週に３回 1
年に５回 6 まれに30回 1
年に５～６回 1 たまに 5
年に９回 1 時々行く 2
年に１０回 1 時々に１～２回 1
半年に１回 2 時に２回 1
半年に１～２回 2 計 124
半年に２回 1

エコステーションへ回数での「その他」の内容

Q5一回で何個入れるか

45 41 14

42 42 16

46 40 14

41 45 14

48 35 17

51 41 8

124

123

128

132

132

何
年
生 ２年

３年

４年

５年

６年

が多くなる（図６）。 

（５）誰と行くか 

「エコステーションへ誰と行くのか」を尋ねると、小学生全体では「家族と行く

学年別でみると、「家族と行く」割合は１年生で85％と高く、学年を上るにつれ

29 57 14
1

１年

５個より少ない １０個～２０個く
らい

３０個より多い

ｎ

6

54

70

件であった（表

 

一回で何個入れ

か」については、

Q

全体

低学

 表 13 

その他は145件あり、そのうち最も多

いのは「年に1回」58

13）。 

 

 

 

 

 

（４）一回で何個入れるか 

図 6 1回で何個入れるか（小学生の学年別） 

「

る

調査票設計のミス

もあり、5～9個を

聞くことができな

かった。個数回数

で

個より少ない」の

「10～20 個」も

別では低学年ほど

1 回に入れる個数

」が55％と最も多い。

て低くなる傾向が見ら 

年ほど回数が多くなる傾向にある。 

多かったのは「5

45％であったが

41％あった。学年
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図 7 誰とエコステーションに行くか（小学生の学年別） 

Q6誰と行くか

16.3

7.7

10.7

7.0

14.5

25.3

22.0

27.8

7.7

8.3

35.2

35.5

33.3

32.0

54.9

84.6

81.0

57.7

50.0

40.2

43.0

1.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1.1

3.0

全体

１年

２年

３年

４年

５年

６年

0% 50% 100%

１人で行く

友だちと行く

家族と行く

その他（記述）

Q8エコステ利用の時間帯

26.7

39.2

24.2

15.4

17.7

11.2

40.0

45.9

60.6

41.5

58.2

46.1

33.3

14.9

15.2

43.1

24.1

42.7

１年

２年

３年

４年

５年

６年

１２時～１３時

１３時～１５時

１５時～１７時

では22～25％となる（図７）。 

（６）エコステーションの利用の時間帯 

図 8 エコステーションの利用時間帯（小学生の学年別） 

「エ

利用

体で

50

「

が続

は

別で

れて

21.4 50.0 28.6全体

れ、5年生では40％であ

った。第2は「友だちと

行く」であり、全体では

28％であった。学年別で

は「友だちと行く」は 2

年生と3年生との間で違

いがでる。1～2年生では

7～8％であったのが、3

～６年生では 32～35％

となる。「１人で行く」は

全体では 16％にとどま

った。学年別では「1 人

で行く」割合は、4年生と5年生との間で違いがあり、1～4年生では7～15％であったのか、5～6年生

コステーションの

の時間帯」は、全

は

％であり、これに

15～

く。「 ～ 時」

21％

は学年が上るにつ

時間帯が遅くなる

傾向がある（図８）。 

「13～15時」が

17 時」の 29％

12 13

であった。学年

0% 50% 100%  
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（７）エコステはおもしろいか 

Q9エコステはおもしろいか

80 20

94 6

87 13

88 12

83 17

76 24

はい いいえ
ｎ

706

54

124

123

128

132

Q
1
何
年
生

全体

１年

２年

３年

４年

５年

68 32６年

しろいか」の問いに、

体で 80％にのぼった。

 132

Q10エコステ利用での生活上の変化は

50.0

57.1

48.1

55.6

50.6

39.4

56.4

26.3

28.6

32.5

25.4

19.1

35.1

19.8

23.7

14.3

19.5

19.0

30.3

25.5

23.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

１年

２年

３年

４年

５年

６年

自分からリサイク
ルに取り組む

行ったことのない
店にも行く

その他（記述）

率は47％に下がることになる。学年別では学年を上るにつれて生活に変化があっ

図 9 エコステーションはおもしろいか（小学生の学年別） 

「エコステーションはお

も

「はい」と答えた比率は、

全

学年別では低学年ほど

「はい」の比率が高く、1

年生では 94％にのぼっ

た。逆に6年生では「は

い」の比率は68％にとど

まった（図９）。 

 

（８）エコステーション利用での生活変化 

図 10 エコステーション利用での生活変化（小学生の学年別） 

エコステーションを利

用することで、62％の

小学生が生活上におい

て

たと答えている。しか

し

「変 ない」とか「

か

この分は「変化があっ

た」から削除する必要

がある。したがって「変

化があった」とする比

たとする比率が高くな

何らかの変化があっ

「その他」の記述は

わら わ

らない」とかであり、
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Q13チケットは当たったか

53 47

79 21

49 51

67 33

50 50

48５年 52

 

（10）チケットを使ったか 

「チケットを使ったか」に関しては、「はい」との回答は全体では 33％にとど

年生の「はい」の比率が58％で最も高く、これに5年生の39％が続く。最も低

あった（図12）。当たった中で一番うれしかったチケットはどうかと尋ねると、

多く、これに「だいきのくじチケット」27件、「ファミリーマート」14件など

（11）どのようなチケットがあればよいか 

あればよいチケットの種類についてたずねると、372 件の回答があった。こ

キーワードを引き出すと、最も多いのは「ゲーム」と「おもちゃ（トイザラスを

件であり、これに「金額明示のチケット」28件、「アイス」26件、「無料券」26

「図書券」12件、「映画チケット」10件などが続く（表15）。 

51 49 1６年

はい いいえ
ｎ

706

54

124

123

128

132

32

Q
1
何
年
生

全体

１年

２年

３年

４年

傾向が見られる（図10）。 

全体では「自分からリサイクルに取り組む」が31％で最も多く、「行

クルに取り組む」比率は、5年生が例

外となるが、学年があがるにつれて高くなり、６年生では43％に及んだ。「行ったことのないお店にも

行く」比率は、5年生が25％で最も高く、2年生の20％がこれに続く。 

（９）チケットはあたったか 

図 11 ラッキーチケットはあたったか（小学生の学年別） 

用

た

が「

学年

率

高 生の

67％が続く、これら以外

の学年では「はい」の比

率は 48～51％の間にあ

った（図11）。 

  

ま

い

「ラ

が続

れを

含

件

る

生活上の変化の内容を見ると、

ったことのないお店にも行く」が16％で続いた。「自分からリサイ

エコステーションの利

で「チケットはあたっ

か」を尋ねると、53％

はい」と答えている。

別では、「はい」の比

は1年生が79％と最も

く、これに 3 年

った。学年別では 1

のは６年生の25％で

ーメン」29件が最も

いている（表14）。 

検索機能を活用して

む）」でそれぞれ 39

、「ジュース」13件、
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39 61

25 75

５年

６年

ラーメン 29お店の料理割引券 2
２割引き 携帯電話の割引 2
だいきのくじチケット 27じゅせん 2
ただでもらえるおもちゃ 知らない 2
プーさんのバスタオル ノート 2
ハンカチ 文房具 2
ファミリーマート 14 下敷き
好きなものがとれる ポテト 2
ファーストフード １０００円プレゼント 1
ガソリン 12１００円割引券 1
アイス 10５００円分チケット 1
パンのチケット 10ＤＶＤ 1
ブドウのみパンサービス お米 1
ＲＡＳＵＫＵパン 紙風船 1
ラスクのもちもちパン 障子の張り替え１回 1

当たった中で一番うれしかったチケット

チケット
ゲーム
金額明示のチケット
アイス
無料券
ジュース
図書券
映画チケット
お金
宝くじ
ラーメン
いろいろ
ソフト
トイザラス

 

 

 

表 14      表 15 

Q15チケットを使ったか

33 67

58 42

33 67

54
1

年
生

１年

２年

 

 

 

 

38 62

32 68

はい いいえ
ｎ

706

124

123

128

132

132

図 12 あたった中で一番うれしかったチケットは 

 

全体

３年

４年

Q

何

 

 

件数 チケット 件数
39ビデオ

26ＣＤ
26ガソリン

12その他

9 絵が描いてあるチケッ

7 家が５パーセント安くな

6 サッカー５００

ばいいチケット

温泉券 9タカラ印刷の名刺・メモ用紙 1
皐亭100円割引 9鉄平ラーメン 1
シルクロード 7パーマ屋さん 1
チタン 7ビデオのチケット 1
くじ引き 5フード食品 1
割引券 4ふとん 1

お菓子など 3むらさき 1

ジェラー
ジュース ローソン 1

ト1個 歯ブラシ 1

ゲームの割引券 3 おぼえていない

自転車 3 合　計

3 

 

 

映画 3抹茶プレゼント 1

クッキー いろいろ 5

サラダ館の割引券 3いいチケットはなかった 4
タオル券 3 得にうれしくはない
焼肉 3特にない 27

ワ
一皿 あたらない
イン 3その他 22

 

 
赤・白 合　　計 164

3
28プラモデル 3

2
2

13巨人対阪神のチケット 2
147

10 B’ｚのコンサートのチケット

ト

るチケット

7 温泉3日分

０円のチケット

6 しまむらの筆記用具のチケット

6 ダイヤモン

人形
ドチケット

（ぬいぐるみ） 4 大食いチケット

文房具 4 マンガ本が当たるチケット

遊園地 4 子犬がこれで買える

餃子 3 たわしチケット

213

あれ
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キーワー

（13）エコステーションをどうおもいますか 

「エコステーションをどう思いますか」についてのキーワード

 91

うれしい 11 確率を上げて 3
環境 11 はずれ 3
わからない 11 ドキドキする 2
増やして 10 注）キーワード検索
ペットボトル 10

ド 件数 キーワード 件数
123 ったことがない 7
72 いっぱい 6
63 何も思わない 6
34 やってみたい 6
34 遊び 5
34 エコステーション 5
32 子供 7
29 ごみが減る 5
27 自分で 4

い 27 知らない 4
利 25 捨てなくなる 4

22 出てくる 4
い 18 ふつう 4

どう思いますかでのきーワー

いい や
リサイクル
楽しい
面白い
ゲーム
チケッ
お

ト
もしろい
とても
もっと
すご
便
空き缶
良
もらえて 16 町をきれいに 4
あたり 14 役立つ 4
台数を多く 14 割引 4

エコステーションを

 

 

 

しての大型店とことなり、公共的役割を果たし

が商店街の持続的発展を担保することになる

え、商店街の持続的発展を目指す取り組みの

エコステーション設置の取り組みとその社会

あり、NPO 的性格をもっている。南福島地区の

トルの回収という環境問題への対処とラッキ

交流を深める事業として、エコステーション

検索をおこなうと、「いい」123件、「リ

件、「楽しい」63件、「面白い」、「ゲーム」「チケット」などが各34件、「とて

「 ごい」が各27件などであり、肯定的で積極的な意見がほとんどであった（表

表 16  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ おわりに 

 地域的商業集積としての商店街は、企業的商業集積と

てきた。この公共的役割の積極的評価とその推進のあり方

と思われる。本章ではこうした公共的役割を積極的にとら

１事例として、福島市南福島地区にある杉妻繁盛会による

経済的効果ついて、アンケート調査を交えて紹介した。 

 杉妻繁盛会は商店街振興会とは異なり、自主的組織で

事業所の若手・中堅が中心となって、空き缶空きペットボ

ーチケットを媒介として地元住民（消費者）と事業所との

を立ち上げた。エコステーションの設置は、彼らにとっては必ずしも商売に直結するものではないが、

環境問題に取り組むことによって商店街にふれあいと賑わ がもたらされるという、持続的発展への確

サイクル」72 も」29件、

もっと」「す 16）。 

い
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な展望をもって取り組まれた。 

事業者へのアンケート調査や小学生へのアンケート調査を通じてわかることは、子どもによってエコ

テーションがゲーム感覚で活用され、環境問題への対処と商店街の持続的発展とが結合しうる可能性

あるということである。それは子どもの環境教育を通じた社会的な効果の大きさに如実にあらわれて

親がかかわることで、長期的な意味で商店街の持続的発

展

か

ス

が

いる。子どもが商店街に親しみを持ち、それに

につながっていくことが展望されているのである。 
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第６章 地方都市中心商店街振興における TMO の役割と課題 

─津軽こみせ㈱を事例に─ 

 

１．中心商店街と TMO 

 中心商店街はさらに厳しい状況におかれている。全国商店街振興組合連合会の「平成 l 声年

度商店街英語調査報告書」（2005 年 3 月）によれば、調査商店街 3,455 のうち、最近の景況が

「繁栄している」と回答した帝店街はわずか 2.3％であり、他方「停滞している」商店街が過半

の 53.4％を、「衰退している」商店街が 432％となっている。一方繁栄商店街の比率が相対的に

高いのは、人口規模としては「政令指定都市、特別区」4.0％、商店街タイプとしては「超広域

型」162％や「広域型」7.1％、商業立地環境としては「繁華街・オフィス街型」7.2％や「ロー

ドサイド」42％などである（図 1）。  図 1 商店街の最近の景況 

 商店街での空き店

舗率は、1995 年度で

は 6.9％であったのが、

2000 度には8.5％と

なった。2003 年度に

は 7.3％に落ちたもの

の、これは必ずしも入

居者があったという

ことではなく、むしろ

空き店舗が取り壊さ

れて、空き地や駐車場

等になった可能性が

高い。実質的な意味で

空き店舗が減少した

一ということではな

い二重き店舗率が相対的に低い商店街は、「政令指定都市、特別区」4.9％、「超広域型」1.8％、

「繁華衝・オフィス街型」5.8％などである。逆に考えれば、地方都市で商圏範囲が狭い商店街

は、厳しい状況におかれていることになる。 

年

 商店街は市街地が中心性を保持するために重要な役朝を果たしてきたがゆえに、商店街の空

洞化問題は中心市街地の空洞化問題としても理解される。「まちづくり三法」と稔称されるが、

「大泉模小売店舗法（大店立地法）」や「改正都市計画法」の施行に先立って、1998 年に「中
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心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律（中心市街

地活性化法）」が施行された。この施行以降は中心市街地活性化法にもとづいて市町村が策定す

る「中心市街地活性化基本計画（基本計画）」が、中心市街地の空洞化対策を束ねることになり、

2005 年 5 月飢日現在で基本計画の提出件数は 666 地区（628 市区町村）となった。 

 この基本計画を推進するために、関係 8 省庁は 20 鎚年度には延べ 107 件の支援メニューを

用意・した。それを大別すると、①「商業」および「来訪者へのサービス向上」や「憩いの場

づくり」などまちで快適に過ごせる環境を整えるのに役立つ事業（16 件）、③「中心市街地へ

のアクセス改善等」、「駐車場の整備等」や「公共交通の利便性向上」などまちに来やすくする

ための事業（20 件）、③まちに住む人を増やすための事業（11 件）、④「計画づくり」や「専門

家沢渡や街づくりの人材育成等」計画の実現に向けた仕組みや環境づくりに役立つ事業（11 件）

となる。 

 この基本計画のうち中小小売商業高度化事業にかかわる事項は、「中小小売商業高度化事業構

想（TMO 構想）」として商工会議所などが中心になって策定することができる。これを市町村

が認定することで、TMO（Town Management Organization、まちづくり会社）が発足できる。

中心市街地活性化堆進呈が把握している TMO は、2005 年 5 月 15 日現在で 375 件となってい

る。なお TMO 構想を策定できる主体は商工会、商工会議所、3 セク特定会社（中小企業者が出

資している会社であって、大企業者の出資割合が 2 分の 1 未満であり、かつ、地方公共団体が

発行済み株式の稔数または出資金外の 3％以上を所有または出資している会社）および 3 セク

財団法人（基本財産の額の 3％以上を地方公共団体が出資している財団法人）に限られている。

そのうち最も多いのが商工会議所49.5％であり、これに特定会社30.1％と商工会19.9％が続き、

財団法人はわずか 2 件 0.5％であった。 

 TMO が商工会議所・商工会型を選択する理由は、「3 セク設立は財政面での課題、行政の負

担が大きい」、「商業者との連携が十分に取れる」、「中心市街地の経緯、現状、課題が熟知され

ているので」などである。これに対して 3 セク型を選択する理由は、「行政と商業者・住民が参

画できるので」がもっとも多く、これに「補助金の申請に有利なので」、「事業収益の計画をし

ているため」、「既存のまちづくり会社の実績が豊富なので」である1。 

 こうした TMO に期待されているのは「まちを鎗合的にマネジメントする」役割であり、そ

れが担う機能や事業は各市町村の実情に応じて異なる。ハード面での支援策としてはリノベー

ション補助金や高度化出融資（中小企業事業団こよる）、税制措置（施設整備に対する）などが

あり、ソフト面での支援策には、コンセンサスを形成するための事業、空き店舗を活用したソ

フト事業、ポイントカード等の情報化事業、イベント等の・ソフト事業、テナントミックス事

                                                  
1山川充夫『大型店立地と商店街再構築』八朔社、2004 年、161 ページ 
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業、ショッピングバスなどを運行する事業、営業収入を伴う事業などがある。2001 年 7 月時点

で TMO が取り組んでいた事業（582 件）のうち最も多かったのは、空き店舗活用 14.1％であ

り、これにテナントミックス 9.1％、イベント 6.1％、駐車場整備 5.0％、アーケードリニュー

アル 3.4％などが続いた。 

 こうした取り組みの成果については、『平成 15 年まちづくりの推進に関する総合調査』（日本

商工会議所、2004 年 3 月）が、TMO がある地域（TMO 地域）と TMO がない地域（非 TMO

地域）のまちづくりの進捗状況を比較している。「進んでいる」と回答した商工会議所の比率は

TMO 地域で 47.3％であり、非 TMO 地域の 17.1％よりもかなり高かった。また中心市街地の

賑わいについては、「賑わっている」と回答した比率は、TMO 地域では 7.8％、非 TMO 地域で

は 3.4％であった。さらに中心市街地の現状への問いに対して、「繁栄に向か？ている」と回答

した比率は、TMO 地域で 12.8％、非 TMO 地域では 3.9％であった。中心市街地がなお厳しい

状況にとどまりつつも、TMO は中心市街地の活性化に一定の役割を果たしてきている。 

ではどのようなまち      図 2 商工会鵠所のまちづくり取り組み事業（複数回答）く

づりが進んできて

いる一のであろう

か。同上『総合調査』

によれば、商工会議

所全体では空き店

舗活用 61.1％が最

も多く、これに観光

振興 45・4％、IT 活

用 372％、地場産業

の活用 36.6％、大学

との連携 34.2％な

どが続いている。こ

のうちまちづくり

が「進んでいる」と

回各した商工会議

所が、全体の比率を 5％以上上回息項目は、大学との連携＋9.3％、地域内交通の改善＋8.2％、

NPO との連携＋6.4％などであった（図 2）。 

 TMO のうち注目すべきは民間活力に力点を置く 3 セク型の TMO である。都市構造研究セン
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ターの調査「特定会社 TMO 設立状況」（2004 年 8 月 3 日現在）によれば、3 セク型 TMO は

107 件であった。都道府県別で最も多いのは福島県 10 件であり、これに兵庫県 8 件、愛知県 7

件などが続き、他に 5 件あったのは宮城県、石川県、熊本県などであった。設立年次の分布を

見ると、最も多いのは 2000 年の 25 件であり、これに 2002 年の 24 件、2001 年の 17 件などが

続く。最も早いのは兵庫県川西市の川西野勢口振興開発㈱で、設立は 1987 年であった。ただし

TMO としての認定は 2003 年と遅かった。TMO の代表者は最も多いのが「地元」39 件であり、

これに商議所会頭・商工会長 31 件、同副会頭・副会長 14 件、市町村長 11 件、市町村助役等 8

件などが続く。1 件だけであるが、福井県の㈱さばえいきいきサービスの代表は民間公募によ

るものであった。 

 資本金は平均で 1 億 2,545 万円であるが、1 千万円台が最も多く 40 件をしめ、これに 2 千万

円台と 5 千万円台がそれぞれ 14 件、3 千万円台が 13 件と続く。資本金額が最も少ないのは山

形県温海町の㈲まちづくり温海の 300 万円であり、最も多いのは兵庫県の明石地域振興開発㈱

の 41 億 2,640 万円であった。資本金のうち市町村が出資する割合は、50％台が 45 件と最も多

く、これに 30％台 15 件、10％台 12 件、20％台 11 件、40％台 5 件などが続く。最も出資比率

が低かったのは㈱Mot Com もとみや、さくらんぼ東根まちづくり㈱、新庄ティー・シー・エム、

㈲まちづくり温海などの 3％であり、最も高いのが㈱足立都市活性化センターの 92％であった。

個人株主数は 2 人から 630 人と幅広く、平均では 107 人であった。株主 1 人当たりの平均出資

金額は 31 万円であった。 

 

２．津軽こみせ㈱の事例 

 以上が TMO の概況であるが、以下では津軽こみせ㈱の奮闘を紹介しておこう。TMO として

の津軽こみせ㈱は人口 3.8 万人の青森県黒石市にあり、2000 年 6 月に設立、同 8 月に認定され

た。資本金は 5,000 万円で、そのうち黒石市が 2,500 万円、黒石商工会議所が 50 万円、民間

116 人が 2,450 万円を出資した。『くろいし一津軽じょんから節発祥の地』（津軽こみせ㈱発行、

2005 年）によれば、同社の理念は歴史的なアーケードである「こみせ」が輝き其の豊かさを実

感できるまちづくりを目指します」であり、「わが社は黒石の更なる歴史を築くためにこみせを

核とし、まちづくりに貢献することを目的」として、①こみせ再生事業、②商店街再生事業、

③核店舗再生事業、④マネジメント事業、⑤収益事業、⑥津軽じょんから発祥の地推進事業、

などを行うとしている。 

 活性化拠点整備事業として、2001 年 7 月におみやげ処「津軽黒石こみせ駅」とそば処「こみ

せ庵」が、また 2003 年 3 月に多目的ホール「こみせん」とイベント広場「じょんから広場」と

が整備され長。これらの整備が目指すものは「くろいしの地名が歴史に登場して 660 年、弘前
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藩より分知して陣屋を形成してこみせ』の街並みが人を迎えておよそ 350 年、先人たちの長い

努力により築き上げてきた、歴史、文化、名所、自然と更なる暴石の夢物語を紹介」しようと

するものである（図３，４，５）。 

図３ こみせを中心とした商業等の活性化計画 

 
出典：津軽こみせ株式会社『黒石市商業マネージメント構想』1997 年 7 月 

 こうした活動の上に、2005 年 4 月には「みんなでつくる黒石のみらい」プロジェクトが、国

土交通省の外郭団体である都市みらい推進機構の 2004 年度「土地活用モデル大賞」の優秀賞に

輝いた。その理由は「苦労を重ねながらも古い商店や蔵をコンサートホールに改造、中庭をイ
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ベント広場にして『じょんから節発祥の地』をアピールするなど、観光都市としての地位を築

きつつある」というものであった。また同 4 月にはこみせ通りが都市計画法にもとづく重要伝

統建造物群に指定された。これにあわせて 5 月には拠点施設や土蔵ライブハウス「音蔵こみせ

ん」などを運営する支援グループ「こみせ楽談」が結成された。 

図４ こみせのガイド（部分） 

 
出典：津軽こみせ株式会社『津軽黒石 こみせ通信 物産編・ガイド編』2005 年 

図５ 2003 黒石みらい物語 

 
出典：津軽こみせ株式会社『津軽じょんがら節発祥の地 くろいし』2005 年 
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 このように、津軽こみせ㈱は TMO まちづくりにおいて成功モデルとしての位置を占めつつ

あるが、これに至る道のりは平坦なものではなかった。代表取締役の木下啓一氏によれば、津

軽こみせ㈱が設立される経緯は次の通りである。おみやげ処「津軽黒石こみせ駅」となってい

る建物はその当時、「外から見えるような」近代的なつくりで寝具等を取り扱っていたが、経営

はうまくいっていなかった。ことのはじまりはこの建物を取り壊してマンションを建てるとい

う計画がもち上がったことにあった。これまで「こみせ祭り」を 4 回ほど実施してきたことや、

「なくなれば寂しいし、いったんなくなれば再びつくろうとしてもできない」という思いから、

1994 年に青年会議所のメンバーを中心とする 26 名が 7,000 万円を出資して「商舎」を設立し、

これを買い取った。 

 この建物を活用して物販や観光案内などを始めたが、2 年も経つとやめようという話が出た。

しかしその時に宝くじ団体から補助金交付が決定したとの通知があり、やめることができなく

なった。同時に中心市街地活性化基本計画の策定の静がもちあがり、木下氏は商舎の代表をし

ていたこともあり、策定委貞として参加した。どうせ取り組むのであれば、こみせを再生する

ための基本計画を作ろうと彼は決意した。こみせを再生するためには運営主体を商工会議所で

はなく直営できるものでなければならず、直営するためにほ民間からの株式募集だけでなく民

間から代表者を出す必要があった。 

 株式募集については、仲間以外の理解を得ることに苦労したが、結果的には意外なほど円滑

に進んだ。民間企業、地方銀行、日専連、個人、商業者など 116 名が応募した。しかし稔額 1

億円目標で、市役所から 5,000 万円を当てにしていたのが、初年度は 2,500 万円しか出せない

ということになった。市役所からの出資金との見合いで民間からの応募金を集めていたので、

超過分の取扱いが問題となった。いったん戻してしまうと再募集は簡単ではないので、次年度

分「預かり金」として処理しておくことにし、結果的に 9,800 万円を集めることができた。 

 もう一つの課題は誰が代表者になるかであらた。木下氏は 10 数年前に青年会議所理事長を務

め、その後商工会議所青年部を立ち上げた。そして 94 年の商舎の立ち上げは 2 代後輩の青年会

議所理事長が行ったが、その後、商舎の代表を務めた。こうした経歴が買われて、「進んでいる

奴が一人いる。何人かで頭を下げに行けば、やってくれるのでは」との想いや「みんなでがん

ばるから」との口説きで、また木下氏自身がまちづくりへの強い思いがあったことなどから、

引き受けることになったという。 

 実際の運営はリスクをとると口でいうのをはるかに超えた厳しさがあった。TMO としてのフ

ットワークの良さを買われて、拠点施設整備が打診され、これに特化して取り組もうとしたが、

進め方で意見が謝れた。木下氏はリニューアルして地域産品を取り扱うという「特化戦略」を

打ち出したが、これを行うためには事業費が 4～5 千万円かかり、補助金が出るといってもそ 
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の 3 分の 1 の 1,500 万円は自己負担となるので、これでうまくいくのかという疑問がだされた

のである。そのため初年度から総会がもめた。しかし資金不足の時には、一所懸命やってきた

ことが評価され、市役所から 1,000 万円の補助金を得ることができ、何とか切り抜けた。 

 二つ目の困難はこみせをどのように売り出していくかであった。例えば長浜であれば「黒壁

とガラス」、小布施であれば「葛飾北斎と栗」といったようにまちづくりには二つのテーマがい

る。黒石ではボランティアによる津軽じょんからのイベントが行われてきたが、伝承館などは

なかった。しかし黒石は津軽じょんからの発祥の地であることから、これに着目して演奏者を

探していたところ、ある師匠から高校生であった渋谷幸平氏を紹介された。彼はプロを目指し

ており、技術的には高いものがあることから、社員として演奏してもらうことになった。かく

して「こみせ」と「津軽じょんから」というテーマ設定が可能となった 0 渋谷氏は 2005 年に退

職し、プロを本格的に目指すということになったが、地域の協力を得て、実演のみならず演奏

指導や演奏派遣、演奏教室などは引き続き行われている。 

 木下氏によれば、15 年前にこのことにかかわり始めたときにはこみせがいるのか？」という

考え方が支配的であったという。それがいまは変わってきた。重要伝統建造物群の指定につい

て 22 年前に打診があったが、その時は断っている。しかしその重要さが次第に認識されてきた

だけでなく、津軽こみせ㈱の経営も今年度は単年度で黒字になるという 0 また経済産業省の事

業で 2005 年庭中心市街地再生緊急事業の話が持ち上がった。上限 10 億円の範囲で補助金がで

るということから、宿泊施設・温浴施設・高齢者ケア施設をまちなかでの空き地などを活用し

て、整備することが可能となっている。また重要伝統建造物群の指定によって外部から骨董品

店の出店の動きがあり、商店街との連携や裏地の活用などまちづくり戦略がこれまで以上に重

要になっている。 
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１ はじめに 

（１）協働型まちづくり登場の背景 

 21 世紀に入ってから市民協働型まちづくりは本格的な展開が始まった。これは行政サービスのあり

方が供給主義から需要主義に転換したことを基本的な特徴としているが、転換することになった背景

の第 1の理由は、国家及び地方自治体の債務が拡大し行政歳出の財政的自由度が後退したことにある。

国家財政はバブル経済崩壊後の累積債務処理への公的資金投入や日本経済再生を名目に発行された国

債償還費などにより破綻寸前に来ている。主要な財源を地方交付税交付金や補助金に依存する地方自

治体での累積債務と義務的経費の拡大は、一方的な財政出動によって市民支持を誘導する 20 世紀型統

治方式に限界をもたらした。新たな市民統治方式として登場するのが「官民」あるいは「公民」によ

る対等平等の関係での参加連携を強調する市民参加としての「協働型」まちづくりである1。 

財政状況が比較的良好である場合には、国や地方自治体は主として施設整備によってまちづくりを

進めることができる。比較的良好な財政状況下では、安価な行政サービスが続く限りにおいて、市民

は使い勝手はともかくとしても費用対効果について関心を払う必要がなかった。しかし財政支出に限

度があるとか、より高い費用あるいは税負担が求められるようになると、市民は使い勝手のみならず

費用対効果について関心を高める。こうした関心に行政がどのように応えていくのか、市民の要望へ

のきめ細かな行政対応は極端な場合には財政的対応の代替措置としての意味をも持つことになる。た

だしそれが市民協働型まちづくりが自治体再構築戦略にとって財政支出の補完ないしは代替措置にと

どまるのであれば、連携者としての市民の熱意と希望を裏切ることになる2。 

市民が協働型まちづくりにこだわりや希望をもつのは、単に財政支出の費用対効果のみにあるので

はない。そこにはグローカルの視点が内在する。商品やサービスだけでなく資本や労働の流動性や市

場化が、WTO による通商障壁の低下や為替や株式相場の動向をみるまでもなく、地球規模で急速に進

み、国際的な動向が地域経済に直接的に影響するようになった。企業活動や生産活動は地球的な規模

での「最適立地」を求めて移動しており3、比較優位をもつ国民経済にあっても比較劣位にある地方圏

は産業の空洞化に直面させられる。開放経済系のもとにあっては、産業振興にかかわる地域内連関効

果はそれほど大きくない。そのなかでデジタル情報ではなくアナログ情報を機軸とする生活や文化な

どにおける地域振興や環境保全は、その取り組みが空間的固定性を強くもち、そこに定住する市民と

                                                  
1 横倉節夫/自治体問題研究所『公民の協働とその政策課題』自治体研究社、2005 年 2 月。森 啓『「協

働」の思想と体制』公人の友社、2003 年 5 月。 
2 松下圭一『自治体氏構築戦略の市民戦略』公人の友社、2004 年 11 月。 
3 S.サッセン著/田淵太一・原田太津男・尹 春志訳『グローバル空間の政治経済学』岩波書店、2004
年 10 月。エドワード・W.ソジャ著/加藤政洋・西部 均・水内敏雄・長尾健吉・大城直樹訳『ポスト

モダン地理学』青土社、2003 年。 
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の協働が注目されることになった。市場経済化が促進され流動化や不安定化が前面に出てくるほど、

市民は地域における生活面での危機管理を意識する「安全・安心」を求める動きが強まるのである4。 

こうした協働型まちづくりがうまく作動するためには連携者間での情報の共有が不可欠である。異

なった立場にある連携者はそれぞれが異なった利害を背景に持ちながら協働することになるので、信

頼関係の構築は何よりも大切になる。この信頼関係には同じ水準での情報共有が保障されなければな

らず、これを支援するのが情報技術活用の推進である。情報技術革命は処理能力の向上だけでなくイ

ンターネットの普及によって生産様式や生活様式の転換に決定的な影響を与えている。インターネッ

トの普及は情報処理を集中方式から分散方式へと移行させ、インターネット・ホームページや電子メ

ール、携帯電話による各種情報の受発信が個人レベルにおいても急速に進んだ。行政や企業等の情報

の公開や開示が制度的に保障されることで、情報の受け手には情報収集の選択肢が増加した。公開情

報であれば、市民は行政担当者とほぼ同時的に入手できるようになり、情報格差が著しく縮小した。

また情報受発信の双方向性が即時的に確保され、ネット・コミュニティでの意見交換が社会的影響力

を持ち始めている5。 

 21 世紀の「地域再生」は厳しい財政危状態のなかで提起された地域政策である。かつての「地域づ

くり」とは異なって、財政出動という経済的支援ではなく規制緩和という制度的支援が中心である。

また国土計画においては多様な主体性論が展開され、これまでの共同方式や協同方式ではなく異なっ

た立場にある主体が連携する協働方式が登場するのである6。 

（２）協働とは何か 

 yahoo.co.jp で「協働型」を検索すると、約 88,800 件（2005 年 11 月 27 日）が該当する。同じく「協

同型」を検索すると約 330 件が、「共同型」では 2,120 件が該当する。「協働型」がいかに時代を語る

キーワードであるのかがわかる。日本において「協働」が注目されるのは「阪神淡路大震災」におけ

る市民ボランティア活動を契機としている。この協働の考え方が本格的に展開する基盤となったのは

NPO(特定非営利活動法人)法の公布（1998 年 3 月）であった。 

 ではなぜ協働なのか。福島県は 2002 年 12 月にボランティア・NPO パートナーシップ会議から『ボ

ランティア・NPO 活動促進のための協働に関する提言』（以下、『提言』）を受けた。『提言』では協働

                                                  
4 大西 隆・森田 朗・植田和弘・神野直彦・苅谷剛彦・大沢真理編『都市再生のデザイン』有斐閣、

2003 年 10 月。 
5 橋元良明・吉井博明責任編集『ネットワーク社会』ミネルヴァ書房、2005 年 10 月。丸尾哲也「IT
を利用した『市民参加のデザイン』」日本感性工学会感性哲学部会編『感性哲学』５、137－151、東

信堂、2005 年 9 月。T.コポマー著/川浦康至・溝渕佐知・山田 隆・森 裕治訳『ケータイは世の中

を変える─携帯電話先進国フィンランドのモバイル文化─』北大路書房、2004 年 9 月。 
6 仲村によれば、協働概念は人間存在の根源にかかわる概念であり、それが登場するのは「労働を含

む活動が分割された現実」のもとにおいてである。それは社会的関係の基礎的な紐帯であり、人間の

諸欲求を充足する生活様式を保障するものであるという。これは新しい時代における「公共性」の一

般的基盤として把握される。（仲村政文「地域における生活と労働のネットワーク」伊東・蔦川・仲村

編『地域ルネッサンスとネットワーク』ミネルヴァ書房、2005 年 3 月） 
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とは「それぞれの組織体の主体性・自主性を前提としつつ、相互の存在意義を認識し、尊重し合い、

相互に持てる資源を出し合い、対等の立場で共通する目的の実現に向け、公共サービスを提供する活

動」と定義されている。 

この『提言』では「協働の意義」を４点にまとめている。 

①NPO にとっては、行政との協働によって、公共的サービスの領域拡大、公共的サービスを提供す

る上で責任ある体制の構築、行政への政策提言能力の向上などの意義が期待される。 

②行政にとっては、NPO との協働によって、多様化し高度化する社会的ニーズへの柔軟な対応、政

策への新しい発想の導入、行政組織や体質の変革促進などの意義が期待される。 

③企業にとっては、NPO との協働によって、社会貢献活動をより地域のニーズにあったものとする

ことができ、また、協働を通して特定分野の専門的情報やノウハウを取得することができ、経営

戦略に役立てることができるなどの意義が期待される。 

④県民にとっては、行政、企業、NPO による協働は、公共的サービスの幅と深みを増大することに

なり、県民はこの恩恵を享受することができる。また、県民のボランティア・NPO 活動に参画す

る機会の増大にもつながり、生き甲斐づくりや自己実現の機会創出としての意義も期待できる。 

 この『提言』の定義や意義は、あくまでも協働の相手方としての NPO を育成する目的のための提言

という限定性をもつ。そこで『提言』よりも市民サイドにあり、しかも「協働」事業を推進する出発

点となった「ふくしま市民協働型まちづくり懇談会」での議論を取り上げよう。懇談会の『提言書』7

は「『協働』とは、いろいろな立場の市民と行政とが、対等なパートナーとして、適切な役割分担のも

とに、成果と責任を共有しあいながら、共に行動していくこと」（p.2）と定義する。協働は「個性を

生かすことが、自己を実現する出発点」であり、「市民がまず個人として自立することが肝心」と強調

する。まちづくりには、「市民が自分らしさを実現する」「場」が制度として保障される必要がある。 

 ではなぜ「共同」や「協同」ではなく、「協働」が必要となったのか。それは「公」「共」「私」のあ

り方が変わってきたことにある。「公」の変化は財政問題を背景とする民営化や地方分権化など行政の

役割や守備範囲の見直しに端を発している。他方、「私」が求める豊かさも所得水準の高さと高齢・高

学歴社会の進展のもとで、「もの」から「こころ」へと変化してきた。加えてインターネット・POS・

IC タグ等の情報技術革命や阪神淡路大震災を契機とした NPO 法の誕生、説明責任を求める情報公開法

の制定等によって、経済社会システムの機軸が供給主義から需要主義へと転換してきた。経済社会シ

ステムの転換は「公」「私」関係を切り結ぶ「共」のあり方に変化をもたらし、対等・平等の役割分担

と成果・責任の共有・行動を基盤とする「公と私」との新たな「協働」の構築を要請しているのであ

る8。 

                                                  
7 ふくしま市民協働型まちづくり懇談会『提言書─いっしょにやっぺない!!、やっつぉい!!─』2002
年 11 月。 
8山川充夫「市民協働型まちづくり─福島市での経験から─」経済地理学会『経済地理学年報』第 50
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「私」の側で「物の豊かさ」が「心の豊かさ」につながらないのは、市民が「まちの豊かさ」を感

じられないからである。「まちの豊かさ」はこれまで箱物としての「物の豊かさ」の基準で測定されて

きた。しかしそれは地域性を反映させない全国一律の基準であった。21 世紀での「まちの豊かさ」は

地域性9を反映させた「心の豊かさ」を基準とする必要がある。では「心の豊かな」まちづくりをどの

ように進めるのか。その手掛かりを提供するのが「協働」である。協働とは行政が「一方的」に支援

するのではなく、「お互い」に支援しあう仕組みのことである。 

市民が地域において自分らしさを実現するためには、それにふさわしい「まちづくり」が必要であ

る。「まち」が抱えている課題にだれが対応するのかを考える際、従前では市町村という行政機関に苦

情や陳情を持ち込めば良かった。しかし行政次元での画一的な対応では、市民ニーズの地域性が反映

されず、結果として費用対満足度は低い水準にとどまることが多かった。市民の多様な要望に応える

には、行政の仕組みを「市民の目線」に降ろさねばならないのである。 

「市民協働型のまちづくり」とは何かと問われれば、それはまちづくりの作業や活動において、行

政と市民とが互いに学び、持ち場を尊重しつつ、対等平等に進めていくことにほかならない。財政的

な理由あるいは制度的な理由だけで行政への市民参加が求められるのであれば、市民活動は従来型の

行政の下請けにとどまる。また市民も考え方を「誰かがやってくれる」から「自分たちがやる」へと

変わらなければならない10。市民協働型では市民が個人として自立することが前提となる。市民がそ

の個性を生かすことが出発点であり、これが自己実現へとつながっていく。もとより市民といっても

様々な面を持っており、個人としてだけでなく、ボランティア団体やＮＰＯ法人を通じて係わること

が求められている。 

（３）研究の目的と方法 

 本稿の目的は、以上の課題意識を持ち、「ふくしま市民協働型まちづくり」の経験を通して、新しい

方式としての「市民協働型」まちづくりのあり方を考えることにある。 

 以下においては、まず「協働とは何か」などの考え方や「何をめざすのか」などの基本的な方向性

が、2002 年度の「ふくしま市民協働型まちづくり懇談会」（以下、懇談会）で行われた議論や『提言

書』の検討を通じて、どのようにして福島市の『推進指針』へと結実したのかをたどる（２．）。この

『推進指針』の具体化は、2003 年度の「ふくしま協働のまちづくり市民推進会議」が「モデルプラン」

等の検討を行い、「市民事業」とするべきマニュアルとしての「手順書」に取りまとめられた（３．）。

これを受け 2004 年度には、企画公募としての「こらぼ☆ふくしま」、議論の場としての「電子会議室」、

                                                                                                                                                                  
巻第 2 号、2004 年、ｐ.98。 
9 地域性は、現象的には市民ニーズの差として把握できるので、この市民ニーズの差を解明すること

で、構造的把握が可能となる。 
10 「協働のまちづくりとは、住民の自己決定、自己責任に基づき地域社会の持続的で個性的な条件づ

くりを行うことをめざして、住民が主体となった行政や企業との協働の仕組みによって地域づくりを

実践していく取り組みである」（ｐ.206）（西村 貢「地方行財政の構造改革と住民自治」伊東・蔦川・

仲村編『地域ルネッサンスとネットワーク』ミネルヴァ書房、2005 年 3 月） 

 104



第 7 章 ふくしま市民協働型まちづくりの展開と課題 
 

人材育成としての「まちづくり楽校」などが発足させて、市民協働の事業が具体的に進められた（４．）。

2005 年度には、前年度に引き続いて市民協働事業が進められているが、市民協働型事業がまちづくり

のあり方をどのように評価すべきかが問われることになる（５．）。 

 

２ 市民協働型まちづくりの指針づくり 

 以下においては、福島市を事例として市民協働型まちづくりを考えてみよう。まちづくりであるか

否かにかかわらず、それが市民協働型であるためには、発想の転換が求められる（２－１）。しかしこ

の協働型への転換にあたっては、「私」である市民がうまく受けとめられるのか（２－２）ということ

だけでなく、「公」の現場にある市役所職員が組織として、また個人としてどのような意識を持ってい

るのかが重要となる（２－３）。懇談会は「私」と「公」の個人的代表としての委員によって構成され、

議論を積み重ねて、自らの手によって『提言書』を取りまとめ、それを福島市の推進指針に結実させ

た（２－４）。 

２－１ まちづくりはボトムアップから 

福島市は人口 29 万人の県庁所在都市であり、地方中核都市としては秋田市などとともに中心市街地

の空洞化が顕著に進んでいた。空洞化への対応として、福島市は『福島市 24 時間都市構想』（1990 年

度）を策定し、「地方拠点都市地域」（1993 年度）や「21 世紀活力圏創造事業」（1996 年度）の地域指

定を受けた。1998 年には『福島市中心市街地活性化基本計画（新しい風ふくしま計画）』を策定し、

ハード事業メニューが整えられた。このハードメニューを進めるために、「都心居住の回復」（1997 年

3 月）や「市民参加と国際連帯」（1998 年 10 月）、「歴史を活かしたまちづくり」（2001 年 3 月）など

をテーマとする『福島市 24 時間都市フォーラム』が開催された。しかし、これらはなおハード整備を

目的とし行政によってお膳立てされた「街づくり」の域を脱していなかった。 

 2001 年の市長交代を契機とし、「トップダウンからボトムアップへの転換」11が図られた。2002 年

度には「市民協働型」が政策評価の主軸に置かれ、「市民協働型まちづくり」のあり方をめぐる模索が

はじまった。『市民協働型まちづくり推進指針策定事業について』12（以下、『策定事業について』）は

『ふくしまヒューマンプラン２１（福島市総合計画）』（2001 年 1 月）を引用し、まちづくりの基本的

な考え方として「協働」を掲げた。それは「自分たちのまちのことは自分たちで考え、自分たちで創

り、守り、そして育んでいくという当事者としての意識を市民も行政もしっかりともち、ともに考え、

行動していく」（p.51）ことであった。 

 では協働とは何なのか。『策定事業について』は『ふくしまヒューマンプラン２１』の注記を引用し、

「市民と行政が共同の担い手として、適切な役割分担のもとに協力して働くこと。互いの成果と責任

を共有し合う、対等な協力関係が前提となる」と述べた。ただし「この場合の市民とは個人としての

                                                  
11『河北新報』2002 年 1 月 22 日号。 
12 第 1 回懇談会資料（2002 年 6 月 30 日）。 
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市民ばかりでなく、個人や地域が主体的に組織的な活動を行う団体、企業などの法人、また場合によ

っては、国・県の機関や公社・公団などを含む」のである。 

 懇談会を始めるにあたって、事務局が庁内から「市民との協働事業」に相当すると考えられる事業

を調査したところ、104 件があがってきた（表１）。これらの事業を 12 のタイプ分けすると、最も多

いのはプロジェクト型であり、これにイベント型が続いた。そして少し離れて情報共有型と団体育成

型が続いていた。 

表 1 市民との協働事業調査について 

件数 比率 事　　例
① 情報共有型 13 12.5 男女共同参画情報誌「しのぶぴあ」発行事業、見学者受入事業
② プロジェクト型 27 26.0 福島市工業振興計画策定事業、福島ふれあいパーク整備事業
③ 実施型 4 3.8 ノーマイカーデー登録事業、飯坂町湯沢周辺区域街なみ環境整備事業
④ 啓発型 6 5.8 国際交流推進事業、青少年健全育成事業、火山災害対策事業
⑤ イベント型 22 21.2 わらじまつり、農産物フェア、都市再生まちづくりフォーラム
⑥ 団体育成型 13 12.5 グリーンツーリズム推進事業、福島市幼児交通安全クラブ
⑦ 行政支援型 8 7.7 建築行政モニター、食生活改善推進事業、消費者物価モニター制度
⑧ 機関・施設運営型 2 1.9 福島市小鳥の森の運営、金谷川集会所建設費補助事業
⑨ ライフライン型 6 5.8 びん類・ペットボトル分別収集事業、山口地区農業集落配水事業
⑩ カウンセリング型 3 2.9 すこやかテレフォンガイド相談事業、介護相談員派遣事業
11 窓口型 0 0.0
12 内部型 0 0.0

104 100.0
注１）

２）
・
・
・
・

出典： 福島市市民協働型まちづくり推進指針策定委員会事務局（企画調整課）編
『市民との協働事業調査シート』2002年7月

2000年度に実施・完了した事業。
協働の体表的な事業で、1998年度に実施したもの。
2002年度に新たに開始した事業。
2001年度以前から継続して実施している事業。

事業タイプ

計
釧路市の「市民と協働する推進計画」（2001年5月策定）によるタイプ分け。
対象となった事業は次の通りである。

 
２－２ まちづくりへの市民意識 

 瀬戸孝則福島市長は初当選してまもなく、「わいわい夢会議」をはじめとして、市民協働型まちづく

りを進めたが、協働の相手方としての市民はどのような意識を持っていたのであろうか。福島市は

2003 年 1 月に『第 13 回市政世論調査』を実施しており、ここには「５．市民との協働のまちづくり

について」が所収されているので、これを手がかりとして市民の協働意識を考察したい。 

 

（１）市民参加に必要なこと 

「行政への市民参加を進めるために何が必要だと思いますか」との質問に対して、市民から最も多

い選択回答は「市民の声を聴く広聴制度（市長への手紙、自治振興協議会、わいわい夢会議）の充実

を図る」（38.6％）であった。以下、「地域ボランティアの育成・支援活動、NPO との連携を推進する」

（28.3％）、「まちづくりを考える産業界・大学・行政・市民連携による研究組織を設立する」（27.2％）、

「市民アンケートなどの調査活動を充実する」（25.2％）などが上位を占めた。性別で差が出るのは「ま

ちづくりを考える産業界・大学・行政・市民連携による研究組織を設立する」であり、男性の選択率

が女性を大きく上回った。年齢別では「市民の声を聴く広聴制度（市長への手紙、自治振興協議会、

わいわい夢会議）の充実を図る」が各年代で高い割合となり、「地域ボランティアの育成・支援活動、
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NPO との連携を推進する」は 20 歳代から 50 歳代で高い割合を示した。市民参加での新たな担い手へ

の期待が高まっている13。 

（２）弱い市民参加への意識 

次に「暮らしやすく、魅力あるまちにするためにボランティア、NPO といった市民活動に参加した

いと思いますか」との質問には、全体では「現在も“まちづくりの主体は市民”という気持ちで積極

的に参加している」（2.5％）と「今後、積極的に参加したい」（3.9％）を合わせた積極的参加型がわ

ずか 6.4％であった。これに対して「参加や協力を求められれば参加したい」（25.5％）と「参加した

いが余裕がないため参加できない」（33.2％）、など消極的な比率が 6割弱をしめた。また「特に必要

がなければ、あえて参加したいとは思わない」（19.1％）や「参加したくない」（5.7％）といった参加

拒否の回答が 4分の１をしめた。 

前回調査との比較では「現在も“まちづくりの主体は市民”という気持ちで積極的に参加している」

と「今後、積極的に参加したい」、「参加や協力を求められれば参加したい」とする人の割合はともに

大きく減少し、反対に「参加したいが余裕がないため参加できない」とする人の割合が二倍増した。

また「参加したくない」比率も若干増加した。市民参加への意識は厳しい水準にとどまった。 

積極的参加型は男女ともほとんど差がない。ただし「参加や協力を求められれば参加したい」や「参

加したいが余裕がないため参加できない」は男性に多く、一方、「特に必要がなければ、あえて参加し

たいとは思わない」や「参加したくない」等の消極派は女性が上回まわる。年齢別では「現在も“ま

ちづくりの主体は市民”という気持ちで積極的に参加している」比率が相対的に高いのが 50 歳代

（3.8％）、60 歳代（3.2％）であり、「今後、積極的に参加したい」とするのも 50 歳代（6.0％）、60

歳代（5.0％）に多い。また、「参加や協力を求められれば参加したい」は 60 歳代（29.3％）、20 歳・

40 歳代（各 28.8％）に多く、「参加したいが余裕がないため参加できない」は 40 歳代（39.9％）、50

歳代（39.0％）、30 歳代（38.5％）に多い。一方、「特に必要がなければ、あえて参加したいとは思わ

ない」や「参加したくない」は 20 歳代、30 歳代、70 歳以上でやや高い。居住地区別では土湯、蓬莱、

松川、北信地区などで「現在も“まちづくりの主体は市民”という気持ちで積極的に参加している」

や「今後、積極的に参加したい」が全体的低水準のなかでは相対的に高い。「参加や協力を求められれ

ば参加したい」や「参加したいが余裕がないため参加できない」では地区差はほとんどない。 

（３）どうすれば市民活動を活発にできるのか 

 ではどうすれば市民活動を活発にできるのか。前問で参加に肯定的な回答をした市民に、市民活動

を活発にするための支援策を尋ねると、全体では「活動の機会や場などの情報を提供する」（61.0％）

が最も高い。以下、「研修会や講演会などの学習機会を提供する」（41.1％）、「活動の拠点となる場所

の整備と提供を図る」（37.0％）が上位を占めた。1999 年の調査での第 1 位は活動の拠点となる場所

                                                  
13 『福島市市民意織調査結果』が 1999 年 4 月に公表されている。この時には「地域ボランティアの

育成・支援活動、NPO との連携を推進する」という選択肢はなかった。 
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の整備と提供を図る」のハード整備であったが、2003 年の調査では情報や学習機会といったいわゆる

ソフト面の充実を求める傾向が強かった。 

女性の場合の順序は全体結果と同じである。男性での選択比率が女性を大きく上回るのは「活動の

拠点となる場所の整備と提供を図る」（45.9％）で 2位にきた。反対に女性の割合が男性を大きく上回

るのが「研修会や講演会などの学習機会を提供する」、「経済的な支援をする」などである。年齢別で

「活動の機会や場などの情報を提供する」選択率は 30 歳代（68.2％）、20 歳代（68.0％）と若い年代

で高い。「研修会や講演会などの学習機会を提供する」や「活動の拠点となる場所の整備と提供を図る」

はどの年代でも 30％～40％前後であった。 

 市民協働型まちづくりでのパートナーとしての市民は、市民活動の場を望むものの、参加意識が高

くなく消極的である。さらに市民の声は聞いてほしいとは述べるものの、受動性をぬぐい去れないの

である。 

２－３ 市役所職員の意識から 

では市民のパートナーとなるべき市役所職員の意識はどうなのか。『ふくしま市民協働型まちづくり推

進指針策定に係る調査』から見ておきたい。この『調査』は庁舎内各部課に対して実施された。その

質問項目は①市民協働型まちづくりにおける「協働の意味」と「まちづくり」のとらえ方、②各課の

立場及び市民の目線からの市民協働型まちづくりの必要性、③業務に関連して市民協働を進める上で

障害となっていること、④事務改善からの解決策・具体策、⑤解決や具体化を進めるための条件整備、

⑥その他の疑問や提案、等である。回答は記述式であり、述べ数は 288 件であった。回答内容は多岐

にわたるが、分類すると以下のようになる。 

第一は職員にとっての「協働の意味」であり、これは「ビジョンを共有」し、「互いに連携しながら、

自分のミッションを責任を持って遂行」し、「それぞれの多様性を認め合いながら」、「市民と行政が役

割分担し、完成まですすめ」、「成果」、「責任、リスク、評価も共有する」こととしてまとめられる。

ただしそうなるためには「市民と行政がパートナーとして、上下の関係でなく」、「互いの情報を徹底

的にオープンにするとともに、理解し合うための絶え間ない学習努力と議論」が必要で、「市民の主体

性、提案力が問われるが、行政も情報提供は元より、市民のアイディアをうまく引き出す工夫が求め

られる」。 

第二は業務の立場からである。「市民協働型まちづくりの必要性」があるかと問われると、「市民は

権利としてのまちづくりへの参画、行政は仕事としての参画であるので、市民への押しつけは行政の

責任転嫁、任務の放棄になってしまう」、「市民の意見を取り入れることで、発想の転換となり、市民

にとって有益で効率的な行政サービスを提供できる」、「行政だけでは予算や人的な制約を受け即時対

応できないことも、市民のもつ力を組み合わせることで、市民サービスの提供がスムーズになる」、「参

加者の要望や評価を取り入れる結果、参加者の満足度の高い行事となっていく」、「まちづくりにおい

ては行政の関与する『公共の福祉』と住民が主体となるべき『地域の公』が混在しており、両者一体
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のまちづくりを進めるため」など、パートナーとしての必要性が回答されている。 

第三は職員も市民の一員であり、市民の目線から見た協働の必要性についてである。ここでは「市

民の市政参加への高揚と実感の創出で、行政主導より効果的な展開が期待できる」とか「行政に頼ま

なくとも、住民が自分でできる、地域住民で力を合わせればできることを認識し、行動することが重

要」といった積極面での意見が出る。そして「弱者に配慮したまちづくりが必要」とか「多数決によ

ってだけ物事が決定されないため、少数意見でも行政に反映されるまちづくりのシステム」が必要で

あるという市民の目線も明確に現れた。 

 第四は業務で市民協働を進めるうえでの障害についてであり、五点が指摘された。一点目は庁内各

課において「縦割り組織のため連携がとれない」ことである。例えば「職員間の情報の共有化がなさ

れていない」とか「行政内部に横断的な市民の人材活用システムが無く、各課ごとの把握にとどまっ

ている」などである。このことは「必要な課ごとに審議会などの仕組みを作り、進行管理を行政側で

行うため、情報交換のコストが高くなる」という問題に波及する。二点目は予算の仕組みであり、「事

業の内容より、補助金の有無で事業の実施が決まる」という指摘である。三点目は行政の市民に対す

る姿勢であり、「役所のやることは間違いないと思っている。情報を出し渋る傾向がある」とか「既成

概念や前例主義に拘る。他自治体の動向を気にするなどの体質」とかである。 

四点目はこうした姿勢を転換するにしても、市民協働に関するルールがないという指摘である。例

えば「市民参加のシステムはあるが、時間が無いために行政が主導してしまう」とか「協働に関する

推進手法（例えばワークショップ等）の知識が不足、その結果として住民意見の取りまとめ能力に弱

さがある」とかである。五点目は行政と市民との情報交換の仕組みに関する問題である。「行政と市民

が直接情報や意見をやり取りできる制度化された回路が少ない」とか「情報を必要としている人に的

確に情報を届ける手段の不足」、「直接市民と接する機会が無く、市民の声が伝わりにくい」などの指

摘がある。最後は協働の相手としての市民への注文で、「各分野で専門知識を持つ市民のネットワーク

が少ない」とか「市民の『要望』意識が強く協働意識が低い」などが指摘される。 

第五は業務上で感じていることである。これについては三点に整理できる。一点目は住民組織が弱

体化しているという意見である。例えば「地縁型住民組織が高齢化、加入者減で活動が低下してきて

いる」ことや「縦割り補助金で行政の下部組織化している」問題である。二点目は新しい市民活動や

その組織への対応ができていない指摘である。具体的には「市の組織や職員が『発言する市民』を警

戒し、市民活動組織を活用するノウハウが欠如している」とか「協働のパートナーと考えられる市民

活動に対する支援のあり方、各課の役割が庁内で十分議論されていない」などがある。三点目は市役

所の組織問題だけでなく職員個人の意識や資質に対する危惧である。例えば「政策形成過程における

部局横断的な調整機能の欠如」とか「行政組織の横の連携を強めるという、職員の意識改革が必要で

ある」といった組織上の問題だけでなく、「窓口役やとりまとめを嫌う傾向がある」とかの職員個人の

特性などにかかわる問題の指摘がある。 
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第六は解決策についての提起である。以上のような課題に対応するためには、「人材育成」「人材開

発」「NPO」など担い手をどのように育成していくのか、「情報公開」「ホームページの活用」「説明義務」

「進捗情報の公表」「第三者評価システムの導入」など情報公開や評価システムの導入などをどう進め

ていくのかが鍵である。では実際どのように行うのか。まずは「意見聴取型から政策決定プロセス型

への転換」が必要で、「窓口対応」だけでなく「行政と市民を調整するためのコーディネータ」が重要

である。そして「公民館等を市民ネットワークの拠点に活用する」とか IT を活用した「メーリングチ

ャット」、「NPO 等市民活動組織の支援にかかわる早急な行財政改革」が要請される。具体的には「ボ

ランティア団体の設立を働きかける」「市民活動（NPO 等）支援する支援する課の体制充実や、一本化

した総合的窓口の設置」「NPO 支援センターの設置」などが浮上する。 

２－４ 『提言書』づくり 

 このようにパートナーとなるべき市民及び市役所職員のいずれもが協働する意識が高くない状況の

下で、2002 年に市民協働型まちづくり懇談会は発足した。しかしこの懇談会は何よりも公募型委員が

半数弱をしめたことに特徴があり、こうした委員の構成が提言書を手作りで行う大きな原動力となっ

た。 

（１）懇談会設立の背景 

 ふくしま市民協働型まちづくり懇談会（以下、懇談会）は『福島市市民協働型まちづくり推進指針』

の策定を目的として 2002 年４月に設置された。第１回懇談会での市長の発言によれば、その設置の背

景は「国と地方との関係が地方分権化の推進によって変化してきており、地方は自立していかなけれ

ばならないが、そのためには市民の多様な意見をどのように吸い上げていくのかが課題となっている」

ことにあった。この課題に向けて市民が「思いを語るだけでなく、どう具現化するのか」をルールと

して策定するが必要であり、「福島市のおかれた中での、地に足をつけた」「まず第一歩」の議論が要

請された。 

 『策定事業について』は協働型まちづくりの必要性を次の４点にまとめた。 

①地方分権化で個性ある地域づくりが必要とされている。 

②少子高齢化や高度情報化、核家族や高齢者世帯の増加などから、行政に対する市民ニーズが多様

化・高度化してきており、その対応が求められている。 

③まちづくりへ参画したいという市民意識が高揚してきている。 

④低成長期の限られた財源の中で、市民の目線に立ち、市民満足度を重視する新しい行政のあり方

や意識改革が求められている。 

 福島市における市民からの意見の吸い上げは、前吉田市長までは主として町内会・自治会の連合団

体である「自治振興協議会」を通じて行われた。自治振興協議会からの要望の多くは地元の道路や施

設などハード整備に関わるものに集中しがちであった。瀬戸孝則氏が市長になって、各界各層の個人

から意見を直接聞く「わいわい夢会議」が、これに加えて立ち上げられた。ただし「夢」という形式
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で多様な意見が出されるものの、当初においてはこれらの意見をどのように具現化するのかの行程は

明示されていなかった。また 1998 年に「福島らしさ」を政策的に追求するために「福島市シンクタン

ク」が構想されたものの、その設立は「長期整備（案）」と先送りされた。かくして懇談会には、市民

レベルの個別の要求をどのように実現していくかという視点とその行程を、ルールとして確立するこ

とが要請された。 

（２）懇談会委員構成の特徴 

 2002 年 6 月 30 日に発足した懇談会は、市役所が主催するこれまでの審議会や委員会とは異なる特

徴をいくつかもった。 

 第一は委員の構成であり、公募市民が実質的に委員の半数を占めた。委員 23 名のうち「公募による

市民代表」が 10 名、「学識経験者」が 3名、「各種団体・企業等の推薦による者」が 10 名であった。

「公募による市民代表」は、①年齢 20 歳以上であること、②福島市に住所を有すること、③福島市の

他附属機関等の委員でないこと、④現在、福島市議会議員及び福島市職員でないこと、などが申込者

資格とされた。そして「私が参加したいまちづくり」ないしは「私がめざす市民協働のまち」をテー

マとする 800 字程度の小論文によって、公募委員は選考された。公募委員への応募は 32 名あり、10

名に絞られた。その 10 名の公募委員の構成は、職業別では団体職員 1名、NPO 役員 1名、会社役員 1

名、会社員 3名、主婦 1名、看護師 1名、無職 1名、学生 1名となり、性別では男 6名と女 4名であ

った。 

他方「団体推薦」委員 10 名の構成は、分野別では民間企業から 1名、NPO 法人から 2名、市内団体

協議会等から 5名、市内地域協議会等から 2名であった。性別では男 4名と女 6名となった。基本的

には団体等からいわゆる「あて職」を排して選出された。学識経験者は大学から 1名、短大から 1名、

県国際交流委員から 1名が選出され、性別では男 2名と女 1名の構成となった。県国際交流委員は外

国人であり、より広い視野から検討できるように仕掛けられた。 

こうして委員はいずれも市民個人として選出されたという性格を色濃く持ち、このことが懇談会に

おける議論を積極的に進める原動力となった。懇談会委員には交通費が支給されるものの、謝金は支

給されないボランティアとしての参加であり、このことがさらに委員の協働意識を高めることにつな

がった。 

 第二の特徴は懇談会のもとに設置されたワークショップ（以下、WS）に、市庁舎内公募による職員

参加があったことである。WS への市役所職員の参加は小論文によって選考された。職員の WS への参

加は、「協働型まちづくりの必要性」の④と関わっており、研修としての意味も持った。参加者の都合

を考えて、従来の審議会等とは異なり、WS は平日の夜ないしは週末・休日に開催した。市職員は「肩

書き」をはずして、勤務時間外のボランタリーとして参加した。WS に参加した市職員は、主査ないし

は主事クラスの若手 15 名であり、各部から１～3名が選出された。性別は男 9名と女 5名という構成

であった。 
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 第三の特徴は実質的な議論が KJ 法14を中心とした WS によって実施されたことにある。WS の進行は

シンクタンクふくしまの研究員が行い、ファシリテーターとしての役割に徹した。WS での議論に基づ

いて最終的には提言書『いっしょにやっぺない』（2002 年 11 月）が作成されることになるが、その文

言からレイアウトに至るまですべて委員自身が行うことに結実した。懇談会委員は当初は「いずれ、

市側から原案が示される」と思い込んでいたが、それは委員の予断に過ぎないことが WS の進行ととも

に明らかになった。 

 第四の特徴は定例の懇談会兼 WS（6 回）だけでなく、現状理解を深めるために、当初予定していな

かった自主的な学習会（3 回）をも行ったことである。また事前の班別打ち合わせも頻繁に開催され

た。 

表 2 福島市長との懇談会での委員の発言内容分布 

件数 比率 発　言　例
① 市民と行政とのギャップにつ

いて
1 5.3

よかれと思って実施することがもたらす
問題。

② 市民と行政の関係のとらえ方
3 15.8

窓口の一本化の必要。なお上下関係にあ
ることの認識。

③ 市民から見て必要な市民協働
とは

3 15.8
運営と内容をボランティアに一切任せる
ことの必要。

④ 市民も行政も変わらなければ
ならない

6 31.6
地域社会の人間関係に歪み。市民意識は
高まっている。

⑤ 「市民協働」を支援する仕組
みとは？制度改革とは？

6 31.6
支所にまちづくり権限の付与。まちづく
りへの継続的支援。

19 100.0
資料：第4回ふくしま市民協働型まちづくり懇談会─市長との懇談会─（2002年9月7日）で
の委員発言を整理したもの。

発　言　テ　ー　マ

計

 
２－５ 『提言書 いっしょやっぺない！！ やっつぉい！！』 

 この『提言書』作成途中に懇談会委員と福島市長との懇談会がもたれた。ここでの発言分布から協

働型まちづくり議論における委員の関心がどこにあったのかを知ることができる（表２）。全体とすれ

ば、「協働とは何か」といった理念次元よりも、活動する市民としては当然のことではあるが、意識改

革や制度改革などに関心を持っていた。 

ふくしま市民協働型まちづくり懇談会は 2002 年 11 月 24 日に『提言書 いっしょやっぺない！！ 

やっつぉい！！』を取りまとめた。この『提言書』は、①理想とする「協働のまちづくり」への思い、

②「協働のまちづくり」の基本的な考え方、③今自分たちの姿から見えてくるもの、④「協働のまち

づくり」をすすめるために取り組むべきこと、⑤今後に向けた取り組み、の 5 章から構成された。 

（１）まちづくりへの２つの思いを実現する協働 

この『提言書』では、まず「理想とする『協働のまちづくり』への想い」が語られる。この「想い」

は七点にまとめられる。①いっしょにみんなが参加する「もの」から「こころ」への、②少数意見に

も耳を傾け人が支えあえる、③にぎやかでひとがうごく元気一番の、④やってよかったと実感できみ

                                                  
14 川喜田二郎『続発想法』中央公論社、1984 年。 
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んなによろこんでもらえる、⑤ペンフレンドの市と市民が情報の共有化により信頼を深める、⑥何で

も話し合える場により市民と行政の「わ」ができる、⑦いっしょに評価しつづける「かおり」ただよ

うふくしま、以上の７つである（第１章）。 

こうしたまちづくりへの「想い」は、その実現に向けて「協働」という概念を登場させる。「これか

らの私たちには、市民（自分・地域・企業）、行政それぞれの優れたところを尊重し合い、協力して行

動していくことが必要となります。『協働』とは、いろいろな立場の市民と行政とが、対等なパートナ

ーとして、適切な役割分担のもとに、成果と責任を共有しあいながら、共に行動していくことです」

（p.2）と。ではなぜ「協働」が必要なのか。それは「自分らしく生きたい」ことと「愛されるまちを

創りたい」ことの両方の思いを実現したいためである。協働への姿勢は、「１つ１つは小さい流れでも

協力すれば大きな流れに」が基本となる（第２章）。 

しかしなぜこうした流れがこれまで形成されていなかったのか。今の自分たちの姿を振り返って見

ると、①福島（郷土）への愛や誇りや知識の不足、②市民相互、市民と行政との間の理解と連携の欠

如、③市民と行政双方が意欲不足な上、お互いについての学習不足、情報不足、認識不足、④市民の

活動を支えている仕組みの未整備、⑤市民の声を聞いて生かす場の欠如、などの問題点が明らかにな

った（第 3章）。 

（２）人材育成と情報共有が協働の出発点 

それでは協働のまちづくりに必要なことは何なのかと問われれば、『提言書』は①人材の開発と育成、

②情報の共有化、③活動の支援、の３つであると答える。 

 第１の人材の開発で強調されるのは、「協働」のコーディネータとして行動できる市民を育成する必

要性であり、市民には学習への参加を呼びかけると同時に、行政には市民活動に参加するきっかけを

提供することが求められる。行政職員も市民として行動ができる「もう一枚の名刺」をもつことが要

請される。 

 第２の情報の共有化については、行政との距離感をいかに縮めていくのか、それが市民協働の出発

点となる。それにはまず事業の計画・進捗・評価等の広報、市長への市民の声とそれへの対応、各課

の仕事を知ってもらうためのホームページなど行政から市民への情報提供や開示が必要となる。情報

開示だけでなく積極的な市民参加がこれと併行しなければならない。自治振興協議会からの意見の吸

い上げ、市長への手紙、わいわい夢会議など既存の公聴制度の他に、パブリックコメント制度、審議

会・委員会委員の一部に公募制を導入するなど、市民からの声を聞く制度の充実が求められた。 

 充実を担保するために「情報共有プラザ」が提起された。情報共有プラザにはこれまでの「市民情

報室」にあった情報公開窓口機能に、市民と行政の情報共有機能を付加することが求められた。さら

に情報共有プラザは公募市民と行政職員とが共同で運営するものとして提案された。 

 第３は活動支援のあり方である。情報の共有化が必要なのは市民と行政といった範囲にとどまらな

い。市民活動を促進するには、他団体の活動状況や意見交換が必要で、これを行うには「市民活動セ
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ンター」の設置が欠かせない。市民活動センターに求められるのは、①ハード的には既存施設の有効

活用、②ソフト的には市民活動の内容やイベントスケジュールが一覧できること、③そして人材的に

はボランティアや協働にかかわるコーディネータの配置、④運営としては市民活動団体と行政との共

同としつつも市民主体とすることなどである（４.）。 

（３）協働のレベルアップに向けた評価システム 

「協働のまちづくり」のレベルアップのためには「協働のまちづくり」評価システム欠かせない。

「評価のものさしは市民の満足度」が基本であり、「現状認識を共有」しつつ「将来目標の共有」でき

る評価の仕組みが必要である。この評価の仕組みの特徴は評価の段階性と多元性とにある。評価の段

階性とは事業の進捗状況に対応して、事前、実行中、事後の三段階にわけて評価するものであり、評

価の多元性とは、評価が自己評価、相互評価、共同評価、第三者評価というように異なった主体によ

って行われることを意味する。 

 そして市民満足度サイクルの観点を評価の仕組みに取り入れると、次のような展開が必要となる。

①事業別予算・決算評価を前例主義から必要主義へ脱皮を図る、②主体的かつ責任ある参加をチェッ

クシートにより協働で評価する、③第三者（NPO 等）による評価、④例えば市民青空会議など市民に

平等に開かれた場で行う、⑤ホームページにより事前・進行・事後評価をその都度公開する、⑥市民・

行政・コーディネータで構成する評価改善実施本部で事業見直しや改善を行う。以上の過程を経て再

び①につなげることになる。（４．） 

今後に向けた取り組みとしては、①協働の普及・啓発活動、②継続的な対話の場づくり、③「協働

のまちづくり」条例化などが掲げられた。（５．） 

２－６ 福島市協働のまちづくり推進指針への結実 

福島市はふくしま市民協働型まちづくり懇談会の提案を受けて、また公開シンポジウムでの市長の

発言を受けて、『ふくしま市民協働のまちづくり推進指針』（以下、『推進指針』）が 12 月 26 日に策定

した。懇談会の提案のほとんどがこの『推進指針』の中に盛り込まれた。 

第１は情報の共有化であり、①パブリックコメント制度の導入、②情報の積極的な提供、③情報の

共有化懇談会の設置、などが盛り込まれた。 

第２は人財育成であり、①幅広い研修、②地域のリーダーづくり、③市民活動団体の育成などが進

むことになった。 

第３は協働への取り組み支援についてであり、①協働のモデル事業、②市民活動団体への支援、③

市民活動センターの設置、などが具体策として出された。 

第４は「協働のまちづくり」の評価の仕組みである。これも懇談会の提案を受けて、市民行政の共

同による「（仮称）ふくしま市民協働のまちづくり推進会議」で、①チェックシートの作成、②通信簿

の公表、③満足度の向上を測定するアンケート調査の実施、などが具体策として出された。 

これらの具体化については、2003 年度の「ふくしま市民協働型まちづくり市民推進会議」に引き継
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がれた。 

 

３ 市民協働型まちづくりの手順書作り 

 『提言書』そして「推進指針」を受けて、2003 年度の市民推進会議では市民協働事業のマニュアル

づくりが議論された。市民推進会議それ自体が市民協働のための人材育成の「場」になる必要がある

（３－１）。誰でも取り組めるということを目的とするマニュアルは、単に一般性を持つ「手順書」（３

－３）だけでは、市民提案型の協働事業には対応できないので、性格が異なる複数の事業をモデルプ

ランとして検討しておく必要がある（３－２）。こうした検討から協働型の取り組みをどの場面から出

発させればよいのか、新たな知見を得ることにつながった。 

３－１ まちづくり市民推進会議とその成果 

 この推進会議の特徴は、公募委員の半数入れ替えと市役所の係長級の職員が肩書きつきで参加した

ことであり、これはここでの議論が職場に直接反映されていく可能性を持つものとして注目される。

また新しい委員が加わることで、協働とは何かという考え方を再点検する機会が保障さた。 

 

（１）市民推進会議の発足とねらい 

 福島市は『推進指針』を受け、03 年 7 月 3日に「ふくしま協働のまちづくり市民推進会議」（以下、

市民推進会議）を発足させた。前年度の懇談会と同様に、公式協議は会議で、実質議論はワークショ

ップ（WS）で行なった。市民推進会議は前年度懇談会経験者 5名、新規一般公募委員 10 名、学識経験

者 2名という 17 名体制で船出した。一般公募委員の属性は、性別では男 8名、女 9名であり、年齢別

では 20 歳代 1名、40 歳代 6名、50 歳代 6名、60 歳代 3名、70 歳代 1名であった。職業別では自営業

1名、無職 4名（主婦を含む）、塾講師 1名、団体職員 1名、会社員 2名、会社役員 1名、歯科技工士

1名、まちづくり協議会 1名、NPO 関係者 4名、大学関係者 1名であった。 

 一般公募委員が新たに入ったこと15で、今後の進め方等に関する議論が行われ、①この市民推進会

議の最終目標は「まちづくり条例」への中間ステップなのか、②市職員 WG メンバーが男性ばかりであ

る、③この会議の全行程はどうなっているのか、④失敗事例を協働の視点から点検したらどうか、な

どの意見や質問がでた。これらについては、事務局（市企画政策課）と議長から、①については条例

化できるほど協働の議論が熟していないこと、②については市の組織がそこまで到達していない状況

にあること、③については事務局に原案があるわけではなく、原案そのものをこの会議で作り上げて

                                                  
15会議を運営する側からすれば、市民推進会議に懇談会メンバーを全員引き継ぐことの方が議論の効

率性が良いのだが、協働型まちづくりの担い手を継続的に創出していくことも市民推進会議の役割で

もあることから、公募委員の約半数の入れ替えが行われた。「卒業」した懇談会委員は、その協働の考

え方を普及していくために、他の検討会議や委員会等に参加していくことになった。他方、新たな公

募委員を受け入れることで、継続委員にとっても、改めて協働とは何か、自分たちが議論してきたこ

とが本当に協働だったのか、などを考える契機ともなった。 
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いくことになること、④については昨年度は事例を検討しておらず、これこそが今年度の仕事になる

ことなどが説明された。 

（２）庁内推進委員会 WG 委員 

WS の役割は推進会議で協議する内容の原案づくりにある。この WG への市役所職員の参加は前年度

のようなボランティア庁内公募型ではなく、13 部局（水道局、消防本部、教育委員会を含む）から推

薦された係長級であり、肩書き付きの参加であった。 

まずはメンバー間の意思疎通を行うことから始まる。出席メンバー27 名のワークショップ経験を尋

ねると、「ワークショップに参加したことはある」が最も多く 13 名であり、これに「ワークショップ

を企画・運営したことがある」5名、「経験も知識もない」5名、「雑誌や講義での知識はある」4名な

どが続いた。半数超が経験者であるが、未経験者もいるので、経験の差を克服することがはじめの仕

事となった。自己紹介や旗揚げアンケート、「ウィッシュ・ポエム・シート」による「福島の夢を語る」

グループワークなどが行われた。 

第 2回 WS では割り当てられた 48 事業（11 の部・委員会）のなかから、５つのグループがそれぞれ

１つ事業を選択した。選択されたのは、①ファミリーサポート事業、②花見山公園周辺環境整備事業、

③その他のプラスチック製容器包装分別収集事業、④ふるさとの川・荒川づくり協議会、⑤宮畑遺跡

整備計画策定事業、の５つであった。そして次回の WS で全員で考えるのにふさわしい事業として④が

選択された。 

（３）協働とはの再確認 

第 2回までは、特に新規の一般公募委員が「協働とは何か」についての理解を深めるために、また

昨年度経験委員がそれを再確認するために懇談会を行った。継続委員から昨年度の経験が発表され、

新規委員からも内容のある発言が続出した。「協働とは何か」が改めて問われた。発言内容は協働とは

「新たな価値を創造する」ことに集約できる。主体的な視角からすと、これは「創る喜びであり、使

う喜び」ということである。断片的な関わりではなく最初から最後まで責任を持ってかかわることで

なければ、この喜びは経験できない。市民は与えられるのではなく、主体的にかかわることでその満

足度を高める。 

問題はどのようにかかわるかである。社会全体の価値観が変化し、ニーズが多様化してきているこ

とから、行政サービスは画一的なものでは満足されず、きめ細かさが求められる。これまではきめ細

かいサービスは高コストとして理解されてきた。しかし市民の知恵を集めて積極的に取り組むことで、

コスト削減が意外なほど可能となる。そのためには何よりも情報の共有化が不可欠で、これが市民協

働型の第一歩となる。協働型における市民の責任の取り方とは職を辞するということではなく、改善

に向けた反省と知恵をいかに次に引き継いでいくかにある。 

３－２ モデルプランでの検討 

 この会議の目的は市職員が協働型まちづくりにどう接すればよいのかにかかわる手引書を作成する
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ことにあった。ただし協働のあり方は、事業の性格によって異なるので、手引書作りと並行しながら

いくつかの事例を検討することで、手引書そのものの内容を豊かにすることが求められた。 

（１）モデルプランの選定まで 

 福島市協働のまちづくり庁内推進委員会（以下、庁内委員会）は、市民協働事業の基準･方法及びモ

デルプランを作成するにあたり、協働の視点から点検することを目的に調査が行われた16。調査対象

となったのは、9 部（総務部 3 件、商工観光部 6 件、農政部 5 件、市民部 3 件、環境部 3 件、健康福

祉部 4件、建設部 5件、都市政策部 6件、下水道部 2件）と 2委員会（教育委員会 9件、農業委員会

1件）における 48 件であった。 

事業タイプ別では、ハード事業 9件、ソフト事業 38 件、ハード兼ソフト事業 1件であり、ソフト事

業が 81.3％をしめた。ハード事業の内訳は土木事業が 1件、施設整備事業が 8件であった。ただしハ

ード事業に分類されていても、事業名は「福島西道路整備懇談会」であった17。施設整備事業として

は、子どもの夢を育む施設建設事業、飯坂町湯沢周辺区域街なみ環境整備事業などがあがった。ソフ

ト事業はプロジェクト 12 件、イベント 8件、育成 6件、情報 5件、支援 4件、その他 2件に分けられ

ている。そして協働という視点から、これらの事業は以下のように４つに区分された。 

①事業実施の各段階（計画段階も含む）において、市民（市民活動団体等を含む）の参加･参画が

可能と思われる（思われた）事業…41 件 

②市民（市民活動団体等を含む）の参加･参画を得なければ事業目的が達成しにくいため、なかな

か効果が上がらない（上がらなかった）事業…2件 

③市民（市民活動団体等を含む）の参加･参画を得たいと考えている（いた）が、どのようにすれ

ば良いのか分からずに困っている（いた）事業…2件 

④行政（市役所）以外の他の主体でも実施できる可能性がある（あった）事業…12 件 

複数選択可であるため、回答延べ件数は不明 1件を含め、58 件となった。市民との協働事業調査と

いうこともあってか、回答の 70.7％が①に集中した。しかし第 2位には④がきて、20.1％をしめたこ

とは注目に値する。ただし④のみで選択された事業はわずか 1件にとどまる。 

                                                  
16 福島市協働のまちづくり庁内推進委員会編『市民との協働事業調査（Ｈ15）結果』福島市総務部企

画政策課、2003 年 7 月。 
17福島西道路整備懇談会の事業は「福島市吉井田・成川・大森地区において、一般国道 13 号線福島西

道路（1-1 工区）が魅力的な道路として活用され、地域と道路が一体となった住み良い環境をつくる

ための検討を行い、その実現と推進を図ることを目的」としていた。事業の内容としては、①通学路

の安全確保、②道路遊休地の利活用、③西道路の景観（歩道・植栽等のデザイン）、④行政と住民の役

割分担（維持管理の分担）、などを懇談会で検討して国道 13 号線福島西道路の計画に反映しることに

あった。この事業そのものは国の直轄事業であるので、費用は国が負担した。協働という観点からは

④が注目される。ただしこの懇談会は西道路の是非を検討するものではなく、西道路整備を前提とし

たオープンハウスや各町内会でのワークショップへの参加という次元にとどまった。参加した委員の

知識不足や事務局（国）の準備不足という問題はあったにもかかわらず、「事業計画のプロセスを通し

て課題や問題を理解し、住民の意思が計画に反映することで、道路への愛着が生まれ、住民自らが維

持管理活動を行う」という効果があった。 
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（２）２つのモデルプラン 

図 1 市民協働によるモデルプラン：その他のプラスチック製容器包装 

及びその他の紙製品様相分別収集事業 

 
出典：ふくしま協働のまちづくり市民推進会議『「市民協働」の事業と 

するための提案書』福島市総務部企画政策課、2003 年 12 月 
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図 ２ 市民協働によるモデルプラン：ファミリーサポート事業モデルプラン 

 
出典：ふくしま協働のまちづくり市民推進会議『「市民協働」の事業と 

するための提案書』福島市総務部企画政策課、2003 年 12 月 
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こうした基礎データをもとに検討した結果、「その他プラスチック製容器包装及びその他の紙製品容

器包装分別収集事業（以下、プラ紙分収事業）」（図１）と「ファミリーサポート事業（以下、ＦＳ事

業）」（図２）とがモデルプラン対象事業として選定された。 

 プラ紙分収事業が選択された理由は４つある18。①社会的実験を行うことができるという視点で、

モデル地区を早期設定することで事業を改善できる。②人材育成という視点で、学校と連携したゴミ

分別教室の開催や家庭でゴミについて話し合うだけでなく、市民自身がゴミ分別サポーターやゴミ分

別の師になることができる。③協働の事業に市民が楽しく参加するという視点である。例えば「市民

と行政が協働で実行する会」を組織化することや、親子ゴミ分別競争などのイベント開催することで

それが可能となる。④市民に分かりやすい情報の共有化を重視するという視点で、例えばゴミ分別辞

典を公募市民により編集することや、ゴミ分別をテーマとする自由な意見を交換できる場として電子

会議室を設置することなどがある。 

 次にＦＳ事業19が選択された理由としては、これからの子育て支援と市民による市民への支援で、

地域のあたたかいネットワークづくりや新しいコミュニティづくりが期待された。これを進めるため、

次の４点が提起された。①計画段階から市民委員を核として、市民のニーズや意見を共有すること。

②市民やＮPO 等が積極的に研修や事業実施に参画し、地域での人材発掘やネットワーク作りを行える

ように、行政が研修会を支援すること。③事業の決定過程を公開し、公開コンペにより委託先を決定

すること。④地域医療機関等との連携を行うこと、などであった。 

３－３ 「市民協働」の事業とするための手順書 

（１）手順書の課題と発見 

 モデルプランの検討と並行し、手順書の作成が行われた。手順書策定の第 1の課題は、事業推進の

ポイントと手順との関連付けにあった。ここでは計画・実施・評価・改善（PLAN→DO→CHECK→ACTION）

というマネジメントサイクルを基本に、各段階での事業推進ポイントが整理された。 

第 2の課題は「手順書に常に改定を加え、新しい考えを取り入れていく必要ある」ことである。こ

の視点から評価目的、評価対象、評価主体、評価方法のあり方や仕組みに継続的な検討の必要性が強

調された。この検討を保障するには、協働の下地となる情報の共有、現状把握、人材育成などを、①

事業構想段階、②実施段階、③事後段階の３段階において「構造的」に実施することが大切となる。 

第 3の課題はこの手順書を策定する過程で「発見」された「企画構想段階からの市民参画」をどの

ように手順化するかである。市が予算化し実施することが決まった事業に「参画」するといっても、

その事業化の路線はすでに敷かれており、事業そのものを大幅に修正することは不可能に近い。それ

                                                  
18 ふくしま協働のまちづくり市民推進会議「市長への提案書提出及び懇談会の記録」2003 年 12 月

16 日での委員やＷＧ員の発言から一部修正して引用。 
19 前掲注 18）でのＷＧ員の発言から一部修正して引用。 
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は市民参画というよりは市民参加にとどまる。市の事業として予算化される以前の「企画構想段階」

から市民参画がなければ真の協働とはいえない。これは推進会議の中では「事前の事前」段階と呼ば

れ、このことの重視が企画段階部分での手順数とポイント数が多くさせる原因となった20。企画構想

段階から市民参画を求める市民協働を具体的に推進するには、市民発意による協働事業をいかに政策

化できるかにかかっている。これが次年度の「市民企画公募型制度」の創設につながった21。 

（２）「市民事業」の事業とするための手順書 

 この手順書は「行政が事務事業を進めるとき、こんな局面でこんなことを考えて（検討して）ほし

いという道筋を示したもの」であり、「推進のポイントは同じでも、局面によって意図するところが異

なる」性格を持っている。 

 PLAN 段階は３つの局面に分かれる。第 1は「企画・構想の策定期前」で課題への関心をもつ局面で

ある。この局面での推進のポイントは、まずは情報の提供であり、「行政が持っている情報を理解しや

すく加工し、できる限り幅広く提供する」ことが求められる。次いで現状･ニーズの把握で、このため

には「地域の課題を良く知る人とのつながりをもつ」ことや「様々な窓口に寄せられる市民の問題や

悩みを良く聴くことからニーズを探る」ことなどが必要である。最後は人財育成であり、これを進め

るには、「行政の職員研修や担当課ごとに『市民協働』について話し合う場を設けるよう努める」こと

や、「市民向けに『市民協働』についての啓発事業の実施や学習の機会を設定する」ことが求められる。 

PLAN の第 2の局面は課題解決策を検討する「企画・構想の策定期」である。この局面で重要なこと

は、協働の目標設定と広報とである。協働の目標設定は３つの内容を含むことが必要である。それは

①「なぜ協働することが必要なのか」という目標の明確化、②「なぜその相手を協働のパートナーと

したのか」という選択の透明性、③「どんなプロセスを踏んでどんなプログラムで実施するのか」と

いう役割の明確化、以上の３つである。いうまでもなく事業の企画・構想は行政が発意するケースと

市民・NPO が発意するケースとに分けられる。行政が「この課題はぜひとも協働でやる必要がある」

ということだけでは協働の対象とはならない。市民側が「この地域課題を協働で解決したい」との思

いがなければ、それは行政の下請けとなるだけである。２つの思いが合致することで初めて協働は成

立する。成立した協働プログラムは、その目標やパートナーの選択過程などを、サービスの受益者、

関係者、その他市民に幅広く公表し、意見を求めなければならない。 

PLAN 段階の第 3局面は「課題解決策の決定」を行う事業計画の確定期である。この第 3局面は次の

                                                  
20 協働の手順書は、事前、途中、事後の三段階に分けて検討が進められた。しかし検討が進む中で、

事前といっても行政側の企画書ができあがった時点からの出発では、行政がお膳立した「市民参加」

であって、第一楽章の主題としての「市民協働」にはなりえないとの疑問が出された。事業が「市民

協働」であるためには、「事前の事前」の段階が必要であり、この検討にかなりのエネルギーが投入さ

れた。Plan→Do→Check→Action という 4 段階のなかで、Plan 段階が大きなボリュームをしめるこ

とになったのは、こうしたことを反映している。まちづ＜りの「企画構想力」が協働を媒介とした時

空間の過程として構築され、表現されたと言ってもよかろう。 
21 同上でのＷＧ員の発言から。 
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DO 段階への橋渡しともなる。この局面では、事業計画の審査と組織運営の編成が推進のポイントとな

る。事業計画の審査では、まず総合計画との整合性や類似事業との調整が必要となる。次いで予算化

に当たっての問題点を整理し、議会への説明と了承といった手続きが行われなければならない。この

手続きが終わると、運営組織の編成に進む。運営組織の編成には、その形態や構成、どこに事務局を

置くのか、そして運営資金をどうするのかがかかわる。運営資金は、全面市費とするのか、委託、補

助、完全自費などの区分けが必要である。 

DO 段階は事業の始動期と事業の展開期との２つの局面に分かれる。課題解決に向けて取り組む事業

の始動期では、活動の場をどのように設定するかが推進のポイントである。活動の場では、行政のパ

ートナーとなるべき市民個人あるいは同じ思いを持つ市民同士が集い、話し合うことが求められる。

解決への取り組みが行われる事業の展開期での推進のポイントには評価とニーズの把握とがある。こ

こでは「サービスの受益者のニーズに合致しているかどうかを検証しつつ、事業を展開する」ことが

重要である。 

 CHECK 段階と ACTION 段階は局面としては事業の完了期後に一括される。ただし推進のポイントとし

ては、評価と改善･見直しとに二分される。評価は、①何を評価するのか（評価対象）、②何のために

評価するのか（評価目的）、③誰が評価するのか（評価主体）、④どのようにして評価するのか（評価

手法）などの４つの項目から構成される。そして評価の内容を公表し、次年度以降の事業のあり方（拡

大・継続・縮小・中止）や改善方法を、次の事業計画策定前に検討するという改善・見直しにつなが

っていく22。 

 

４ 市民協働型プロジェクトの募集と展開 

 市民協働型まちづくりのための手順書（マニュアル）づくりは、２つのモデルプランと併行しなが

ら進められた。議論の過程での発見は、協働ということであれば、「企画構想段階」からかかわること

が望ましいということであった。また何よりも公募委員を半数入れ替えることで、協働の意義をさら

に深めることができ、結果的に人材育成につながるという効果も現れた。「企画構想段階から」という

ことを意識したものが、「企画公募」事業として動き始めた。この企画公募事業を協働型とするために

は、どのような基準が必要であるのかが検討されなければならない（４－１）。またこうした協働型ま

ちづくりを進めるにあたって公開された議論をどのようにおこなっていくか（４－２）、人材育成を継

続するにはどのようにすれば良いか（４－３）、などが必要とされることになる。 

４－１ 企画公募の考え方と事業化過程 

 『提案書』で提起された「企画の公募」はおおむね次ぎの４段階の流れが想定された。第 1段階は

企画案の作成と応募である。公募対象者は市民グループ、NPO、企業などの「団体」とされた。企画書

                                                  
22 ふくしま協働のまちづくり市民推進会議『「市民協働」の事業とするための提案書─“やっぺなっ!”
から“やってっつぉい!”』2003 年 12 月 16 日 
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の作成･応募には専門的な知識も必要なので、応募者を支援する制度･組織が必要となる。第 2段階は

審査である。審査対象は企画案が提供するサービスの必要性･効果、「市民協働」の形態の妥当性、既

存事業との関係性、事業としての実現可能性などである。第３段階は事業化決定であり、審査で承認

された企画案は庁内の続きによって事業化が決定される。第４段階は結果の共有と評価であり、これ

は事業完了後の改善のために検討される。 

（１）ふくしま協働のまちづくり事業のへ取り組み 

 前年度の「企画の公募」を受けて、市民推進会議支援分科会は、04 年 6 月 10 日に、事業名称、補

助内容、審査会、対象者、対象活動などについて意見を交換した。支援分科会の議論を受けて、7月 9

日の第 2回市民推進会議で決定され、公募されることになった。 

 事業名称は中身がわかるようにという視点から「市民協働のまちづくり支援事業～いっしょにやっ

ぺない！」など５件が、また地元の言葉で協働のまちづくりのイメージがわくものという視点から「市

民と行政のタイアップ事業」とか「市民アクション公共活動事業」など 10 件が提案された。最終的に

は、この事業の性格が、①共通する課題解決や社会的目的実現のための問題解決指向型の事業である

こと、②責任感ある市民づくりの事業であること、などから「ふくしま協働のまちづくり事業」に決

まった23。ただし市民に広く認知される名称をつけるべきということで、「やらんしょ事業」や「まが

せらんしょ事業」なども候補に上がった。 

 補助対象者は、市内を主な活動の範囲とする市民活動団体又は個人とし、団体の場合は市内にその

代表者が在住もしくは事務所を有していること、個人の場合は 2名以上の共同参画者を有しているこ

と24が必要条件とされた。補助の対象25となるのは市民が主体的に行う公共公益を目的とし、これを達

成する活動である。ただし活動の主たる効果が市外で発生するもの、他の補助・支援制度を同時に受

けるもの、政治・宗教・営利活動を目的とするもの、公序良俗に反する等交付対象活動として適当で

ないと認めるもの、その他市長が適当でないと認めたもの、などはこの対象から除外された。補助経

費は、予算内での補助であるものの、団体の恒常的活動を維持する経費、団体の構成員による会合の

飲食費、団体の構成員に対する人件費や謝礼、その他市長が適当でないと認めた経費などは、対象か

ら除外される。補助金の補助率は 3分の 2以内で、その額は 40 万円が上限とされた。 

 協議・審査は、この事業が「協働型」なので、まず応募の活動内容に関して「協働の可能性」など

について市関係部署との協議を行い、市はその結果を審査委員会に報告する。審査は事前審査会と公

開審査会との 2段階で行われる。事前審査会は応募書類及び市関係部署との協議結果に基づいて行わ

れる。公開審査会は活動内容についてのプレゼンテーションに基づいて審査を行う。事前審査と公開

                                                  
23 ふくしま協働のまちづくり市民推進会議・支援分科会「会議録」（04 年 6 月 10 日）。 
24 個人を含めるべきではないが、数人の支援者がいれば検討しても良いという意見を受けている（04
年 6 月 18 日事務局メモ）。 
25 対象とする活動については、分野を決めてしまうと自由な応募ができなくなってしまうので、でき

るだけ幅広く捉えるべきといった議論を受けている。 
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審査の結果より、補助金の交付先と金額を決定する。 

 審査会の委員構成では、市会議員を委員に入れるかどうかが議論となった。これについては「入れ

たらどうか」といった意見から「議員という立場上、利害関係も発生することから、オブザーバー的

参加にとどめるべき」、「オブザーバーにするにしても、誰を入れるのか選出基準が難しい」、「入れる

べきではない」といった意見まで幅広く出された。最終的には、ふくしま協働のまちづくり市民推進

会議委員 3名、学識経験者 3名、行政職員 3名という構成になり、市会議員は除かれた。学識経験者

は大学教員 1名、NPO 法人 1名、県産業支援センター1名から構成され、行政職員は部長 1名、課長 1

名、係長 1名となった。 

 審査基準は、①活動の中に行政と連携する内容があり、かつその可能性が高いかどうか（協働の的

確性）、②活動に対して熱意があり、かつ主体的であるかどうか（実現性）、③活動による波及効果や、

新たな展開が期待できるかどうか（発展可能性）、④活動計画や費用が実現可能であり、かつ妥当であ

るかどうか（妥当性）、⑤不特定多数の市民の利益、または社会全体の利益につながるものであるかど

うか（公益性）、以上の５つである26。 

 各項目についての評価の視点は、協働の的確性では、①行政と目標を共有し、同じ方向に向かって

いるか、②行政と明確な役割分担がなされているか、③行政と協働しなければ解決できないか、④行

政と協働することにより効果が上がるか、などにおかれた。実現性、発展性及び妥当性の 3項目では

応募あった活動内容や計画、資金計画等具体的な要素により判断される。公益性では、①活動内容に

よって対象範囲が異なるため、属地的な規定はしないこと、②特定対象者のための活動ではないこと、

③イベント等の場合、一過性ではなく継続性が求められること、などが評価の視点として掲げられた。 

（２）応募とその審査結果 

 04 年 7 月 9 日には「ふくしま協働のまちづくり事業補助金交付要綱」が策定され、市民の自主的･

主体的なまちづくり活動が広く募集された。7月 17 日に福島市民会館において事業制度説明会が開催

された。一ヵ月後の 8月 17 日に募集が締め切られ、15 件の応募があった。応募 15 件のうち 3件は応

募要件を満たさないこと等の理由から、公開審査の対象とはならなかった。9月 12 日に公開審査が行

われた。公開審査はプレゼンテーション 7分、質疑 5分で行われた。 

採点は事前審査と公開審査の 2段階で行われた。事前審査は協働の的確性と公益性の 2項目で採点

され、この評価結果と応募内容、関係課との事前協議結果を総合的に判断し、事業対象と認められな

いものには、その理由を付してその旨が通知された。そのポイントしては、①公開審査申込書は、正

確にきちんと記載されているか、②応募の要件を満たしているか、③行政との協働事業として成立す

るか、④応募された活動が、円滑に実施できる体制にあるか、⑤活動の計画やスケジュールに無理が

                                                  
26 福島市内にはまちづくりＮＰＯが十分に育っていないが、協働の相手先としてのＮＰＯの選定方法

については、小田切康彦・浦坂純子「企画公募型事業の委託プロセスにおける意思決定要因─大阪府

を事例として─」日本ＮＰＯ学会『ノンプロフィット・レビュー』第 5 巻第 1 号、43-55、2005 年 6
月、が参考となる。 
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なく、実現可能か、⑥予算の見積もりは適正か（特に自己資金の調達方法や支出経費の見積り額など）、

⑦備品類を購入する場合は、活動に果たす役割やその必要性が明確か、⑧活動終了後の利活用計画が

明らかになっているか、などがあげられる。ただし事前審査は「振るい落とす」ことが目的ではなく、

応募活動の実現を最優先することが求められた27。 

公開審査は、協働の的確性、実現性、発展可能性、妥当性、公益性の 5項目で採点された。評価は

5 段階で採点され、評価点数を合計し、さらに審査委員全員の合計点を集計する。また事前審査の 2

項目の合計点数をこれに合算する。この結果、得点上位 8件が合格となった（表３）。 

表 3 2004 年度ふくしま協働のまちづくり事業として採択された事業 

応募者（団体）

名 
活動タイトル 主な活動予定 関係課 

ふくしま民話

茶屋の会 

民話をひも解く公開講座～現代

を生き抜く力や知恵を民話から

学ぼう 

民話をテーマとする講座の開

催（４回）。 
文化課 

情報デザイン

工房 ann 

小冊子〈子どもを伸ばすジェン

ダーフリーなことば〉の発行 

子供向けのジェンダーフリー

な言葉がけの事例集作成。 

男 女 共 同

参 画 セ ン

ター 

福島県北 NPO

ネット 

市民活動推進交流フェスティバ

ル 

市民に向けた市民活動の紹介

や、各活動団体相互の交流･連

携を行う。 

生活課 

福島南地区を

考える会 

郊外住宅団地における公共施設

のコンバージョンのための基礎

的活動～蓬莱団地における旧蓬

莱幼稚園を中心に 

旧蓬莱幼稚園乗り活動策を中

心に、蓬莱地区の再生を住民

自身が考える活動。 

生 涯 学 習

課（蓬莱公

民館）蓬莱

支所 

福島消費生活

研究グループ 

自立した消費者をめざして～選

ぶのはあなた、確かな情報 

市消費生活センター開設に併

せ、生活関連の諸課題に関す

る情報を分かりやすく提供す

るなど啓発活動。 

生活課 

魅力ある福島

をめざす会 

こっちもいいぞぃ！ 信夫山情

報サイト “信夫山 com” 

信夫山マップの発行を踏ま

え、さらにインターネット上

に信夫山に関する情報の発信

を行うサイトを開設する。 

観光課、環

境課、公園

緑地課 

ふくしま花案

内人 

ふくしま・花“み”シンポジウ

ム 

花見山という資源を、観光面

だけでなく農業や中心市街地

の賑わい創出など様々な面か

ら活用できないかについて多

様なメンバーで考えるシンポ

ジウムを開催する。 

公 園 緑 地

課、清水支

所 

森合ボランテ

ィアネットワ

ーク 

花いっぱい運動で美しいまちづ

くり 

森合地区内に花桃の苗木植栽

を呼びかけ、地区全体で花の

あるまちづくりに取り組む。 

公 園 緑 地

課、清水支

所 

  

資料：ふくしま協働のまちづくり市民推進会議関係資料より作成 

                                                  
27 「ふくしま協働のまちづくり事業の流れ」（平成 16 年度ふくしま協働のまちづくり市民推進会議《第

2 回》資料）2004 年 7 月 9 日。 
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表 4 2004 年度こらぼ・ふくしま事業実績 

応募者（団

体）名 
事業の成果 

協働の

形態 
協働の効果 

ふくしま民

話茶屋の会 

受講された方々は、民話の本質を学び、

現代を生き抜く示唆を得たと考えられ

る。又、共通語と異なる方言を話すこと

に恥ずかしさを感じていた方々も方言に

矛とを持つことが出来たと思う。伝承語

り部の「語り」も楽しく聞くことが出来、

民話の理解者が増えた。 

後援、広

報・PR 

行政と連携したことで、自

分達の活動が多様なりと

も認められてという認識

をうることができた。そし

て、そのことにより自信を

持って取り組むことがで

きた。 

情報デザイ

ン工房 ann 

3000 部発行。すべての子どもたちが、ジ

ェンダーにとらわれることなく、一人ひ

とりの個性を生かした生き方を目指して

ほしい。そんな願いを込めて、この小冊

子をつくりました。 

編 集 協

力 ・ 監

修、情報

提供 

 

福島県北 NPO

ネット 

①NPO 法人のミッション実現という共通

の課題に向けた協働が可能なこと、②NPO

の相互理解と協力への環境が一層整えら

れたこと、③NPO の持つ専門性と知恵を生

かした分野別のネットワーク化と活動の

展開が共通に認識されたこと。参加団体

36。 

実 行 委

員 会 編

成 、 広

報・PR 

実行委員会形式をとった

ことで、事業の企画･運営

を行政と一体的に進める

ことができた。行政との連

携の中で、団体の活動目的

が達成できるという可能

性を感じた。 

福島南地区

を考える会 

現在の旧蓬莱幼稚園の利・活用として、

子ども・高齢者・サークルという三本柱

がある。この利・活用の対象については、

住民意識調査とも合致する。ただし従来

型の団体利用のみが旧蓬莱幼稚園で引き

継がれることが、必ずしも最適解とは言

いがたい。 

調 査 協

力、後援
 

福島消費生

活研究グル

ープ 

①親子でリサイクル（牛乳パック再利用）

事業。②消費者講座 2 回、③食の安全安

心料理講座。 

企 画 立

案、共催、

広報・PR

 

魅力ある福

島をめざす

会 

ホームページ開設「信夫山.com（しのぶ

やまドットこむ）」。構成：信夫山散策マ

ップ、信夫山の自然、信夫山を愛する

人々、信夫山探訪、信夫山おもしろ話。

http://www.shinobuyama.com/ 

製 作 協

力、情報

提供、広

報・PR 

 

ふくしま花

案内人 

参加者の参加した動機は、花が好き 59％、

福島市全体の観光に関心 37％、ガーデニ

ングに興味がある 34％、福島のまちづく

りに関心 34％、福島のことを知りたい

21％…。（参加者アンケートによる） 

共催、広

報・PR 

団体として捉えていた課

題を行政と共有すること

ができた。課題解決に向

け、一緒に動き出すきっか

けを作り出すことができ

た。 

森合ボラン

ティアネッ

トワーク 

地域住民みんなが健康で楽しく暮らせる

元気なまちづくりを推進するため、花桃

の苗 115 本を購入配布し地域を花でいっ

ぱいにする取り組みを行った。 

助言・指

導 
 

  
資料：「ふくしま協働のまちづくり事業 平成 16 年度 補助対象活動の概要」 

（活動報告会資料、2005 年 5 月 15 日）により作成。 
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（３）実績報告会 

 採択事業がどんな事業をどこまで行われたのかを点検することが必要である。ただしそれ以上に重

要なことは、市民と行政との協働がどれだけ進んだのかである。2004 年度の採択事業については、実

績報告によれば、事業自体の成果が上がったことは確認できる。協働の形態は、共催・後援、広報・

ＰＲ、情報提供、編集協力、調査協力などがあるが、広報・ＰＲが比較的多く見られた。問題は「協

働の成果」である。残念ながらそれを確認できたのは 8件中 3件にとどまった。 

４－２ 市民電子会議室 

 協働のまちづくりを進めるためには、情報の共有が不可欠である。情報の共有という場合、行政と

市民との間での共有と市民間での共有との２つが揃わなければならない。行政情報の共有はホームペ

ージなどでの公開によって進めることが可能であるが、市民間の情報共有は単純ではない。市民の価

値観はその属性によっても異なるのであり、こうした多様性をもつ市民間での意思疎通をどのように

図るのかが大きな課題となる。 

（１）市民電子会議室の目的 

 ふくしま協働のまちづくり事業の第 2の柱は市民電子会議室（通称、e-ネットふくしま、以下、電

子会議室）である。これは「市民同士及び市民と行政が協働によりまちづくりを進めるための基盤と

して、市民、企業、行政など地域社会を構成するさまざまな主体が相互に情報交換を及び意見交換を

行い、本市における市民参加と新しいコミュニティづくりを推進するため、インターネットを活用し

た」28ものである。別の言い方をすると、「インターネットを活用し、ある特定のテーマについて議論

を行う電子ネットワーク上の意見交換（会議）の場、行政や市民、企業、NPO など地域社会を構成す

る様々な主体が、より良い地域社会の実現をめざして,既存の関係を超えた新しいコミュニケーション

を行うことを目指す」29のである。 

 この目的は２つある。第 1は行政への参加機会を拡大することであり、「既存の公聴制度に加え、ICT

（インフォメーション、コミュニケーション＆テクノロジー）技術を活用することによって、今まで

声を出すことのなかった多数の市民からの声を集めることが出来るとともに、行政へのチャンネルが

増えることで参加の機会を拡大することが出来る」。第 2は新たなコミュニケーションを形成すること

であり、「市民同士による自由な意見交換によって多様な意見の存在を認識すると共に、新たなコミュ

ニティの自発的形成を図ることができる」30。 

 設置者は福島市であるが、運営委員会は公募市民代表、学識経験者、各種団体・企業等の推薦によ

る者、行政職員、その他市長が必要と認める者によって構成される。設置・運営の特徴は２つである。

                                                  
28 ふくしま協働のまちづくり市民電子会議室『e-ネットふくしま』実施要領（2004 年 6 月）の第 1
条（目的）. 
29ふくしま協働のまちづくり市民推進会議（第１回市民会議）「（仮称）協働のまちづくり市民電子会

議室（素案）」（別添資料）、2004 年 6 月 3 日、p.1。以下、引用文は同ページ。 
30 同上 
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第 1は「公設協働運営」スタイルで、これで「行政が設置し、市民と職員とにより構成される委員会

が運営にあたることで、『市民 vs 行政』の構図を避け、『市民との協働』推進の具体的事例とすること

ができる」。第 2は「行政への提案・報告」システムである。これにより「会議室での議論が何らかの

形で行政へ伝わることで、参加する市民の大きな特徴づけとなる。また、単に議論する場にとどまら

ず一定の意見集約の場とすることができる」。 

（２）運営委員会と運営ルール 

 では運営主体はどのような役割を果たすことになるか。「要領」によれば、運営委員会の役割は、①

企画、管理及び運営、②テーマの設定と廃止、③ルール違反のトラブル対応、④議論のまとめと提言、

⑤円滑な運営に必要なルールの制定と廃止、⑥その他、などを処理することにある。③のトラブル対

応には、ルール違反者に対する参加の制限、及びルール違反発言に対する事前の警告と削除が含まれ

る。④での提言は市に対するものである。⑤の円滑な運営とは、参加者へのテーマの明示、議論に沿

った発言の促し、議論の活発化、場合によっては参加者と行政との仲介役を果たすこと、などを意味

する。 

 利用上のルールは以下の 9点に整理できる。①発言者氏名、ただし匿名も可とする。②氏名（匿名

可）及び連絡先（メールアドレス等）などの発言登録を事前に行う31。③参加者に対する制限を求め

ない。④会議室での発言及び情報等は一般公開を前提とし、その情報提供等に関する責任は個人が負

う。情報提供等により、参加者または第三者が不利益を被った場合には、その責めを負わない。⑥ル

ール違反または問題発言については参加者へ警告の上、削除することができる。⑦書き込み内容の著

作権は参加者本人あるため転載や引用を認めない。⑧リンクはルールの範囲内で発言中に他のサイト

へのリンクを認める。⑨データの管理保存は当該会議終了 6ヶ月間とする。 

 参加者に求められるルール（心得）の基本は次の２つである。この電子会議室は、第 1には地域に

おける様々な課題を解決するために、市民と行政がお互いに尊重しあいながら意見交換を行い、建設

的な議論を行う場である。第 2に発言に対する回答は行政として行われていない。この会議室は市民

が行政に対し要求する場でもなければ、行政がその要求・要望に対して回答をするあるいは説明する

場でもないからである。 

 この上で、「要領」第 16 条は参加者が遵守すべきこととして、①営利を目的としない、②特定の宗

教・宗派・教団を支持するものではない、③他人の通信の秘密またはプライバシーを侵害しない、④

他人を誹謗･中傷・差別しない、⑤他人の権利・財産・利益を侵害しない、⑥著作権など他人の権利利

                                                  
31 ユーザー登録に関しては、フリーメール登録と家族登録、小・中学生登録などが議論となった。フ

リーメールについては簡単に利用できるというメリットとともにトラブル時対応の難しさというデメ

リットが指摘された。いずれにしてもフリーメール登録を不可にすると書き込みがなくなっても困る

ので、書き込み状況を見ながら判断するとされた。家族登録についてはアドレスを共用する場合が多

いことから、複数登録は 3 件までとした。小･中学生の登録については、保護者の同意を求めること

とした。（ふくしま協働のまちづくり市民推進会議・運営分科会②会議録、2004 年 6 月 22 日） 
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益を侵害しない、⑦有害プログラムを含んだ情報を流通させない、⑧偽造、虚構または詐欺的情報を

流通させない、⑨公職選挙法に違反する行為をしない、⑩その他法令に違反し、または違反する恐れ

のある行為をしない、○11公の秩序または善良の風俗に反する行為をしない、などをあげている。以上

のことを別の表現をすれば、一方的な主張に終わらず、他者の声にも耳を傾けること、テーマや議論

の流れから大きく外れる発言はしないこと、公共の場で共有すべき情報かどうかに注意を傾けること、

単なる行政へのクレームは書き込まないこと、会議室の円滑な運営を阻害する行為はしないことなど

である。 

 同時に協働型まちづくりの電子会議室であるので、市役所職員は書き込みに対する適時発言を心が

ける姿勢が求められる。それは「義務的な情報公開」ではなく「積極的な情報提供」という姿勢を持

つことである。ただし組織としての発言と個人（市民）としての発信との区別が求められる。所掌事

務の範囲内で行政組織としての見解や情報を伝える必要がある場合は、「所属部署と実名を明示」して

所用の手続きを行う。個人（市民）として発言する場合には「実名のみを明示」し、職員として知り

えた情報としての自分の所掌事務に関する発言は控える。 

（３）行政への提案・報告システム 

 会議室における議論は運営委員会がまとめ、その内容を行政（設置者）へ報告（提案）する。この

ねらいは、第 1に会議室での議論が何らかの形で行政に伝わることが、この会議室への市民の参加動

機を大きくする効果がある。第 2にそうすることでこの電子会議室が議論や意見を出す場にとどまる

ことなく、一定の意見集約の場となりうる。概ね 3ヶ月程度おこなわれた会議室での議論は、運営委

員会で概ね 1ヶ月程度かけてまとめ32、庁内推進委員会に提案･報告する。庁内推進委員会はこれを検

討し、概ね 1ヶ月程度で市民会議室に回答し、併せて掲示されていく。 

（４）開設・運営状況の概要   図 ３ 電子会議室へのアクセス状況 

 
出典：http://www.city.fukushima.fukushima.jp/e-net/oshirase/hyoushi.html 

                                                  
32 これに関しては、会議室内の議論を「まとめる」ことはできない。客観的な立場から「整理」する

にとどめるべきであり、必要があれば、運営委員会としてコメントを添える程度でよいのではないか、

との意見が出された（同上注 32）。 
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 電子会議室は 2004 年 11 月 9 日に開設された。2004 年 11 月 19 日から 2005 年 4 月 8 日までの書

き込み実績は、総登録者数が 72 名、総アクセス件数 35,501 件であった。一日当り平均アクセスは 252

件であり、最大は 11 月 19 日（開設日）の 1,102 件、最小は 12 月 26 日の 39 件であった（図３）。

時間帯別では 15～18 時が 20.9％と最も多く、これに９～12 時及び 12～15 時がいずれも 19％台で続

いた。 

（５）会議室に書き込まれた意見分布 

会議室のテーマは 2005 年 2 月 18 日までは、第 1テーマ「いよいよスタート《e-ネットふくしま》！

電子会議室をみんなで考えよう」、第 2テーマ「街なか広場で、あれが見たい！これがしたい！」、第

3テーマ「ゴミを出さない生活のために～シンプルライフの知恵自慢」の 3本のテーマがたてられた。 

第 1テーマへの書き込み件数は 119 件であり、その意見は大きくは①電子会議室への意見、②街（中

心市街地）の活性化、③その他の３つに区分される、①については「管理人・設置者への呼びかけ」

と「電子会議室への改善策」とに分かれる。前者については「もっとリアクションがほしい」とか「市

側からの書き込みがない」などがその主な意見であった。後者についての主な意見としては、携帯電

話への対応（◎）、会議室の自由な創設、チャットで会議室（◎）、使い勝手のよいシステムへ変更、

初めて利用する方のための練習サイト（◎）、その他電子会議室の活かし方などがあった。②について

はハード関連、交通関連、PR 関連、意識関連などに分けられる。ハード関連では路面電車の復活、街

なかに託児所（◎）、地下駐車場と地下道の有効利用、ショッピングモールなどの提案があった。交通

関連でバス料金の高齢者割引が提案された。PR 関連ではフリーペーパーの発行（◎）や QC コード33で

携帯に特化した取組（◎）などが書き込まれた。意識関連では「福島のココ好き」をテーマとして取

り上げてほしいとか、「福島の名物を発掘しよう」などが提案された。③については福島市飯野町川俣

町の合併問題と都市づくり、閉店した旧さくら野百貨店に関する意見が多数出された34。 

第２テーマへの書き込みは第 1テーマと同様に 119 件あった。意見は①様々なアイディア、②抱え

ている課題、③街（中心市街地）全体への意見、などに分類される。①については、生音楽の活用（◎）、

公園等としての広場利用（◎）、巨大スクリーンやステージの設置、移動販売型の屋台村の誘致（◎）

などが提案された。②については、イベント等の定例化や PR・告知の促進（◎）、商業的活用（◎）

などが書き込まれた。③については人が集まるための仕掛けや雰囲気づくりに向けた様々なアイディ

アが出された。その他としては「仙台や、郡山のお客さんを引っ張ろうとする発想の欠如」や「市役

所に求められるのはハード構築ではなく、ソフトと情報を民間に提供すること」などがあった。 

第 3テーマへの書き込みについては、①ゴミを出さない（減量化）、②ゴミをゴミにしない、③意識

                                                  
33 ２次元バーコードの一種で、この中にいろいろな情報を詰め込むことができ、近年雑誌等で多用途

に活用されている。 
34 e-ネットふくしま運営委員会事務局『福島市協働のまちづくり市民電子会議＜e-ネットふくしま＞

運営委員会報告書［第１回］』福島市総務部企画政策課、2005 年 7 月 29 日

（http://www.city.fukushima.fukushima.jp/e-net/oshirase/02-1.html）。 
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改革、などに分けられる。①については買物袋（マイバック）の持参、土に帰る素材の開発（◎）、リ

ユースカップの活用（◎）、買物を控えること、無（低）農薬野菜を購入して皮ごと食べること、ゴミ

排出の有料化（◎）などがその主な意見であった。②については、生ゴミと野菜との物々あるいは地

域通貨による交換（◎）、エコステーションの設置（◎）、デポジット制の導入、「譲ります＆譲ってく

ださい」掲示板の設置などがあった。③についてはリサイクルに熱心な企業やお店を PR（表彰）する

こと（◎）や市民意識への危惧などが出された。 

（６）書き込み意見の受け取りと設置者への具申 

こうした書き込み意見に対して、運営委員会は独自に◎印をつけて「ナイスアイディア」として評

価しつつ、以下のような印象を取りまとめている。第 1テーマ「街なか広場で、あれが見たい！これ

がしたい！」については「開設時に意図した方向とは多少ずれてしまった感はあるが、広場を含めた

街なか（中心市街地）全体への強い思いが感じられた」及び「具体的な場所を扱ったためか、市民の

方々にとってもイメージし易く活発に意見が交わされた」こと。 第２テーマ「ゴミを出さない生活の

ために～シンプルライフの知恵自慢」については、「発言から、ゴミ問題に高い関心を持っていること

が十分見て取れた」及び「書き込まれた意見はあまり多くなかったが、注視していた方は多かったの

ではないか」ということ。 第３テーマ「市民電子会議室をみんなで考えよう！」については、「多く

の改善案が出されるなど、概ね開設の目的に沿った意見が交わされた」及び「他会議室と比べ、管理

人や設置者に問いかける発言が多かった」と集約した。 

こうした意見を受けて、電子会議室自体は、第 1に仕組みとして、①意見のやり取りが進むにつれ

ボリュームが出てくるため、その流れが分かる仕組みがあると途中からでも参加し易くすること。②

ユーザーが任意に会議室を開設できるよう、全体の仕組みを検討すべきこと。③初めて利用いただく

方でも、入り易く、書き込み易い構成にすべきこと、などを掲げた。第２は電子会議室自体のＰＲが

不足しており、パソコン(IT)教室でのチラシ配布な積極的かつ継続的な広報が必要であること。第３

に管理人の役割としては、① スムーズな進行を妨げないよう、管理人への問いかけに適宜対応するこ

と。②何でもありの会議室ではないことを知ってもらうためにも、必要に応じ電子会議室開設の目的

などを説明すること。③意見のやり取りの途中でも、入り易い雰囲気づくりに努めること、などを改

善策として掲げた。  

そのうえで設置者(市)に対しては、①出された意見をきちんと受け止め、検討材料として活かして

欲しい。②テーマに関する行政の情報提供をスムーズに行っていただくと共に、より詳しい情報を得

ることができるよう対応すること。③テーマに関する詳しい情報を提供できるようにすべき。④テー

マ提出の理由や期待すること、開設状況(結果)への感想等を知るためにも運営委員会と設置者(市＝テ

ーマ担当部署)との意見交換の場が複数回必要、などを求めた。 

４－３ 市民協働のまちづくり楽校 

 市民協働はこれまでの市民参加とことなるものであり、新しい参加方式としての市民協働を身につ
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けた人財
．
の育成をどのように図るのか、それは協働方式の市民参加がどの程度普及していくかの鍵を

にぎっている35。市民推進会議は人財
．
育成の仕組みとして「市民協働のまちづくり楽校」（以下、楽校）

を立ち上げた。 

（１）市民協働のまちづくり楽校の目的 

 2004 年度の市民協働のまちづくり事業は 3本から構成された。この楽校は「人財
．
育成を目指す」こ

とがその主要な目的である。人財
．
育成の視点は「市民と行政の協働」という理念を理解するとともに、

講座を通じて以下の点について学びながら、受講生自身による実践へつなげることを目指している。

①どんな領域･手法なら、市民と行政が協働できるのか。②市民と行政とが共同することで、どんなこ

とができるのか（あるいはできないのか）。③市民と行政が協働することで、どんな効果が得られるの

かなどである。 

 本講座の目的達成のためは受講者自身の主体的･積極的な姿勢が重要である。そのため「課題発見型」

の講座とし、福祉･生活･環境等分野、経済･観光分野、及び教育・文化分野毎に、①それぞれの問題意

識に基づき、受講者相互の話し合いによって個別テーマを決定する。②話し合いによって決めたテー

マに沿って、『講義編』『フィールドワーク編』として実施することになった36。 

（２）うるおいのある街を考える 

第 2～3回37では、もう一度この講座の目的を再確認しようという視点から「うるおいのある街を考

える」をテーマに講義とフィールドワークが行われた。ふくしま NPO ネットワークセンター佐藤和子

常務理事からは、①「市民協働」は行財政の厳しさ、ニーズの多様化、共に働くという市民意識の向

上などを背景として登場してきたこと、②3 年目にして協働事業が立ち上がり、それが人財
．
育成（市

民楽校）、情報共有の場の形成（電子会議室）、事業支援（コラボふくしま）の 3本柱から構成されて

いること、③企画段階から市民が関わらないと協働とはいえないこと、④協働は行政側からと市民側

からの両方から働きかけが必要であること、⑤事例として「新しい風ふくしま懇談会」による「まち

なかイベントカレンダー」の作成では資金は行政が出し、知恵は市民が出したこと、などが語られた。 

次いで「市民協働」を知るための事例を学ぶでは、①在宅介護支援センター「あづまの郷」は高齢

者や障がいを持つ方々が生き生きと暮らすことが出来る環境を目指して地域の方々とのふれ合いや交

流の場（サロン）づくりに取り組んできたこと。②福島市松川町では地区の老人クラフの人達が「孫

見守り隊」を結成し、通学路の安全確保に取り組んできたこと。③森合ボランティアネットワークか

ら、身近な公共施設である“公園”を、利用する側である市民（地土盛の公園として利活用するため、

花の植栽などを通した地域つくり活動に取り組んできたこと。以上３事例が報告された。 

                                                  
35 こうした協働が本格的に成立するためには、日本における「公と私」関係の転換が図られなければ

ならない（佐々木毅・金泰昌編『日本における公と私』東京大学出版会、2001 年 1 月）。 
36 この楽校の企画・運営には福島大学行政社会学部の今西一男助教授が福島市総合企画アドバイザー

としてかかわっている。 
37 第１回は入学式である。 
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（３）にぎわいのある街を考える 

第 4～5回は「まちなか居住から『市民協働』を考えてみよう─まちなか・にぎわい創出の一場面か

ら」をテーマに「まちなかに人が住めば街はもっと賑わうのではないか」という切り口から、04 年 9

月に市内早稲町にオープンしたラヴィバレ一番町（＝借上市営住宅早稲町団地）を事例として取り上

げた。企業と行政からそれぞれの立場での説明があった。行政からは①この事業が中心市街地の活性

化を衣食住といった生活面を充実させることで空洞化を防止し、まちなかの人口減少をストップさせ

るという「新しい風ふくしま計画」に基づいている。②借上市営住宅ラヴィバレ早稲町は 40 戸を募集

したが、これに 126 家族が応募した。応募には若い世代が多かった、などが説明された。 

式会社ラヴィバレ代表取締役からは、①賑わいの原点は「いつも誰かいる、人の温かさがある、ま

た行ってみたくなる」などにある。②ラヴィバレのコンセプトは「集う、商う、住まう」にあり、一

階にスーパーとインフォメーション、二階にテナントとホール、三階以上が市営住宅という構成とな

った。③三階以上が借上市営住宅（20 年間）となることでビル経営が安定した。④行政からの助成金

がまちづくりセンター（TMO）に助成金が出されることによって、テナント料金を低減させたり、ホー

ルを町会行事への無料貸し出すことが可能となった。５こうしたことの波及効果がすでに出てきてお

り、近隣の空き店にカレーショップが開店した。 

 フィールドワーク編では、①常光禅寺正門前（清明小学校北側）では清明町会会長から旧来から暮

らす住民とマンション入居者との交流融和を図る（ふれあいづくり）活動。②「コミユニティハウス

ひだまり」を運営する学生からは 2003 年 9 月に開所し、井戸端スペースで,住民団体の方々や NＰO

化を含めて検討していること。③御倉町かいわいまちづくり協議会会長からは、行政と一緒に自分達

も地元を盛り上げ若者が帰ってくる町にする「おぐら茶屋」の取り組み、などを取材した。 

（４）うるおいのある街を考える 

 第６～７回では「文化・教育の面から『市民協働』を考えてみよう」という視点から「うるおいの

ある街を考える」をテーマに市立図書館を中心に様々な活動を展開している図書ボランティアの会に

ついて、図書ボランティアの会代表から、20 年以上にわたり福島市立図書館と共に行ってきた絵本の

読み聞かせや図書修理等の活動とそれに至った経緯について説明を受けた。 

またフィールドワーク編では、図書の修理活動体験、点字作業体験、手でさわる絵本の製作過程見

学とミニ体験、絵本と紙芝居の読み聞かせ見学、開架書庫の見学（バックヤードツアー）などを行っ

た。 

（５）市民協働のまちづくり楽校の成果 

協働のまちづくりには、何よりもその担い手を育成することが必要であり、この講座はその役割を

担う。以上３分野で６回に及ぶ講義・フィールドワークには 19 名が参加した。その成果は参加者個人

レベルでは「取材日誌」から読み取れる。取材日誌は、①活動の経過・状況、②私の結論『“協働の芽”

はここにある！』、③「協働の芽」を育てるために私（市民）ができること、④「協働の芽」を育てる
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ために、市（行政）がすべきこと、の４つから構成された。 

「協働」は、それを抽象的に考えるのではなく、講義を受けた上でフィールドワークを行い、現地

の確認やボランティア活動の体験をすることが重要性である。受講生からは、「何かやりたい！という

仲間が集まれることが協働の第 1歩」であること、「多くの市民がそれぞれの立場で、様々なまちづく

り活動を行っている」ことを知ったこと、「百聞は一見にしかず」と「継続は力なり」を実感したこと、

「多くの市民と行政が『ハッピイ』に出会えるかが協働のポイントだ」ということ、「協働は『郷土』

う」であること、「この場に通うことで出会い、刺激を受け、相通ずる方向を探し見る方々とお会いで

き来たこと」、「今回の参加で監督した協働の芽を育て、開花させる今後を楽しみに。さて、どんな実

がなりますことか」などの感想が寄せられた。 

卒業式（2005 年 1 月 22 日）には NHK 番組制作局生活食料番組部「難問解決！ご近所の底力」デス

クの小堺正記氏を講師に招き、「難問解決！ご近所の底力から市民協働を考える」の記念講演と受講生

によるディスカッションと総括とが行われた。こうした楽校の成果の一つとして、受講生が呼びかけ

た「中心市街地の将来像を市民自らが検討しよう～市民有志によるワークショップ開催について～」

（04 年 1 月 30 日開催）がある。これは 04 年 3 月末に決まった「さくら野百貨店」の閉店問題を契機

に「街なかへの関心」を高めるワークショップを開催した38。 

 

５ 市民協働型まちづくりの評価 

 まちづくりの効果は短期的に量れるものではない。ましてや協働型においては特殊な評価軸が必要

である。この特殊な評価軸をどのように組み立てるのか、さまざまな模索が行われた（５－１）。公開

審査での審査基準も「協働の効果」をどのように量るのか試行錯誤が行われることになる（５－２）。 

５－１ 市民協働型まちづくりの自己評価 

（１）協働の手順書にみる CHECK 段階 

 2003 年 12 月 16 日に市民推進会議から出された『提案書』は、「協働の手順書」でのポイントの 11

番目に「評価」を置いている。手順書では「評価」が 2回でてくる。第 1回は DO ステップの「事業の

展開期」における「評価」であり、ここでは「サービスの受益者のニーズに合致しているかどうかを

検証しつつ、事業を展開する」という意味をもっている。例えばふくしま協働のまちづくり事業であ

れば、応募事業に対する公開審査会等での「評価」がこれにあたる。 

 第 2 回目の「評価」は CHECK ステージから ACTION ステージにかけての「事業の完了期後」に登場す

る。ここでの評価は「『協働の目標』が達成できたのかをはじめ、改善のための評価を実施します」と

いうものである。別の言い方をすれば「評価の内容を公表し、次年度以降の事業のあり方（拡大・継

続・縮小・中止）や改善方法を検討する」ための評価である。 

                                                  
38 市民協働型まちづくりとしては、他に「新市庁舎における市民利用施設検討委員会」や「市民活動

サポートセンター」などがある。 
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 では評価はどのように行うのか。『提案書』によれば、「評価の仕組み」は以下のような点に留意す

る必要がある。第 1は「何を対象とするか」であり、評価対象事業の選定が課題となる。第 2は「何

のために評価をするのか」であり、ここでは公平性、公共性、効率性、必要性、費用対効果などがそ

の目的となる。第 3は誰が評価するのかある。ここでは共同による評価、市長による評価、議会によ

る評価などがある。最後は評価手法である。その中で特に重要なのは市民の満足度であり、『「市民協

働」の事業の満足度チェックリスト』が準備された。 

 この『チェックリスト』は①市民ニーズとしての「必要レベル」、②役割分担としての「協働レベル」、

③事後の振り返りとしての市民「満足度レベル」の３つから構成された。それぞれについては「市民

の評価」、「行政の評価」、「共同評価」の３つの評価視角から 5段階が加わり、数値化される。 

 「必要レベル」としての市民ニーズは 7項目で点検される。 

①この事業は市民のニーズがありますか？  

②目標値は適当ですか？ 

③効果が期待できますか？ 

④予算は適当ですか？ 

⑤タイムスケジュールに無理はありませんか？ 

⑥情報収集は充分にできましたか？ 

⑦事業に市民の声を反映できていますか？ 

「協働レベル」としての役割分担も 7項目で点検される。 

①協働の役割は果たしていますか？ 

②市民と行政の対話はスムーズに行っていますか？ 

③この事業は継続すべきと思いますか？ 

④協働の充実感はありますか？ 

⑤人財の育成は進んでいますか？ 

⑥支援体制は機能していますか？ 

⑦情報の共有はできていますか？ 

 「満足度レベル」としての市民満足度も 7項目で点検される。 

①協働事業としての役割は果たせましたか？ 

②目標値に対して達成度はどうですか？ 

③市民は満足したと思いますか？ 

④費用対効果は満足すべきものでしたか？ 

⑤協働事業を実施して良かったと思いますか？ 

⑥情報公開・情報の共有はできましたか？ 

⑦今後も継続すべきと思いますか？ 
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（２）「市民協働」の成果を検証する視点 

 『提案書』の「評価の仕組み」は３つの事業を経験することでどのように進化したのか。2004 年度

市民推進会議が 05 年 2 月 24 日に開催された。これに先立って各委員に対して「『市民協働』の成果を

チェック（検証）するための意見・アイディア」アンケート調査が行われた。その項目は、①「何の

ために」評価するのか（目的）、②「何を」評価するのか（対象）、③「いつ」評価するのか（時期）、

④「誰が」評価するのか（主体）、⑤「どうやって」評価するのか（方法）、⑥評価結果を「どういか

すのか」（結果の反映）、以上６つであった。委員 16 名から回答があった。 

 １）分散した評価目的 

 評価目的に関しては意見がかなり分散している。それを整理すると、第 1は市民ニーズに対応した

かであり、例えば「目的は、あくまでも市民のために、市民ニーズに対応して。」「市の事業及び、市

民が必要とした事業が適切であったかどうかを確認する。」「『社会課題』を解決するため。『地域コミ

ュニティ』の大切さを共有するため。」などの意見があった。 

第 2は協働を通した地域づくりである。具体的には「協働とする事によって、官と民が一市民とし

てそれぞれの分野での特性を生かし、この街を活気ある住み良い街にするため。」「市民の声を取り入

れて、ハード＆ソフト両面の質を向上させ、市民満足度を高めるために。」「行政、民間の垣根をとり

除き、“市民”が街をつくっていくための心根づくり。」「『地域』『住民』にマッチした心の行政を行う

ため。」などである。 

第 3は協働の進展度に関する意見である。例えば「協働が多少でも成果を成しているのか。」「市民、

行政、企業、団体との協働を進めていく為に行う。」「「支え合うこと」「補完しあうこと」の大切さ、

必要性、重要性を周知させるため。」「その事業がどのように行政（担当課）と市民との協働の事業で

あるかを検証するため。」「市の事業を多くの市民が理解し関わる。」などがそれである。 

第 4は目標値の達成度である。「税金が市民のために使われているか等をチェックする。」「予算を効

果的に使うヒントを探すために。」「事業の透明性、公平性。」「目標値の達成（数値目標が必要か？）」

「次回（次年度）の目標を明確にするために評価する」などがそれである。 

２）４つに分類される評価対象 

評価対象については、これも意見が多岐にわたっているが、概ね４つに分類できる。 

第 1は目標値関連であり、「計画書の検証」、「目標値の達成度合い」、「各分科会で初めに決めた目標

がどれくらい達成されたのか？について評価する。」「事業の目的が達成できたのか、プロセスも含め

て結果をも評価。」などがそれである。 

第 2は事業の吟味にかかわる意見である。具体的には「事業が本当に市民の要望を望んでいること

か？その事業が本当に必要か？協働事業のプロセスに問題がないか？ムリ、ムダがない事業なのか？」

「本当に必要な事業実施であるか、その内容や過程。」「実施する段階での疑問点や意見の洗い出し。」

などがある。 
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第 3は取組過程での協働状況についてである。例えば「協働の取り組み度合い。」「事業が、計画─

実施─終了のどの時点においても、担当課と市民との間に協働のまちづくによる視点で関わり合った

かを。」「結果を短期的に追うのでなく、仕振りと経過をチェックする。」「プロセスが大事。事業の発

案から常に「協働」を意推して取り組むべきです。たとえば、PLAN－DO－CHECK─ACTION の各段階で

チェックすれば、かなりの動きに反映できる。チェックする人がこれに慣れれば、無理なく遂行でき

る。」「事業実施の各段階での評価は大切。特に、事業実施前の企画段階からどれだけ協働できたかを

評価する。」「事業の一連の流れが本来の目的に沿っていたか。」「市民、行政、双方の役割内容。」など

である。 

第 4は評価期間と評価システムに関することであり、「2段階方式を採用する。（初期は団体ぜい弱、

試行錯誤のため）。①期間別とする─初期評価（1～3年内）及び後期評価（3年以上～）とする。②内

部評価と外部評価に区分する－当事者間での努力評価及び一般市民からの評価とする。」などがあがっ

ている。 

３）３つの評価時期 

評価時期については、①事業終了後のみ、②事業の中間と終了後の 2回、③事業進捗の各段階、の

３つに集約できる。①については 6件の意見があった。②での単年度事業は 2回であるが、長期継続

事業については単年度ごとにというものであり、6 件の意見が寄せられた。③については 5 件あり、

その趣旨は「詳細なチェックは事業終了後に行う。各段階ごとに、簡単にチェックしていく必要はあ

ると思う。ただし、チェックすることが目的ではなく、事業の進め方を振り返る意味で、その都度チ

ェックしていくことが大切」ということである。 

４）自己評価主が中心 

評価主体については、概ね「当事者による自己評価（＝評価項目は若干異なること、行政側には意

識改革の度合いを評価すること）及び当事者以外の市民、二段階方式とする（＝第三者評価）」ことに

集約できる。 

 ５）４種類の評価方法 

評価方法についての意見は４つに分類できる。第１は調査媒体についてであり、e-ネット、チェッ

クシート、アンケート、ヒヤリングなどがある。ただし「チェックシートをつくること自体は問題な

いが、そのこと（チェックすること）が目的やマニュアルとならない注意が必要。」「いずれ誰にでも

理解できる内容にするためには、チェックシートが望ましい。もちろん、マニュアル化がなじまない

事業もあるだろうから、その時は担当者の判断で新しい様式を加えてもいい。」などの留意点が出され

た。 

第 2は各種調査方法を組み合わせる必要があることの指摘である。具体的には「第三者による事業

評価シートによる採点とヒアリング」、「チェックシートによる点数化と、当事者と第三者も含めた所

でのヒアリングとの併用。点数化の場合は視点を具体的ないくつもの項目にすることが必要」、「チェ
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ックシートやヒアリング」、「お互いのヒアリング」、「当事者の相互ヒアリングによって、意見をまと

める」、「当事相互のヒアリング」、「共通項目に対してのチェックをしたうえで、関係の方々による話

し合い」、「チェックシートによる評価」などである。 

第３は評価調査を何段階かにわけて行う必要があるという意見である。具体的には、すでに述べた

ような自己評価→相対評価→共同評価についてベンチマークを設けて市民満足度調査を行うべきとい

うものである。 

最後は結果の公表の仕方等である。単に結果をホームページや広報誌に掲載するにとどまらず、パ

ブリックコメントが求められた。 

６）タイミングを逸しない評価 

評価結果の反映については、「どのように協働のまちづくりの視点でなされたか、なされなかったか

についての、どのように改善したら良いのかを、みんなで話し合ったものを次につなげていく」必要

性や、「改善点や失敗例などはデータベース化し、携帯でもアクセスできるように公開する」ことが出

された。その理由として次のような意見が参考となる。「事業の大きな方向を間違えないために、効果

がある。いくら立派なアイディアでも、タイミングを違えば効果は半減する。それを細かにチェック

することで、最も効果的な運用が可能となる。特に役所では、担当者が頻繁に交代することから、あ

らためて勉強し直す時にも参考になる。いずれ情報公開が当たり前になったとき、事業の進め方の記

録として、貴重な資料となる。もちろん、政治的であったり、水面下で進めなくてはならないものも

承知しているから、可能な限りと申し上げる」と。 

５－２ コラボふくしま２００５の公開審査 

 2005 年 5 月 15 日に 2004 年度の実績報告会と同時に 2005 年度の説明会が行われた。「ふくしま協働

のまちづくり事業補助金交付要綱」は変更ないが、前年度の反省を踏まえて「決定を受けた団体と関

係所管部署との二次協議」が補助金交付申請手順に挿入された。前掲表４にみられるように、前年度

では「協働の形態」はあったものの、「協働の効果」は空欄とならざるを得ない状況、つまりどのよう

な協働が実質的に進められたのかがはっきりしない事業があった。これは「応募事業において協働と

はどのような内容を持っているのか」が必ずしも意識されていない応募が少なからずみられたことの

反映であり、次年度の公開審査のあり方として課題が残った。 

表 5 2005 年度ふくしま協働のまちづくり事業採択事業 

採用された事業 活動タイトル 

NPO 法人土湯温泉観光まちづくり協議会 街なかクリーンボックス設置事業 

ふるさとの川・荒川づくり協議会 荒川流域の自然環境の保護と保全整備事業 

福島市生涯学習アドバイザー北方部会 独居高齢者の生活技術支援講座 

地域活性化プロジェクトチーム SEALs 金谷川駅前花植えプロジェクト 
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福島南地区を考える会 

郊外住宅団地における協働の『公共空間』づくり

に向けたまちづくり活動─蓬莱団地における中

心施設の再検討を中心に 

（社）福島県建築設計協会県北支部青年部 地震災害に対する住まいと街の安全 

福島市盲人協会 
福島市災害時要援護者防災行動マニュアルの点

字版及び音声版の作成 

飯坂方部女性団体連絡協議会 EM による環境づくり、まちづくり 

ふくしま女性企業研究会 農業との共生事業「出前教室承ります」 

ふくしま花案内人 ふくしま花案内人養成講座 

資料：ふくしま協働のまちづくり事業審査委員会による。 

 2005 年度には 24 件の応募があった。公開審査に臨んだのは 22 件であり、結果は表５の 10 件が採

用された。審査委員長からの講評によれば、公開審査に臨んだ 22 件は協働についての考え方が前年度

よりしっかりしてきていること、プレゼンテーション能力が時間制限の厳守を含めて著しく向上して

いることなど、いずれも豊かな内容を持つものとなった。今後の課題として、①この公開審査会を市

民団体間がコラボする機会としてほしいこと、及び②事業の熟度別及び分野別の区分が必要となって

きていること、などがあげられた。 

 ①については、NPO 法人は設立の目的や活動の分野が異なると、全国次元での分野別交流はあるも

のの、地域での異なった目的をもつ NPO 法人の交流の場は、意外と設置されていない。地域づくりを

市民協働型で進めるにあたっては、市民側の主要な担い手としての NPO 法人が地域次元で経験交流・

意見交換が必要である。例えば福島県北 NPO ネットはそうした貴重な「場」となっている。 

 

６ おわりに 

 まちづくりにおける「公」と「私」とのあり方がここ数年大きく変化してきた。「公」の変化は民営

化や地方分権化、財政問題を背景として、行政の役割や守備範囲の見直しに端を発した。「私」におい

ても求められる豊かさが、高齢・高学歴社会のもとで「もの」から「こころ」へと変化してきた。そ

してインターネット・POS 等の情報技術革命や阪神淡路大震災を契機とした NPO 法の誕生、説明責任

を求める情報公開法の制定等によって、経済社会システムの展開機軸が供給サイドから需要サイドへ

と転換してきた。こうした経済社会システムの転換は、公私関係を切り結ぶ「共」のあり方にも変化

をもたらし、ここから対等・平等の役割分担と成果・責任の共有・行動を基盤とする「公と私」との

新たな「協働」の構築が要請された。 

福島市では市長が交代したこともあり、2002 年度から「市民協働型まちづくり」に取り組んだ。第

１段階（2002 年度）は市民協働型まちづくり懇談会を発足させ、協働型のまちづくり指針を策定する

ことであった。指針策定にあたっての特徴は、第１に懇談会委員の半数が一般公募によって選ばれ、
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委員の構成には年齢別や性別、職業別でも多様性が確保された。第２は市役所庁内公募で選出された

市職員も肩書きをはずして参加した。第３はワークショップを軸にそれぞれの特性や専門性を生かし

た意見交換が行われた。第４に定例の懇談会だけでなく、現状理解を深めるために当初予定していな

かった自主的な学習会をも行い、事前の班別打ち合わせも頻繁に開催された。第５に提言書『いっし

ょにやっぺない』の作成は、シンクタンクの支援を受けながらも、懇談会委員が文言からレイアウト

に至るまですべて委員自身が行った。市役所はこの「提言書」を受けて、ほぼ同内容の「福島市協働

のまちづくり推進指針」を策定したのである。 

 第２段階（2003 年度）は「ふくしま協働のまちづくり市民推進会議」を立ち上げ、「指針」を市役

所職員の「手引書」となる「『市民協働』の事業とするための提案書」として具体化することであった。

ここでの特徴は、第１に市民協働が行政によってお膳立てされた「市民参加」であってはならず、企

画の「事前の事前」段階から対等平等の関係で進めていく必要があることが、第２にしかもそれをチ

ェックシートで確認して進めていく必要があることが、２つのモデルプランの検討を並行させて、具

体的に提案されたことである。これは福島市の「ふくしま型『市民協働』の事業とするための推進要

綱」（04 年 4 月）に結実した。 

第３段階（2004～05 年度）は「市民協働型」プロジェクトの実施であり、市民企画提案型事業とし

ての「こらぼ・ふくしま事業（ふくしま協働のまちづくり事業）」、情報共有を推進する「e-ネットふ

くしま（市民電子会議室）」の開設運営、協働型まちづくりの人財育成に向けた「市民協働まちづくり

楽校」など３つのプロジェクトが市民協働型として実施された。第 3段階はなお進行中であるので、

結果的意味での評価を行うことは困難であるが、こらぼ・ふくしま事業への応募は増加しており、事

業のなかで市民協働型まちづくりへの理解は前進しつつある。ただし企画公募型事業であることから

なかなか実績を出しづらい萌芽的取組をどのように評価するのかといった課題は残されている。電子

会議室は３つのテーマを決め意見を求め、電子会議室のあり方、まちなか広場の利活用、ゴミへの対

処方法など多くの書き込みがあった。そのうち有益と評価された書き込みについては設置者としての

市役所にきちんと受け止めて欲しいとの意見をつけて報告した。この設置者への報告がどのように生

かされるかは今後の課題となっている。まちづくり楽校は、「協働の芽」を育てることに目的をおき、

2004 年度にはテーマを決めて講義とフィールドワークとを組み合わせて６回開講され、19 人が参加し

た。修了者達が福島駅近くに立地する百貨店「さくら野」の閉店後の利活用にかかわるワークショッ

プを開催したことは、短期的な成果としても評価できる。 

以上、ふくしま市民協働型まちづくりは事業化としての第 3段階まで来ており、一定の成果が出て

いる。こうしたことを踏まえて 2006 年度にはチェックとしての第 4段階を迎えることになる。今後の

課題は、市役所によって実施される事業においてこうした市民協働型まちづくりの取り組みがどの程

度の広がりを見せているか、市役所職員の協働意識がどのように深まっているのか、市民に協働型ま

ちづくりの考え方がどのように広がっているのか、などを検証することにある。ただし市民協働型ま
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ちづくりの評価については、「いかなる事業を」、「何のために」、「誰が」、「どのように」行うのかとい

った多元的な視点と、「ニーズとしての必要レベル」、「役割分担としての協働レベル」、「満足度レベル」

といった多段階的な視点から行われることが想定されている。こうした多元的かつ多段階的な評価が

市民協働型まちづくりの今後の展開にいかなる影響をもたらすのかについて注視して行きたい。 
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第 8 章 地方中核都市での都心定住型まちづくりへの取り組み 

－福島市都心南地区を事例として－ 

 

1 はじめに 

 地方都市における者旺、再生にむけた戟略的視点が，交流人口の増大から定住人口の増大へ

と転換してきている。それは中心市街地の空洞化がどのような過程で進行したのかを検討すれ

ば，中心市街地の再生化がその逆方向にあることが，おのずから浮かび上がってくる（山川，

2004d）。都市マスタープラン，住宅マスタープラン，中心市街地活性化基本計画などがどの程

度連携しているのかは，北原ら（2003）が東北地方の都市を事例として整理している。それに

よれば，本稿でとりあげる福島市の都市マスタープランは，市街地拡大については鶴岡市や青

森市1ほど積極的ではないものの，条件付で抑制しようとしている。福島市は中心市街地活性化

基本計画において，鶴岡市，仙台市，いわき市，塩竃市，秋田市，大館市などとならんで街な

か居住を具体的に取り上げている。そして福島市は住宅マスタープランにおいても仙台市やい

わき市などと並んで街なか居住を提起している2。 

 ただし街なか居住は中心市街地内であれば，どこででも均一的に進んでいくわけではない。

注目されるのは「中心商業地縁辺部」と呼ばれる地区である。中心商業地縁辺部とは，商業と

居住の機能が重なり合う特性を持っており，こうした地区に店舗併用マンションが立地する状

況が生まれている（福島市，2001）。例えば四日市市の諏訪新道地区はかつて代表的な中心商店

街であり，地区振興の主軸は 1980 年代までは商業であった。しかし 90 年代に入ると居住機能

の導入が行われ，マンション建設が進むことによって，2001 年度の『中心市街地活性化基本計

画』では「商業等活性化とあわせた都心住宅誘導ゾーン」として居住機能を中心とする地区振

興に移行した。ただし「マンション居住世帯の地元商店街の利用率は，現状では低いと言わざ

るを得ない」（大塚，2004，p.38）状況にある。 

 本稿では，地方中核都市の中心市街地における定住促進を軸とするまちづくりについて，福

島市の都心南地区を事例として検討したい3。以下においては，まず福島市都心南地区における

                                                  
1 「24 階商業施設＋マンション，青森，『松木屋』破産から 1 年，異例の速さ再開発開始」（河

北新報，2004）。 
2東京 23 区や大阪都心 3 区など大都市の都心部の人口動態は，1996 年から 97 年にかけて減少

から増加へと転換したが，これは都心集合住宅（マンション）建設が進んだことによる（イン

ターシティ研究，2002）。また大都市圏周辺部の相模原市においては，JR 相模原駅から 500m
のところに民間事業者による高齢者住宅と県住宅供給公社によるファミリー向け賃貸マンショ

ン（商住＋デイケア＋保育園）ができた（区画整理促進機構・街なか再生全国支援センター編，

2000）。 
3福島市において都心居住の考え方が議論し始められたのは，1996 年度からである（福島市都
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人口や産業の動向を概観しつつ，地元事業所の厳しい現況や住民の買物動向をアンケート調査

によって明らかにする（２．）。次いで，福島都心南地区の地域活性化に向けての課題を，同地

区を対象とした各種調査報告書から浮き彫りにする（３．）。また居住者からみた福島都心南地

区の現況（４．）及び消費生活の根幹をなす買物動向（５．）をアンケート調査によって明らか

にする4。こうした基礎的データを活用した住民との意見交流を通して，今後のまちづくりに必

要なことを検討する（６．）。 

 

2 福島都心南地区の人口・経済活動の動向 

（1）福島都心南地区の人口・世帯動向    図 1 福島都心南地区 

 福島都心南地区は，南北方向が福島

駅の南側から荒川まで，東西方向が JR

東北本線から国道 4 号線と阿武隈川に

挟まれた地域であり，柳町・御倉町・

荒町・五月町・中町・早稲町・本町・

上町の 8 町から構成されている。この

都心南地区は旧奥州街道沿いの宿場

町・商人町で 16 世紀からの歴史を持

っている。また県庁がある杉妻町は福

島城址であり，この都心南地区には入

っていない（図 1）。 

 福島市の人口は 1970 年以降，一貫

して増加している。1970 年に 22.7 万

人であったのが，2000 年には 28.0％増の 29.1 万人に達した。これに対して福島市の中心市街

地を構成する「中央地区」は，1970 年には人口が 5.1 万人あったが，大きく減少して 85 年に

は 3.7 万人となった。90 年には若干持ち直したものの，再び減少傾向にあり，2000 年には 4.1

万人にとどまった。中央地区の一角を構成する都心南地区の人口は一貫して減少してきた。都

心南地区の人口は 1970 年に 4,651 人であったのが，70 年から 90 年にかけて急減し，3,097 人

になった。その後は微減傾向であり，2000 年においては 3,013 人と，かろうじて 3 千人の大台

を維持した（図 2）。 
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用した。 
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図 2 福島都心南地区の人口・世帯数動向（対 70 年増減比率） 

 福島市の世帯数は 1970 年から 2000

年にかけて一直線で増加してきた。

1970 年に 58,325 世帯であったのが，

2000 年には 79.3％増の 97,483 世帯に

達した。中央地区の世帯数は，1970

年には 14,964 であったのが，微減し

85年には7.3％減の13,875世帯となっ

た。しかしその後は増加傾向に転じ，

2000 年には対 70 年比で 23.3％増の

18,443 世帯となった。都心南地区は中

央地区と同様の変動を示したが，変動

率は中央地区よりも小さかった。都心

南地区の 1970 年の世帯数は 1,227 で

あり，減少して 75 年には 16.1％減の

1,071 世帯となった。その後は増加に

転じ，2000 年には 1,485 世帯になっ     表 1 福島都心南地区の世帯構成 

た（前掲，図 2）。 

 福島都心南地区において，一貫した

人口減少のなかで，世帯数が一時的に

は減少したものの増加傾向にあるとい

うことは，1 世帯あたりの人口数が減

少していることを意味する。たしかに

1 世帯あたりの人口数は 1970 年の 3.6

人から 2000 年には 2.0 人へと減少し

た。また 2000 年における世帯構成の

特徴を見ると，都心南地区は一般世帯

において 1 人世帯が過半をしめており，

中央地区や福島市全体よりもその比率
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が高い。また親族世帯であっても，夫婦のみの世帯が 3 割強をしめ，中央地区に比べても高い

（表 1）。  図 3 福島都心南地区年齢別人口構成の推移 

 都心南地区は他地区に比べて高

齢化が進んでいる。都心南地区の

65 歳以上の人口比率は 1980 年で

15.3％であったのが，2000 年では

20.5％になり，福島市全体及び中

央地区に比べても高い比率であっ

た。また逆に 15 歳未満の比率が小

さくなっている。1980 年には

13.7％であったものが，2000 年に

は 11.2％となった（図 3）。 

 なお都心南地区での住宅所有別構成は，2000 年では持ち家が 826 世帯で最も多く，これに民

間の借家 581 世帯が続き，給与住宅も 63 世帯を数えた。間借りは 12 世帯あった。 

 人口数を町別で見ると，都心南地区では清明町が増加を続けており，御倉町を除けば，他の

町はいずれも減少した。清明町の人口は 1970 年には 678 人であり，五月町や早稲町よりも少

なかったが，80 年以降急増して 2000 年には 1，295 人となった。これに対して減少が最も著

しいのは本町であり，1970 年に 151 人であったのが，2000 年にはわずか 35 人になった（図 4）。 

図 4 福島都心南地区町別人口動向 

清明町と御倉町での人口の増加はマン

ション立地が影響している。これは世

帯数の動きからもわかる。清明町での

世帯数は 1970 年には 197 世帯であっ

たのが，80 年以降，一貫して増加し，

2000 年には 657 世帯となった。逆に

本町では 43 世帯あったのが 12 世帯に

減少した（図 5）。2000 年における 1

世帯当りの人口数は，都心南地区全体

では 2.02 人であり，中町が 1.84 人で

最も小さく，本町が 2.92 人と最も多い。 
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図 5 福島都心南地区町別世帯数動向 

 2000 年の居住者ベースでの就業

者数は 2000 年で 1,529 人であり，

昼間従業者数（2001 年）の 17.2％

に過ぎなかった。居住者ベースでの

就業者数の動向を町別に見ると，清

明町は増加しているが，他町はいず

れも減少している（図 6）。また居住

者ベースでの都心南地区就業者の産

業部門別構成は，卸小売業・飲食業

が大きい比率を占めているものの，

過去 10 年間では減少している。こ

れにかわってサービス業が増加して

おり，卸小売業・飲食業に肉薄して

いる（図 7）。 

 

図 6 福島都心南地区町別就業者数動向 

 以上のことから，福島都心南

地区は，マンション建設が進ん

だ清明町を例外とすれば，いず

れも人口数を減少させながら高

齢化と世帯の単身化が進んでい

ること，また就業構成において

は卸小売業・飲食業からサービ

ス業へと移行してきたことがわ

かる。 
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図 7 福島都心南地区の就業構成の動向 

 
（2）福島都心南地区の事業所動向 

     図 8 福島都心南地区事業所数動向 

 都心南地区の経済活動状況を事業所数

の変化から見ると，1981 年から 1991 年に

かけては 981店から 1,026店へと増加した。

これは卸小売業・飲食業（473→413 店）

と製造業（46→41 店）が減少したものの，

サービス業（275→371 店）や不動産業（35

→49 店）がそれらの減少を上回る増加をみ

せたことによる。1991 年から 2001 年にか

けては，事業所数は 1，026 店から 822 店

に減少した。業種別ではすべての業種にお

いて減少したが，特に卸小売業・飲食業

（413→309 店）とサービス業（371→317

店）の減少が大きかった（図 8）。 
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 町別では，柳町，清明町，五月町，早稲町は 1981～1991 年と 1991 年～2001 年のいずれに

おいても事業所数を減らした。荒町，中町，本町，大町では 1981～1991 地方中核都市での都

市定住型まちづくりへの取り組み年にかけては事業所数が増加したものの，1991～2001 年にか

けては減少した。その結果，対 81 年比で減少したのは柳町（46→30 店），荒町（93→60 店），

清明町（53→31 店），五月町（148→92 店），早稲町（134→106 店），大町（246→227 店）な

どであり，増加したのは御倉町（5→6 店），中町（143→155 店），大町（113→115 店）などで

あった。 

図 9 福島都心南地区の産業部門別従業者数動向 

 従業者数の変化は，1981 年から 1991 年

にかけて，全体（11,620 人→10,436 人）で

は 1 割ほど減少した。部門別では卸小売業・

飲食業（3,275 人→2,293 人）と金融保険業

（3,166 人→2,382 人），建設業（415 人→

184 人）とが減少した。増加した部門もあ

るが，それはサービス業（2,678 人→3,850

人）が中心であった。1991 年から 2001 年

にかけては，全体としては 81～91 年を上回

る減少（10，436 人→8，847 人）となった。

サービス業や農林漁業，公務他を除く部門

において減少し，減少数が 3 桁に及んだの

は，卸小売業・飲食業（715 人減），金融保

険業（388 人減），建設業（155 人減），不動産業（122 人減）などにおいてであった（図 9）。 

 町別で従業者数が最も多いのは大町（2001 年，3,743 人）であり，これに本町（1,667 人），

中町（1,317 人），五月町（774 人）などが続く。1981 年から 2001 年にかけて減少が著しいの

は中町（1,166 人減）や大町（804 人減），荒町（451 人減），五月町（337 人減），などである。 

 都心南地区の経済活動の中で，事業所数と従業者数で大きな比重を占める商業活動について

みると，1999 年の都心南地区には 261 の商店があった。この商店を卸小売業別で見ると，卸売

業が 53 店舗であり，そのなかでも多いのが機械器具（18 店）と飲食料品（9 店），建築材料鉱

物金属材料（9 店）などであった。これに対して小売業で多いのは，繊維衣服身回品（50 店）

や飲食料品（41 店）などであった。都心南地区で卸売業が最も多いのは中町（14 店）であり，

機械器具卸売業（6 店）が比較的多い。小売業の店舗数が最も多いのは，大町（56 店）と本町
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（56 店）とであり，これに 20 店台で中町，早稲町，五月町などが続く。業種別では本町と大

町では繊維衣服身回品店が最も多く，他の町々ではいずれも飲食料品店が最も多い。 

 要するに，都心南地区の業所数や従業者数は，全体としては 1980 年代には増加したものの，

1990 年代に入ると減少し，その業種構成では卸小売業・飲食業や金融保険業からサービス業に

その重点が移行したのである。 

 
（3）福島城下まちづくり協議会参加事業所の経営動向 

1）調査対象と属性 

 『企業事業所統計』によれば，2000 年における福島都心南地区の事業所数は 822 であった。

そのうち福島都心南地区で組織されている「ふくしま城下まちづくり協議会」に参加している

事業所は 118 である。2003 年 11 月にこの 118 事業所のすべてを対象として，「『福島都心南地

区』のグランド・デザイン（長期将来構想）にかかわるアンケート調査一経営者としての調査

－」（以下，「経営者調査」）を面接法で調査した。そのうち 49 事業所から回答があり，回答率

は 41.5％であった5（表 2）。 

 回答事業所の所在地は，中町が 34％でもっと多く，これに荒町，五月町，本町などが続く。

回答事業所経営者の年齢分布をみると，50 歳代が 27％で最も多く，これに 60 歳代，70 歳代，

80 歳以上が続く。40 歳代以下の経営者がいるのは，所在地としては中町，荒町，早稲町，五月

町であり，業種としては小売業，飲食業，サービス業であり，開業年としては概ね戟後である。

回答事業所の業種構成をみると，最も多いのは小売業の 57％であり，これにサービス業や飲食

業が続く。小売業，サービス業は概ねどこの所在地にもあるが，卸売業と宿泊業は中町のみか

らの回答であった。飲食業は中町，早稲町，五月町，大町など駅前地区に隣接する町で回答が

あった。 

 回答事業所の開業年をみると，最も多いのは昭和 20～30 年代の 26％であり，これに 40～50

年代が続く。江戸時代に開業した事業所も 3 つ（7％）あった。大正時代以前に開業したと回答

した事業所は，柳町を除くすべての町からあった。開業年が古いほど，経営者の年齢は概ね高

くなる傾向がみられる。また開業年が明治以前である事業のほとんどは小売業であった。ほか

には宿泊業が 1 つ明治時代の開業であった。飲食業の多くは戦後の開業であり，サービス業は

すべて戦後の開業であった。 

 回答事業所の年間売上高をみると，最も多いのは「1 千万以上 3 千万円未満」28％であり，

これに「1 千万円未満」が続いている。5 億円以上の年間売上高を持つ事業所から 1 つ回答が

あるが，これは昭和 20～30 年代に開業し，経営者が 40 歳代である中町の小売業である。業種

                                                  
5調査結果は（山川，2004b）として取りまとめ，都心南地区住民に説明した。 
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表 2 福島都心南地区事業所の属性別経営指標動向 
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別では，いずれも飲食業は 3 千万円未満にあり，宿泊業は 1 億円未満にあり，サービス業は 3

億円未満であった。 

 回答事業所の店舗形態をみると，店舗専用 35％よりも店舗兼用 65％の方が多くなっている。

店舗専用の比率が高いのは，町別では本町，経営者年齢別では 30 歳代，業種別ではサービス業，

開業年別では昭和 60 年以降，店舗新築年次では平成 5 年以降においてである。回答事業所の専

業兼業別構成をみると，専業が 76％をしめた。兼業で多いのは駐車場兼業であり，他には貸 

家貸地兼業やサラリーマン兼業などがあった。ただし他の属性との関係では，これといった特

徴を見出せない。回答事業所の店舗新築年次をみると，昭和 50 年以前が 71％をしめた。ただ

し他の属性との関係では，これといった特徴を見出せない。 

 2）ふくしま城下まちづくり協議会参加事業所の経営動向 

 福島都心南地区にある「ふくしま城下まちづくり協議会」に参加する事業所の経営動向には

厳しいものがみられる。売上高動向，単価動向，利益動向，来客動向について，7 段階で尋ね，

かなり良くなった＝7，やや良くなった＝6，どちらかといえば良くなった＝5，かわらない＝4，

どちらかといえば悪くなった＝3，やや悪くなった＝2，かなり悪くなった＝1 を割り振って，

その平均値をみると，全体ではいずれも 2 点台であり，やや悪くなったとどちらかといえば悪

くなったとの間にあることがわかる。4 つの指標間では，利益動向 2.31 が最も悪く，来客動向

2.41，売上高動向 2.49，単価動向 2.59 という状況にあった（前掲，表 2）。 

 経営動向については利益動向に着目するが，これを住所別で見ると，荒町は 1 点台と特に厳

しい。荒町については他の指標においても 2 点台にとどまった。中町・清明町・本町・五月町

でも利益動向は 2 点台と厳しいが，特に清明町では来客動向が，五月町では売上高動向が 1 点

台に落ち込んでいる。他方，柳町と早稲町は利益動向が 3 点台にあり，厳しさの程度が相対的

にはやわらかい。経営者の年齢別で見ると，利益動向は 40 歳代が 1 点台であり，特に厳しい。

他の年齢においてはいずれも 2 点台にあった。年齢別での老若とこれらの 4 指標との間では，

これといった相関関係6はない。 

 業種別で見ると，利益動向は小売業・飲食業・サービス業が 2 点台で厳しい。特に飲食業で

は売上高や単価の落ち込みが非常に厳しい。サービス業では来客や売上高の落ち込みは相対的

には小さいものの，単価や利益は大きく落ち込んでいる。宿泊業は落ち込みが相対的には小さ

い。開業年の新旧，年間売上高の大小，店舗新築年次の新旧の状況と経営動向 4 指標との間で 

は，それぞれこれといった相関関係はみられない。店舗形態の専用兼用別では，単価を除いて

は，いずれも専用店舗において，落ち込みが相対的に小さい。また兼用店舗については，サン

プルが分散しているので，これといった説明はできない。 

                                                  
6 それぞれの選択肢（SA）を数量化し，それらの単相関係数と t 検定とによって判断した。 
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表 3 経営動向変化の契機 

 福島都心南地区の事業所はこ

のように厳しい経営状況にあり，

そのきっかけを尋ねれば，「周辺

商店の廃業・転出があった」が

最も多く，これに「域外に競合

店が出店した」や「周辺にマン

ション等が立地した」などが続

くが，これらが売上高動向にど

のような影響をもたらしたかと

いえば，「やや悪くなった」とい

う方向に作用した。これらに対

して「自店の業態を転換した」，

「自店舗の改装・移転を行った」，

「域外の競合店が廃業・撤退し

た」，「周辺に公共施設ができた」

などは売上高動向に対しては，

「かわらない」から「どちらか

といえば良くなった」という方

向に弱く作用した（表 3）。 

 福島都心南地区事業所の強み

と弱みを項目別の平均得点でみ

ると，最も高いのは「わが社の従業員は自分の仕事に意欲的である」であり，得点 4.5 以上の

項目は「わが社は古い伝統に基づく事業所である」，「わが社の（商品・サービス）は顧客に高

い満足を与えている」，「わが社の（商品・サービス）は他社にはない特徴を持っている」，「わ

が社の（商品・サービス）は高い知名度を持っている」，「わが社の従業員は自社の経営理念を

よく理解している」，「わが社の従業員の平均的能力は高い」，「わが社の取引先は主に地元周辺

では地方中核都市での都市定住型まちづくりへの取り組みる」，「わが社は地域活動や支援を積

極的に行っている」などである。 

 これに対して，得点 3.5 未満の項目は「わが社は製造・販売において幅広いネットワークを

持っている」，「わが社は常に新しい事業分野に挑戦している」，「わが社の立地条件は優れてい

る」，「わが社の事業分野は成長性が高い」などである（表 4）。 
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表 4 福島都心南地区事業所の「強みと弱み」平均得点 

次に，福島都心、南地区事業

所の強みと弱みについて，因子

分析法によって，解析を行うと，

5 つの因子を取り出すことがで

きた7。第 1 因子はマーケティン

グや開発力，新分野への挑戟，

販売力など支えている情報収集

力にかかわる因子である。第 2

因子は組織力にかかわる因子で

あり，しっかりとした経営理念

にもとづき，管理職の人材確保

や従業員の意欲を引き出し，取

引先である地元への貢献活動を

内容としている。第 3 因子は商

品サービス力にかかわる因子で

あり，商品サービスに特徴があ

りこれに従業員の能力があいま

って，高い顧客満足度をはばひ

ろく引き出すことができる。第

4 因子は幅広いネットワークと

人材を確保している伝統力にか

かわる因子である。そして第 5

因子は地域ブランドカにかかわ

る因子であり，立地条件や地区

性，地域ブランドとしての内容

を持っている（表５）。 

 

                                                  
7調査項目の設計及び分析手法は，『原町市製造業振興プラン策定委員会報告書』（2003）の第 2
章「アンケート調査からみた原町市製造業の強みと弱み分析（福島大学経済学部奥本英樹助教

授）」を参考にした。 

 153



第 8 章 地方中核都市での都心定住型まちづくりへの取り組み 
 

表 5 福島都心南地区事業所の「強みと弱み」因子分析 

 
 ところが，これらの 5 つの因子は，福島都心南地区事業所の売上高動向（好調・不調）との

関係で見ると，恐ろしいことに，いずれも魚の方向に作用している（図 10，表 6）。いずれの「強

み」も所かされていない，あるいは「強み」といわれる要因が，事業所の売上高動向にとって

「強い」足かせになっていると推測できる。 
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図 10 福島都心南地区 所の好調不調を規定する因子 

 以上，協議会参加事業所の活力がない

のは総体としての地域力の弱さに基本

的な原因があり，福島都心南地区の総合

的な活性化策が必要となっている。次章

ではこれまで出されてきた各種の報告

書を検討しながら，福島都心南地区まち

づくりの課題がどこに求められてきた

のかについて整理しておきたい。 

 
 
 
 

表 6 事業所売上高の好調不調の因子比較 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

3 福島都心南地区の累積課題 

（1）商店街としての課題 

 福島都心南地区における商店街活動にかかわる調査は，報告書レベルでは過去 2 回行われて

配置は，商業の性格を含めて，不明瞭」であり，

事業

いる。最初は五月町・早稲町・清明町・柳町・荒町・中町・本町などを対象として，1976 年度

に福島県及び福島市が行った『福島市駅南地区商業開発診断報告書』（以下，『診断報告書』）で

ある。 

 この報告書では「駅南地区の商業施設の空間
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ない」（p.42）としている。その理由

として 3 つあげている。すなわち第 1 は「歴史的な地域の発展・衰退の中でそれぞれの時代の

あって，住宅地でなく，都市計画上

不充分であり，寺院や空閑地が，地

「交通の要衝としての性格も，旧国道四

（p.42）こと。第 3 の理由は「業務地

二等地となりつつある」（p.42）ことである。こ

 

となる機能をもたず，地域をイメー

たっては，単に商業地としての整備

施設などの「都市的な社会機能を含

地域の整備にあたって，まず手がけ

ている都市機能・社会機能を整備す

ることである」（p.42）とまとめる。 

「どこで買ってもそう違わない」

割弱と高いが，他の商品は「ごっそりともっていかれる」関係にあ

る」商品については，相対的に健闘

稲町で「文化品」の購買率が相対的

 

にあがってきたのは「交通の危険性」であり，こ

。 の環境としての問題点は，

がっていた。経営者の経営意欲は，

 

ずしも明るいものがなく，子供に継がせることについては「子供の自由」という逃げ腰になっ

ていた。 

 都心南地区の商店街については，これ以降現在まで十分な調査が行われていない。1986 年度

に『福島地域商業近代化地域計画報告書』が策定されたが，都心南地区では調査サンプル数が

少ないので，数量的な把握には耐えられない。 

（2）道路拡幅整備型のまちづくり 

 『診断報告書』で提起された「総合的な計画」は福島市が進める「市民まちづくり計画策定

補助事業」のなかで具体的に検討された。この策定補助事業は福島市の市街化区域内で地区計

「駅南地区全休としての地域の性格は必ずしも明らかでは

性格を残存させつつも，それらが混然となって，住宅地で

は大部分は商業地域に用途指定されていても商業地として

区内を広く占拠している」（p.42）ことである，第 2 は

号線の機能の変化により，必ずしも重要なものではない」

としても，農林中金の移転にみられるように，

うしたことが駅南地区の性格づけに困難性をもたらしているとする。

 その上で『診断報告書』は，都心南地区が地域全体に核

ジする具体性に欠けていることから，駅南地区の整備にあ

のみならず，道路整備，あるいは住宅や文化レジャー公共

めた総合的な計画」をたてることを提起する。そして「当

なければならないことは，各ブロックに，散在し，混在し

 また商店街にあっても，福島駅前の中心商店街との関係では，

生鮮食品は地元購買率が 8

る。ただし家電・時計などの「アフターサービスを重視す

している。地元商店街の中では，五月町で食品，中町と早

に目立つものの，特化した商店街を形成しているわけではない。

はとんどが「近くて便利」であり，これに「顔見知り」が続いている。

 商店主がかかげる経営上の問題として第 1

れが「競合の激化」や「経費の増加」をかなり上回っていた

自動車交通量増大による歩行者の危険と店舗の老朽化があ

商売に対する誇りは高く，商売を是非続けて行きたいとしているものの，商売の希望には必

地元商店街で買物する理由は，

商店街
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画づくりや土地利用計画の推進，市街地整備計画の推進などを目的として，1990 年度以降進め

られてきた。 

1）福島市一番丁商店会『早稲町・五月町地区まちづくり計画』1990 年度 

 『早稲町・五月町地区まちづくり計画』（以下，『早・五計画』は福島市一番丁商店会が8「福

島駅・県庁等に至近の早稲町・五月町であるが，都市計画道路等基盤整備が遅れ，土地利用も

低利用のままであるため，将来のまちづくりに必要な調査を行い，将来計画策定の基礎的資料

作成を行う」ことを目的として策定した。 

 早稲町・五月町におけるまちづくりの問題としては，現況土地利用における居住系，商業・

あげられた。 

メージとして掲げた。

ルチャー機能の充実を意図している。第 2

 

 第 3 は都心居住の推進であり，質の高い共同住宅の立地を誘導する都市型住宅ブロック形成，

多様な都心志向層の定住を目指ざす住宅と商業業務等が適切に複合された住宅ゾーンの形成，

                                                 

業務系，工業系の各施設が混在していること，約 6 割が木造住宅で老朽化が進んでいるので火

災等の危険性が高いこと，店舗改善が進まず，安全な買物空間が確保されないことなどから一

番丁商店街が地盤沈下と魅力が低下していること，用途地域指定における基準容積率と現況容

積率との乖離がはなはだしいこと，権利関係の問題とは寺社（全体の約 4 割）や民間ディベロ

ッパーの所有地が多くて建物更新や開発が進んでいないこと，都市計画道路の整備やまちづく

りの方向性が明確でないことなど，が

   図 11 福島駅南地区の整備イメージ 

 この『早・五計画』は「都心機能の整

備」と「都心活動の効率化」，「都心居住

の推進」，「アメニティの創出」の 4 本柱

を駅南地区の基本イ

第 1 は都心機能の整備であり，既存地区

の強化と拠点地区の形成とを項目とする

商業業務空間・軸の強化，及び「個性」・

「歴史」・「提案」を一体とする文化空間

の創出と文化施設の誘導を項目とするカ

は都市活動の効率化であり，そのために

都市計画道路の整備が必要とされている。

 

が約 7.7ha。 
8福島市一番丁商店会は会長が大内松寿氏で他に会員が 47 名。地区人口は約 670 人，該当面積
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及び宅地として日照・通風・景観等の居住環境などを積極的に整備することなどが基本方針と

して打ち出された。 

 ，緑とオープン

合核」を整備し，寺院等を活かしたネットワーク

 図 福島市中町地区の整備課題

中町まちづくり計画は「官庁施設，文

教施設，業務施設が立地し，本市の中枢

管理業務の拠点地区であるが，空洞化に

町）地区10と，医大跡地利用と県庁建替えを含む11行政地区の整備が起こる二つの地区を連結す

                                                 

第 4 はアメニティの創出であり，ここでは個性化を目指した街並景観の整備

スペースのネットワーク化，公共の基盤整備や民間の開発にあわせた水辺空間の導入，寺院等

の宗教建築物が中心となる歴史的資源（空間）の活用などが，基本方針として掲げられた。 

 そうしたうえで，「暮らしにやさしい生活都心の形成（商住複合ゾーン）」をめざし，「可能な

限り街区の再開発による「商業・業務住宅複

を形成する。とくに早稲町側の方は駅前地区という立地条件にも恵まれており，都市計画道路

の整備と一体となった再開発事業を推進する」。（図 11） 

 12  

 2）中町まちづくり実行委員会『中町ま

ちづくり計画』1991 年度 

より精力が低下している。当地区の活性

化の検討，都心地区としての位置付けを

明確にし，将来のビジョンを検討する」

ことを目的として，中町まちづくり実行

委員会9が策定した。 

 中町は県庁を中心とする業務地の一部

を担う地区であり，歴史的な商店が多数

あり，中心商業地に隣接する商業地区で

ある。今後は「24 時間都市構想」におけ

る都心複合立地誘導地区として位置づけ

られているだけでなく，各種整備が見込

まれ大きく変化する駅南（早稲町・五月

 
中町まちづくり実行委員会は会長が岡崎芳太郎氏で，会員数 12 名，地区人口約 200 人，該当

面積が 18ha。 

る。 

9

10 2004 年時点では，福島駅南の国鉄清算事業団用地には，NHK と福島市子供の夢を育む施設

とが建設中であ
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る重要な位置にある。しかも都市計画道路早稲町太平寺線の整備により，県道水原福島線の通

過交通の減少が想定でき，今後は，歩行者主体の道路として位置づけられると予想している。 

による土地の高度利用を促している

は

0 次は 2015 年

「

地

等

堂

合

の

な

，

と

の

た

辺においては，土地区画整理事業等の導入を検討し，寺や蔵等の歴史的文化を感じさせる商業・

 「来街者に気配りのある都心複合住宅の形成」をまちづくりの基本テーマとし，3 つの基本

方針を立てる。基本方針の第 1 は業務空間及びそれを支える機能の強化を図り，県都にふさわ

しい風格のある業務空間を創出することであり，特に都市計画道路杉妻町早稲町線沿道をシン

ボルロード化する整備方向が打ち出されている。第 2 の基本方針は商業的機能集積の強化を図

り，アメニティ溢れる商業空間を創出することであり，特に県道水原福島線をコミュニティ道

路として整備することが提起されている。第 3 の基本方針は商業，業務，住宅の用途が複合す

る生活に便利な街づくりであり，拠点開発や共同建替え等

（図 12）。 

（3）都市マスタープランと福島都心南地区 

 福島市の都市マスタープラン（以下，都市マス）

した安全で健康なまちづくり」を実現するために，2

であり，その時の人口フレームを 30～35 万人とした。

 都心南地区は，この都市マスの地域別においては

地区は「古くから政治・経済・文化・教育等の中心

道や，国道 4 号・国道 13 号等を始めとする道路交通

「県都として県庁等の行政機関や裁判所・日本銀行

道機関が立地するとともに，県文化センター・音楽

や百貨店・銀行本店等の商業業務施設，競馬場・総

て」（p.67）いる。 

 しかし「モータリゼーションの進展や大規模施設

や，少子化，核家族化等に伴う人口の減少や高齢化

で」（p.67）いる。このため，①中心市街地の活性化

河川や歴史的資源のまちづくりへの活用，などがこの

性いきいき 快適都心 中央東」というテーマのも

と魅力づくり，②高い利便性を活かした都市型居住

通システムの構築を，まちづくりの目標として掲げ

，総合計画における「人間尊重を基調と

00 年に策定された。目標年

 

中央東地区」に属している。この中央東

として，また東北本線や奥羽本線等の鉄

の要衝として栄えて」（p.67）きた。また

の国の関係機関，新聞・テレビ局等の報

等の文化施設を始めとする公共公益施設

病院等の施設や商店・飲食店等が集積し

郊外移転，市街地の外延化による空洞化

どにより，中心市街地の活力低下が進ん

②居住の促進，③交通の利便性向上，④

地区の主要課題となっている。そして「個

，①中心市街地としての都市機能の充実

促進，③福島駅を中心とした総合的な交

。 

 都心南地区に直接関わるまちづくりの方針は，「旧奥州街道の南の玄関であった早稲町県庁周

業務・居住地として個性的な複合市街地の形成を図るとともに，新たに子供の夢を育む施設等，

                                                                                                                                                         
11 2004 年時点では，医大跡地は県庁駐車場となっており，県庁舎建設は具体化していない。 
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マルティメディア時代に対応する生涯学習・複合文化施設の整備により，駅南地区への賑わい

回遊軸の形成を図」（p.69）るとしている。「まちづくり方針図」には（D 東西交通の円滑化（早

稲町），②矢剣町渡利線の整備，③阿武隈川沿いのサイクリングロードの整備，④寺等の歴史的

資源の活用，⑤空地・空店舗の有効活用，駐車場・自転車駐車場や歩行者空間の整備により，

にぎわいと回遊性を高める（平和通に近接する地域）ことなどが掲載されている（p.71）。 

（4）地域資源活用型まちづくりへの転換 

1）ふくしま城下まちづくり協議会の発足 

 福島都心南地区におけるまちづくりの道路拡幅整備型から地域資源活用型への転換は，建設

省が行った「阿武隈川平成の大改修」と御倉町内での江戸時代の舟運・船着場の整備（福島市

企画調整部企画調整課編，2000），および同町内にある旧日本銀行福島支店長役宅を福島市が購

）として整備したこと（福島市都市開発部都市計

を設置し，回遊性を高めるための環境整備に着手した。2003 年度は，この

入してこれを市民のふれあい交流拠点（公園

画課編，2001）を契機としている。これらの整備に歩調をあわせるようにして，福島都心南地

区の 8 町の町内会や商店会合わせて 13 団体で構成する「ふくしま城下まちづくり協議会」（会

長：後藤忠久氏）12が発足した。 

 このふくしま城下まちづくり協議会は，2000 年度から 3 年間「福島県地域づくりサポート事

業」の助成を受けて，2000 年度には「街なかガイドブック」（図 13）を作成し，地域の様々な

財産・資源（歴史・衣食住文化・イベント等）の情報を発信した13。ガイドマップには 118 店

舗が参加した。2001 年度にはガイドマップの情報をもとに，城下町の歴史や文化に触れるまち

歩きや買物等の利便性を向上させることを目的に，ガイドマップに掲載した全ての店に「暖簾」

（写真 1）を掲げ14，城下町地区の一体性とシンボル性を作り出すとともに，通りの名称を表示

した案内板（道標）

通り名道標に加え，旧跡高札などの案内板 5 基を追加設置することで，回遊性の強化を図った

（写真 2）15。 

 

                                                  
12福島城下まちづくり協議会の会費は年間 9 万 6 千円（＝1 万 2 千円×8 町会）である。 

写真や整理に困るはど大量の資料が集まりました。1 軒ご

13 「写真展の開催やガイドマップづくりのための街の資源発掘調査に取りかかったら，貴重な

とにアンケートを集めたのですが，

がきっかけになって，自分の住む町の歴史に目覚め，誇りを感じるようになりました。さらに，

14 2003 年 6 月 4 日の端午の旧節句にウインドウ外に一斉に出すことにした。 
15老舗が売りの金藤旅館には取材が多くあり，鮮魚店の岡田屋も多くの人が見るといった効果が

用紙の裏面まで町の歴史や伝説をびっしり書き込んでくるケースもありました。協議会の動き

このままではうずもれてしまう資料や言い伝えを，次の世代に残したいと考えるようになった

のだと思います」と。 

出ている。ただし，これが売上に寄与しているかどうかはなおはっきりしない。 
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図 13 福島都心南地区の絵地図（抜粋） 

 
資料：大町他 町編「福島城下き・ま・ま・に 絵地図」福島の城下まちづくり協議会， 年

写真 1 福島城下まちづくり協議会暖簾       写真 2 西裡通りの道標 

 
 

9 Walking Map 2001  
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イベント事業としては，「 会」，写真展「御倉町か

いわいの歩み」「まち歩き名物マップ」発行など，毎月のように開催している。特に好評だった

のは，「あぶくま鍋を囲む，歴史に学ぶまちづくり」であり，2001 年 11 月末に開催し，300 人

を超す参加者が集まった。なおこの鍋は，かって阿武隈川を遡上していたサケの切り身や野菜

などを煮込むオリジナル料理であり，地域の名物として売り込むことも考えている。 

 2003 年度には福島県地域づくりサポート事業の他に，「福島市市民まちづくり計画策定補助

事業」を受けて，「8 町のグランド・デザイン」に取り組むこととしたが，準備が間に合わず，

次年度送りとなった。 

 2）柳町・御倉町まちづくり実行委員会『柳町・御倉町周辺まちづくり計画策定』2002 年 3

月 

 柳町・御倉町は県庁に隣接する歴史ある地区である。しかし，人口の減少や少子高齢化によ

り，地区の活気が失われてきている。柳町・荒町は明治の末期には福島随一の購買力があり，

商売が栄えていたが，郊外店地方中核都市での都市定住型まちづくりへの取り組み 

の出店により商店街も廃れてきている。柳町には他からの参入者（新しい住人）がいない。マ

ンションの建設も見られない。 

 にもかかわらず蔵や町屋が点在し，西裏通りには多くの寺院があり，都心とは思えない静け

さがあることから，「ここは，蔵と路地歩きのできるまち」がまちづくり構想のキャッチコピー

とされた。柳町・御倉町地区は，その構想を実現するために 4 つのゾーンに区分される。第一

街区は旧日本銀行福島支店長役宅を核とするコミュニティゾーン，第二街区は現存している蔵

を拠点とするシンボルゾーン，第三街区は路地そのものを活かしたライフゾーン，そして第四

を創出する

流 ための個店

地域であり

て ンションが

境 居住環境の

こ ち上がり，

 

福島の城下まち歩き」や「福島の城下花見の

街区は隈畔周辺の景観と散策コースを活かしたウォークゾーンである。

 今後のまちづくりの課題として，界隈と景観

できる核施設の整備，蔵と町並みを構築する

て，散策できるまちにしていくこと，などを掲げた。

 以上のように，福島都心南地区は歴史がある

いた。しかし住宅の更新が進んでおらず，マ

としては不十分な状況におかれていた。この

幅を軸とするまちづくり計画が立てられていた。

それは民間によるマンション建設であったり，

れと並行して福島城下まちづくり協議会が立

ちづくりが胎動しはじめているのである。 

 

街並みの整備，来場者と生活者が交

や通りの整備などを行うことによっ

 

，かつては福島商業を中心的に担っ

建設された清明町を除けば，居住環

改善に向けては，都市計画道路の拡

ここ数年にいたって部分的な整備が始まった。

借上げ方式による市営賃貸高層住宅建設である。

地域資源としての歴史を軸としたま
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４ 居住民による福島都心南地区の現況評価 

 かくして，なお部分的であるとはいえ，まち くりへの取り組みが動き始めている。しかし

部分的であるがゆえに，この地区全体のまちづくりの方向性を明示する「グランド・デザイン」

定への要望が住民の中から出てきた。本章でのアンケート調査は，こうした住民のニーズに

呼応する形で行われることになった。 

（1）調査方法と回答者属性   表 7 住民アンケート回 の属性 

 この調査は 年 月～ 月に

かけて，当該町内会の協力を得て，留

め置き法にて実施した。回答者におけ

る年齢別及び性別のバランスをとる

ため，調査対象を 1 世帯 3 名までを限

度として拡大した。

 回答者数は 669 であるが，都心南地

区の 年総人口数が 人なの

で，対総人口比率は ％となった

（表７）。回答者の居住地別構成をみ

ると，本町・大町を除けば， ％台に

あり，はば均等に分布している。男女

別構成は女性の方が多く， ％をしめ

た。居住地別（以下，町別）では，女

性の回答率が最も多かったのは清明

町の ％であった。男性比率が女性

比率を上回ったのは大町 63％のみで

あった。

 年齢別構成では，70 歳代以上が

％と最も多く，これに 歳代，

歳代が続く。年齢の最頻値を居住地別

でみると， 歳代がくるのは中町で

あり， 歳代がきたのは五月町であ

り，60 歳代がきたのは荒町であり，

残りの本町，清明町，早稲町，大町は

づ

策

答者

2003 11 12

 

2000 3,013

22.2

10

55

60

 

24 50 60

30

50
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年度福島大学経済学部山川教養演習での「理想のまちを

70 歳代以上となった。年齢別で男女比     表 8 福島都心南地区の現況評価 

を見ると，男性回答者比率が 50％を超

えたのは 20 歳未満，30 歳代，50 歳代

32％で最も多く，これに民間従業者，

主婦，無職（定年後）などが続いた。

たのは自営業・

（2）福島都心南地区の現況評価 

1）総括的現況評価 

2.75 であり，「ど

                                                 

であり，逆に女性回答者比率が 50％を

超えたのは，中学生以下，高校生，20

歳代，40 歳代，60 歳代，70 歳代以上

においてであった。 

 職業別構成では，自営業・経営者が

町別で職業構成をみると，中町では民

間従業者が，柳町では主婦が，荒町・

本町・五月町・早稲町・大町などでは

自営業・経営者が最も大きな比率を占

めた。回答者の職業を性別でみると，

男性比率が過半をしめ

経営者，民間従業者，公務員・団体職

員などであり，女性比率が過半をしめ

たのは生徒・学生，主婦（主夫），無職

（定年後），無職（求職中），自由業他

などであった。パート・フリーターは

男女半々であった。 

 福島都心南地区の現況に関しては，

30 項目について 5 段階で評価した16

（表８）。総合評価は

 

ちらかといえばそう思わない」であり，

どちらかといえば否定的な評価に傾い

 

つくるには」の成果を活用した。 
16調査項目の設計にあたっては，2003
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ている。そのなかにあっても得点が 3 点台

がある町」「公共交通機関が便利」「医療

車場の不自由がない」「犯罪がなく治安

心して歩行できる」「イベント情報が充実」などで

なり否定的な評価がでた項目は，「ゆ

という相対的には肯定的な評価がでた項目は，「歴史

とり ・

系17に集約すると，交通系は 3.10

り，特にイベント系と設備系は 2.50

 

い

と

る

は

いては，

など

 設備系 2.25

町並みにゆとりがない。特に厳しい 足

にあり，また年齢対応の施設の完全な欠落にある。

                                                 

施設が整っている」「イベント情報がわかりやすい」「駐

が良い」「遠出しなくても便利」「みんなが誇れる町」「安

ある。これに対して得点が 2.5 未満というか

ある町並みがある」「人による情報較差はない」「名物

トがある」「文化環境が整っている」「方向性がはっきり

」「遊ぶ場所や運動施設がある」「いつも活気がある」「年

める」などであった。 

 こうした項目を，便利系，交通系，設備系，安心系，イベント系，環境系，情報系の 6 つの

でまずまずの得点を得たものの，他はいずれも 3 点未満であ

未満という得点にとどまった。 

機関が便利であることが影響している。ただし駐車場

なりにあり，安心して自転車に乗れる状態にはない。

報はまずまずであるものの，行政情報については不満が

報系の得点の足を引っ張っている。 

大原病院等があることで評価は高いものの，名物・お

るわけでもないことから，必ずしも買物がしやすい

史がある町であり，これが誇れる町としての意識を醸成

環境は整っておらず，将来の方向性が見出されてい

まずであるが，ごみや落書き，騒音などは少し問題があ

こともあり，弱者にとって住み続けることについて

若者が楽しめる状況や活気は全くなく，そのためのイベントも

の認知度はまだ弱い。 

についてはきわめて厳しい評価が下されている。人が触れ合う場所のみならず，

のは，遊ぶ場所，運動施設，文化教育施設の決定的な不

 

おいしいものがある」「楽しめるイベン

している」「文化教育施設が整っている

齢対応の施設店舗がある」「若者が楽し

 交通系 3.10 の評価の高さは，公共交通

の不足はないものの，自動車渋滞がそれ

 情報系 2.91 については，イベント情

あり，人による情報較差の大きさが，情

 便利系 2.89 については，医療施設は

しいものはみあたらず，多様なお店があ

いうことにはならない。 

 環境系 2.85 については，たしかに歴

しているが，自然環境の取り込みや文化

とはいえない。 

 安心系 2.84 については，治安はまず

り，みんなで何かを取り組む状況が薄い

問題を学んでいる。 

 イベント系 2.43 につ

ない。そして協議会活動や暖簾事業

 
17調査結果の詳細は（山川，2004b）として取りまとめ，都心南地区住民に説明した。本稿では

スペースとの関係で，各系の小項目についての説明は削除した。 
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 2）居住地別でみた現況系別評価 

 居住地別での総合的な評価点はいずれの町も 3.0 を下回っている（表 4－3）。そのなかで相対

的に高いのは早稲町 2.94 であった。早稲町が相対的に高いのは，交通系 3.53 と情報系 3.11 が

まずまずの評価点と，その他の系が地区平均を上回る評価点を得ていたことによる。しかし設

備系の評価は厳しい。 

 大町の総合評価 2.82 は便利系 3.42 と交通系 3.07 との踏ん張りにある。ただし交通系は地区

平均を下回っている。設備系 2.57 は地区内で最も高い得点を得ているとはいえ，厳しい評価と

なっている。他の 4 系はいずれも地区平均を下回っており，特にイベント系の評価は低い。 

 本町は総合評価 2.79 であり，交通系 3.48 と便利系 3.14 とが踏ん張りを見せた。安心系，環

境系，情報系は地区平均を下回った。設備系とイベント系は地区平均をわずかに上回ったとは

いえ，評価点そのものは厳しい。 

 荒町の総合評価は 2.74 であり，3 点台を確保できた系はひとつもない。便利系，環境系，情

報系は 2.9 点水準にとどまっており，設備系 2.21 はかなり厳しい評点となった。 

 清明町の総合評価は 2.74 であり，交通系 3.01 のみが唯一 3 点台を確保したものの，これと

地区内で最も厳しい評価がでた。特に便利系，設備系，イベ

を見ると，総合では男性 2.85 よりも女性 2.93 の方が評価が高が，しかしい

，イベント系，環境系，情報系で相対的に高い評価を出している。しか

 年齢別で現況評価をみると，総合評価では 20 歳未満（ただし，中学生高校生を除く，以下同

ても地区平均を下回っている。系別で特に厳しい評価が出たのは設備系とイベント系である。 

 中町の総合評価は 2.70 であるが，3 点台を確保した系は一つもなかった。2.9 点台にあるの

は便利系，交通系，環境系，情報系であり，安心系は 2.7 点台，イベント系は 2.3 点台となって

おり，設備系の評価は何と 2.0 点台と極めて低い。 

 五月町の総合評価は 2.70 であり，交通系が 3.31 と相対的には良い評点が出た。しかし設備

系やイベント系，環境系の評価は，地区内でも最低水準にあった。 

 柳町の総合評価は 2.65 であり，

ント系に対する評価が厳しい。 

 3）性別でみた現況評価 

 性別で現況評価

ずれも 3 点台には乗っていない。性別で系別評価をみると，3 点台を超えたのは交通系のみで

あった。男女間格差のみに着目すると，男性は設備系と安心系に相対的に高い評価を出してい

る。逆に女性は便利系

しいずれにしても低い評価の元での較差であることに留意するべきである。 

4）年齢別に見た現況評価 

じ）において，2.34 という最も厳しい点数がでた。最も高い評価が出たのは 70 歳代以上であ

るが，それでも 3.03 にとどまった。中学生高校生を除けば，概ね，年齢を重ねるにつれて評価
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が相対的には高くなる。系別でも概ねこうした傾向を読み取ることができる。 

 9  表  福島都心南地区の系別現況評価

 
 総合評価で最も厳しい点数を出した 20歳未満をみると，交通系は 3.04でまずまずであるが，

安心系では 2.86 を確保したものの，便利系や環境系，情報系では 2.2～2.4 台と低く，設備系や

イベント系に至っては 1 点台と極めて低い評点が出ている。最も低かった設備系の構成項目を

みると，遊ぶ場所や運動施設，ゆとりある町並み，文化教育施設，年齢対応の施設等において 1

点台がならんでいる。またイベント系の構成項目もすべて 1 点台でならんでおり，「暖簾等は良

い影響」という項目においても 1 点台という極めて厳しい評価が下されている。便利系と情報

系では 1 点台の構成項目は全くなかった。環境系では文化環境と方向性との項目が 1 点台であ
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った。 

 これに対して総合評価で最も高い点数を出した 70 歳以上では，情報系 3.42 と交通系 3.39 が

高く，イベント系 2.59 を除けば，いずれの系も 3 点台を確保した。情報系の評価の高さはイベ

ント情報や行政情報での得点の高さを基盤としており，交通系の高さは公共交通機地方中核都

市での都市定住型まちづくりへの取り組み関や駐車場での得点の高さを背景としている。便利

系では買物のしやすさとか医療施設などで得点が高いものの，多様な店舗や名物・おいしいも

のでは 2 点台にとどまった。安心系では騒音や落書き，治安では 3 点台とまずまずの得点であ

ったが，弱者の住みやすさでは 2 点台と振るわなかった。環境系では，歴史があるとか誇れる

とかではやや高い評価を受けたが，自然環境は 3 点を切り，文化環境とか町の方向性とかにつ

いてはやや低い評価を受けた。最も厳しい評価を受けたイベント系では，みんなで取り組むは 3

点台であったが，活気やイベント・若者が楽しめるという 3 項目はいずれも 2 点台の低い水準

にとどまった。暖簾の効果については，3 点をわずかではあるが，切っていた。 

 中学生高校生の現況評価は，20 歳末満と異なった動きを見せている。総合評価はいずれも 2.7

点台であり，60 歳代と同じ水準にある。系別で中学生が 3 点台を出したのは，情報系 3.12 の

みである。系別で高校生が 3 点台を出したのは，情報系 3.14 と交通系 3.19 とであった。情報

系の項目別では，行政情報に対する得点では中学生が高校生よりも高く，イベント情報に対す

る得点では高校生の方が中学生よりも高かった。中学生と高校生との間で得点差が目立つのは

交通系と安心系である。中学生できつい評価が出たのは，交通系では自動車の渋滞と自転車運

転についてであり，安心系では騒音や弱者の住み続けについてである。また高校生できつい評

価が出たのは，安心系ではごみ落書きやみんなで取り組むことなどである。 

 5）職業別現況系別評価 

 職業別で総合評価が高かったのは無職（定年後）3.01 であり，唯一 3 点台を確保した。以下，

主婦（夫），自営業・経営者，無職（休職中）などが続き，民間従業者 2.64 が最も厳しい評価

を下した。 

 無職（定年後）が良く評価しているのは交通系 3.45 と便利系 3.23，情報系 3.25，安心系 3.11

などである。設備系 2.51 やイベント系 2.55 は低い得点ではあるが，他の職業と比べれば，相

対的には最も高い水準にある。 

 主婦（夫）2.76 は情報系と交通系では 3 点台の評価をしているが，設備系に対する得点は低

い。自営業・経営者 2.74 では交通系 3.16 はまずまずの得点であるが，設備系やイベント系に

対する評価はきびしい。無職（求職中）2.73 では便利系と情報系はまずまずの評価だが，イベ

ント系と設備系，特に設備系については極めて低い得点となった。 

 公務員・団体職員 2.69 ではすべての系で 3 点を割っており，特に設備系とイベント系での得
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点が低い。自由業他 2.69 では交通系がまずますの評価となったが，設備系とイベント系とがき

つい評価となっている。パート・フリーターでは交通系と情報系が 3 点台にあるが，他系はい

ずれも低い得点であり，特に設備系は厳しい評価となった。 

 生徒・学生と民間従業者はいずれも得点が 2.64 と，職業別では最も低い。系別ではいずれの

系も 3 点を割っており，特に設備系とイベント系では厳しい評価が出された。 

図 14 福島都心南地区住民現況評価の属性別クラスター分析樹形 

 
（4）小括─現況評価にかかわる属性クラスター─ 

 福島都心、南地区住民現況について 35 項目の評価平均点を，属性別にクラスター分析を行い，

分析樹に基づいて 4 つのグループに分けると（図 4－1），以下のような特徴を引き出すことが

できる 。 

 第 1 グループは，地区別では中町・荒町・柳町・その他など，平和通りの南

18

の旧 4 号線沿い

別では中学生以下と 20 歳代から 40 歳代が，職業別では生徒・学

代が，職業別では自営業経営者や無職（求職中），自由業などによって特徴付けら

のみであり，居住地別はこれに入っていない。 

の町であり，この地区は年齢

生，主婦，パート・フリーター，民間従業者，公務員・団体職員などによって特徴付けられる。

第 2 グループは，地区別では本町・五月町・清明町・大町などであり，年齢別では高校生，50

歳代，60 歳

れる。性別では男女とも第 2 グループに属するので，これといった特徴を述べることはできな

い。第 3 グループには早稲町が入り，これは 70 歳代以上，無職（定年後）によって特徴付けら

れる。第 4 グループは 20 歳未満

 

                                                  
18分析手法については（神頭広好，1998）を参考にした。 

 169



第 8 章 地方中核都市での都心定住型まちづくりへの取り組み 
 

 5 福島都心南地区居住者の買物動向 

（1）買物行動 

 買物のしやすさについては，同じ調査票によって行われた結果から検討してみよう。買物に

ついては，生鮮食品と日用品，噂好品，大形家財の 4 品目について，どこの店舗で買うのか，

その頻度はどのくらいかを尋ねた。回答者数は延べ 1，955 人であった。 

 まず買物頻度についてみると，全体では週 2～3 回が 19.5％最も多く，これに週 1 回程度

家財では年に

数回程度であ

表 10 品目別買物頻度分布 

18.5％，年に数回 16.1％，月 2～3 回 13.7％などが続く。品目別でみると，最も頻度が高いの

は生鮮食品では週 2～3 回，日用品では週 1 回程度，噂好品では週 1 回程度，大形

った（表 10）。 

 
1）品目別買物場所 

 買物場所は，全体では郊外大型店34.4％が最も多く，これに駅周辺19.6％と専門量販店19.0％，

周辺商店 16.5％などが続く。品目別では，生鮮食品は駅周辺 32.8％が最も多く，これに郊外大

型店 27.6％と周辺商店 25.8％とが続く。日用品は郊外大型店 44.8％が最も多く，これに駅周辺

18.2％と専門量販店 16.3％とが続く。噂好品では郊外大型店 27.6％が最も多いが，駅周辺 21.3％，

周辺商店 ％，専門量販店 ％などが続く。大形家財では専門量販店 ％が最も多いが，

郊外大型店が 38.8 で追っている（表 11）。 

表 11 品目別買物先の構成 

19.6 16.9 43.5

％
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日が 25.1％

最も多く，これに週 2～3 回 22.3％と週 1 回程度 15.8％とが続いた。コンビニへの買物は週

週 1 回程度 17.8％が続いた。駅周辺への買物

35.8％で最も多く，頻度分布としてはコンビニと似た様相を示す。郊外大型

最も多く，これに年

が。仙台等市外への生鮮食品の買物は件数が著しく少なく，月

に 1 回というのが第 1 位となった。 

 日用品では，周辺商店への買物ははば毎日 21.1％が最も多く，これに週 1 回程度や週 2～3

回というのが各 15.8％で迫っている。コンビニでの買物頻度は周辺商店よりも少なく，週 2～3

回 34.4％が最も多く，これに週 1 回程度 18.8％が続く。駅周辺への買物頻度はコンビニよりも

少なく，週 1 回程度が 26.1％で最も多く，これを週 2～3 回 20.5％や月 2～3 回 17.0％，月に 1

回 15.9％などが追っている。郊外大型店への日用品の買物頻度は，駅周辺よりも少なく，週 1

回程度 35.5％を最多としつつも，月 2～3 回が 26.3％の高さで続いている。専門量販店への買

物頻度はさらに小さくなり，月に 2～3 回が最頻値 35.4％であり，次頻値は週 1 回程度 24.1％

で 日用品の買物頻度は，事例数が極端に少なく，せいぜい月に 1 回 50.0％

ものが含まれるからであろう。郊外大型店への

買物頻度は週 1 回程度 28.8％から月 1 回程度 27.3％の間に分布している。仙台等市外への噂

 
 商品別店舗別に買物頻度をみておこう。全商品では周辺商店への買物は，はば毎

で

2～3 回が 38.8％で最も多く，これに少し離れて

は，週 2～3 回が

店へは週 1 回程度が 25.9％と最も多く，以下は月 2～3 回，月に 1 回，年に数回などが 15～16％

で並んでいる。専門量販店へぼ年に数回というのが 32.8％で最も多く，これに月 2～3 回 21.5％

や月に 1 回 15.6％などが続く。仙台等市外への買物は，月に 1 回 38.9％が

に数回 16.7％が続いた。 

 商品別でみると，生鮮食品の買物は周辺商店へはほぼ毎日 38.0％，そしてコンビニ，駅周辺，

郊外大型店，専門量販店などへは週 2～3 回というのが最も多かった。ただし郊外大型店では週

1 回程度がこれに肉薄している

ある。仙台等市外への

である。 

 周辺商店への晴好品の買物は，日用品とは異なり，週 1 回 25.5％が最頻値となる。次頻値は

週 2～3 回 18.1％である。コンビニでの買物頻度は週 2～3 回 39.6％が最も多く，これに週 1 回

程度 18.8％が続く。駅周辺への日用品の買物は週 1 回程度 26.5％が最も多く，これに週 2～3

回 22.5％が続く。駅周辺への買物頻度の特徴は，第 3 位に少しはなれて年に数回 17.6％が出て

くることである。これは噂好品の内容に多様な

に
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好品の買物頻度は月に 1 回が 37.5％で最も多かった。 

 大形家財は買物先にかかわらず，駅周辺を除いて，年に数回がそれぞれ最頻値となっている。

駅周辺では月に 1 回に最頻値が来ている（表 12）。 
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表 12 品目別立地業態別買物頻度分布 
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 2）買物理由 

 買物理由を品目別でみてみよう。全商品では品揃え 23.0％が最も多く，これに価格や近い，

駐車場などが 10％台で続いた。品目別では，生鮮食品は近い 27.9％が最も多い理由であり，こ

れに品揃えが 20.7％で，さらに駐車場や価格などが 10％台で続いた。日用品では品揃えと価格

が 24％台で上位に並び，これに駐車場や近いが 10％台で続いた。噂好品では近い 21.3％が第 1

位であり，これに価格と品揃えが各 18％台で，さらに駐車場が 12.6％で続いた。大形家財は品

揃え 28.2％が第 1 位であり，第 2 位に価格 25.6％が，そして駐車場が 16.3％で続いた（表 13）。 

表 13 品目別買物理由 

 
 店舗立地・業態別の買物理由は，周辺商店とコンビニでは圧倒的に近い（各 46.8％と 45.7％）

が多い。駅周辺では近い 33.5％が最も多く，これに品揃え 21.7％が付け加わる。郊外大型店で

の買物理由は品揃え 27.7％を第 1 位としつつも，価格と駐車場が各 24.7％で上位に並んでいる。

専門量販店では価格 30.0％が第 1 位に来て，品揃えがわずかの差で第 2 位となる。仙台等市外

は品揃え 32.1％が最も多く，これに価格 25.0％が続いている（表 14）。 

 福島都心南地区住民の買物頻度を属性別でみると，居住地別では大町を除き，すべての町で

週 2～3 回が最も多かった。本町と五月町，早稲町ではほぼ毎日が第 2 位に来るが，中町と荒町，

柳町では週 1 回程度が第 2 位に来る。清明町は不明を除けば，週 1 回程度が 2 位にある。大町

はほぼ毎日が約半数しめている。 
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表 14 店舗立地・業態別買物理由 

 
 性別では週 2～3 回を主軸にして，女性ははば毎日が，男性は不明を除けば，週 1 回程度が第

2 位に来る。 

 年齢別では 20 歳代よりも若いところでは，不明が多いが，週 2～3 回よりも少ない。20 歳代

や 30 歳代，50 歳代では週 2～3 回を第 1 位にしつつ，週 1 回程度が第 2 位に来る。これに対し

て 40 歳代と 60 歳代，70 歳代では，不明を除けば，はば毎日が第 2 位となる。職業別では，生

徒・学生と無職（求職中）を除けば，第 1 位が週 2～3 回に来る。第 2 位に毎日が来るのは，主

婦やパート・フリーター，自由業他などであり，第 2 位に週 1 回程度が来るのは民間従業者や

周辺商店と郊外大型

は不明が最も多いが，次に駅周辺が来る。高校生は駅周辺

第 1 位に選ぶ。20 歳未満では事例は少ないが，コンビニが第 1 位に選ばれた。20 歳代は郊

公務員・団体職員などである。また生徒・学生は不明が第 1 位であるが，週 2～3 回が第 2 位に

来た。また無職（求職中）は不明が第 1 位であり，第 2 位にはほぼ毎日と週 1 回程度とが並ん

だ（表 15）。 

 福島都心南地区住民の属性別買物先構成をみると，居住地別では柳町と大町を除けば，駅周

辺が第 1 位に来る。第 2 位には早稲町では周辺商店が，中町と五月町では

店とが並び，荒町・清明町では郊外大型店がくる。大町では周辺商店が，柳町では郊外大型店

がそれぞれ第 1 位である。 

 性別では，男性は郊外大型店を第 1 位に選び，女性は駅周辺を第 1 位，周辺商店を第 2 位に

選択した。年齢別では，中学生以下

を
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外大型店を第 1 位に選び，駅 0 歳代と同様であるが，郊外

大型店の選択率が下がり，駅周辺のそれが上がった。40 歳代になると，逆転して駅周辺が第 1

位に，郊外大型店が第 2 位となった。50 歳代は 30 歳代とパターンが似ているが，駅周辺が下

がり，周辺商店の比率が高くなる。60 歳代では周辺商店が第 1 位となり，これに駅周辺と郊外

大型店が続く。70 歳代以上は，駅周辺が第 1 位であるが，周辺商店が僅差で続く。 

表 15 福島都心南地区住民の買物頻度 

周辺を第 2 位に選んだ。30 歳代は 2

 
 職業別では，駅周辺に第 1 位が来るのは生徒・学生や主婦，パート・フリーター，公務員・

団体職員，無職（求職中），自由業他である。郊外大型店が第 1 位に来るのは民間従業者である。

自営業・経営者は周辺商店を第 1 位にしている。無職（定年後）は不明を除けば，周辺商店が

第 1 位であり，これに駅周辺が肉薄する（表 16）。 
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表 16 福島都心南地区住民の買物先構成 

  
 福島都心南地区住民の買物先の選定理由を属性別で検討しよう。居住地別では，本町や早稲

町，五月町，大町，中町，荒町などで近いが買物先の選定理由の第 1 位に上がっている。これ

らの町では本町を除いて，第 2 位に品揃えが来ている。本町では品質が 2 位に来た。柳町と清

明町では品揃えが第 1 位に，そして駐車場が第 2 位にある。 

 性別では男女とも近いが第 1 位に，品揃えが第 2 位に来ている。 

 年齢別では高校生と 20 歳代，30 歳代を除いて，いずれの年齢層も第 1 位が近いであり，品

揃えが第 2 位であった。高校生では 1 位と 2 位とが逆転している。20 歳代では品揃えが 1 位，

価格が 2 位であるが，駐車場がこれに肉薄している。30 歳代は 1 位に品揃えが，2 位には近い

と駐車場とが同率で並んでいる。 
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 職業別では，生徒・学生 民間従業者，公務員・団

体職員，無職（求職中），自由業他は近いを 1 位に，品揃えを 2 位に選んでいる。これに対して，

主婦，無職（定年後）は品揃えが 1 位に，近いが 2 位に来ている（表 17）。 

表 17 福島都心南地区住民の買物先選定理由 

やパート・フリーター，自営業・経営者，

 
 3）よく利用する店舗名 

 買物先としてよく利用する店舗名は，生鮮食 では福島駅の東西口前にある中台やイトーヨ

ーカド，浜田町のヨークベニマル，渡利のいちい，さらには生協（生協，コープ，新町店，方

木田店を合わせた）と た百貨 やスーパーなどが上位に来る。地元商店では岡田屋，時田

青果，石見屋，白雪肉屋などが登場する。 

 晴好品では中台，いちい，生協，イトーヨーカド，ヨークベニマルなどのスー ーなどのは

か，カワチやハシドラッグなどのドラッグストアが出てくる。地元では沢又屋，渡部，出岡な

どの酒屋が登場する。大形家財ではヤマダ電器，コジマ電器，デンコードーといった大型家電

品

いっ 店

パ
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店，カインズホームやダイユーエイトといったホームセンター，東京インテリアといった大型

家具店，カワチなどのドラッグストアが出てくる。いずれも国道 4 号線などのバイパスに立地

している。ただし地元の家具屋や電器屋，自転車屋もわずかではあるが，登場する。 

 日用品では，すでに登 ームセンターなどのほ

かに，ファミリーマートやサンクス，セブンイレブンといったコンビニエンスストアが出てく

る。地元店舗としては松崎文具店などが登場する。  

 

６ 今後のまちづくりに必要なこと 

（1）今後まちづくりに必要なこと 

 それではどんなまちづくりを目指していけばよいのであろうか。これも同じ調査票によって

実施された別項目によって検討しておこう。今後のまちづくりに必要なことについては，延べ 2，

568 の回答があった。 

 それぞれの選択数を回答者数で除した選択率をみると，最も高いのが「Q41 街角広場や町並

み景観を統一するなど，歩いて回るのが楽しいような魅力ある空間の創出」（以下，回遊性空間

の創出）であり，回答者の 41.1％がこれを選択した（表 18）。以下，「Q46 歩道・歩行者専用道

路を整備して安心して歩いて移動できるまちをつくる（同，安心して歩ける町）」36.2％，「Q40

マンション建設や既存の建物の立替を支援するなど，都心居住環境を整備して住む人を増やす

（同，都心居住環境の整備）」32.4％，「Q42 映画館，レストラン，雑貨，衣類など様々な種類

の商業施設の入る商業複合ビルを建設する（同，商業複合ビル建設）」32.4％，「Q56 公園や図

書館，体育館など若者が集える場所を確保する（同，若者が集う場所の確保）」24.1％，「Q50

水や非常食が準備された避難場所の整備や防災設備の改善などを行い災害に強いまちをつくる

（同，災害に強い町）」23.0％，「Q43 商店街のお店が集まって，PR，イベント，お祭りを共

同で行うなど新しい商店街を目指す（同，新しい共同の商店街）」21.4％などが続く。 

 これを居住地別で見ると，中町では回遊性空間の創出や安心して歩行できるまち，商業複合

ビル建設などが 50％を超える選択率になっており，これに都心居住地環境の整備が続く。荒町

50％以上であり，これに回遊性空間の創出や都心居住環境の整備，

商業複合ビル建設などが続く。本町では都心居住環境の整備が ％を超え，これに回遊性空間

複合ビル建設などが ％台の支持を得た。柳町は回遊性空間の創出と道標高札設置の増加など

が ％台の支持を得て，上位にたった。清明町は回遊性空間の創出と商業複合ビル建設とが

％台の支持を得て上位にきた。早稲町では回遊性空間の創出，安心して歩行できるまち，都

心居住環境の整備，新しい共同の商店街などが ％台の支持を得て上位に来た。大町は回遊性

場した百貨店やスーパー，ドラッグストア，ホ

は安心して歩行できるまちが

50

の創出や災害に強い町などが続く。五月町では回遊性空間の創出や都心居住環境の整備，商業

40

30

30

30
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空間の創出と都心居住環境の整備が 30％台の支持を得て，上位に来た。 

 性別ではほとんど差異が見られない。 

 18  表  今後のまちづくりについて特に必要を思われること

 
 年齢別では，中学生以下は回遊性空間の創出や商業複合ビル建設，若者が集う場所の確保な

どの要望が 50％以上の選択率で上位に来た。高校生は商業複合ビル建設と若者が集う場所の確
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保への期待が 30％台で上位に来た。20 歳未満は回遊性空間と若者が集う場所の確保の他に，木

位に来た。 

 20 歳代では回遊性空間の創出，安心して歩行できるまち，商業複合ビル建設，若者が集う場

所の確保などが 40％以上の支持を得て上位に来た。30 歳代では回遊性空間の創出と商業複合ビ

ルが 50％以上の選択率で上位に来た。 

 40 歳代では回遊性空間の創出が 40％の支持を得て第一位に来た。30％の選択率があった項

目は，安心して歩行できるまち，都心居住環境の整備，商業複合ビル建設，若者が集う場所の

確保などであった。 

 50 歳代は回遊性空間の創出を 40％で第 1 位に選択した。次いで安心して歩行できるまち，商

業複合ビル建設，寺町通りの実現などが 30％台で続いた。60 歳代は回遊性空間の創出，安心し

て歩行できるまち，都心居住環境の整備などを 30％台で上位に選択した。70 歳代以上では安心

して歩行できるまちと都心居住環境の整備とをそれぞれ 30％台で上位に選んだ。 

 職業別でみると，生徒・学生は回遊性空間の創出と都心居住環境の整備が 50％以上の支持を

得て上位に並んだ。主婦の場合は 40％台の選択率で，回遊性空間の創出と安心して歩行できる

まちとが上位に来た。パート・フリーターは回遊性空間の創出と都心居住環境の整備，若者が

集う場所の確保などを 50％以上の選択率で要望している。 

 自営業・経営者は回遊性空間の創出と商業複合ビル建設とが選択率 40％台で上位に来た。民

間従業者は回遊性空間の創出と安心して歩行できるまち，都心居住環境の整備などを 40％台の

選択率で上位に支持した。公務員・団体職員は，安心して歩行できるまち，都心居住環境の整

備などを 40％台で上位に選択した。 

 無職（定年後）は 30％台の選択率で，安心して歩行できるまちを第 1 位に選んだ。無職（求

職中）は災害に強い町を 30％台の選択率で第 1 位に選んだ。自由業他は，40％台で回遊性空間

の創出を第 1 位に，30％台で災害に強い町を第 2 位に選んだ。 

 以上のことについて，今後のまちづくりにとって必要なこと 22 項目の選択率を指標データと

する属性をクラスター分析によって 4 つのグループにわけると次のようにまとめることができ

る（図 15）。 

 第 1 グループには居住地では中町・荒町・五月町・早稲町・その他が属し，その地域の特徴

は年齢別では 20 歳代～60 歳代，職業別では主婦，自営業・経営者，民間従業者，公務員・団

体職員，自由業他などによって表現される。なお性別では男女ともにこのグループに属するの

で，属性別の特徴はない。 

造密集地域の改善が 50％以上の選択率で上

 第 2 グループには居住地では本町・柳町・清明町・大町が属し，その地域の特徴は年齢別で

は高校生と 70 歳以上，職業別では両無職によって表現される。 
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 第 3 グループには年齢別では中学生以下が，職業別では生徒・学生とパート・フリーターと

が属す。性別と居住地別での所属はなかった。第 4 グループには年齢別での 20 歳未満のみが属

図 今後必要なことクラスター分析樹形図

している。 

 15  

 
（2）どう展開していくか－まとめにかえて－ 

1）都心南地区住民との意見交換から 

 こうした城下町協議会参加事業所アンケートや住民現況調査アンケートの結果を，住民自身

はどのように受け止めたのであろうか。2004 年 2 月から 3 月にかけて実施した「福島の城下ま

たアンケート調査については

あるとしている。 

ものとかお茶を飲むサロン的なものなどである。 

ちづくり講演会」での意見交換及び「『福島都心南地区のグランド・デザインにかかわるアンケ

ート調査結果』に対するアンケート調査」の結果から見ておこう。 

 前者の意見交換にかかわっては 23 名の方から発言があった。ま

7 名からの回答があった。アンケート調査での回答を軸に整理してみると次のようになる。 

・ 買物系については無料駐車場の設置が要望されており，これは街中への来やすさにとって必

要不可欠で

・ 交通系については歩道の整備が目立つ。特に歩道よりも車道が高くなっており，雪や雨の時

に危ないという指摘がなされている。 

・ 設備系については「集まれる場所」の要望が出されている。具体的には社会保険センターに

公民館的な機能を備えた

・ 安心系については街灯の要望が強い。これは駐車場が増えており，全体として暗くなってい

ることを反映している。 
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・ イベント系では「お祭りをやるにしても隣の地区から来てもらっている」状態であることと

か，もっと PR するための掲示板の充実などが求められている。 

・ 環境系については地区の歴史をもっと PR することや Map の作成が求められている。 

・ 情報系については，そ き場所を増やすことな

どが提起されている。 

 2）岩見プランを通してみる活性化戦略 

図 16 福島都心南地区の活性化に向けて 

のための回覧板制度の充実やパンフレットの置

 

 182



第 8 章 地方中核都市での都心定住型まちづくりへの取り組み 
 

 では具体的にどのようにまちづくりを展開していけばよいのか。すでにふくしま城下まちづ

協議会の活動については 3（4）1）において紹介したが，ここでくり は「岩見プラン」を紹介

並み 伝統・文化の考え方」に基づいており，氏によれば「伝統的価値

いものをないがしろにするような二者択一的な生

き方は，してはいけない。伝統や文化の基礎があるから進歩が積み上げられるのであって，「伝

統」なくして真の「進歩」はありえない。伝統は，大切に守っていくべきである。古きものは，

時代の流れで行くと壊され運命にあるが，「守る」という価値観を持つべきである」というもの

である。 

 「寺町通り」には寺が 6 つ，神社が大小あわせて 3 つある。土蔵も数多くあり，現在も商い

で使われている。それぞれのお寺には名勝と史跡があり，歴史的・文化的な価値だけでなく「ふ

くしまの歴史を学ぶ」という教育的な価値も十分にある。伝統の保存ということでは，各お寺

で夏祭りや灯篭流し等が実施されている。今後，住民が協力して寺の鐘を撞くとかお寺に親し

むというようなことも楽しいのではないかと岩見氏は問いかける。 

 この寺町通りにかつては水路があった。またこの町にはいまだに畳屋さんなどの職人さんが

いて，さまざまな業種の商店が数多く残っている。こうしたシーズをひとつひとつ汲み繋げて，

かつての寺町通りを復活させて町並みを再現することが，福島市の観光の目玉になるのではな

いかと構想している。規模的にはそれほど大きくなく歴史的にも決して奥行きが十分であると

はいえないが，観光客が徒歩で回遊でき，十分楽しむことが出来るはずである。寺町復活の事

業としては，一見盛り沢山の計画のように見えるが，それほどコストはかからないと推測され

ている。 

 最近この周辺には 2 つのマンションができ，祭りの山車引きにも子供が参加するようになっ

た。また，福島市が借上住宅として活用する商住型の民間マンションが 2 棟（中町 52 戸，早稲

町 40 戸）建設された。福島都心南地区は住民を新たに吸収する条件が整備されており，そこで

の生活を豊かなものとしていくために，さらに居住環境を「憩いのエリア」としての整備して 

いくことが求められている。こうした憩いや落ち着きを実感できるようにするためにも，歩行

者の安全性を高める「歩道」の整備は必要不可欠である。 

 ハード的にはすでに平和通りの地下駐車場や阿武隈川河畔の水辺と歩道等の整備，元日銀支

店長役宅を市民利用施設として整備することなどが終わっており，さらに「NHK 福島放送局」

と「子供の夢を育む施設」が建設中であり，近未来的には教育と文化を持つ「落ち着きのある

                                                 

することで，その戦略性を見ておこう（図 16）19。 

 「中心市街地活性化と観光の目玉」として位置づける必要があるのは「寺町通りの復活と町

再現」である。これは「

観として，新しいことを重視するあまり，古

 
19平成 15 年 10 月 9 日（木）東邦銀行本店 3F 会議室にての岩見政宏氏の意見。 
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まち」になることが期待されている。 

 またソフト的にも行政，商店会，あるいは城下まちづくり協議会等でのイベントも数多く開

催されている。こうした諸施設の連携を図り，利用を促進することでまちなかに人が集まり，

定住する魅力のある都市は，街なか観光を持ち出すまでもなく，交流人口をひきつ

広好指十量分析にもとづく「まちづくり」一三好町を対象にして－（愛知大学経営総

える」セミナー─「守り」と

福島まちづくりセンター監修・市街地活性化研究会編『街をよみがえらせた知恵と手法一

それが集客となり，商業の活発化につながり，まちなかを活性化させることが期待されている。

ただしこうした動きを今後，商店街の活性化にどのよう、につなげていくのか，なお課題は多

く残っている。 

 いずれにしても，地方中核都市は全体としては定住を担保する経済・社会・文化・教育・医

療といった様々な生活機能をワンセットとして確保できているのであり，郊外化の中で失われ

ていった都心部の生活機能の一つ一つを丹念に取り戻していく息の長い政策展開が求められる

のである。

けることもできるのである。こうした定住に値する魅力ある都市の再構築にあたっては「市民

協働型」のまちづくりが，今，注目を集めているのである（山川，2004c）。 
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補章 2004 年商業集積に関する調査結果 

 
１ はじめに 

 本稿は 2004 年度前期福島大学「地域経済論」（担当：柳井雅也富山大学助教授）の受講生

に対して夏期休業中の課題として出されたものであり、商店街に対して「商業集積に関する

調査」を面接調査法に基づいて実施されたものである。調査は 2004 年 8 月に実施されてい

るが、調査対象の選択は受講生に任されており、厳密な統計的手法によって選択されたもの

ではない。調査総件数は 101 商店街であるが、都道府県別では、不明が 3 件あるので、これ

を除いた 98 件の分布をみると、最も多いのは福島県 40 件であり、これに宮城県 11 件、山

形県 9 件、秋田県と岩手県が各 7 件と続いている。なお受講生には留学生もいることから、

中国での調査も含まれている（表 1-1）。     表 1-1 調査対象商店街の分布 

青森県 3
秋田県 7
山形県 9
岩手県 7
宮城県 11
福島県 40
茨城県 4
栃木県 3
群馬県 1
千葉県 3
東京都 1
神奈川県 1
長野県 3
新潟県 2
島根県 1
中 国 2
不 明 3
合　計 101

7
3

 以下では、分析の主軸を、商店街の盛衰分岐要因と活性化要因

の摘出におくが、比率計算は不明分を除いた有効回答商店街数を

総数として算出する。   表 1-2 商店街の現況と活性化状況 

Q2商店街は活性化
しつつある？

繁栄
して
いる

停滞
して
いる

衰退
して
いる

合計

全くそう思う 4 1 1 6
ややそう思う 6 20 11 3
ややそう思わない 1 22 10 3
全くそう思わない 0 3 20 23
全体 11 46 42 99

Q1商店街の現況は？

注）総数は101件だが、不明を除く。

 商店街の現況は 99
件のうち「停滞して

いる」（以下、停滞）

が 46 件と最も多く、

これに「衰退してい

る」（同、衰退）が 42
件と続き、「繁栄して

いる」（同、繁栄）が

11 件であった。繁栄の

査」のなかでは最も高い水準にある。また活性化状況は、「ややそ

う思う」が 37 件で最も多く、これに「ややそう思わない」33 件、「まったくそう思わない」

23 件と続き、「まったくそう思う」は 6 件にとどまった。全体としては現況が良いほど活性

化しているとみることができる。もちろん、衰退していても活性化している商店街も存在す

ることは確かであるが、特記事項にとどまる（表 1-2）。 
 

比率は、これまでの「商業集積に関する調

 商店街の構造性 

業店舗比率は、4 分の 3 以上が 41％と最も多く、これに 2 分の１以上が

２

2-1 商業店舗比率 
 商店街における商

続く（表 2-1）。盛衰要因や活性化要因として商業店舗比率をみると、概ね商店街の状況が良

いほど商業店舗比率が高いようである。もちろん商業店舗比率が 4 分の 3 以上と高くても、

その現況の多くは「停滞」であったり「衰退」であったりし、活性化についても「そう思わ
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ない」（全くそう思わない＋ややそう思わない）が「そう思う」（全くそう思う＋ややそう思

う）をやや上回っている。   表 2-1 商店街の状況と商業店舗比率 
 

2-

３/４
以上

１/２
以上

１/４
以上

１/４
未満

96 39 26 18 13
100.0 40.6 27.1 18.8 13.5

11 5 4 2 0
100.0 45.5 36.4 18.2 0.0

44 24 14 5 1
100.0 54.5 31.8 11.4 2.3

40 10 8 11 1
100.0 25.0 20.0 27.5 27.5

6 5 1 0 0
100.0 83.3 16.7 0.0 0.0

36 13 14 9 0
100.0 36.1 38.9 25.0 0.0

33 17 9 5 2
100.0 51.5 27.3 15.2 6.1

21 4 2 4 11
100.0 19.0 9.5 19.0 52.4

合　計

合計

Q4商業店舗比率

繁栄して
いる
停滞して
いる
衰退して
いる

Q1商店
街の現
況は？

Q2商店
街は活
性化し
つつあ
る？

全くそう
思う
ややそう
思う
ややそう
思わない
全くそう
思わない

１/２ １/４ １/４ 全く
Q5買回店比率

合計

1

以上 以上 未満 ない
97 26 32 30 9

100.0 26.8 33.0 30.9 9.3
11 2 5 3 1

100.0 18.2 45.5 27.3 9.1
46 15 18 10 3

100.0 32.6 39.1 21.7 6.5
39 9 9 17

100.0 23.1 23.1 43.6 10.3
6 3 1 2 0

100.0 50.0 16.7 33.3 0.0
37 5 18 12

100.0 13.5 48.6 32.4 5.4
32 14 10 5 3

100.0 43.8 31.3 15.6 9.4
22 4 3 11

100.0 18.2 13.6 50.0 18.2

Q1商店
街の現
況は？ 停滞して

いる
衰退して
いる

Q2商店
街は活
性化し
つつあ
る？

全くそう
思う

ややそう
思う

ややそう
思わない
全くそう
思わない

合　計

繁栄して
いる

か。全く活性化（表中では「全くそう思う」）して

4

2

4

2 買回品店比率 

は、ほぼ毎日必要

表 2-2 商店街の状況と買回店比率 

街

分の１以上が 5割と高い比率をしめるが、買回品店比率４分

 小売業で取扱う品目

とし比較的単価の安い最寄品とたまに

必要とし比較的単価の高い買回品とに

区別される。多くの場合、前者は近隣商

店街から、また後者は高次の商業的機能

を揃える中心商店街から購入されてき

た。しかしスーパーマーケット業態とマ

イカー利用との普及にともない、こうし

た関係性は崩れてきた。しかしなお商店

街が広域的な求心性をもつためには、買

回品を揃えることが必要とされている。   

 買回品店比率は商店街の全体では4分

の 1程度にある（表 2-2）。これが商店

の状況とどのような関係にあるのかと

いえば、買回品店比率が高ければ、必ず

現況が良いとは言い切れない。繁栄商店

街のうち買回品店比率が 2分の 1以上で

あるのは 2割弱にとどまること、停滞商

店街では 3割強、衰退商店街では 2割強

となっている。今や買回品店比率は必ず

しも商店街の盛衰分岐を規定する要因

とはなっていないのである。 

 では活性化度との関係はどうであろう

いる商店街では買回品店比率 2

の１未満も３割強をしめている。しかしやや不活性な（表中では「ややそう思わない」）商

店街でも買回品店比率２分の１以上が実に４割強をしめていることから、商店街の活性化分

岐を規定する要因としてもとらえることには困難がある。ただし買回品店が全くない商店街

の活性化度はあまり良くない傾向があることは確かである。 
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2-

全くそ ややそ
う思わ う思

合計況にどのような影響をもたら
う思う う思う

ない ない

101 6 15 47 3
100.0 6.1 15.2 47.5 31.3

11 1 5 5 0
100.0 9.1 45.5 45.5 0.0

46 3 7 27 8
100.0 6.7 15.6 60.0 17.8

42 2 3 15 22
100.0 4.8 7.1 35.7 52.4

6 0 3 3
100.0 0.0 50.0 50.0 0.0

37 1 8 20 8
100.0 2.7 21.6 54.1 21.6

33 4 3 20 5
100.0 12.5 9.4 62.5 15.6

24 1 1 4 18
100.0 4.2 4.2 16.7 75.0

注）不明を除く

Q2商店
街は活
性化し
つつあ
る？

全くそう
思う
ややそう
思う
ややそう
思わない
全くそう
思わない

Q1商店
街の現
況は？

繁栄して
いる
停滞して
いる
衰退して
いる

全体

回答商 回答商店

ややそ 全くそ
わ

1

0

Q6業種構成十分である？

必要業種 必要業種
街数店街数

しているのか（表 2-3）。全体では

業種構成が十分であるかと問わ

れれば、「ややそう思わない」が 5
割弱をしめ、「全くそう思わない」

が 3 割強をしめており、不十分で

あるとする比率がかなり高い。商

店街盛衰との関係でみると明ら

かに業種構成が充実すればする

ほど現況は良くなるし、活性化度

も良くなる。ただし繁栄商店街で

あっても活性化している（全くそ

う思う）商店街であっても、業種

構成がやや十分とする比率とやや

不十分とする比率とが拮抗するに

とまっている。 
ではどのような業種を必要とし

ているのであろうか（表 2-4）。そ

生鮮食品 16 ホームセンター 1
飲食店 8 電器 1
スーパー 8 宝石 1
食品店 6 雑貨店 1
書籍 6 花屋 1
衣料品 6 レジャー施設 1
文具 4 薬屋 1
コンビニ 4 専門店 1
喫茶店 2 日用品 1
特産物店 2 料理店 1
ファミレス 2 ファーストフード 1
菓子店 1 惣菜店 1
クリーニング店 1 アパレル関係 1
靴店 1 計（延べ） 80

Q8商圏人口
100万人
以上

20～30万
人以上

５万人以
上

1万人未
満

6

合計

101 1 11 38 4
100.0 1.0 11.5 39.6 47.9

11 0 2 5 4
100.0 0.0 18.2 45.5 36.4

46 1 7 17 19
100.0 2.3 15.9 38.6 43.2

42 0 2 16 22
100.0 0.0 5.0 40.0 55.0

6 0 0 4 2
100.0 0.0 0.0 66.7 33.3

37 1 4 12 19
100.0 2.8 11.1 33.3 52.8

33 0 6 15 12
100.0 0.0 18.2 45.5 36.4

24 0 1 7 13
100.0 0.0 4.8 33.3 61.9

注）不明を除く。

Q2商店
街は活
性化し
つつあ
る？

全くそう
思う
ややそう
思う
ややそう
思わない
全くそう
思わない

Q1商店
街の現
況は？

繁栄して
いる
停滞して
いる
衰退して
いる

全体

3 業種構成    表 2-3 商店街の状況と業種構成 

 商店街の業種構成が商店街の

状

               

   表 2-4 不足していて必要とされる業種・商店 

に生鮮食品への

要

表 2-5 商店街の状況と商圏人口規模 

で最も多

のは1万人未満で5割弱をし

万人

圏人口規

店街ほど、現況は

のほとんどは買回品というよりは

最寄品であり、特

望が高い。他には飲食店やスー

パー、食品店、書籍、衣料品とい

った業種や店舗が商店街には必要

とされている。 
 
2-4 商店街の立地環境  

①商圏人口 

 商店街の商圏人口

い

める（表 2-5）。これに 5
以上が４割弱で続く。現況別で

みると、相対的には商

模が大きい商

よさそうである。これに対して、
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活性化度との関係では、必ずしも商圏人口規模の大きさとは相関性はなさそうである。活性

化が確かである商店街の商圏人口規模は、20～30 万人未満に集まっており、特に 1 万人未

満であっても活性化している商店街はある。 
 
②近隣人口動向    表 2-6

駅周辺

駅前）型

住宅背
サイド その他

8

1

合計
型

地（除く
景型

駅周辺型が 2 割強で続く。現況別で 
も中心市街地型がもっと多く、

駅周辺型がこれに続いている
中心市街 ロード

Q9商店街立地環境

101 23 30 38 5
100.0 24.0 31.3 39.6 5.2

11 4 6 0 1
100.0 36.4 54.5 0.0 9.1

46 11 12 20 1
100.0 25.0 27.3 45.5 2.3

42 8 12 17 3
100.0 20.0 30.0 42.5 7.5

6 2 3 1 0
100.0 33.3 50.0 16.7 0.0

37 6 13 17 1
100.0 16.2 35.1 45.9 2.7

33 9 7 12 2
100.0 30.0 23.3 40.0 6.7

24 6 7 8 2
100.0 26.1 30.4 34.8 8.7

注）不明を除く。

Q2商店街
は活性化
しつつあ

る？

全くそう
思う

ややそう
思う

ややそう
思わない
全くそう
思わない

Q1商店街
の現況
は？

繁栄して
いる

停滞して
いる

衰退して
いる

全体

表 2-7 商店街の状況と立地環境 

型

101 21 50 13 7
100.0 21.2 50.5 13.1 7.1 8.1

11 3 5 0 2
100.0 27.3 45.5 0.0 18.2 9.1

46 10 22 8 4 2
100.0 21.7 47.8 17.4 8.7 4.3

42 8 23 4 1 5
100.0 19.5 56.1 9.8 2.4 12.2

6 0 3 0 1 1
100.0 0.0 60.0 0.0 20.0 20.0

37 12 16 5 1 3
100.0 32.4 43.2 13.5 2.7 8.1

33 5 21 2 4 1
100.0 15.2 63.6 6.1 12.1 3.0

24 4 10 6 1 3
100.0 16.7 41.7 25.0 4.2 12.5

注）不明は除く

Q1商店
街の現
況は？

繁栄して
いる

停滞して
いる

衰退して
いる

全体

Q2商店
街は活
性化し
つつあ
る？

全くそう
思う

ややそう
思う

ややそう
思わない
全くそう
思わない

増加し かわら 減少し わから
Q10近隣人口動向

合計
ている ない ている ないしているが 4 割弱で最も多く、これ

 商店街の状況と近隣人口動向 

近隣人口の動向は、全体では減少

商店街の立地環境は全体では中心

も多く、これに

駅

徒歩・自転車 

徒歩自転車によるアクセスは、「思う（全くそう思う＋ややそ

7％、「思わない」（ややそう思わない＋全くそう思わない）比率が 33％で

 

にかわらないと増加しているが続く

（表 2-6）。盛衰状況と人口動向とは

概ね正の相関性を読み取ることがで

きる。しかし活性化度との関係は一

義的には決まらないものの、弱い正

の相関がありそうである。 
 
③商店街立地環境 
 

市街地型が 5 割と最

（表 2-7）。傾向性を強いて言

えば、繁栄商店街は駅周辺型で

相対的に多いということであ

る。他の型ではこれといった特

徴を描くことができない。 
活性化度から見ても同様であ

るが、これも強いて言えば、

周辺型で活性化していると思

われる比率が相対的に高い。 
 
2-5 商店街へのアクセス 

①

 商店街へのアクセスのうち

う思う）比率が 6
あり、かなり多いということができる（表 2-8）。現況別では現況が良いほど、ほんのわずか

ではあるが、「思う」という比率が高くなる。活性化度との関係では、これといった傾向を
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合計
全くそう ややそう ややそう 全くそう

0

思う 思う 思わない 思わない

Q11徒歩自転車によるアクセスはかなり多い？

見出すことはできない。  表 2-8 商店街現況別アクセス手段（徒歩・自転車） 
 

②公共交通機関  
101 23 44 26 7

100.0 23.0 44.0 26.0 7.0
11 4 3 2 2

100.0 36.4 27.3 18.2 18.2
46 7 23 16

100.0 15.2 50.0 34.8 0.0
42 12 18 8 4

100.0 28.6 42.9 19.0 9.5
6 1 2 1 2

100.0 16.7 33.3 16.7 33.3
37 11 14 11 1

100.0 29.7 37.8 29.7 2.7
33 7 18 8 0

100.0 21.2 54.5 24.2 0.0
24 4 10 6 4

100.0 16.7 41.7 25.0 16.7
注）不明は除く。

Q2商店
街は活
性化し
つつあ
る？

全くそう
思う

ややそう
思う

ややそう
思わない
全くそう
思わない

Q1商店
街の現
況は？

繁栄して
いる

停滞して
いる

衰退して
いる

全体 

合計
思う 思う 思わない 思わない

47 25 7

3

2

全くそう ややそう ややそう 全くそう

Q13マイカーによるアクセスはかなり多い？

101 21
全体

では「思う」が 68％であ

り、高い（表 2-10）。現況

別では繁栄商店街の場合

は、停滞や衰退商店街に比

べて「思う」比率が相対的

に小さく現れる。活性化度

との関係では、特にこれと

いった傾向を読むことは

できない。  
 

④駐車場 

 駐車場が十分であるか
100.0 21.0 47.0 25.0 7.0

11 3 3 5 0
100.0 27.3 27.3 45.5 0.0

46 8 24 11
100.0 17.4 52.2 23.9 6.5

42 10 19 9 4
100.0 23.8 45.2 21.4 9.5

6 2 2 1 1
100.0 33.3 33.3 16.7 16.7

37 10 17 8 2
100.0 27.0 45.9 21.6 5.4

33 2 19 10
100.0 6.1 57.6 30.3 6.1

24 7 9 6 2
100.0 29.2 37.5 25.0 8.3

Q2商店
街は活
性化し
つつあ
る？

全くそう
思う

ややそう
思う

ややそう
思わない
全くそう
思わない

Q1商店
街の現
況は？

繁栄して
いる

停滞して
いる

衰退して
いる

合計
思う 思う 思わない 思わない

全くそう ややそう ややそう 全くそう

101 6 23 32 39
100.0 6.0 23.0 32.0 39.0

11 1 4 2 4
100.0 9.1 36.4 18.2 36.4

46 2 14 19 11
100.0 4.3 30.4 41.3 23.9

42 3 5 10 24
100.0 7.1 11.9 23.8 57.1

6 0 3 0 3
100.0 0.0 50.0 0.0 50.0

37 4 14 14 5
100.0 10.8 37.8 37.8 13.5

33 1 6 13 13
100.0 3.0 18.2 39.4 39.4

24 1 0 5 18
100.0 4.2 0.0 20.8 75.0

Q2商店
街は活
性化し
つつあ
る？

全くそう
思う

ややそう
思う

ややそう
思わない
全くそう
思わない

注）不明を除く。

Q1商店
街の現
況は？

繁栄して
いる

停滞して
いる

衰退して
いる

Q12公共交通機関によるアクセスはかなり多い？

全体

公共交通機関によるアク

は、全体

表 2-9 商店街の現況とアクセス手段（公共交通機関） 

街の現況とマイカ

ーによるアクセス 

は、全

体

 表 2-10 商店街の現況とマイカーによるアクセス 

 

いえば、「思わない」と

セスの多さについて

では「思わない」比率が 71％
と高い。現況別では現況が良

いほど、相対的ではあるもの

の、「思う」とする比率が高

くなる。活性化度との関係で

はさらにその傾向が強まる

（表 2-9）。 
 

 ③商店

マイカーによる商店街

へのアクセスの多さ

と

する比率が 63％と高い。

現況別では現況が良い商

店街ほど駐車場が相対的

に充実している。また活

性化度との関係では、こ
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合計
全くそう

思う
ややそう

思う
ややそう
思わない

全くそう
思わない

101 29 46 20
100.0 29.3 46.5 20.2 4.0

11 2 2 6 1
100.0 18.2 18.2 54.5 9.1

46 15 24 6 1
100.0 32.6 52.2 13.0 2.2

42 11 20 8 2
100.0 26.8 48.8 19.5 4.9

6 2 2 1 1
100.0 33.3 33.3 16.7 16.

37 12 14 11 0
100.0 32.4 37.8 29.7 0.0

33 9 18 3 3
100.0 27.3 54.5 9.1 9.1

24 6 12 5 0
100.0 26.1 52.2 21.7 0.0

Q2商店街
は活性化
しつつあ

る？

全くそう
思う

ややそう
思う

ややそう
思わない
全くそう
思わない

Q1商店街
の現況
は？

繁栄して
いる

停滞して
いる

衰退して
いる

全体
4

7

Q16来街者は女性が中心？

の性別構成は、76％
の商店街で女性が中

心であると思われて

いる（全くそう思う

＋ややそう思う）。現

況別では、繁栄商店

街は女性客が中心と

は「思わない」（やや

そう思わない＋全くそ

う思わない）とする比率が

合計
全くそう

思う
ややそう

思う
ややそう
思わない

全くそう
思わない

101 17 20 36 2
100.0 17.0 20.0 36.0 27.0

11 3 2 4 2
100.0 27.3 18.2 36.4 18.2

46 10 10 19 7
100.0 21.7 21.7 41.3 15.2

42 4 8 13 17
100.0 9.5 19.0 31.0 40.5

6 1 1 3 1
100.0 16.7 16.7 50.0 16.7

37 7 8 12 10
100.0 18.9 21.6 32.4 27.0

33 6 6 15 6
100.0 18.2 18.2 45.5 18.2

24 3 5 6 10
100.0 12.5 20.8 25.0 41.7

Q2商店
街は活
性化し
つつあ
る？

全くそう
思う

ややそう
思う

ややそう
思わない
全くそう
思わない

Q1商店
街の現
況は？

繁栄して
いる

停滞して
いる

衰退して
いる

Q14駐車場十分にある？

全体

れといった傾向を読み取るこ   表 2-11 商店街の現況と駐車場 
とは困難である（表 2-11）。

 

2-6 7

合計
10万人以

上
1万～10万
人未満

1千～1万
人未満

1百～1千
人未満

１百人未
満

101 0 4 33 41 1
100.0 0.0 4.1 34.0 42.3 19.6

11 0 1 6 3 0
100.0 0.0 10.0 60.0 30.0 0.0

46 0 3 19 19 5
100.0 0.0 6.5 41.3 41.3 10.9

42 0 0 8 19 1
100.0 0.0 0.0 20.0 47.5 32.5

6 0 0 4 2 0
100.0 0.0 0.0 66.7 33.3 0.0

37 0 3 11 19 3
100.0 0.0 8.3 30.6 52.8 8.3

33 0 1 13 10 8
100.0 0.0 3.1 40.6 31.3 25.0

24 0 0 5 10 8
100.0 0.0 0.0 21.7 43.5 34.8

Q2商店
街は活
性化し
つつあ
る？

全くそう
思う

ややそう
思う

ややそう
思わない
全くそう
思わない

Q1商店
街の現
況は？

繁栄して
いる

停滞して
いる

衰退して
いる

全体

  表 2-13 商店街の状況と来街者の性別構成 

9

3

街者規模Q15来

千～1 万人未満が 3 割強で第

2 位に来ている。盛衰との関

係ではやはり来街者規模が

大きい方が商店街の現況は

良くなるようである。活性化

度との関係でも概ね同様の傾向を読み取ることができる。ただしあくまでも相対的なレベル

での話である（表 2-12）。  表 2-12 商店街の現況と来街者規模 
 

 

商店街の状況と来街者 

商店街の来街者規模は、1

り、次いで 1

来街者の性別構成 

①来街者規模 
 

百～1 千人未満が 4 割強をし

めて第 1 位とな

②

 商店街での来街者

6 割強をしめていたが、停

滞商店街や衰退商店街で

は、やはり女性客が中心と

なっていた。活性化度との

関係では、いずれの場合も

女性客が中心であるが、活

性化度が低いほどその比

率が高くなるようである

 191



補章 2004 年商業集積に関する調査結果 

 

合計 全くそう
思う

ややそう
思う

ややそう
思わない

全くそう
思わない

101 35 50 12
100.0 35.0 50.0 12.0 3.0

11 1 1 7 2
100.0 9.1 9.1 63.6 18.2

46 16 27 3 0
100.0 34.8 58.7 6.5 0.0

42 17 22 2 1
100.0 40.5 52.4 4.8 2.4

6 1 0 4 1
100.0 16.7 0.0 66.7 16.7

37 16 14 6 1
100.0 43.2 37.8 16.2 2.7

33 10 21 2 0
100.0 30.3 63.6 6.1 0.0

24 8 15 0 1
100.0 33.3 62.5 0.0 4.2

Q2商店街
は活性化
しつつあ
る？

全くそう
思う
ややそう
思う
ややそう
思わない
全くそう
思わない

Q1商店街
の現況
は？

繁栄して
いる
停滞して
いる
衰退して
いる

全体

Q17来街者は中高年が中心？

（表 2-13）。   表 2-14 商店街の状況と来街者の年齢別構成 

 

③
3

合計
全くそう
思う

ややそう
思う

ややそう
思わない

全くそう
思わない

101 44 47 8 1
100.0 44.0 47.0 8.0 1.0

11 2 3 5 1
100.0 18.2 27.3 45.5 9.1

46 17 27 2 0
100.0 37.0 58.7 4.3 0.0

42 24 17 1 0
100.0 57.1 40.5 2.4 0.0

6 1 1 3 1
100.0 16.7 16.7 50.0 16.7

37 14 20 3 0
100.0 37.8 54.1 8.1 0.0

33 14 17 2 0
100.0 42.4 51.5 6.1 0.0

24 15 9 0 0
100.0 62.5 37.5 0.0 0.0

Q2商店
街は活
性化し
つつあ
る？

全くそう
思う

ややそう
思う

ややそう
思わない
全くそう
思わない

Q1商店
街の現
況は？

繁栄して
いる

停滞して
いる

衰退して
いる

全体

につれて、固定客比率はぐんと高くなる（表 2-15）。 

Q18来街者は固定客が中心？ 商店街の固定客比率は、

年齢別構成   

者の 別構

活性化度との関係では、最も活性化している商店街では中高年

固定客比率   表 2-15 商店街の状況と来街者の固定客比率 

来街者の多い曜日 

平日と休日とに分けて尋ねてみると、全体ではほぼ半々であった。現

況

 商店街の来街 年齢

成をみると、全体では中高年

が中心であると「思う」比率

が 85％に達している。現況

別では繁栄商店街が「思わな

い」とする比率が 8 割強であ

り、停滞・衰退商店街とは対

極をなしている。停滞･衰退

商店街は 9 割以上が中高年

が中心であると思っている。

が中心とは「思わない」比率が 8 割強である。やや活性化している商店街では中高年比率が

高くなり、活性化度が弱い商店街では、ほとんどが中高年となっている（表 2-14）。 
 
④

全体ではそう思われてお

り、「思う」比率は 9 割強

となっている。しかし繁

栄商店街では「思わない」

比率が 55％になってい

る。現況が良くない商店

街ほど固定客比率が高く

なっている。活性化度別

でも同様の傾向があり、

活性化している商店街で

は固定客比率が小さいも

のの、活性化度が低くなる

 
⑤

来街者の多い曜日を

別でみると、繁栄商店街では休日の方が多いと「思う」比率が 9 割と非常に高いが、停滞

商店街ではほぼ半々になり、衰退商店街では「思わない」比率が 7 割弱となる。活性化度と

の関係でも同様な傾向をみることができる。最も活性化している商店街は休日の方が多いと
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合計
全くそう

思う
ややそう

思う
ややそう
思わない

101 11 16 28
100.0 20.0 29.1 50.9

11 4 5
100.0 40.0 50.0 10.0

46 2 10 14
100.0 7.7 38.5 53.8

42 5 1
100.0 26.3 5.3 68.4

6 1 3
100.0 25.0 75.0 0.0

37 8 8
100.0 33.3 33.3 33.3

33 2 3
100.0 11.1 16.7 72.2

24 0 2
100.0 0.0 22.2 77.8

Q2商店街
は活性化
しつつあ

る？

全くそう
思う

ややそう
思う

ややそう
思わない
全くそう
思わない

注）Q19では「全くそう思わない」は皆無であった。

Q1商店街
の現況
は？

繁栄して
いる

停滞して
いる

衰退して
いる

全体

Q19来街者は平日より休日の方が多

「思う」比率が 100％であるのに   表 2-15 商店街の状況と来街者の多い曜日 
対して、やや活性化している商

1

13

0

8

13

7

い？

合計
思う 思う 思わない 思れている。しかし停

全くそう ややそう ややそう 全くそう
わない

Q20商店街間回遊性がある

101 6 14 47 33
100.0 6.0 14.0 47.0 33.0

11 4 1 5 1
100.0 36.4 9.1 45.5 9.1

46 2 8 25 11
100.0 4.3 17.4 54.3 23.9

42 0 5 16 21
100.0 0.0 11.9 38.1 50.0

6 1 1 3 1
100.0 16.7 16.7 50.0 16.7

37 4 6 21 6
100.0 10.8 16.2 56.8 16.2

33 1 5 18 9
100.0 3.0 15.2 54.5 27.3

24 0 2 5 17
100.0 0.0 8.3 20.8 70.8

Q2商店街
は活性化
しつつあ

る？

全くそう
思う

ややそう
思う

ややそう
思わない
全くそう
思わない

Q1商店街
の現況
は？

繁栄して
いる

停滞して
いる

衰退して
いる

全体

Q21商店街内回遊性がある

合計
思う 思う 思わない 思わない

101 3 32 42 2
100.0 3.1 33.0 43.3 20.6

11 2 3 4 0
100.0 22.2 33.3 44.4 0.0

46 1 22 19 4
100.0 2.2 47.8 41.3 8.7

42 0 7 19 15
100.0 0.0 17.1 46.3 36.6

6 0 3 1
100.0 0.0 75.0 25.0 0.0

37 3 15 15 3
100.0 8.3 41.7 41.7 8.3

33 0 10 18 5
100.0 0.0 30.3 54.5 15.2

24 0 4 8 12
100.0 0.0 16.7 33.3 50.0

Q2商店
街は活
性化し
つつあ
る？

全くそう
思う

ややそう
思う

ややそう
思わない
全くそう
思わない

Q1商店
街の現
況は？

繁栄して
いる

停滞して
いる

衰退して
いる

全体

全くそう ややそう ややそう 全くそう

0

0

店

-7 回遊性 

遊性 
尋ねてみ

 
   表 2-16 商店街の状況と商店街間回遊性 

 表 2-17 商店街の状況と商店街内回遊性 

率

街ではこれが 7 割弱になり、

あまり活性化していない商店街

では 3 割弱、そして全く活性化

していな商店街では 2 割強にと

どまっている（表 2-15）。 
 
2

①商店街間の回

 商店街間の回遊性を

ると、全体としては「ある」と「思

わない」比率が 8 割と高い。現

況別でみると、繁栄商店街は回遊

性が全くあると思うとする比率が

36％と相対的に高く現

滞・衰退商店街では「あ

る」と「思わない」比

率がいずれも 9 割弱と

なっている。  
これを活性化度の視点

から見ても、ほぼ同様

なことがいえる。活性

化度が最も高い商店街

では「ある」と「思う」

比率は 3 割強である。

最も低い商店街では 
1 割弱にとどまるの

みならず、全く回遊性

がないと思われる比

が 7 割をしめている

（表 2-16）。 
 

②商店街内回遊性 
 商店街内の回遊性は
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商店街間の回遊性と同様の傾向を持

合計
法定協
同組合

任意組
合

商人会
程度

未組織

101 38 34 20 2
100.0 40.4 36.2 21.3 2.1

2 0

Q25商店街組織

全体

11 3 6繁栄してが続く。現況別では繁 店街
100.0 27.3 54.5 18.2 0.0

46 25 9 7 0
100.0 61.0 22.0 17.1 0.0

42 10 19 10 2
100.0 24.4 46.3 24.4 4.9

6 3 3 0 0
100.0 50.0 50.0 0.0 0.0

37 14 11 6 1
100.0 43.8 34.4 18.8 3.1

33 17 8 8 0
100.0 51.5 24.2 24.2 0.0

24 4 12 6 1
100.0 17.4 52.2 26.1 4.3

Q2商店
街は活
性化し
つつあ
る？

全くそう
思う

ややそう
思う

ややそう
思わない
全くそう
思わない

Q1商店
街の現
況は？

いる
停滞して

いる
衰退して

いる

合計 全くそう ややそう ややそう 全くそう
Q28リーダーシップがある

思う 思う 思わない 思わない

101 21 43 26 8
100.0 21.4 43.9 26.5 8.2

11 2 4 3 1
10.0

6

0

全体

Q1商店
街の

繁栄して
100.0 20.0 40.0 30.0現 いる全体では「ややそう思う

46 11 24 11 0
100.0 23.9 52.2 23.9 0.0

42 8 15 12
100.0 19.5 36.6 29.3 14.6

6 0 3 2 1
100.0 0.0 50.0 33.3 16.7

37 13 17 4 1
100.0 37.1 48.6 11.4 2.9

33 6 15 12
100.0 18.2 45.5 36.4 0.0

24 2 8 8 6
100.0 8.3 33.3 33.3 25.0

況は？ 停滞して
いる
衰退して
いる

Q2商店
街は活
性化し
つつあ
る？

全くそう
思う
ややそう
思う
ややそう
思わない
全くそう
思わない

つが、それ以上に鮮明となる。全体では、商店街内の回

遊性があると「思わない」とする比率は 67％であり、「そう思う」の 36％をかなり上回って

繁栄商店街は回遊性があると「思う」比率が 55％と過半をしめ、特に「全

街組織      表 3-1 商店街の状況と商店街組織 

商店街組織は全体では法定

同組合が 40％をしめて最も

％

栄商

  表 3-2 商店街の状況とリーダーシップ 

るかどうかを尋ねてみると、

」が

そ

いる。現況別では、

くそう思う」22％の比率は相対的にではあれ、停滞商店街の 2％をかなり上回る水準にある。

停滞商店街でも回遊性があると「思う」比率が半分弱をしめている。しかし衰退商店街では

回遊性があると「思わない」比率が 83％に達している。活性化度別でもほぼ同様なことがい

え、活性化度が高いほど、商店街内での回遊性が高くなる（表 2-17）。 
 
 
３ 商店街の主体性 

3-1 商店

 

協

多く、これに任意組合の 36

では任意組合が過半数をしめ

ている。停滞商店街では法定協

同組合が 6 割をしめ、衰退商店

街では任意組合が最も多かっ

た。つまり商店街組織の状況と

商店街の現況とはこれといっ

た関係性を見つけることがで

きない。同様なことは活性化度

との関係についてもいえる。 
 
3-2 リーダーシップ  

①商店街のリーダーシップ 

商店街にリーダーシップが

あ

44％で最も多く、これに「やや

う思わない」が 27％で続く

が、「思う」か「思わない」で

分ければ、「思う」方が 65％を

しめることになる。現況別では

特にこれといった傾向を読む
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ことはできない。また活性化度の関係でも、一義的な傾向性を読み取ることはできない。 
 
②商店街のリーダー 表 3-3 

年齢（計） 36
３０歳代 10

19４０歳代50歳代 37ダーは、年齢的に
５０歳代 1
６０歳代 0
７０歳代 1
不詳 5

業種別（計） 31
楽器屋 4
酒屋 2
飲食店 2
ブティック 2
美容室 2
花屋 2
魚屋 1
鉄筋屋 1
コーヒー店 1
鞄店 1
クリーニング屋 1
衣料品店 1
おもちゃ屋 1
サービス業 1
ペットショップ 1
時計宝石眼鏡屋 1
米屋 1
肉屋 1
温泉銘菓店 1
靴屋 1
スポーツ用品店 1
ホテル 1
自転車バイク店 1

注）回答商店街のみ集計

年齢層（計） 81
40歳代 7

60歳代 20
70歳代 6
不詳 11

業種等（計） 65
酒屋 6
時計宝飾眼鏡店 3
飲食店 3
呉服店 3
市・町会議員 3
薬局 3
洋品店 3
菓子店 3
ガソリンスタンド 2
和菓子店 2
写真店 2
手芸店 2
印刷屋 1
仏壇仏具店 1
楽器店 1
健康ジュース専門店 1
居酒屋 1
毛皮販売 1
パソコン店 1
化粧品店 1
デパート 1
ドーナツ店 1
婦人服化粧品店 1
味噌屋 1
貴金属店 1
ＴＭＯ社長 1
日本茶店 1
衣料品店 1
家具店 1
米屋 1
鉄板焼店 1
花屋 1
制帽店 1
寿司屋 1
肉屋 1
日用品店 1
漬物店 1
楽器屋 1
せんべい店 1
パン店 1
電気工事店 1
履物店 1

注）有効回答商店街のみ

30歳代の化粧品店の娘さん
40～50歳代の奥さん達、班で行っている
歳代の電40 気屋奥さん 女性部は 50 歳

40歳代弁当屋
50歳代印章専門店
50歳代の魚屋さんのおかみさん
50歳代の時計やの奥さん
50歳代のトラック業会の奥様
50歳代の肥料屋の奥さん
50歳代の宝石店の奥さん
50歳代花屋の奥さん
50歳代のブティックの店主さん
50歳代の八百屋の奥さん
60歳代靴屋の奥さん
60歳代肉屋の奥さん
60歳代の畳屋の奥さん
60歳代の農材屋
60歳代のイベントの援助
60歳代のブティック経営者
酒屋のおかみさん、薬屋のおかみさん

12％にとどまっている。Ｎ

商店街のリーダー  表 3-4 商店街青年部 

 商店街のリー

歳代が

   表 3-5 商店街女性部 

  
活動 

 商店街におけ

13％に、そして「立ち上げる予定はある」も

 

は 50 歳代が最も

多く、これに 60
歳代が続いてい

る（表 3-3）。業

種別でみると、酒

屋、時計宝飾眼鏡

店、飲食店、呉服

店、市町村議員、

薬局、洋品店、菓

子店などが比較

的多い。 
 青年部のリー

ダーは 40
最も多く、これに

30 歳代が続いて

いる。業種別では

楽器屋が多くな 
る（表 3-4）。  

  

代の自営業者の

奥さんが多い（表

3-5）。 

③ＮＰＯ

るＮＰＯ活動は

ＴＭＯ活動より

遅れている。全体

では「すでに活動

している」割合は
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合計
すでに活
動してい

る

立ち上げ
る予定は

ある
ない

わからな
い

101 12 11 57 1
100.0 12.5 11.5 59.4 16.7

11 1 1 4 5
100.0 9.1 9.1 36.4 45.5

46 9 5 26 5
100.0 20.0 11.1 57.8 11.1

42 2 5 26 6
100.0 5.1 12.8 66.7 15.4

6 0 1 4 1
100.0 0.0 16.7 66.7 16.7

37 7 5 19 6
100.0 18.9 13.5 51.4 16.2

33 5 3 17 6
100.0 16.1 9.7 54.8 19.4

24 0 2 17 3
100.0 0.0 9.1 77.3 13.6

Q40商店街活動と関係するＮＰＯは？

全体

Q1商店
街の現
況は？

繁栄して
いる

停滞して
いる

衰退して
いる

Q2商店
街は活
性化し
つつあ
る？

全くそう
思う

ややそう
思う

ややそう
思わない
全くそう
思わない

ＰＯが「ない」とする比  表 3-6 商店街の状況とＮＰＯ活動 
率が 6 割弱となっている。

現況別では商店街の現況

とＮＰＯ活動との関係性

は明確ではない。このこ

とは

6

犬ネコ里親探し（動物愛護

「わからない」とする回

答比率が高く出たことの

影響と思われる（表 3-6）。

そこで「ない」とする比

率だけで比較すると、現

況が良い商店街ほどその

比率が低く出ており、弱

いながらも一定の関係性

はみられそうである。商店街の活性化度との関係はといえば、その傾向性を読み取ることは

できない。   表 3-7 ＮＰＯの活動 
 ＮＰＯの具体的な ）

イベントでの共同立ち上げ(主として商工会議所関連）
いわてＮＰＯセンターが組合に加入しており、連携姿勢が出来つつ
あり、組合でも今迄にない会員として歓迎
市と連携して大型店の再生
商工会主体の活動、水海道ＴＭＯの構造
商店街サポータークラブ
身体不従者の店舗あり、ＮＰＯで実施中
チャンプ、ＣＡＮ、あーべ
酒田NPO支援センターの運営
酒田NPO事務局（商工会議所）、8/6　酒田まちなかキャンパス事業
「花の郷夢工房」（桜の植樹、ハス祭り）商店街にハスの花を飾る
キッチンサロン、野菜の産直
花いっぱい運動

繁栄商店街において

性化の担

 Organization、まちづくり会社）、NPO(Non-Profitable Organiza- 

活動を見るとまだ直

接的な経済的活動の

担い手には成長して

いないことがわかる

（表 3-7）。 

①ＴＭＯ 

 商店街活

い 手 と し て TMO
（Town Management
tion、非営利法人)などが注目を集めている。 表 3-8 商店街の状況とＴＭＯ活動 

合計
積極的で
ある

それなり
である

ほとんど
ない

まったく
ない

101 15 20 35
100.0 15.8 21.1 36.8 26.3

11 2 3 4 2
100.0 18.2 27.3 36.4 18.2

46 8 10 15
100.0 18.2 22.7 34.1 25.0

42 5 7 15 12
100.0 12.8 17.9 38.5 30.8

6 2 2 0 2
100.0 33.3 33.3 0.0 33.3

37 8 9 11 9
100.0 21.6 24.3 29.7 24.3

33 4 7 14 5
100.0 13.3 23.3 46.7 16.7

24 1 2 10 9
100.0 4.5 9.1 45.5 40.9

全体

Q1商店
街の現
況は？

繁栄して
いる

停滞して
いる

衰退して
いる

Q2商店
街は活
性化し
つつあ
る？

全くそう
思う

ややそう
思う

ややそう
思わない
全くそう
思わない

Q39事業としてのTMOの活動は？ 事業としてのＴＭＯ

活動がどれくらい活発

であるかについては、

全体では「ほとんどな

い」が 37％で最も多く、

これに「まったくない」

が 26％で続いている。

商店街の現況別でみる

と、現況が良い商店街

25

11

 196



補章 2004 年商業集積に関する調査結果 

 

ほど、ＴＭＯ活動が「ある」（それなりにある＋積極的である）とする比率が、関係性は弱

いものの、高くなる。活性化度との関係では、この関係性はより強く現れている。活性化度

がかなり高い商店街では、ＴＭＯ活動が「ある」とする比率が 3 分の 2 をしめており、他方、

活性化度がかなり弱い商店街では、ＴＭＯ活動が「ない」（ほとんどない＋まったくない）

が 86％をしめている。 
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４ 商店街活動とその評価 

4-1 商店街の空洞化対策 

①空き店舗対策    表 4-1 商店街の状況と空き店舗対策 

合計
実施して
いる

実施してい
ないが予定

はある

実施予定
はない

わからな
い

101 29 21 36 5
100.0 31.9 23.1 39.6 5.5

11 6 1 2 1
100.0 60.0 10.0 20.0 10.0

46 14 13 14 2
100.0 32.6 30.2 32.6 4.7

42 9 7 19 2
100.0 24.3 18.9 51.4 5.4

6 3 0 2
100.0 60.0 0.0 40.0 0.0

37 14 9 10 3
100.0 38.9 25.0 27.8 8.3

33 10 7 10 1
100.0 35.7 25.0 35.7 3.6

24 2 5 14 1
100.0 9.1 22.7 63.6 4.5

Q37空き店舗対策

全体

Q1商店
街の現
況は？

繁栄して
いる

停滞して
いる

衰退して
いる

Q2商店
街は活
性化し
つつあ
る？

全くそう
思う

ややそう
思う

ややそう
思わない
全くそう
思わない

 商店街の最大の課題は空洞化対

策である。空き店舗対策は全体で

は「実施している」比率が 32％に

とどまっている。「実施する予定が

ある」23％を加えることによって

やっと 5 割をこえる。現況別で見

ると、「実施している」比率は現況

が良い商店街ほど高く、繁栄商店

街では 60％に達する。もちろん繁

栄商店街でも「実施予定はない」

が 2 割をしめている。活性化度別

で見ると、活性化している商店街

ほど「実施している」比率は高く、逆に「実施予定がない」比率は低く出ている（表 4-1）。 

0

 
②実施効果   表 4-2 商店街の現況と空き店舗対策の実施効果 

合計 あった なかった
どちらとも
いえない

101 20 3 12
100.0 57.1 8.6 34.3

11 4 0 2
100.0 66.7 0.0 33.3

46 12 1 3
100.0 75.0 6.3 18.8

42 4 2 7
100.0 30.8 15.4 53.8

6 2 0
100.0 66.7 0.0 33.3

37 11 1 6
100.0 61.1 5.6 33.3

33 6 0 4
100.0 60.0 0.0 40.0

24 1 2 1
100.0 25.0 50.0 25.0

Q38空き店舗対策の実施効果

全体

Q1商店
街の現
況は？

繁栄して
いる

停滞して
いる

衰退して
いる

Q2商店
街は活
性化し
つつあ
る？

全くそう
思う

ややそう
思う

ややそう
思わない
全くそう
思わない

 空き店舗対策の実施効果は全体

としては「あった」が 57％で第 1
位にきており、これに「どちらと

もいえない」34％が続いた。現況

別でみると、「あった」とする比率

は繁栄商店街 67％よりも停滞商店

街 75％の方が高く現れている。ま

た活性化度別で見ると、活性化が

最も弱い商店街を除けば「あった」

とする比率が 6 割台にあった。正

の相関性があると見ることができ

よう（表 4-2）。 

1

 

4-2 商店街活動  

 総括的に商店街活動が活発であるかと問われれば、全体としては「ややそう思う」が 53％
で最も多くなる。現況別では商店街の現況が良いほど「思う」比率は高くなる。また活性化

度との関係でも「思う」とする比率は「活性化しつつある」と「思う」比率と正の相関性を

示している（表 4-3）。    
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4-2 補助事業の実施と効果  表 4-3 商店街の状況と商店街活動 

合計
全くそう

思う
ややそう

思う
ややそう
思わない

全くそう
思わない

101 15 52 23
100.0 15.2 52.5 23.2 9.1

11 4 7 0 0
100.0 36.4 63.6 0.0 0.0

46 8 29 6 2
100.0 17.8 64.4 13.3 4.4

42 3 16 17
100.0 7.1 38.1 40.5 14.3

6 3 3 0
100.0 50.0 50.0 0.0 0.0

37 5 25 5 1
100.0 13.9 69.4 13.9 2.8

33 6 15 10
100.0 18.2 45.5 30.3 6.1

24 1 9 8 6
100.0 4.2 37.5 33.3 25.0

Q29商店街活動が活発である

全体

Q1商店
街の現
況は？

繁栄して
いる

停滞して
いる

衰退して
いる

Q2商店
街は活
性化し
つつあ
る？

全くそう
思う

ややそう
思う

ややそう
思わない
全くそう
思わない

①補助事業の実施 

 商店街における補助事

業をみると、全体では実施

したのは 3割にとどまった。

商店街の現況別では、「実

施していない」比率で見る

限り、現況が良好なほどそ

の比率が小さい。しかし

「実施した」比率は、その

逆の関係にはなっていな

い。活性化度でみても、一

義的な関係を説明するこ

とはできない（表 4-4）。   表 4-4 商店街の状況と補助事業実施の有無 

9

6

0

2

 
合計 実施した

実施して
いない

わからな
い

101 30 58 11
100.0 30.3 58.6 11.1

11 3 5 3
100.0 27.3 45.5 27.3

46 16 26 3
100.0 35.6 57.8 6.7

42 11 26 5
100.0 26.2 61.9 11.9

6 2 4 0
100.0 33.3 66.7 0.0

37 14 19 4
100.0 37.8 51.4 10.8

33 9 21 2
100.0 28.1 65.6 6.3

24 5 14 5
100.0 20.8 58.3 20.8

Q30補助事業実施の有無

全体

Q2商店
街は活
性化し
つつあ
る？

全くそう
思う

ややそう
思う

ややそう
思わない
全くそう
思わない

Q1商店
街の現
況は？

繁栄して
いる

停滞して
いる

衰退して
いる

②補助事業の実施効果 

 補助事業の実施効果については、

回答数が非常に少ないので、注意

していただきたいが、全体では「来

街者・売上ともに増えない」が 4
割をしめた。ただし現況別ではや

はり繁栄商店街では「来街者・売

上ともに増えた」が多く、停滞・

衰退商店街では「来街者・売上と

もに増えない」が最も多かった。

活性化度別では、これも回答数が

少ないので注意が必要だが、 表 4-5 商店街の現況と補助事業の実施効果 

合計
来街者・
売上とも
に増えた

来街者は
増えたが
売上は増
えない

来街者・
売上とも
増えない

わからな
い

101 5 5 12 8
100.0 16.7 16.7 40.0 26.7

11 2 1 0 0
100.0 66.7 33.3 0.0 0.0

46 3 1 8 4
100.0 18.8 6.3 50.0 25.0

42 0 3 4 4
100.0 0.0 27.3 36.4 36.4

6 2 0 0
100.0 100.0 0.0 0.0 0.0

37 1 3 5 4
100.0 7.7 23.1 38.5 30.8

33 2 0 6 1
100.0 22.2 0.0 66.7 11.1

24 0 2 1 3
100.0 0.0 33.3 16.7 50.0

Q31補助事業の実施効果

全体

Q1商店
街の現
況は？

繁栄して
いる

停滞して
いる

衰退して
いる

Q2商店
街は活
性化し
つつあ
る？

全くそう
思う

ややそう
思う

ややそう
思わない
全くそう
思わない

活性化度と実施効果とは

正の相関関係にあると思

われる（表 4-5）。 
具体的な事例としては、

道路整備、修景リニュー

アル、街路灯、コミュニ

ティ施設、アーケード施

設などであるが、来街

者・売上高ともに増えた
0
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という効果があったのは、「伝統的な外装整備＝修景」、コミュニティ施設などであった。ハ

ード整備とはいいながらソフト事業も回答の中には含まれており、「ストリートライブの資

金援助」「イセル歓迎イベント」などは来街者・売上高ともに増えたという効果が見られた。

ただしこれらは繁栄ないしは停滞商店街におけるものである。衰退商店街では「イルミネー

ション事業」が見られたが、売上高の増加にはつながっていない（表 4-6）。 
表 4-6 商店街現況別ハード事業とその実施効果（事例） 

 事 業 内 容 効果
空き店舗活用、各店舗への補助（伝統的な外装にする場合） 1
イベント事業、イセル歓迎イベント 1
昭和61年の8．5水害の影響に伴う道路整備 2
道路の整備、4億5千万円 1
ストリートライブの資金援助 1
コミュニティー施設 1
アーケード建設事業 2
集積区域整備事業 3
店舗の補修を兼ねたリニューアル 3
ハード面は完成、イベント会場もあり 3
街路灯をたてた(補助金) 3
集積事業34億円、今年の3月で終了 3
商店街道路、歩道の舗装 3
七夕、秋祭、地図作り 3
アーケード施設 3
パソコン教室 4
イベントetc. 4
H.11にアーケード改修 4
アーケードのリニューアル 4
平成になって２大事業が終了 4
１年に１度オランダ祭りを開く 2
空き店舗の整備 2
駅前のイルミネーション（クリスマス） 2
イルミネーション事業 3
近代事業（昭和30年代～今年の３月で終了） 3
歩行者天国 3
歩道、車道の整備 3
街路灯 4
街路燈の作成、設置 4
本間病院の再事業開発 4
歩道、整備、電線地中化 4

４＝わからない
注2）事業内容回答商店街のみ。

注１）効果については、無回答は「わからない」に含めた。
１＝来街者・売上とも増えた
２＝来街者は増えたが、売上は増えない
３＝来街者・売上とも増えない

繁
栄

停
滞

衰
退

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

4-3 ソフト事業 

①ソフト事業の実施効果   

ソフト事業の実施にかかわる効果は補助事業よりも効果があったようである。商店街全体

では「来街者は増えたが売上は増えない」が 36％と最も多かったが、「来街者・売上とも増
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えない」の 12％よりも「来街者・売上とも増えた」方が 29％と高く現れていることからも

わかる。これを現況別で見る 4-6 商店街の状況とソフト補助事業実施効果 

合計
来街者・
売上とも
に増えた

来街者は
増えたが
売上は増
えない

来街者・
売上とも
増えない

わからな
い

101 22 27 9
100.0 28.9 35.5 11.8 23.7

11 7 1 0 1
100.0 77.8 11.1 0.0 11.1

46 8 16 5 10
100.0 20.5 41.0 12.8 25.6

42 7 10 4 7
100.0 25.0 35.7 14.3 25.0

6 5 0 1 0
100.0 83.3 0.0 16.7 0.0

37 8 12 5 5
100.0 26.7 40.0 16.7 16.7

33 5 11 2 10
100.0 17.9 39.3 7.1 35.7

24 4 4 1 3
100.0 33.3 33.3 8.3 25.0

Q32ソフト事業の実施効果

全体

Q1商店
街の現
況は？

繁栄して
いる

停滞して
いる

衰退して
いる

Q2商店
街は活
性化し
つつあ
る？

全くそう
思う

ややそう
思う

ややそう
思わない
全くそう
思わない

と、繁栄商店街と停滞・衰

退商店街との間で大きな

裂け目がある。繁栄商店街

では「来街表 者・売上

ともに増えた」が 78％に達

するのに対して、停滞・衰

退商店街では 2割台にとど

まった（表 4-6）。活性化度

別では、さらにこのことが

明確となる。活性化度の最

も高い商店街では「来街

者・売上ともに増えた」が

83％で第 1 位にきている。

ただし活性化度と事業実施効果は一義的に決まるものでもない。 

18

 ソフト事業の具体例をみると（表 4-7）、現況別にかかわらず、イルミネーションやナイト

バザール、「よ市」、夕市など夕方から夜にかけてのイベント、及び大芸道フェスティバルや

よさこいジャズライブ、黒潮よさこい、ストリートライブなど若者向きの新しいイベント、

及び割引券・サービス券・ラッキーセールといったプレミア付きのイベントなどは来街者・

売上高ともに増加している。しかし年末年始・お盆・ほおづき市・七夕祭り・秋祭りなどの

伝統的なイベントや温泉・観劇招待、歩行者天国などでは、来街者も売上高も増加させるこ

とができない。フリーマーケットやスタンプラリー、ポイントカードなどは、来街者を増や

すことができても、売上高を増やす効果までは出てきていないようである。花いっぱい運動、

笑店街、近郊の産直販売、駅前仮想盆踊り、町の物産展などについては、まだその効果がど

のようなものになるのかが把握されていない。 
 
②高齢者対策と効果 

 高齢者対策は商店街全体では「ある」（それなりにある＋積極的である）が 55％であり、

「ない」（ほとんどない＋まったくない）の 45％を上回っている。現況別でみると、おおよ

そ現況が良い商店街ほど高齢者対策に積極性を読むことができよう。繁栄商店街では「積極

的である」と「ほとんどない」とが 36％で同率であり、停滞商店街では「それなりにある」

に 5 割以上が集中し、衰退商店街では「ほとんどない」が 38％であるとはいえ、第 1 位に

きている。活性化度別で見るとこのことがさらにはっきりする（表 4-8）。 
 効果はといえば、全体では「あった」46％と「どちらともいえない」43％とが接近して第

1 位と 2 位をしめている。「なかった」とする比率が 11％であることから、どちらかといえ 
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表 4-7 商店街現況別ソフト事業とその実施効果（事例） 

事 業 内 容 効果
イルミネーション 1
お祭り、売り出し 1
大道芸フェスティバル 1
よさこいやジャズライブ、SLが走る時期にはSLに乗った人への商店街のサー
ビス券の配布

1

わらじ祭り 1
春夏秋の祭り 1
新潟まつりの歳、弁天通でもイベント開催、新潟食の陣など 1
8月初旬「七夕祭」太鼓の競演・ゲーム大会・飲食コーナー 2
「夏の夜市」：各店が路面を歩行者天国にして、各店がそこで夜市を開催 1
青空市、夏祭り、びっくり市 1
コンサート 1
ジャンジャンまつり（歳末大売出し） 1
商店街のメイン事業の一つ路上買い物市「よ市」の30周年記念イベント展開 1
消費者モニター調査事業、ナイトバザール、フリーペーパーの発刊 1
ストリートライブ、桜祭り、黒潮よさこい祭り、港スタンプラリー 1
地域作りサポート事業、地産地消 1
スタンプラリー、盆踊り 2
青年部育成強化事業団 2
七夕祭り 2
夏のお祭りでのイベント、たんせ市への参加 2
夏祭り、桜祭り、文化祭 2
花祭り、売り出し（大規模、毎年やっている） 2
春祭り、アニバーサリー(何周年)、セール 2
フリーマーケット 2
ポイントカード 2
ほおすも市 2
宮古秋は美味しぞ大会(地場産品）、ハートフルフェスタ（障害者とのタイ
アップ）

2

雷神夜市 2
稲荷市（神社で市を行った） 2
夏まつり、どんしゃんまつり、寒だらまつりクリスマスセール、お年玉セー
ル、まちづくり研修会、ビデオ研修会、インターネット無料体験施設の開
設、中心商店街活性化講演会

2

酒田港まつり 2
年末福引、四商店街合同 2
7月30日（花火から七夕、花市、ほうずき市）、祭りなど、冬売り出し 3
人材確保推進事業（店用能力開発機構） 3
年末年始、お盆の売り出し 3
七夕絵画展、七夕祭、秋祭 3
（絵画の道）：高校生の絵画展 4
共同宣伝、売り出し、駐車権、清掃、購買、機関紙 4
夏に祭りのイベント 4
花いっぱい運動 4
春祭り、ちょうちん時代祭り 4
ポイント事業などをやっている 4
雇用促進事業、パソコン講習、経営者の意識向上、アンケート調査、視察団 4
笑店街というイベント 4
長町バザール大バザール（祭、年5回）、近郊の産直販売 4
商店街近代化講習会、及び講演会 4

繁
栄

停
滞
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「あやめ祭り」の際に出てくる、割引券など 1
イルミネーションナイトバザール、17時から21時営業と商店街電飾 1
いわい牛まつり、夜市、年末売り出し 1
七夕祭り、えびすこう祭り 1
プレミアム付商品券の発行 1
夕市(夏） 1
ラッキーセール 1
江戸前大市→商店街の大売出し。 2
ふれあいスタンプ：買った金額ごとにスタンプがもらえる 2
歩行者天国・美化運動（花を配る） 2
盆踊り大会 2
夕市、まつり 2
夕市、お祭り（秋、桜祭り） 2
夜市など夏祭り事業 2
七夕の飾り 2
商店街活性化支援事業 2
第15回太田市商業祭（子供からお年寄りまで楽しめる内容で、歩行者天国に
て実施。道路がイベント会場となる）

2

１年に１度「春一番セール」と題して、温泉・観劇招待 3
スタンプラリー 3
年２回歩行者天国、共同抽選会（売り出し） 3
ファイヤー祭り、おまつり、スタンプ 3
お祭り（地元）、商店街マップ配布 4
お祭り、スタンプ 4
雇用そくしん事業。商店がい活性化のための経営者意識のこうじょうをはか
るなど。

4

商工会を通じてネット宣伝 4
中央通りふれあい祭り（フリーマーケット、ウォークラリー、抽選会） 4
駅前仮装盆踊り高い 4

4
花咲かせたい活動 4
駅前仮装盆踊り 4
空き缶回収機設置、フリーマーケット、盆栽展示会、巨木写真展、ポイント
抽選会

4

町の物産展 4
注１）効果については、無回答は「わからない」に含めた。

１＝来街者・売上とも増えた
２＝来街者は増えたが、売上は増えない
３＝来街者・売上とも増えない
４＝わからない

注2）事業内容回答商店街のみ。

衰
退

 

ば「あった」ということに 表 4-8 商店街の状況と高齢者対策 

合計
積極的で

ある
それなり
である

ほとんど
ない

まったく
ない

101 14 41 35 1
100.0 14.0 41.0 35.0 10.0

11 4 2 4
100.0 36.4 18.2 36.4 9.1

46 5 25 15 1
100.0 10.9 54.3 32.6 2.2

42 5 14 16 7
100.0 11.9 33.3 38.1 16.7

6 2 2 1
100.0 33.3 33.3 16.7 16.7

37 5 20 9 3
100.0 13.5 54.1 24.3 8.1

33 4 12 17 0
100.0 12.1 36.4 51.5 0.0

24 3 7 8
100.0 12.5 29.2 33.3 25.0

Q33高齢者対策

全体

Q1商店
街の現
況は？

繁栄して
いる

停滞して
いる

衰退して
いる

Q2商店
街は活
性化し
つつあ
る？

全くそう
思う

ややそう
思う

ややそう
思わない
全くそう
思わない

なろう。現況別で見ると、

現況が良い商店街ほど高

齢者対策の実施効果が「あ

った」と回答する比率が高

い。また、活性化度でみる

と、この関係性がさらに明

確になる（表 4-9）。 

0

1

1

6
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表 4-9 商店街現況別高齢者対策の効果 

合計 あった なかった
どちらとも
いえない

101 28 7 26
100.0 45.9 11.5 42.6

11 5 1
100.0 71.4 14.3 14.3

46 14 2 18
100.0 41.2 5.9 52.9

42 9 4
100.0 45.0 20.0 35.0

6 3 0
100.0 75.0 0.0 25.0

37 12 3 11
100.0 46.2 11.5 42.3

33 8 1
100.0 36.4 4.5 59.1

24 5 3
100.0 55.6 33.3 11.1

Q34高齢者対策の実施効果

全体

Q1商店
街の現
況は？

繁栄して
いる

停滞して
いる

衰退して
いる

Q2商店
街は活
性化し
つつあ
る？

全くそう
思う

ややそう
思う

ややそう
思わない
全くそう
思わない

1

7

1

13

1

高齢者対策を事例的に見ると、

事業としては道路やトイレのバ

リアフリー化ないしはユニバー

サルデザイン化、ベンチや椅子、

休憩所の設置・開設、カラオケ大

会やお茶のサービス、無料を含め

た宅配事業や送迎、街なかタクシ

ーの導入、さらには老人ホーム慰

問など、その活動の範囲が広くな

ってきている（表 4-10）。その効

果も、商店街へのアクセス性の向

上とユニバーサル化による回遊

性の向上、コミュニケーション機会の増加などによって、高齢者買物客やリピータ、固定客

などの増加がもたらされ、売上の増加にもつながってきている。「安全」で「優しい対応」

が「喜ばれる」ことによって、また経済的効果が次第に見えてくることによって、「商店街

の意識の向上」に拍車がかかってきているようだ。もちろん繁栄商店街においては特に効果

の割合が高いが、停滞商店街であっても、衰退商店街であってもこうした取り組みは、売上

高の向上に結びついていくことがわかる。 
表 4-10 商店街現況別高齢者対策事例と効果 

事　業　内　容 効果 効 果 内　容
休憩所の設置 1 よく利用された
バリアフリー 1 高齢客が増えた
バリアフリー化、電話ボックスの設置 1 高齢者と障害者が安心して買い物できる
まず歩道が狭いので、高齢者には危険である 1 車いすでも通りやすくなる
店内に休憩・お茶飲みスペースを設けている 1 お互いに交流がはかれる。情報交換
バリアフリーでスロープかエレベーター 3
カラー歩道にする際に段差をなくした(バリ
アフリー)、街路灯の明かりを昔よりも明る
くした、冬場の道路の凍結を防ぐ

1 高齢者が通行しやすくなった

行政による無料バスの運行 1 買い物客の増加
商品の配達 1 喜んで貰える
スタンプラリー 1 コミュニケーションができた
送迎、配達 1 固定客になっていただいている
道路のバリアフリー化、70歳以上のシルバー
割引キャンペーン

1 感謝の声が寄せられている、単純に集客
増加

バリアフリー、高齢者向けサロン、車椅子の
貸し出し

1 サロン、車椅子の利用者が増えた

バリアフリー、ベンチの設置 1 来街者が楽に来れる
歩道にベンチを設置 1 お年寄りにやさしい商店街のイメージが

ついた
雪が溶ける歩道、店のトイレ使用可の表示 1 お年寄りのリピーター率が上がる
老人ホーム慰問 1 高齢者が生きがいを感じつつある
街なかタクシーの導入 1 回遊性が高まり、高齢者にやさしい対応

が増えた
宅配事業 1 売上増
無料休憩所の誘致 1 高齢者のお客様に喜ばれている。便利。

商店街の人の持ち回りでの店番によって
商店街の意識向上

停
滞
商
店
街

繁
栄
商
店
街
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代が変われるのに3代目少ない、各店のみで
できない

2

宅配事業 2
高齢者向けのカラオケ大会など、千姫記念
ホール開設事業、テーマ「おばあちゃんの遊
び場所」

3

段差を減らす。バリアフリー(トイレなど） 3
トイレ、ベンチ 3
認定救命士の配置をめざす 3
ハートフルフェスタ 3
配達 3
配達サービス 3
バリアフリーの建設の予定 3 まだ予定のため何とも言えない
ベンチを多く取り入れている 3
まだ研究段階である。（ユニバーサルデザイ
ン、ベンチの設置）

3

もともと階段などがない。椅子を置いてい
る。

3

計画段階だが、ITネットワークづくりなど 3
「よ市」そのものも高齢者向きとの評価はあ
るが、高齢者対策を意識しての取り組みはま
だない

4

お客さんにお茶をだしたり 1 親切な対応によって生まれた
介護用品の充実 1 介護用品の売上増加
自宅宅配サービス 1 年配の方の需要が増えた
送迎 1
送迎 1
来客者に対してしっかりと話しを聞く。 1 再び話しを聞いてもらったお店に来よう

と思わせる効果がある。
高齢者向けの宅配、バリアフリー 1 売り上げが伸びた
視覚障害者のための歩道、ベンチ 1 ベンチで休んで、商店街に長居してくれ

る
配達（宅配） 1 リピーターとなる
なんバザホール事業、休憩所の設置 2 お年寄り(遠くからの)が買い物して安心

して休める場所の提供・トイレ
オアシスサービス運動の実施 3
だんさをなくしたりしてバリアフリーをおこ
なっているが、まだ不完全

3

ハートフル事業 3
バリアフリー化 3
桑折町として歩道の整備、「休んでがん
しょ」各協力店が店先でお茶や休憩所を提供
などのサービスを行う

3

宅配事業 3

４＝わからない
注2）事業内容回答商店街のみ。

停
滞
商
店
街

注１）効果については、無回答は「わからない」に含めた。
１＝来街者・売上とも増えた
２＝来街者は増えたが、売上は増えない
３＝来街者・売上とも増えない

衰
退
商
店
街

 

 
③環境問題への取り組みとその効果 

 商店街の環境対策への取り組みは、「ある」（積極的である＋それなりにある）が 62％をし

めた。高齢者対策より高い比率となった。現況別で見ると、現況が良い商店街ほど環境問題

への取り組みが積極的であること、また高齢者対策よりも積極的であることがわかる。活性
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化度との関係でも同様なことがいえる。 表 4-11 商店街現況別環境問題への取り組み 
（表 4-11）。 

合計
積極的で

ある
それなり
である

ほとんど
ない

まったく
ない

101 21 38 31
100.0 22.1 40.0 32.6 5.3

11 6 3 2
100.0 54.5 27.3 18.2 0.0

46 8 21 13 1
100.0 18.6 48.8 30.2 2.3

42 7 14 15 4
100.0 17.5 35.0 37.5 10.0

6 3 1 1
100.0 50.0 16.7 16.7 16.7

37 7 19 8 1
100.0 20.0 54.3 22.9 2.9

33 7 11 12 1
100.0 22.6 35.5 38.7 3.2

24 4 7 10 2
100.0 17.4 30.4 43.5 8.7

全体

Q35環境問題への取組

Q1商店
街の現
況は？

繁栄して
いる

停滞して
いる

衰退して
いる

Q2商店
街は活
性化し
つつあ
る？

全くそう
思う

ややそう
思う

ややそう
思わない
全くそう
思わない
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ごみ拾い 1 1
ゴミ清掃、エコステーション、風俗店がない 1 1
トレー、ペットボトル、空き缶のリサイクル 1 1
花を置いている 1 1
緑化事業 1 1
ごみひろい、植栽活動 2 1
1年に1回道路ゴミ拾い 1 3
ゴミ箱設置 2 3
歩道整備 2 3
空き缶、ペットボトルの回収ボックス、全国サミットを今年七日町
商店街で開催する

1 1

エコショップの登録とEM菌の普及 1 1
花壇の整備(年4回） 1 1
ごみの分別 1 1
ごみ拾い 1 1
ごみ広い、電化製品リサイクル 1 1

繁
栄
商
店
街

停
滞
商
店
街

5

0

1

合計 あった なかった
どちらとも
いえない

101 38 5 21
100.0 59.4 7.8 32.8

11 6 1 3
100.0 60.0 10.0 30.0

46 20 2 9
100.0 64.5 6.5 29.0

42 12 2 9
100.0 52.2 8.7 39.1

6 3 0
100.0 60.0 0.0 40.0

37 20 3 5
100.0 71.4 10.7 17.9

33 9 2 10
100.0 42.9 9.5 47.6

24 6 0 4
100.0 60.0 0.0 40.0

全体

Q1商店
街の現
況は？

繁栄して
いる

停滞して
いる

衰退して
いる

Q2商店
街は活
性化し
つつあ
る？

全くそう
思う

ややそう
思う

ややそう
思わない
全くそう
思わない

2

Q36環境対策の実施効果

 環境問題への取り組み効果は、

商店街全体としては「あった」が

59％と高く、「どちらともいえな

い」は 33％、「なかった」はわず

かに 8％にとどまった。ただし、

現況別で見ると、環境対策の効果

が「あった」のは、繁栄商店街

60％よりは停滞商店街 65％の方

であり、衰退商店街でも過半の

52％において効果が「あった」

と回答している。活性化度別では  表 4-12 商店街の状況と環境対策実施効果 
こうした傾向性を明確に読み取る

 

美化運動、緑化運動、ＥＭ菌など、取り組みが次第に多

 

ことはできない。最も活性化して

いる商店街と最も活性化していな

い商店街との回答構成がまったく

同一であったからである（表 4-12）。

 環境対策として商店街が行って

いるのは、ゴミ拾いが最も多く、

ゴミの分別だけでなく、ペットボ

トルなどの回収ボックスやごみス

テーションの設置、段ボール箱の

回収や家電リサイクル、エコマー

ク商品の取り扱い、エコショップ、

くなっており、その効果も目に見えるようになっている。繁栄商店街や停滞商店街で進んで

いるが、衰退商店街であっても効果は見込まれる（表 4-13）。 
表 4-13 商店街の具体的な環境対策

具体的事業 取組 効果
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掃除をする 1 1
エコマークの商品取り扱い、マイバッグの推進 2 1
街頭に花をつけた、美化運動 2 1
街路樹や花壇の設置 2 1
簡易放送 2 1
ごみの分別に力を入れている(再利用精神で） 2 1
ゴミの分別 2 1
ゴミ拾い運動 2 1
生活ごみを少なく 2 1
花を植える等 2 1
町並みなど整備はほとんど終えている 2 1
商店街の環境緑化、樹木選定、月1回の清掃など 2 1
町内清掃 2 1
浄水 4 1
エコステーション事業を検討中 1 3
キャンドルナイト 2 3
景観地域で区役所の指導（ゴミ問題） 2 3
ごみステーションの充実（まだ途中） 2 3
ごみの問題について、理想的なごみ処理機構の整った環境を目指
す。

2 3

ダンボール回収 2 3
ごみの分別 3
空き缶つぶし 2 4
（これからごみ問題、リサイクルに取り組む）看板を立てる 3 4
商店街であるので毎週月曜日はダンボール古新聞等の資源回収活動
は行っていないが意識的な計画的な活動まで至っていない

3 4

環境を守る会に入会（公園の清掃、植樹をする、ドブの清掃） 1 1
ごみの回収作業・村役場で週２回商店街のごみを取りに来る。 1 1
自動販売機などのゴミ拾い 1 1
美化運動 1 1
EM菌を川にまくなど 2 1
エコステーション（空き缶、ペットボトル） 2 1
商店街の清掃 2 1
清掃、美化 2 1
プラスチックの回収 2 1
マイバッグ運動 2 1
マイバックキャンペーン 2 1
個店によってはやってる.商店街としての活動はしてない 3 2
ゴミのかいしゅう方法など 1 3
女性部による生ごみを再利用した家庭菜園の運営 1 3
EM 2 3
ゴミ箱設置 2 3
マイバック持参の呼びかけ 2 3
ボランティアで掃除 3 3

注1）「取組」については
１＝積極的である
２＝それなりである
３＝ほとんどない
４＝わからない

注2）効果については、無回答は「わからない」に含めた。
１＝来街者・売上とも増えた
２＝来街者は増えたが、売上は増えない
３＝来街者・売上とも増えない
４＝わからない

注3）事業内容回答商店街のみ。

衰
退
商
店
街

停
滞
商
店
街

 

 207



補章 2004 年商業集積に関する調査結果 

 

５ 大型店問題をどう考えるか 
5-1 大型店の出店 

①大型店出店の影響  表 5-1 商店街の状況と大型店の出店の影響 

合計
良い影響
を受けた

良くない
影響を受

けた

わからな
い

出店はな
かった

101 8 29 9 16
100.0 12.9 46.8 14.5 25.8

11 3 2 1 0
100.0 50.0 33.3 16.7 0.0

46 2 14 4 6
100.0 7.7 53.8 15.4 23.1

42 3 13 4 9
100.0 10.3 44.8 13.8 31.0

6 1 2 1 0
100.0 25.0 50.0 25.0 0.0

37 2 13 2 5
100.0 9.1 59.1 9.1 22.7

33 4 6 4 4
100.0 22.2 33.3 22.2 22.2

24 1 8 2 7
100.0 5.6 44.4 11.1 38.9

Q2商店
街は活
性化し
つつあ
る？

全くそう
思う

ややそう
思う

ややそう
思わない
全くそう
思わない

Q41大型店出店の影響

全体

Q1商店
街の現
況は？

繁栄して
いる

停滞して
いる

衰退して
いる

 大型店の出店の影響

は、全体では 59％の商

店街が「影響を受けた」

と回答している（表

5-1）。影響の内容は「良

い」よりも「良くない」

が多く、「良くない影響

を受けた」商店街は

47％にのぼった。「良い

影響を受けた」商店街は

13％にとどまった。こ

れを現況別でみると繁

栄商店街では「良い影響

を受けた」比率が「良くない影響を受けた」比率より高く現れているが、停滞及び衰退商店

街では「良くない影響を受けた」比率が「良い影響を受けた」比率よりも高く出ている。活

性化度との関係では、活性化度が「ある」とする商店街ほど「良くない影響を受けた」とす

る比率が高く出ている。 
 
② 大型店集客効果   表 5-2 商店街の状況と大型店集客効果 

そう思う
そう思わ
ない

大型店が
ない

101 30 25 42
100.0 30.9 25.8 43.3

11 5 3 3
100.0 45.5 27.3 27.3

46 19 7 19
100.0 42.2 15.6 42.2

42 6 15 1
100.0 15.0 37.5 47.5

6 3 0 3
100.0 50.0 0.0 50.0

37 16 7 13
100.0 44.4 19.4 36.1

33 8 12 1
100.0 25.0 37.5 37.5

24 3 6
100.0 13.0 26.1 60.9

注）不明は除く。

Q7大型店は個店への集客効果

Q1商店街
の現況
は？

繁栄して
いる
停滞して
いる
衰退して
いる

合計

全体

Q2商店街
は活性化
しつつあ
る？

全くそう
思う
ややそう
思う
ややそう
思わない
全くそう
思わない

9

2

14

 大型店の立地は商店街にとって

も集客効果をもっていることは確

かである。全体では大型店をもっ

ていない商店街が４割強あるが、

大型店が個店への集客効果を持っ

ているとする比率（「そう思う」）

は「そう思わない」を５ポイント

ほど上回っている。商店街の現況

別では現況が良いほど大型店が個

店にとっても集客効果をもってい

ると言えそうである。また現況が

良いほど「大型店がない」とする

比率が小さくなり、集客効果を「そう思う」とする比率が大きくなる。活性化度別でみると、

「そう思う」比率は活性化度が高いほど大きく、こうした関係はさらに明確になってくる（表
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5-2）。   表 5-3 商店街現況別大型店の影響の具体例 
 よい影響の事

例としては集客

や増えたり、来客

数の減少が収ま

り活気が出たな

どである。これに

対して悪い影響

としては、客数の

減少にはじまっ

て、結局は顧客の

流出による売上

高減少へとつな

がっていく（表

5-3）。 

影響 影響の具体的内容
1 若い人が来るようになった
1 集客が増えた
2 消費者の商店街離れ、減少
2 駅から出てこなくなった
3 商圏が狭くなった
1 来客数の減少が収まる
1 活気が出た
2 扱う商品の売上低下
2 売上の減、来街者の減
2 売上の低下
2 エリアとエリア間の人の移動
2 遅くまでやっているので客が流れる
2 買い物客の減少
2 客数減少
2 商店街にとって人の流れが大きく変わったこと、店舗周辺に
とっては環境の悪化

2 来街者の減少
2 客、売上減
2 来街者減少、経営が厳しくなった
1 客が増える
1 集客力がある
1 来客数が増えた
2 売上低下
2 大型店の競合による波及効果→来店者売上の減少
2 土日に来街者がいなくなった
2 顧客がとられた
2 顧客の流出
2 車の渋滞
2 売り上げの減少

注1）「影響」については
１＝良い影響を受けた
２＝悪い影響を受けた
３＝不明
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ベ ニマルが続く。こうした大型店は 
中心 

 
③大型店の出店 

最近 2 年間で

出店した大型店

は、イオン・ジャ

スコグループが

最も多く、これに

ベイシアとヨーク

本調査が福島県を

表 5-4 最近 2年間で出店した大型店 

出店大型店等 件数 店名例 出店大型店等 件数 店名例

イオン・ジャスコ 7 モール盛岡 サンユー 1
ベイシア 4 1
ヨークベニマル 4 吉倉 スーパー 1
マックスバリュー 3 郡山、盛岡駅前北通店 スミズストア 1
サンクス 2 セブンイレブン 1 長井川店
フォルテ 2 つり具屋 1
モール 2 ツルハ 1
ヤマザワ 2 デンコードー 1
アクア 1 木更津 中合 1
アクロス 1 ハンドラック 1
エイトタウン 1 ファミリーマート 1
オギノ 1 ホーマック 1
カインズホーム 1 マルト 1
キャトル 1 ユニバース 1
グランマート 1 熊代ショッピングセンター 1
コメリ 1
コンビニ 1 　2）件数とは、回答商店街数のこと。

注1）イオン･ジャスコの他の店名は、三川SC3、

 

しまむら
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表 5-5 今後予定されている大型店の出店 

大型店名 件数 店舗名
イオン・ジャスコ 9 一関、盛岡南ＳＣ
ヨークベニマル 9 江栗、福島野田町
生協 2
ベイシア 2
マックスバリュー 2
いちいスーパー 1
イトーヨーカドー 1
ウホロワ（かなり大型） 1
ファーマーズマーケット 1
プラント 1
ヤマザワ 1 山居町店
ユニクロ 1

注1）件数とは、回答商  店街数のこと。

合計
全くそう
思う

ややそう
思う

ややそう
思わない

全くそう
思わない

101 7 9 4 7
100.0 25.9 33.3 14.8 25.9

11 0 0 2 0
100.0 0.0 0.0 100.0 0.0

46 6 6 2 0
100.0 42.9 42.9 14.3 0.0

3 0 6
100.0 10.0 30.0 0.0 60.0

100.0 0.0 33.3 33.3 33.3
37 3 1 2 1

100.0 42.9 14.3 28.6 14.3

100.0 33.3 50.0 8.3 8.3

Q2商店
街は活
性化し

あ

思う
ややそう
思う

や
思わない

Q42大型店撤退でかなりの悪影響

全体

Q1商店
街の現
況は？

繁栄して
いる

停滞して
いる

いる
42 1衰退して「ある」（まったくそう

6 0 1 1 1全くそう思う＋ややそう思う）と

する比率の方が「ない」

33 4 6 1 1つつ
やそうまったくそうよりもが

24 0 1 0 4
100.0 0.0 20.0 0.0 80.0

る？
全くそう
思わない

とした東北地方南部に偏っていることを反映している（表 5-4）。 

 同様に今後出店が予定されている大型店もやはりイオン･ジャスコグループとヨークベニ

マルが多い（表 5-5）。 
 
5-2 大型店撤退の影響  表 5-5 商店街の状況と大型店撤退の影響 

 大型店の撤退の影響

については、23 商店街

からの回答にとどまっ

た（表 5-5）。回答数が

少ないことに注意しな

がらみると、悪影響が

ややそう思わない＋

、繁栄商店街と衰退商店街とは「ない」とする比率が高い。活性化

率が高いのはやや活性化している商店街とやや活性化して

 
退が商店街に悪影響をもたらしたのか。やはり中心市街地に立地し

の撤退は商店街に大きな悪影響をもたらしている（表 5-6）。 
 

（

高い。現況別でみると、

「ある」とする比率が高

いのは停滞商店街であり

度別でみると、「ある」とする比

いない商店街とである。

 どのような大型店の撤

ていた松坂屋など百貨店

 210



補章 2004 年商業集積に関する調査結果 

 

閉店舗名 悪影響

デパート 3
ダイエ

栄

5-2 大型店の広域調整   表 5-6 商店街現況別大型店撤退の悪影響 
①大店立地法の影響 

商店街の状況と大店立地法の影響 

 大規模小売店舗立地法の影響は、全体

セブンイレブン 3

ー 1
百貨店クリハシ 1

1
長崎屋 1
サティ 2
サティ 2

2
ツタヤ 2
長崎屋・コルニエツタヤ 2
ヨークベニマル長町店 2
まるこうショッピングセンター 3
サンアイスーパーマーケット 2
ツタヤ 2
ＨＣケーヨーＤ２、カタクラ 4
生協 4
ビックサム 4
ビッグサム 4

４＝ほとんど影響を受けていない

注）悪影響については
１＝かなり影響を受けた
２＝やや影響を受けた
３＝あまり影響を受けていない

繁

停
滞

衰
退

松坂屋 1
集客が少なくなった

としては「悪い」（「悪影響」について「全

くそう思う」＋「ややそう思う」）に振

西友れを現況別でみると、繁栄商店街では

1

100.0 50.0 28.9 7.9 13.2
6 3 1 2

100.0 50.0 16.7 33.3 0.0
37 16 11 2 5

100.0 47.1 32.4 5.9 14.7
33 13 9 6 1

100.0 44.8 31.0 20.7 3.4
24 12 7 1 4

100.0 50.0 29.2 4.2 16.7

Q2商店
街は活
性化し
つつあ
る？

全くそう
思う

ややそう
思う

ややそう
思わない
全くそう
思わない

いる

「思う」比率が８～９割をしめた。活性化度別では逆に活性化

を行うべきとする比率が高い（表 5-8）。 
は、福島県が策定しようとしている「広域まちづくり条例」に

待がかけられている（表 5-9）。 

合計
全くそう
思う

ややそう
思う

ややそう
思わない

全くそう
思わない

101 44 28 11
100.0 47.3 30.1 11.8

11 2 1
100.0 20.0 10.0 50.0

46 22 16 3
100.0 50.0 36.4 6.8

Q43立地法が商店街に悪影響

10
10.8

5 2
20.0

3
6.8

3 5

0

全体

Q1商店
街の現
況は？

繁栄して
いる

停滞して
いる

42 19 11衰退しては現況が良いほど広域調

れており、その比率は 77％であった。こ

う思わない＋全く

占め

 

商店街現況別大店立地法の影響  

う思う」と答え、これに

いた。商店街の現況別で

見

期

「悪くない」（ややそ

そう思わない）とする比率が 7 割を

ている。停滞及び衰退商店街では「悪い」

とする比率がそれぞれ 86％と 79％をし

めている。活性化度別ではほんのわずか

ではあるが、活性化度が高い商店街の方

が「悪い」影響は少なく出ている（表 5-7）。

 
    

 

②大型店の広域調整      表 5-7 

 大型店の広域調整を行

うべきかとの問いに対し

て、商店街の 55％は「全く

そ

「ややそう思う」が 27％で

続

整には消極的であり、「思

う」（全くそう思う＋やや

そう思う）と「思わない」

（ややそう思わない＋全

くそう思わない）との比率

が半々であった。これに対

して停滞及び衰退商店街では

している商店街ほど広域調整

 また広域調整に関する意

向けての「提言」に大きな
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合計
思う 思わない 思わない

101 5 10 7
100.0 54.8 26.9 10.8 7.5

11 3 2 4 1
.0

46 29 10 4 1

調整を行うべきか

全体

Q1商店街

繁栄して

停滞して

全くそう
思う

ややそう ややそう 全くそう

51 2

 
 

100.0 30.0 20.0 40.0 10いる

100.0 65.9 22.7 9.1 2.3
42 19 12 2 5

100.0 50.0 31.6 5.3 13.2
6 4 1 1 0

100.0 66.7 16.7 16.7 0.0
37 21 5 4 3

100.0 63.6 15.2 12.1 9.1
33 15 12 4 0

100.0 48.4 38.7 12.9 0.0
24 11 7 1 4

100.0 47.8 30.4 4.3 17.4

Q2商店街
は活性化
しつつあ
る？

全くそう
思う

ややそう
思う

ややそう
思わない
全くそう
思わない

の現況
は？ いる

衰退して
いる

のではなく、自分たちで行動するのが必要
くるの規制する
りあげなくては解決できない
だめだが、少しあるほうが人が集まる。

5-9 大型店出店の広域調整に関する意見 

Q44広域

 
表 5-8 商店街の状況と大型店立地広域調整の意向 

 

 
 

表
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・ 環境影響評価
・ 行政の指示で動く
・ 郊外に大型店をつ
・ 国の問題としてと
・ 大型店がありすぎも
・ 大型店は必要、相乗効果が大きい
・ 規模と営業時間
・ 距離の規制、１都市１資本、雇用の確保（正職員として）
・ このアンケートは住宅公社に聞き取ったほうがよろしいのでは？
・ 地元零細店舗の状況を行政はどう考えているのか
・ 出店をするかわりに、撤退した時の周りの環境を元に戻す
・ 商圏内の消費額は決まっているので、むやみに大きな店ができるのと、過当競争に

なってしまうので、総量規制的な考えで出店を考えて欲しい
・ 人口に比例した出店
・ その地域の人口に見合った出店であって欲しい、採算が合うようにして欲しい
・ 地域の規制はしてもらいたい
・ 地域の特性を保護するための条例
・ 中心市街地を活性化するためには、大型店の出店規制とかではなく、パークアンド

ライドなど、市街地を楽しく回遊できる交通体系を行政の力で推進して欲しい
・ 適正配置、郊外より中心部に駐車場を。
・ 店舗間の間隔を広くとる
・ 町の構成を壊さないような計画
・ 街のマスタープランあっての街創りなのでそれを立てずに行動を行こさないような

規制がほしい
・ 難しくてよく分からない。もっと勉強しますとのこと。
・ 規模の大きさを調整
・ 県に対して「福島県広域まちづくり検討会から出された「提言」に基づき「立地ビ

ジョン」の早期制定と大型店の立地の個別調整の仕組みを早期に構築してもらいた
い

・ 市の条例を作ってほしい（出店規制、町づくり条例など）
・ 商店街ではなく、その地域の人たちが反対する、意見を述べる
・ 人口により最大面積を決めるなど
・ 大型店出店による農地減少でおこる農業危機を防ぐこと
・ 町づくりという観点で、バランスをとって欲しい
・ 都市計画の策定（このまま郊外化をすすめていいのか？）、営業時間の延長

繁
栄
商
店
街

停
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商
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大型店 1 陶器店 1 設計事務所 2
コンビニ 3 表具店 1 銀行 2

織物衣服身回品 30 その他の小売業 51 医療サービス 3
衣料品店 13 薬屋 7 医院 1
呉服店 2 化粧品店 4 医療 1
紳士服 1 本屋 4 美容整形外科 1
洋服直し屋 1 文具店 3 飲食サービス 28
ブティック 5 ＣＤショップ 2 飲食店 17
洋品店 3 雑貨屋 12 食堂 2
靴店 4 趣味の店 1 そば屋 1
鞄屋 1 沖縄ショップ 1 カツ丼屋 1

飲食料品店 33 土産物屋 1 ラーメン屋 1
酒店 7 南部鉄器店 1 喫茶店 3
食品店 6 おもちゃ屋 1 ファーストフード 3
鮮魚店 4 日用品店 1 その他サービス 10
八百屋 5 手芸店 2 美容院 3
青果店 1 時計店 1 床屋 1
かまぼこ店 1 眼鏡店 1 クリーニング 1
米屋 2 カメラ店 3 旅行代理店 1
乾物屋 1 携帯ショップ 1 カルチャーセンタ

業　種 件数 業　種 件数 業　種 件数
各種商品小売業 4 家具機械什器小売業 2 業務サービス 4

・ ある程度の規制はすべき
・ 大型店は失敗するとすぐ撤退してしまうため、一度出来てしまうと商店もなくなり

撤退したあと何も残らなくなってしまう。

・ 休日、閉店時間の規制
・ これ以上は歯止めをかける
・ 市の条例にもとづいて
・ 周辺の車の混雑解消
・ 消費人口の減少するなか、大型店が多すぎる。
・ ドイツなどのように環境景観への配慮、コンビニに対する規制(一町何軒など）
・ 都市計画用の用途制限を地方自治体の権限で決定できるようにして欲しい。
・ 日本の文化を考えたもの。町の文化がなくなってしまう。
・ 法律を改めて欲しい。
・ やみくもな出店を控えてほしい。商店街の消滅、地域の文化が消える。地域にあっ

た催しがなくなる。文化がなくなるという意味で街がさびえる
・ 要望する前に、行政に信頼してもらうために商店街内で努力することが必要
・ 規制する。しないにしても役所が現場の状況をもっとわかって判断して欲しい。税

務署の対応など
・ 今は900年に1度の大変動期で、疑問点を持って社会を見つめることが大切
・ 市町村合併が落ち着かないことには何とも言えない
・ 商店街付近に住む人が減少している。周辺の人口を増やさなければならない.魅力あ

る商店の集合体を目指す
・ 店舗面積、開閉店時刻
・ 売り場面積の削減
・ 面積の制限、休日の営業時間
・ 老人や子供が買い物をする所がなくなるし、お客様とのふれあいがなくなる

衰
退
商
店
街

ー 1
菓子屋 4 電器店 1 パチンコ屋 1
花屋 2 貴金属店 2 ゲームセンター 2

釣り具 2 合 計 165
注）件数とは当該業種が閉店したと回答した商店街延べ数。

・ ある程度大型店

 

 
６ 商店街再構築への取組みに向けて 

6-1 閉店舗の活用 

①どんな業種が閉店しているか 

表 6-1 過去 2年間で閉店した業種と商店街数 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

の出店を規制して欲しい。
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件数
別業種・新店舗で活用中 17

印鑑店
美容院
飲食店
雑貨屋
パン屋
本屋
託児所

別業種・新店舗で活用予定 8
屋台村
飲食店
カルチャースクール

公共的施設 4
商工会議所
フリーマーケット
休憩所
街なかプラザ

自宅・共同住宅など 6
駐車場 3
利用なし 46

84

閉店舗活用状況

合　　計（回答商店街数）
注）「利用なし」には無回答を含む
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2 飲食店として再オープン予定
1 空き店舗への斡旋 1 市役所の方から家賃の半額補助
1 市との連携で補助金の斡旋 1 入居者があった
1 シャッターを閉めず、中が見えるようにし
ている

1 暗い感じがしない

1 商工会による夜勤補助 1 空き店舗の解消
1 チャレンジシップなど 1 集客力、空き店舗の改装
1 不動産にまわる。新規出店を募る。 1 一年以内には店ができる
1 フリーマーケット（但し、1回だけ） 1 来街者が増えた
1 無料休憩所、無料場バスの停留所 1 買い物客の増加
1 空き店舗をコミュニティー施設へ 1 人が集まってきた（幅広い年齢
1 行政と協力している 1 空き店舗が少なくなった
1 商店街で借り上げてネットプラザを設置 1 来街者の増加
1 無料休憩所設置 1 商店街が明るくなった
1 チャレンジシップ事業 3
1 県・市の協力で実施している 3
2 空き店舗で商売したい人を積極的に受け入
れる

2 記述できるまでに予定が固まっていない
2 様々な要望はあるが、なかなか実現できな
い

 ここ 2 年間で閉店した業種は、小売業・サービス   表 6-2 閉店舗の活用状況 
業で 61 業種にのぼる（表 6-1）。大括りにするとその他

小売業の閉店が最も多く 51 商店街であり、これに飲食

料品小売業 33、織物衣服身回品小売業 30、飲食サービ

ス業 28 などが続く。業種別細目別でみると、最も多い

のが飲食店 17 であり、これに衣料品 13、雑貨店 12、
酒店 7、薬屋 7、食品店 6、八百屋 5、ブティック 5 な

どが続く。 
 
②閉店舗の利活用は進んでいるか 

 閉店舗の活用は進んでいるかといえば、回答商店街

84 のうち、「利用なし」が過半の 46 件をしめた（表 6-2）。

別業種･新店舗での活用中は、業種的にはさまざまであ

り、17 件であった。活用予定としては屋台村など 8 件

であった。公共的施設は 4 件であった。 
 
③空き店舗対策は効果があるか 

表 6-3 商店街現況別空き店舗対策とその効果 

対策 具体的対策 効果 効果内容
1 イベント時のお店として使用している 1 昔の懐かしい遊び場のブースを作り楽しん

でもらっている
1 商店街がにぎやかになった

1 空き店の所有権交渉 1 空き店減少
1 若者の出店意欲が高まった

1 必要とする業
1 別の店に改装

層）

繁

店
街

停
滞
商
店
街

1 補助金を出す
栄

1 店舗募集広告
商

種の選択をしている 3
している 3
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2 シャッターの市民アートギャラリー化
2 大体入居する、税金が高く、地代も高くな

2 地域のコミュニティホールの形成、”マ･

2 チャレンジショップ
2 他の店への斡旋はしている

事的
見て明確な計画を考えている
討中、店

1 イベントの

滞
商

街

る影響で入居が大変になる

モール”－ゆきうさぎ－

2 改 な問題があってあと50年ぐらい先を

2 検 舗の借用
際、活用している 1 果のあ

1 店舗貸し出しのチラシを貼る 1
1 休憩

1 チャレンジショップ 2

1 外景修復 3

1 ほっと桑房事業 3
献は不

2 イベント時の借り上げ 1
2 呼びかけている 2
2 商店街イベントちらしで募集 3

して。西口は空
店舗はさら地

停

店

商

街

2 道路改良事業
2 物産店
秋田市の空き店舗対策事業で実施－３店
（２店は補助金もらってやめた）←市の商
業観光課が実施

3 固定客の増加

注3）事業内容回答商店街のみ。

１＝来街者・売上とも増えた
２＝来街者は増えたが、売上は増えない
３＝来街者・売上とも増えない
４＝わからない

注1）「対策」については
１＝実施している
２＝実施していないが、予定している

注2）効果については、無回答は「わからない」に含めた。

 
 どのような具体的対策をとったのか、そしてそれは効果があったのか（表 6-3）。実施済み

でしかも来街者・売上高ともに増えた対策としては、無料休憩所・無料バス停留所（待合所）・

ネットプラザ設置・コミュニティプラザなど公共的活用やフリーマーケットなどイベントで

の店舗一時的な活用などがある。行政による借上げのための補助や店舗募集広告なども効果

があるようである。ただしチャレンジショップ事業については、その効果の程度が分かれて

いる。修景事業も衰退商店街では、話題性は振りまくものの、効果という点では弱いままに

とどまっている。 
 
6-2 集客力の充実に向けて 

①どんな店舗が開店しているのか 

不足業種を補うような活用・集客効
る催し物会場
すぐ次の店舗が見つかる
トイレ利用、インターネット利用、

町の話題性に富む

見ている人はいたが売り上げへの貢
明
イベントの活性化に役立った

1

1 市や商工会議所からの助成金でフリーマー
ケットをした。

3

1 補助金の援助 3

1 写真展（１ヶ月） 3

衰
退

店

2 ＴＭＯの空店事業の対策と
になってしまう。
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表 6-4 過去 2年間ほどで開店した業種と商店街数 

業　種 件数 業　種 件数 業 種 件数 業　種 件数
各種商品小売業 8 家具機械什器小売業 1 飲食サービス 15 リサイクル 4
コンビニ 8 ミシン屋 1 ラーメン店 1 リサイクルショップ 2
織物衣服身回品小売業15 その他小売業 17 ファーストフード 1 古着 1
衣料店 4 書店 1 居酒屋 2 骨董店 1
呉服 1 健康器具販売 1 飲み屋 2 その他サービス 5
洋服店 2 介護用品 1 喫茶店 4 ウィズもとまち 1
ブティック 6 楽器 1 中国喫茶 3 英会話 3
婦人服 2 補聴器の専門店 1 ライブカフェ 1 ホテル 1
飲食料品小売業 12 ＳＨＩＰ事務所 1 ドトール 1 金融サービス 1
食品店 1 印鑑店 1 医療サービス 2 銀行 1
プチマーケット 1 ペット 1 動物病院 1 合　計 113
生鮮食品 1 写真屋 1 整骨院 1
八百屋 1 趣味の店 1 健康サービス 8
惣菜屋 2 カード屋 3 犬の美容院 1
パン製造 3 おみやげや 1 健康サロン 1
弁当屋 1 携帯電話 1 エステ 1
コーヒー 1 雑貨店 2 美容院 4
コーヒーグッズ店 1 理容室 1
注１）件数とは当該業種が開店したと回答した商店街数
　２）分類は必ずしも日本標準産業分類に準拠しているわけではない。  
 過去 2 年間ほどで開店した店舗がある商店街は延べで 113 あった（表 6-4）。これらの店

舗についてその業種を大括りでみると、最も多いのはその他小売業 17 であり、これに織物

衣服身回品小売業 15、飲食サービス 15、飲食料品小売業 12 などが続く。閉店業種（前掲表

6-1）と比較すると、各種商品小売業、健康サービス、リサイクルなどが多く、織物衣服身

回品小売業、飲食料品小売業、その他小売業、飲食サービス、医療サービス、その他サービ

スなどが少ない。細目別で閉店よりも開店が多い業種は、コンビニ、ブティック、惣菜屋、

パン製造、喫茶店、中国喫茶店、カフェ、リサイクルショップ、英会話などであった。 
 
②集客力のある店舗作り 

表 6-5 集客力ある店舗の業種別特長 

商品やシービスの特長 経営者等の特長
各種商品小売業

百貨店

若者向け（衣料品） ４０代

スーパー 人一倍やる気のある人
なら

いろいろな物がある チェーン店だからよく変わっている

食料品を安く 一ヶ所で間に合う、買いやすい

コ

揃っている 普通の人
何でもある（弁当） 真面目
若者に受けがよい（いろいろな諸品） 市外の者だが介護にも積極的に参加

1
百貨  

三越

五階建て（いろいろ） 40代男性

大型店 「店はお客様のためにある」をモットーに、同じ品

大型店 威厳がある

ヨークベニマル
ンビニ

酒類、食料 明るい、社交性に富む
24時間営業。何でも

00円ショップ
親切、百貨店
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織物・衣服・身回品小売
呉服・服地・寝具小売業

呉服品数（ギフト） 仕事熱心
老舗（呉服） 大らか
独自色を出している（ふとん） 組合で頑張っている。中央商店の人と仲がいい

男子服小売業
婦人･子供服小売業

ハイセンスな品揃え（スーツ、ワンピース） 人付き合い、人のネットワーク
子供ブランド（ティンカーベル） 40歳代、若い女性社長
子供服 子供を遊ばせて置く場所があり、ディスプレイが上手。
装飾は個性的 対面接客
和風と洋風に分離 商売熱心、一生懸命

衣服分類不可
制服 高校生やたらくる。学校とのつながりを大切に
安さ 個性的、広告に力を入れている、品揃え充実を目指す
高級衣類 やすらぎを与えてくれる
洋品専門店に徹する 堅実な人
幅広い年齢層にうけている（衣料品 間口が広い

若い人
低価格商品（衣料）
リーズナブル（洋服、雑貨、婦人服） コミュニケーションが強い
きれい（衣料品）
ショップinショップ（衣料） 手作り
インターネット通販（衣料、雑貨） きめ細かさ

靴・履物小売業
ぼうしの種類が多い 商店の近代化の持ち主

サイズに幅がある（スニーカー） 若い(20代)

盛岡市の小さ 博物館の指定器

宝くじ取り扱い店 ワイン、日本酒

品数（地酒） 元気がいい

Myラベルを開発 変わっている（自分の信念をつらぬき通す）
手作り酒造 まちなみにあった店構。誠実、実直

食肉小売業
親しみやすい。開放的

新鮮、手作り（肉と惣
惣菜（骨はソバ屋へ） せる人
昔からある（秋田産の肉） 頑固な店主
コロッケが美味しい 保守的な人柄
手作りカレーがある 研究熱心
新鮮（豚、鳥） 大らかでまじめな接待

鮮魚小売業
鮮魚 明るい
おすすめ品のちらしが出ている（魚） すごく明るくて接しやすい
新鮮（魚、野菜、生花）
商品（魚、野菜、青果）が新鮮

野菜・果実小売業
昔と変わらず（くだもの）
安い、良質（魚、野菜） 気さくな人
小さいが充実している（野菜、青果） お客様との家族的な付き合い
高級果実の販売 果実
商品説明、人間性（季節商品、果物） 社会的信用
開放的な店舗（果物、野菜） 積極性あり

生鮮食品分類不可
おじさん、頑固そう

冷蔵庫を使わない新鮮さ 常に店主がいる
きれいなたたずまい 若く、活気がある、華やか  

 

業

靴、かばん 広い、明るい、ガラス張り

注文靴の他、既製品も販売 県内で手作り靴の出来る数少ない技術保持者
な

飲食料品小売業
各種食料品小売業
酒小売業

管理方法 日本で最初のソムリエ

管理方法（地下に倉庫を掘った） 勉強家、忍耐力がある、雷神太鼓の頭首

地酒の販売（日本酒、焼酎）

肉、餃子、ハンバーグ
菜） 働き者
コロッケ 肉を自分でおろ
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菓子小売業
あんこを小豆から作る（胡桃あん） 創業昭和20年、50年の実績
盛岡市の小さな博物館の指定器（和菓子）
土産品向けの商品が多い（萩の月） 萩の月、チェーン展開している
菓子(老舗)、有名店 明るい
和菓子専門店風、雰囲気のある店構え 職人気質な人
地元銘菓
まんじゅう 太っている、よく働く
老舗の本店（贈答菓子） 副理事長、商店街活動に熱心。趣味：登山
手づくり（和菓子、ずんだもち） 客とのコミュニケーションを大切にしている
伝統ある（和菓子） 寡黙
独自の和菓子（ケーキ） 昔からある店なので、客がみな知り合いで親しみやすい
長まんじゅう 地元の中学の先生の家ということで有名。
和菓子屋さん 店の奥で和菓子を作っている。お客さんにお茶出しをす
和風にディスプレイ（手焼きせんべい） 材料にもこだわっている
銘菓
駄菓子 子供を中心に人気
ハードドーナツ21種（手作り） 顧客との繋がりを大切に
オリジナルケーキ、洋菓子 夜１０時まで開業。研究熱心
デザインがいい（ケーキ） 女性
Myブランドを開発 変わっている（自分の信念をつらぬき通す）
オリジナル菓子の製作 季節のものを形取った生菓子。オリジナル菓子作りに熱
きれいな店づくり やる気のある人
おしゃれ 親切な感じ

パン小売業
手作りパン オリジナリティのある商品構成
個性的な外装 気さくなお母さん
製造小売り（オリジナリティ） こだわりを持っている
安くておいしい 店の中に休憩所、親切な対応
個性的な外装 気さくなお母さん
昔ながらの店 店主は滅多に表にでない
パン アイデアがすばらしく、ニーズに対応している

お茶小売業
老舗（アイスも） 店先でリコーダーを吹いている
老舗 抹茶アイスなど斬新なアイディア、顧客リスト活用、前
客が休める場所がある（お茶も出る） まじめ、接客態度良好
駄菓子からお茶まで揃う（抹茶ソフトクリーム サービス券などに力を入れたり、様々なニーズに合わせ
オフィス用コーヒーから中国茶まで（独自ブレンド） 青年部長などを歴任し、現在専務理事、商店街活動に熱
茶各種 一生懸命
日本茶、菓子 健康的である

その他の飲食品小売業
県内地場産品のアンテナ店 豆腐、にがり
豆腐店 組合で経営！
豆腐、豆乳ソフトクリーム いい人、外交的な人
手作りコロッケ 若くて元気
手作りのお惣菜（生鮮食料） テーブルを設けて、作ったお惣菜を試食させたり、世間
各家庭向け（魚） 40歳代後半の女性、おそう菜
こんにゃく
老舗（手作り焼き豚）
昔ながらの店構え（生鮮海産物） 奥さんが主人
韓国の店（のり） 開放的。みんなに人なつこい人
お総菜
古い街にマッチした店舗、おいしい食品（味噌、油、伝がんこ
全国の有名みそが集まっている
地方発送（笹かまぼこ） 活発で行動力のある人
調理が見られる（甘栗） やさしいおじいさん
小さい、清潔（チキン） 50代男性
安価で販売（弁当） 経理面がしっかりしている
オリジナル100%（ジェラード） 元スーパーバイザー、商店街活動に熱心、公益大学の講

アイスクリーム好きが転じて自分で脱サラしてアイスク
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飲食店
和食等

なべ料理 女性
地元の海産物を使う（和食） 観光客への取りくみを一生懸命やっている。
安い、おいしい、新鮮（魚料理） 無口
大阪の薄味（あなご丼） 小鉢にこだわる、器を揃える人
昔風、歴史あるつくり（郷土料理） 積極的な人、TVにも出演したりする
独自の豆腐作り

板さんによる手作りの弁当
日本海の魚での鮨（ちらしずし）
昭和初期メニュー 30歳代青年実業家
手作り、田舎料理、バイキング
うなぎ料理専門店 広域（県外など）からお客様を集めている
季節のメニュー（えびしんしはう） 真面目
十分な広さ（お好み焼き） サービス精神がよい
自慢焼き（中高年向け） 男性60歳代
昔風のメニュー 山の幸
名物メニュー あんかけカツ丼

中華料理
高級（中華料理）
リーズナブルな価格とボリューム（中華料理） 女将さんの元気
メニューが豊富（中華） 人付き合いがよい
豪華（海産品） 40代男性

洋食
外国風、おしゃれ（洋食） 明るい
料理 食品やディスプレイ、ワインなどにこだわる
豪華なのに手ごろな価格（食事） 人柄がよい、ネットワーク

ラーメン
しょうがラーメン 愛嬌、無口
ラーメン屋
ラーメン店 広い、バイタリティーがある
のぼりで目立つ（ラーメン） 職人気質
こだわりラーメン 頑固

そば
おいしい手打ちそば オーナーが芸能人のきよ彦さん
はやい、量多い（そば） 若い
手打ちそば
手打ちそば店 ざるそば
新潟特産へぎそば

喫茶
中国茶の喫茶店
倉を利用し、店舗にしている（コーヒー） 客とのコミュニケーションを大切にしている
モダン（コーヒー） 若くてオシャレ
ユニーク（コーヒー、紅茶） ３０代
甘味軽食（ラーメン、焼そば） 地元生まれ地元育ち

居酒屋
立ち飲みして電車の待ち時間に、チケット回数券もあるビール、酒
酒 笑顔

その他飲食店
コンサルタントが入っている アイディアが良い、ニーズにこたえている
デザイン性に富む
ユニークなケーキを提供している

対面接客
女性客向け（コーヒー） 女性、20歳後半

和食、洋食、喫茶店、その愛情
談笑できる
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家具・機械・什器小売業
家具小売業

手作り家具 家具、カヌー
機械小売業

一般電化品 若い店主、積極性、親切、明るさ、顧客管理
什器（陶器）小売業

多目品 アイディア接客
委託品扱う 瀬戸物以外の珍しいもの、情報づくり
焼物を客も体験（松代焼） 職人さん
宮沢賢治ファンには知られた店、企画店開催も多い 陶器民芸品
コンサルタントが入っている アイデアがすばらしく、ニーズに対応している
こだわり お茶道具

その他什器小売業
鏡専門店

その他の小売業
医薬品小売業

調剤薬局 薬剤師
薬を売っている。他では簡単にもらえない。
処方箋がもらえるために客の回転が良い 親しみやすい
専門店
親切 親切である
商品説明、人間性 社会的信用
専門なものを扱っている 組合で頑張っている

化粧品小売業
品揃え、知識が豊富 人柄が明るい、人を大切に扱う
エステティック 肌タイプ別エステやサンプル配布など、カウンセリング

燃料小売業
ガソリン 休憩所がしっかりしている
ガソリンスタンド 話題が豊富で話しやすい

書籍小売業
しにせ、何でもそろう 商工会のリーダー
学生客が多い
本の数が多い 型にはまらない、独創性が強い
郷土本が多く揃う 著名人やお年寄りまで本好きのため、コーヒーサービス
売り場広く品揃え豊富 親切な対応
一般的な本屋 気まじめ、カラオケ好き
本の数が多い

文具･印章小売業
品揃えが良い（文具） 元気がある
アミューズ品 親切、丁寧な仕上がり
とてもきれい（印章）
印章　

スポーツ用品小売業
スポーツ用品、文具など 気立てのいい女の人

玩具小売業
大人をターゲットにしたプラモデル屋 オートバイのカスタムも請う等、幅広い活動

娯楽用品小売業
山形初の中南米雑貨専門店 中南米雑貨
きれい（雑貨） たばこ
明るさ、商品の多さ（雑貨） 装飾品他
雑貨 仕入れを若い人に任せることで責任感をもたせる
手作り専門（和中心） 提案型情報を発信
品揃えがいい（手芸用品） お話上手
他県との物産交流（外内外の伝統工芸品） 女性店長、固定客は店長の気配りの良さでもっている
民芸品。昔からの製法（絵ロウソク） こだわり
輸入雑貨。現地での買いつけなど（お香、布） 在日インドネシア人
土産品 話がおもしろい店
熱帯魚、金魚 天井が低い
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楽器小売業
専門的知識がほうふ、リピーター多い（レコード、ＣＤ店長がテレビ出演
レコード、ＣＤ（演歌中心） 個性的
三店あり 楽器、レコード、ＣＤ、各店住み分けている
楽器
ピアノ、楽器 専門的知識がほうふ、お客を逃がさない

時計小売業
ミッドナイトセール（時計、宝石） アイディアが豊富な人
アンティークな感じ（時計） 個性的(ポリシーを持っている）
普通、古い（時計）
時計、宝飾、眼鏡 商店組合の理事長。地域一番店

眼鏡小売業
広告、ＤＭ、店舗（ミニ店）、きれいさ、商品陳列 接客力
年間無休、客の大半が老人 女社長
最新型設備を設置 アイディアマン、商売熱心

その他サービス業
美容室

自称カリスマ美容師 インターネットによる努力。
サービス業

庭園、いのり 寿司
社会福祉サービス

ＮＰＯ法人 アイディアが良い、ニーズにこたえている
スパーストア
ミュージアム

昭和30年
映画

二階建て もの静かな人
レオ化郷記念館
旅館

和風創作料理へのこだわり。サービス、宿泊、日帰り入情報収集とよいものを取り入れる姿勢
ビジネスホテル

きれい、飲食店近い 前向き、熱心、研究している
注）必ずしも日本産業標準分類に準拠しているわけではない。  

 商業集積としての商店街がその魅力を発揮するためには、集積の構成単位である個店が魅

力あるものでなければならない。集客力ある店舗とはどのようなものであろうか（表 6-5）。

業種単位でその魅力を拾い上げてみると、百貨店やスーパー、コンビニなどが属する各種商

品小売業では、「いろいろなものがある」とか「何でも揃っている」がキーワードになりそ

うである。織物衣服身回品小売業では個性的とか独自色とかが目を引く。飲食料品小売業で

は細目によって異なるが、手作り、昔からある、新鮮さ、オリジナル、ブランド、老舗など

が目立つ。飲食店では、これも細目によって異なるが、地元、季節、名物、高級・豪華、こ

だわり、おいしい、ユニークなどが特徴的である。家具機械什器小売業では手作りやこだわ

りが目立つ。医薬品・化粧品・燃料・書籍･娯楽などのその他の小売業では、専門、品揃え、

知識などが目を引く。 
 個店の魅力は経営者の魅力でもある。経営者の魅力は業種横断的であり、やる気・熱心・

一生懸命・積極的・バイタリティ、明るい・社交的・親しみやすい・気さく・人柄、人付き

合い・コミュニケーション・話が面白い、ネットワーク、親切・きめ細かさ・生真面目、ア

ディア・ニーズに応える・独創性、顧客管理・情報収集・専門的知識などが手がかりとなイ

りそうである。 
 
6-3 商店街の活性化策 

 221



補章 2004 年商業集積に関する調査結果 

 

①商店街活性化のテーマ 

表 6-6 商店街現況別活性化テーマ一覧 
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流 商店街活性化のテーマは、「集客力の増加」とか「人を呼び込める商店街」といった交

人口の増加を目指すものもあるが、むしろ「住んでいる人が楽しめる街」とか「地元に愛さ

れる街づくり」、「住みよいまちづくり」、「人と環境にやさしい」といったような定住人口と

の関連を重視するものが目立つ（表 6-6）。重点事業は「まちなみの統一」もさることながら、
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・ 七日町は客種が普通の商店街と違い観光客が大半なので店舗構成など特殊性が
あります

・ ユニークな店舗が少なく、駐車場も少ないため、これからの消費者の欲求に合
わない。

・ 中産間地域商店街は大苦戦中である。
・ 後継者不足の問題
・ 中央は上向いているが、地方はまだマイナス。景気対策もなんとかしてくれ。
・ 行政の補助金事業
・ 商店街というよりは町全体が公園化したような街づくりを目指すべきである。
・ 大型店が無差別にでてくると、お年寄りや子供に悪影響を与える。大型店と小

売店がバランス良く共存できる規制が必要。

・ これからの町づくりについて→歩行者中心の道路へ（バス、タクシーのみ入れ
る）、セミモール化

・ 地域文化の伝承を担っている商店を保護する
・ 大店舗立地法も住人だけでなく、商工会の意見を聞いて欲しい
・ なし
・ 重複した設問があった。もっと整理すべき
・ 商店街に関心をよせることそのものにとても感激していらっしゃった。
・ これから本物思考。そのものらしさ、独自性が重視されるようになる、なって

ほしい
・ 少子高齢化の影響を受け、どうしても、既存の商店街の店で後継者が少なく、

自然に店が閉まってしまう。この現状を見て活動をしていかなければならな
い。

・ 9月1日にフォーマーズマーケットが開店するので、今後の人の流れが楽しみ
・ 活性化のために商店街の連携が必要
・ 既存商店街に対する活性化を中心とする国の施策支援も大型店の出店でその効

果、答えもだせないまま、挫折してしまうのが現状。そえでも支援の対象とさ
れるところはまだ恵まれている方、自由化、規制緩和とは何か。そしてその行
動の行きつくところはどうなるか、再考の予知があるのでは、とにかく超大型
ＳＣの前では零細な商店街が自助努力も焼け石に水ではないか。

・ 二本松など、少し遠いところでも、大型店ができると、その影響が明らかであ
り、商店街は大変。若者にはもう商店街はなくてもいい時代。

・ 祭りなどもできなくなってしまう可能性がある
・ 上と重なるが、大型店の出店規制をしなければ、大型店だけが残りそしてその

大型店がなくなった時には地域社会そのものが荒廃する可能性がある。
・ 木更津キャッツアイ上映から半年経つが、そのファンの方も来る、→売上には

結びつかない。市内に売っているものは買わない。気志團の野外ライブの影響
→ファンの方がくる。売上には結びつかない。Ｈ.１３年のそごう閉店の後人通
りが減少し、その影響で閉店してしまった店があり、そごうの建物に個店を集
め、アクア木更津をオープンしたが、まだ４･５階には店舗が入っておらず、１
階のスーパーに来ても２・３階の衣料品売り場に行く人も少なく、集客効果も
いまいちである。そして今では、中心市街地である駅周辺にあったのに、駐車
場を広く無料で提供できることもあり、郊外への大型店出店が目立つ傾向があ
る。

・ 職と住の一体化が商店街の発展に繋がると思う。
・ こういったアンケートは報告だけでなく、公共機関に働きかけをして欲しい。

・ あきらめないことと情報収集が重要である

る。
・ こんなものだと思ってやっている。活性化はしたい。
・ 様々な対策は道路整備と共に進むのだが、16年も前から進まず。この計画が実

行されれば、商店街は変わる。

繁
栄

停
滞
商
店
街

衰
退
商
店
街

・ 中心市街地の活性化を図るため、職住の施設の集積を図ることが大事
・ 商店街の活性化というのは本当に難しい

・ 売上げの低下によってかなり厳しい状態にある。不景気からの脱却を望んでい

 
 
 
 

「職住のコミュニティ型商店街づくり」、「生活支援」、「高齢者に住んでもらうための住宅」、

「小路の整備」、「バリアフリー」などがキーワードとなっている。 
 
②なんでも言ってみよう  表 6-7 商店街現況別意見 
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 自由な意見は表 6-7の通りである。 
 
③先進地視察から見えるもの 表 6-8 商店街現況別先進商店街視察と参考内容 
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以上を要約すると、次のようになる。まず商店街の特性と現況・活性化との関連性を整理

内の回遊

、

性

。

子

続

の

が

整

の

者

の

ト

た

盆

な

商

商

徒歩

共

駐

来

商

資

７ おわりに 

 

すると、表 7－1 のようになる。これからは公共交通機関によるアクセス性、店街
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高齢者対策や環境問題への取り組み、大型店の集客効果などの相違が、商店街の現況と

化に影響をもたらしていることがわかる。 

表 7－1 商店街の特性と現況と活性化との関連性 

 

商店街のリーダーについては、年齢的には 50 歳代が最も多く、これに 60 歳代が続いてい

業種別でみると、酒屋、時計宝飾眼鏡店、飲食店、呉服店、市町村議員、薬局、洋品店、

店などが比較的多い。青年部のリーダーについては 40 歳代が最も多く、これに 30 歳代

いている。業種別では楽器屋が多くなる。そして女性部のリーダーは 50 歳代の自営業

奥さんが多い。 

補助事業は道路整備、修景リニューアル、街路灯、コミュニティ施設、アーケード施設な

主なものである。来街者・売上高ともに増えたという効果があったのは、「伝統的な外

備＝修景」、コミュニティ施設などである。ハード整備とはいいながらソフト事業も回

中には含まれており、「ストリートライブの資金援助」「イセル歓迎イベント」などは来

・売上高ともに増えたという効果が見られた。 

ソフト事業ではイルミネーションやナイトバザール、「よ市」、夕市など夕方から夜にかけ

イベント、及び大芸道フェスティバルやよさこいジャズライブ、黒潮よさこい、ストリ

ライブなど若者向きの新しいイベント、及び割引券・サービス券・ラッキーセールとい

プレミア付きのイベントなどは来街者・売上高ともに増加している。しかし年末年始・

・ほおづき市・七夕祭り・秋祭りなどの伝統的なイベントや温泉・観劇招待、歩行者天

どでは、来街者も売上高も増加させることができない。フリーマーケットやスタンプラ

商店街の特性
現況は
良い

活性化 商店街の特性
現況は
良い

活性化

業店舗比率の高さ ＋ ＋ 商店街内の回遊性が高い ＋＋ ＋＋

回品店比率の高さ ？ ？ 商店街組織が制度として整っている ？ ？

種構成の充実度 ＋ ＋ 商店街にリーダーシップがある ？ ？

圏人口の大きさ ＋ ？ ＮＰＯ活動が活発である ＋ ？

隣人口の増加 ＋ ＋ ＴＭＯ活動が活発である ＋ ＋＋

に近い ＋ ＋ 空き店舗対策が進んでいる ＋ ＋

・自転車によるアクセスが多 ＋ ？ 空き店舗対策の実施効果が出ている ？ ＋

交通機関によるアクセスが多 ＋ ＋＋ 補助事業を実施している ？ ？

イカーによるアクセスが多い ＋ ？ 補助事業の実施効果が出ている ＋ ＋

車場が十分である ＋ ？ ソフト事業の実施効果が出ている ＋＋ ＋＋

街者規模が大きい ＋ ＋ 高齢者対策の実施効果が出ている ＋ ＋＋

街者は女性が多い － － 環境問題対策の実施効果が出ている ＋＋ ＋＋＋

街者は中高年が多い － － 大型店出店の悪い影響がある － －

定客比率が高い －－ －－ 商店街への大型店の集客効果はある ＋＋ ＋＋

日の方が来街者が多い ＋ ＋ 大型店撤退が良い影響をもたらした ？ ？

店街間の回遊性が高い ＋ ＋ 大店立地法は良い影響をもたらした － －

大型店の広域調整は行うべき － ＋

料：山川充夫『2004年商業集積に関する調査』2004年。
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リー、ポイントカードなどは、来街者を増やすことができても、売上高を増やす効果までは

 

オケ大会やお茶のサービス、無料を含めた

宅配事業や送迎、街 その活動の範囲が

広くなってきている。これ効果は商店街へのアクセス性の向上とユニバーサル化による回遊

性の向上、コミュニケーション機会の増加などによって、高齢者買物客やリピータ、固定客

などの増加がもたらされ、売上の増加にもつながってきている。そして「安全」で「優しい

対応」が「喜ばれる」ことによって、また経済的効果が次第に見えてくることによって、「商

店街の意識の向上」に拍車がかかってきているようだ。もちろん繁栄商店街においては特に

効果の割合が高いが、停滞商店街であっても、衰退商店街であってもこうした取り組みは、

売上高の向上に結びついていく。 

環境対策としては、ゴミ拾いが最も多く、ゴミの分別だけでなく、ペットボトルなどの回

収ボックスやごみステーションの設置、段ボール箱の回収や家電リサイクル、エコマーク商

品の取り扱い、エコショップ、美化運動、緑化運動、ＥＭ菌など、取り組みが次第に多くな

っている。その効果も目に見えるようになっている。ただし繁栄商店街や停滞商店街で進ん

でいるが、衰退商店街であっても効果は見込まれる。 

ここ 2 年間で閉店した業種は、小売業・サービス業で 61 業種にのぼる。大括りにすると

その他小売業の閉店が最も多く 51 商店街であり、これに飲食料品小売業 33、織物衣服身回

品

ど 8件であった。公共的施設は 4件であった。 

題性は振りまくものの、効果という点

で

出てきていないようである。花いっぱい運動、笑店街、近郊の産直販売、駅前仮想盆踊り、

町の物産展などについては、まだその効果がどのようなものになるのかが把握されていない。

高齢者対策としては、事業：道路やトイレのバリアフリー化ないしはユニバーサルデザイ

ン化、ベンチや椅子、休憩所の設置・開設、カラ

なかタクシーの導入、さらには老人ホーム慰問など、

小売業 30、飲食サービス業 28 などが続く。業種別細目別でみると、最も多いのが飲食店

17 であり、これに衣料品 13、雑貨店 12、酒店 7、薬屋 7、食品店 6、八百屋 5、ブティック

5などが続く。そして閉店舗の利活用での回答商店街 84 のうち、「利用なし」が過半の 46 件

をしめた。別業種･新店舗での活用中は、業種的にはさまざまであり、17 件であった。活用

予定としては屋台村な

空き店舗対策のうち実施済みでしかも来街者・売上高ともに増えた対策は無料休憩所・無

料バス停留所（待合所）・ネットプラザ設置・コミュニティプラザなど公共的活用やフリー

マーケットなどイベントでの店舗一時的な活用などである。行政による借上げのための補助

や店舗募集広告なども効果がある。ただしチャレンジショップ事業については、その効果の

程度が分かれている。修景事業も衰退商店街では、話

は弱いままにとどまっている。 

過去 2年間ほどで開店した店舗については、業種を大括りでみると、最も多いのはその他

小売業 17 であり、これに織物衣服身回品小売業 15、飲食サービス 15、飲食料品小売業 12

などが続く。閉店業種と比較すると、各種商品小売業、健康サービス、リサイクルなどが多

く、織物衣服身回品小売業、飲食料品小売業、その他小売業、飲食サービス、医療サービス、

その他サービスなどが少ない。細目別で閉店よりも開店が多い業種は、コンビニ、ブティッ
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ク、惣菜屋、パン製造、喫茶店、中国喫茶店、カフェ、リサイクルショップ、英会話などで

ある。 

集客力のある店舗について業種単位でその魅力を拾い上げてみると、百貨店やスーパー、

コ

ョン・話が面白い、ネットワーク、親切・きめ細かさ・

生

やさしい」といったような定住人口

と

ンビニなどが属する各種商品小売業では、「いろいろなものがある」とか「何でも揃って

いる」がキーワードになりそうである。織物衣服身回品小売業では個性的とか独自色とかが

目を引く。飲食料品小売業では細目によって異なるが、手作り、昔からある、新鮮さ、オリ

ジナル、ブランド、老舗などが目立つ。飲食店では、これも細目によって異なるが、地元、

季節、名物、高級・豪華、こだわり、おいしい、ユニークなどが特徴的である。家具機械什

器小売業では手作りやこだわりが目立つ。医薬品・化粧品・燃料・書籍･娯楽などのその他

の小売業では、専門、品揃え、知識などが目を引く。 

いずれにしても個店の魅力は経営者の魅力でもある。経営者の魅力は業種横断的であり、

やる気・熱心・一生懸命・積極的・バイタリティ、明るい・社交的・親しみやすい・気さく・

人柄、人付き合い・コミュニケーシ

真面目、アイディア・ニーズに応える・独創性、顧客管理・情報収集・専門的知識などが

手がかりとなりそうである。 

商店街振興のキーワードは、「集客力の増加」とか「人を呼び込める商店街」といった交

流人口の増加を目指すものもあるが、むしろ「住んでいる人が楽しめる街」とか「地元に愛

される街づくり」、「住みよいまちづくり」、「人と環境に

の関連を重視するものが目立つ。そして重点事業は「まちなみの統一」もさることながら、

「職住のコミュニティ型商店街づくり」、「生活支援」、「高齢者に住んでもらうための住宅」、

「小路の整備」、「バリアフリー」などがキーワードとなっている。 

 228



終章 研究結果の要約 

終 章 研究結果の要約 

 

 以上の目的に関する研究結果の概要は以下の通りである。 

 第 1 章1では第 1の研究課題を受け、大店立地法「立地指針」の見直しが必要とされた背景と

見直しの限界性について、主として産業構造審議会流通部会・中小企業政策審議会商業部会合

同会議の議事録や資料を検討して明らかにした。大店立地法は出店売場面積規模が数万㎡に達

するほどの大型店出店申請をほとんどすべて認めており、これが周辺環境問題とりわけ生活環

境を悪化させることとなり、中小企業団体や地方自治体から厳しい意見が出された。特に大店

立地法が対象とする立地問題としての「生活環境」と地域住民がとらえる社会問題としての「生

活環境」との間のずれが鮮明となった。「立地指針の見直し」では現行の大店立地法のもとでの

「見直し」にとどまっており、こうしたずれには全く対応できないことが明らかとなった2。 

 第 2 章3では第 2 の研究課題を受け、商業統計表の「大規模小売店舗統計編」と「立地環境特

性別統計編」とを活用して、労働効率・売場効率・販売効率等の指標を作成し、企業集積空間

としての大型店と地域集積空間としての商店街との間で、集積経済としてどのような特性とそ

の違いがあるのかを論究した。その結果、企業空間としての大型店は，2 万㎡を超えないと労

働効率が，また 3 万㎡を超えないと売場効率が逓増しないこと、商圏の狭い最寄品中心の地元

商店街はロードサイド型と比較して売場効率では遜色がないものの，労働効率がかなり悪いこ

となどから、地方中小都市の圏の狭い最寄品中心の地元商店街の競争力はかなりきびしいこと

などが、明らかとなった。 

 第 3 章4では第 3 の研究課題を受け、アンケート調査から商店街の盛衰状況について接近した。

その結果、商店数で 2 桁台以上、商業店舗比率や買回品比率の高さ、第 1 種大型店の存在、電

車やバスの利用多さ、商圏人口規模の大きさ、近隣人口の増加、来街者の多さや若さ、土曜日

と日・祝日での来街者の多さ、商店街内および商店街間での回遊性の良さ、などが商店街に良

い効果をもたらしている。大型店の過去及び今後の出店の悪影響は商店街の現況が悪いほど強

く出ているが、大型店の撤退に関しては繁栄商店街で悪影響が強く出うである。大店立地法に

ついては現況が悪いほど強い悪影響を受けている。商店街の閉店舗は飲食関係、衣料品関係，

                                                  
1山川充夫「大店立地法の立地指針見直しとその課題」福島大学経済学会『商学論集』第 74 巻

第 1 号、57-70、2005 年。 
2 こうした限界性を受けて、「まちづくり三法」全体の見直しが着手された。 
3山川充夫「大型店と商店街の集積経済としての特性」福島地理学会『福島地理論集』第 48 巻、

50-57、2005 年。 
4山川充夫「商店街の盛衰分析─「商業業集積に関する調査 2002 年度」結果から─」福島大学

地域創造支援センター『福島大学地域創造』第 15 巻第 2号、77-95、2003 年。 
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酒を含む食品関係，薬局などが多く、閉店の主な理由は，「売上減」や「営業・経営・販売不振」，

「業績不振」などであり、多くが空き店舗のままである。主な開店業種は飲食店や居酒屋など

の飲食店関係が最も多く、携帯ショップや犬猫病院，パソコン教室，リサイクルショップなど

新しい業種も目に付く。商店街内で集客力は日常生活で必要な商品を提供する店舗であり，集

客力は品揃え・業種構成・サービス・レイアウトなどがそのポイントとなる。ユニークな店舗

は豆腐やパンなど飲食や食品関係が多く，商品の付加価値を高めるキーワードは手作り，産地

直送・製造直売，昔ながら・伝統・老舗などである。 

 商店街の活性化を主体的に規定するのは組織率の高さや青年部の活動である。商店街でのリ

ーダーシップは現況が良い商店街ほど強い。良い商店街ほど次世代のリーダーがいる比率が高

く，組合員間の連携・協力も良い。商店街の整備はアーケード，街路灯，町並み・街路整備（カ

ラー歩道等）に向けられ，その効果は概ね現況が良好な商店街において売上効果が比較的よく

出ている。空き店舗対策はあまり進んでいない。商店街としての開店支援策は花輪，セールな

どの手伝いの他に，祝い金や家賃補助などである。商店街活性化政策として登場した TMO は，

なお動きが弱いものの，良い効果が出てきている。高齢者対策は歩道などのバリアフリー化が

最も多く，宅配サービス，高齢者がコミュニケーションできる施設，休憩所・トイレの設置な

どが目に付く。商店街における活性化戦略の展開は，現在のキーワードは TMO，空き店舗対策，

集客，イベント，高齢者，個店の努力，再開発事業等であるものの，エコロジー作戦なども芽

生えている。今後の活性化戦略については，高齢化・環境問題・文化活動などを主軸としたま

ちづくりとの連携が前面に出始めている。 

 第 4 章5では、なぜ中心市街地の活性化が必要なのかについて、第 3 の研究課題の先にある商

店街再生の視点を検討した。中心市街地の活性化に必要とされる基盤について、コミュニティ

の維持発展の基盤となる「安全・安心」、買物などのサービス利便性、公共施設などを活動基盤

とする交流機能やサービス機能、歴史的文化的な豊かさ、地球環境問題対策などへの視点から

検討し、コンパクトシティの含意する有効性を浮き彫りにした。この有効性は公共的性格を内

包しており、商店街の公共性を語るときには、「業」としての「商」がもつ「共」的性格、「場」

としての「街」がもつ「公」的性格、そしてこうした公共性のうえに「私」的性格としての「店」

の営みが成り立つことを、まず確認し、「業」としての「商」には、「品」の購買を仲介する経

済的機能があるが、これを「人」が媒介することから、併せて「情」を含む「報」（コミュニケ

ーション）機能が発生し、これらが「共」としての「人」「間」関係の基盤を構築することにな

るのである。かくして商店街活動と NPO 活動との連携には、まずは地域社会的意味を持つと同

時に、地域経済効果をも誘引する可能性が展望されるのである。 

                                                  
5 本章は書下ろしである。 
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第 5 章6では、第 4章の展望可能性を受けて、商店街の公共的役割の積極的評価を見出すため

に、福島市南福島地区にある杉妻繁盛会によるエコステーション設置の取り組みとその社会経

済的効果ついて、事業者へのアンケート調査や小学生へのアンケート調査結果から分析した。

杉妻繁盛会は商店街振興会とは異なり、自主的組織であり、NPO 的性格をもっている。南福島地

区の事業所の若手・中堅が中心となって、空き缶空きペットボトルの回収という環境問題への

対処とラッキーチケットを媒介として地元住民（消費者）と事業所との交流を深める事業とし

て、エコステーションを立ち上げた。エコステーションの設置は、彼らにとっては必ずしも商

売に直結するものではないが、環境問題に取り組むことによって商店街にふれあいと賑わいが

もたらされるという、持続的発展への確かな展望をもって取り組まれた。これを通じてわかる

ことは、子どもによってエコステーションがゲーム感覚で活用され、環境問題への対処と商店

街の持続的発展とが結合しうる可能性があるということである。それは子どもの環境教育を通

じた社会的な効果の大きさに如実にあらわれている。子どもが商店街に親しみを持ち、それに

親がかかわることで、長期的な意味で商店街の持続的発展につながっていくことが展望されて

いる。 

 第 6 章7では NPO 的性格をもつ TMO のうち、民間活力に力点を置く 3 セク型の TMO につ

いて、津軽こみせ㈱を事例として、その展開可能性を検討した。津軽こみせは、 活性化拠点

整備事業として、2001 年 7 月におみやげ処「津軽黒石こみせ駅」とそば処「こみせ庵」が、ま

た 2003 年 3 月に多目的ホール「こみせん」とイベント広場「じょんから広場」とが整備された。

さらに 2005 年 4 月には「みんなでつくる黒石のみらい」プロジェクトが、国土交通省の外郭団

体である都市みらい推進機構の 2004 年度「土地活用モデル大賞」の優秀賞に輝いただけでなく、

同 4 月にはこみせ通りが都市計画法にもとづく重要伝統建造物群に指定された。これにあわせ

て 5 月には拠点施設や土蔵ライブハウス「音蔵こみせん」などを運営する支援グループ「こみ

せ楽談」が結成された。 

 第 7 章8ではまちづくりにおける「公」と「私」とのあり方がここ数年大きく変化するなか

で脚光を浴びてきた市民協働型まちづくりについて、福島市での事例を取り上げ、商店街再構

築への手がかりを検討した。福島市では 2002 年度から「市民協働型まちづくり」に取り組んだ。

2002 年度には市民協働型まちづくり懇談会が発足し、協働作業結果としての提言書『いっしょ

にやっぺない』を作成し、市役所はこの「提言書」を受けて、ほぼ同内容の「福島市協働のま

                                                  
6 本章は書下ろしである。 
7山川充夫「地方都市中心市街地振興における TMO の役割と課題─㈱津軽こみせを事例として

─」中村剛治郎編、日本地域経済学会協力『地域の力を日本の活力に―新時代の地域経済学』（信

用金庫双書第 1 号）全国信用金庫協会、50-59、2005 年。 
8 山川充夫「ふくしま市民協働型まちづくりの展開と課題」『福島大学地域創造』第 17 巻第 2
号、2006 年 3 月。 
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ちづくり推進指針」を策定した。2003 年度には「ふくしま協働のまちづくり市民推進会議」が

立ち上がり、「指針」を市役所職員の「手引書」となる「『市民協働』の事業とするための提案

書」が提案され、福島市は「ふくしま型『市民協働』の事業とするための推進要綱」（04 年 4

月）を策定した。2004～05 年度はこうした要綱に沿って、市民企画提案型事業としての「こら

ぼ・ふくしま事業（ふくしま協働のまちづくり事業）」、情報共有を推進する「e-ネットふくし

ま（市民電子会議室）」の開設運営、協働型まちづくりの人財育成に向けた「市民協働まちづく

り楽校」など３つのプロジェクトが市民協働型として実施された。2006 年度にはチェックとし

ての第 4段階を迎えている。 

第 8章9では商店街の再生が NPO 活動と連携した定住環境の整備とどのような関係にあるのか

を明らかにするために、福島市都心南地区における NPO 的組織である「ふくしま城下まちづく

り協議会」の取り組みに焦点をあてて検討した。詳細な事業所アンケートと住民アンケートな

どからわかることは、この福島都心南地区の住民や事業所は外見的には立地条件に恵まれてい

るように思われているが、営業及び生活環境という点では決して恵まれた状況にはないことな

どである。ただしこれまでペーパープランとしての批判を浴びてきた地区計画が、福島市が借

上住宅として活用する商住型民間マンションが 2 棟（中町 52 戸，早稲町 40 戸）できたり、ハ

ード的にはすでに平和通りの地下駐車場や阿武隈川河畔の水辺と歩道等の整備，元日銀支店長

役宅の整備、駅南での「NHK 福島放送局」と「子供の夢を育む施設」の整備によって、実現し

てきている。ソフト的にも行政，商店会，あるいは城下まちづくり協議会等でのイベントも数

多く開催されている。こうした諸施設の連携を図り，利用を促進することでまちなかに人が集

まり，それが集客となり，商業の活発化につながり，まちなかを活性化させることが期待され

ている。こうした環境の変化は、新たなマンションの建設を引き出した。その結果、祭りの山

車引きにも子供が参加するようになるなど賑わいを取り戻しつつある。ただしこうした動きを

今後，商店街の活性化にどのよう、につなげていくのか，なお課題は多く残っている。 

 

補章では 2004 年度について、第 3 章の 2002 年度調査とほぼ同じ内容で調査を行った。ただ

し、集計項目として「商店街は活性化しつつある？」を加えた。まず商店街の特性と現況・活

性化との関連性を整理すると、公共交通機関によるアクセス性、店街内の回遊性、高齢者対策

や環境問題への取り組み、大型店の集客効果などの相違が、商店街の現況と活性化に影響をも

たらしていることがわかる。商店街のリーダーについては、年齢的には 50 歳代が最も多く、こ

                                                  
9山川充夫「地方中核都市での都心定住型まちづくりへの取り組み─福島市都心南地区を事例と

して─」福島大学地域創造支援センター『福島大学地域創造』第 16 巻第 2 号、105-136、2004

年。 
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れに 60 歳代が続いている。業種別でみると、酒屋、時計宝飾眼鏡店、飲食店、呉服店、市町村

議員、薬局、洋品店、菓子店などが比較的多い。青年部のリーダーについては 40 歳代が最も多

く、これに 30 歳代が続いている。業種別では楽器屋が多くなる。そして女性部のリーダーは 50

歳代の自営業者の奥さんが多い。 

補助事業として来街者・売上高ともに増えたという効果があったのは、「伝統的な外装整備＝

修景」、コミュニティ施設などであり、「ストリートライブの資金援助」「イセル歓迎イベント」

などは来街者・売上高ともに増えたという効果があった。ソフト事業では若者向きの新しいイ

ベント、プレミア付きのイベントなどは来街者・売上高ともに増加した。しかし伝統的なイベ

ントでは来街者も売上高も増加させることができない。フリーマーケットやスタンプラリー、

ポイントカードなどは、来街者を増やすことができても、売上高を増やす効果までは出てきて

いない。高齢者対策その活動の範囲が広くなっており、アクセス性の向上とユニバーサル化に

よる回遊性の向上、コミュニケーション機会の増加は高齢者買物客やリピータ、固定客などを

増加させ、売上増加にながった。環境対策も取り組み事例が次第に多くなり、その効果も目に

見えるようになった。 

ここ 2 年間で閉店した業種で多いのは、飲食料品、織物衣服身回品、飲食サービス業などで

あり、閉店舗の利活用は過半で行われていない。空き店舗対策のうち実施済みでしかも来街者・

売上高ともに増えた対策は無料休憩所・無料バス停留所（待合所）・ネットプラザ設置・コミュ

ニティプラザなど公共的活用やフリーマーケットなどイベントでの店舗一時的な活用などであ

る。行政による借上げのための補助や店舗募集広告なども効果がある。 

過去 2年間ほどで開店した店舗は、閉店業種と比較すると、各種商品小売業、健康サービス、

リサイクルなどが多く、織物衣服身回品小売業、飲食料品小売業、その他小売業、飲食サービ

ス、医療サービス、その他サービスなどが少ない。集客力のある店舗の特徴は「いろいろなも

のがある」「何でも揃っている」「個性的」「独自色」「手作り」「昔からある」「新鮮さ」「オリジ

ナル」「ブランド」「老舗」「地元」「季節」「名物」「高級・豪華」「こだわり」「おいしい」「ユニ

ーク」などが特徴的である。いずれにしても個店の魅力は経営者の魅力でもある。経営者の魅

力は業種横断的であり、やる気・熱心・一生懸命・積極的・バイタリティ、明るい・社交的・

親しみやすい・気さく・人柄、人付き合い・コミュニケーション・話が面白い、ネットワーク、

親切・きめ細かさ・生真面目、アイディア・ニーズに応える・独創性、顧客管理・情報収集・

専門的知識などが手がかりとなる。 

商店街振興のキーワードは、「集客力の増加」とか「人を呼び込める商店街」といった交流人

口の増加を目指すものもあるが、むしろ「住んでいる人が楽しめる街」とか「地元に愛される

街づくり」、「住みよいまちづくり」、「人と環境にやさしい」といったような定住人口との関連
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を重視するものが目立つ。そして重点事業は「まちなみの統一」もさることながら、「職住のコ

ミュニティ型商店街づくり」、「生活支援」、「高齢者に住んでもらうための住宅」、「小路の整備」、

「バリアフリー」などがキーワードとなっている。 

 




